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は じ め に

自動車や鉄道輸送などは、わが国の国民生活や経済活動に欠かすことのできない存在

であり、その安全性の確保や、それらに係る地域環境の保全、地球温暖化対応といった

問題は極めて重要な社会的課題となっております。

独立行政法人交通安全環境研究所は、これらの重要な社会的課題に取り組むことで安

全で環境に優しい交通社会の構築に貢献するという役割を担っており、自動車や鉄道の

安全・環境基準策定を支援するための研究活動を行う一方、大量生産される自動車の安

全・環境基準への適合性確認のための型式審査や、リコールに係る技術的な検証を実施

しています。また、とくに近年は、当該分野における国際的な取り組みの重要性の高ま

りに対して迅速・的確に応えるため、自動車の国際基準認証調和活動や、鉄道認証業務

による関連産業・技術の海外展開支援といったことにも積極的に取り組んでいるところ

です。

本フォーラムでは、グローバル化の進展、高度化する技術、一層求められてきている

環境・エネルギー対策などを踏まえた当研究所の最近の研究成果などをご紹介するとと

もに、外部の専門家の方々にもご講演をいただく予定になっており、今回のフォーラム

の開催が、わが国の今後の交通社会のあり方を探求していく一つのきっかけになれば幸

いです。また、ご来場の皆様からも、忌憚のないご意見をいただくことにより、当研究

所の活動をさらに充実・発展させ、当研究所に対する社会的な期待と信頼に応えていく

所存でございます。

今後とも、皆様方のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成２５年１２月

独立行政法人　交通安全環境研究所

理事長　飯　村　　　修
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自動車安全研究領域における研究の概要と方向性 
 

 
 

自動車安全研究領域   安藤 憲一 
 
 

１．はじめに 
我が国の交通事故の死者数は 12 年連続で減少して

おり、平成 24 年は 4,411 人と昭和 26 年以降で最低を

記録した。これはピーク時である昭和 45 年の死者数

16,765 人の 3 割以下であるが、なお 4,500 人もの人

が犠牲になっている。また、歩行中の死者数が相対的

に増える傾向にあり、平成 20 年以降は乗車中の死者

数を抜いて第 1 位を占めている。特に 65 歳以上の高

齢者が占める比率が依然として高い。 
第 9 次交通安全基本計画では、「平成 27 年までに

24 時間死者数を 3,000 人以下とし、世界一安全な道

路交通を実現する」との目標が定められ、また、国土

交通省でも車両の安全対策により 2020 年の交通事故

死者数を 2010 年比で約 1,000 人削減する数値目標を

提示したが、これらの目標の達成のためには、様々な

安全技術の開発と普及が不可欠である。 
安全な車とは、事故を起こしにくい車、事故が発生

した時に乗員や歩行者などの被害の程度が低い、保護

性能の高い車のことをいう。国土交通省は自動車の安

全基準を定めることで安全な車の普及を目指してい

るが、当研究所における最も重要な研究目的が、安全

基準作成の支援である。 
安全基準は一般的に評価法と基準値で構成される

が、コアとなる安全性能の評価法(試験法)を作ること

が最も重要である。 
 

２．安全研究 
２．１．衝突安全 
現行の車両乗員の衝突安全基準では、乗用車の前面

衝突試験、側面衝突試験、スレッド試験等に関して法

令上の定めがある。平均的な体格の男性ダミーや子供

ダミーを用いてバリア衝突試験などが行われている

が、今後は、交通事故の多様な実態を踏まえた安全性

能評価について検討する必要がある。 
このため、交通事故の調査解析、実車衝突実験、ス

レッド実験等の衝突実験、コンポーネント実験、シミ

ュレーション解析等を行っている。事故解析について

は、ITARDA の事故データを用いたマクロ統計分析の

ほかドライブレコーダの記録動画を用いた詳細な分

析を行っている。 
乗員の安全性に関する研究としては、ポール側面衝

突試験の導入に関して、カーテンエアバッグの車対車

側面衝突事故での効果の検証、コンパティビリティ性

（大きな車と小さな車の衝突）を考慮した試験法につ

いて検討している。 
チャイルドシートに関しては、側面衝突試験法につ

いて、実車衝突試験及びスレッド試験に基づいて、試

験法の問題点やその改善策を提案して国際基準に盛

り込んだ。 
また、衝突試験においてダミーを使って計測する胸

の傷害値として、現在は試験の種別によって加速度と

変位が併用されているが、より人体忠実度の高い指標

に一元化すべく、比較研究を行っている。 
生体が受ける傷害に関する生体工学は、物理学と生

物学とを融合したようなもので、衝突安全の基礎とな

る重要な分野であるため、継続的に研究に取り組んで

おり、頭部、胸部、脚部と段階的に安全性を計量する

傷害指標が作られ、基準に採用されている。今後は、

従来から使われている HIC のような傷害基準を最近

の医学的な見地から見直して、より多様な損傷を再現

できるようにしたいと考えている。 
 
２．２．予防安全 
予防安全装置に関しては、被験者を使ったDS実験、

シミュレーション等を行い、予防安全装置の導入効果

の評価や安全上の副作用の有無を確認している。 
予防安全装置は、ドライバの運転支援、自動ブレー

キなど機能が多様であり、ドライバの反応など操作の

ばらつきが非常に大きいため、システムの技術評価だ

けでは安全性の効果の計量が難しくなる。 
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路交通を実現する」との目標が定められ、また、国土

交通省でも車両の安全対策により 2020 年の交通事故

死者数を 2010 年比で約 1,000 人削減する数値目標を

提示したが、これらの目標の達成のためには、様々な

安全技術の開発と普及が不可欠である。 
安全な車とは、事故を起こしにくい車、事故が発生

した時に乗員や歩行者などの被害の程度が低い、保護

性能の高い車のことをいう。国土交通省は自動車の安

全基準を定めることで安全な車の普及を目指してい

るが、当研究所における最も重要な研究目的が、安全

基準作成の支援である。 
安全基準は一般的に評価法と基準値で構成される

が、コアとなる安全性能の評価法(試験法)を作ること

が最も重要である。 
 

２．安全研究 
２．１．衝突安全 
現行の車両乗員の衝突安全基準では、乗用車の前面

衝突試験、側面衝突試験、スレッド試験等に関して法

令上の定めがある。平均的な体格の男性ダミーや子供

ダミーを用いてバリア衝突試験などが行われている

が、今後は、交通事故の多様な実態を踏まえた安全性

能評価について検討する必要がある。 
このため、交通事故の調査解析、実車衝突実験、ス

レッド実験等の衝突実験、コンポーネント実験、シミ

ュレーション解析等を行っている。事故解析について

は、ITARDA の事故データを用いたマクロ統計分析の

ほかドライブレコーダの記録動画を用いた詳細な分

析を行っている。 
乗員の安全性に関する研究としては、ポール側面衝

突試験の導入に関して、カーテンエアバッグの車対車

側面衝突事故での効果の検証、コンパティビリティ性

（大きな車と小さな車の衝突）を考慮した試験法につ

いて検討している。 
チャイルドシートに関しては、側面衝突試験法につ

いて、実車衝突試験及びスレッド試験に基づいて、試

験法の問題点やその改善策を提案して国際基準に盛

り込んだ。 
また、衝突試験においてダミーを使って計測する胸

の傷害値として、現在は試験の種別によって加速度と

変位が併用されているが、より人体忠実度の高い指標

に一元化すべく、比較研究を行っている。 
生体が受ける傷害に関する生体工学は、物理学と生

物学とを融合したようなもので、衝突安全の基礎とな

る重要な分野であるため、継続的に研究に取り組んで

おり、頭部、胸部、脚部と段階的に安全性を計量する

傷害指標が作られ、基準に採用されている。今後は、

従来から使われている HIC のような傷害基準を最近

の医学的な見地から見直して、より多様な損傷を再現

できるようにしたいと考えている。 
 
２．２．予防安全 
予防安全装置に関しては、被験者を使ったDS実験、

シミュレーション等を行い、予防安全装置の導入効果

の評価や安全上の副作用の有無を確認している。 
予防安全装置は、ドライバの運転支援、自動ブレー

キなど機能が多様であり、ドライバの反応など操作の

ばらつきが非常に大きいため、システムの技術評価だ

けでは安全性の効果の計量が難しくなる。 
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１．はじめに 

交通事故件数は 2012 年において 665,138 件、交通

事故死者数は4,411人となっており1) 漸減傾向にある

とはいえ、まだまだ重要な問題であることに変わりは

ない。これらの交通事故を更に効果的に低減させるた

めには、広く一般のドライバを対象として対策を講じ

るよりも、交通事故を起こしやすいドライバ、あるい

は、発生しやすい事故類型について対策を講じる方が

適切であると考えられる。 

一般に、ドライバの視覚や認知の能力には個人差が

あるため、事故を起こしやすいドライバとそうでない

ドライバに分かれると考えられる。また、加齢にとも

なう視覚認知機能の低下も事故要因の一部であると

考えられる。このため、すべての車両に同一の安全対

策を適用したとしてもドライバによって事故予防効

果に差が出る可能性があり、事故を起こしやすいドラ

イバには、より踏み込んだ支援が必要と考えられる。

今後、一層事故を減らしていくには、ドライバごとの

特性を考慮することが必要と考える。 

このようなきめの細かい対策を目指すため、本研究

は交通事故統計やアンケートにより、交通事故、交通

違反を繰り返すドライバの特徴を分析した事例を紹

介する。更に、独立行政法人自動車事故対策機構（以

下NASVA）が提供する運転適性診断システムによりド

ライバの視覚機能、性格特性等とドライビングシミュ

レータの運転傾向との相関を分析した。以上より、ド

ライバ特性に適した支援方法に関する考察を行った。 

 
２．交通事故、交通違反とドライバ特性 

森田ら2)は交通事故統計におけるマクロ事故分析を

行い、追突を起こすドライバに特徴的な傾向を確認

し、他の事故類型のドライバと比較して、追突事故を

起こすドライバはそもそも違反歴が多く、信号無視、

一時停止違反などを犯しやすい危険な運転を行うド

ライバであると推測した。更に、追突事故を起こすド

ライバが、現実に危険な運転を行っているかどうかを

調べるウェブアンケートを行っている。平成 22 年に

事故を起こしたり起こされたりしたことのないグル

ープ、自動車で追突事故を起こしたグループ、自動車

で追突事故を起こされたグループを対象に（各グルー

プ 300 名）、危険な運転を分類する質問（Driving 

Behavior Questionnaire: DBQ3)）をしたところ、追突を起

こすドライバのグループには、ミラーの確認し忘れ

や、横断歩行者の見落としなどの事故につながる危険

性のあるエラーの経験者が多いことを示した。 

森田ら 4)は更に、2009年の事故・違反がどのように

発生しているか事故データのマクロ分析により調査

しており、過去の事故と同じ事故を再発する可能性が

高いこと、並びに過去の違反と同じ違反を再発する可

能性が高いことを示した。高齢者の事故の起こしやす

さに関する分析は、本フォーラムのポスター発表を参

照いただきたい 5)。 

以上の先行研究から、交通事故や交通違反を数年以

内に繰り返すドライバが存在することが明らかにな

っている。そのため、これらのドライバの心理、行動

特性を分析することが重要と考えられる。 

 

３．運転適性と危険運転の分析 
 ドライバが事故を起こす可能性がある運転を行う

場合の行動特性とその背後に潜む視覚特性、性格特性

との関係を把握するため、ドライバ特性のテストとド

ライビングシミュレータによる運転実験を実施し、両

者の関係について考察した。 

３．１ 運転適性診断について 
ドライバ特性の測定にはNASVAが提供する運転適性

診断システムを利用した 6)。トラック、バス、タクシ

ー等の運送事業者は、安全対策の一環として職業運転

者（従業員）に対する教育が義務付けられており、事

 

 

2011 年からスタートした国土交通省の第 5 期先進

安全自動車(ASV)計画において、当研究所は事務局と

して全体の企画・運営を行うとともに、プロジェクト

推進に必要となるDS実験やシミュレーション構築等

の研究成果を ASV に提供している。 
また、2013 年 10 月に東京で開催された ITS 世界

会議では、ASV における様々な予防安全装置のデモ

走行を行い、内外から多くの参加者が体験乗車し、ま

た、多くのメディアでも紹介された。 
急速に商品化が進んでいる先進ブレーキシステム

AEBの対前方車両への追突回避については、J-NCAP
や Euro−NCAP において試験の導入スケジュールが

決まっており、性能評価法の早急な策定が必要となっ

ている。 
当研究所では AEB による歩行者の衝突回避につい

て、性能評価法の開発に取り組んでいる。AEB の試

験のためには、できるだけ交通の現場に近い条件とす

ることが大切であり、試験の全体的なシナリオだけで

なく、歩行者ダミーのような試験のツール類について

も人体忠実度の担保がポイントとなる。 
 
２．３．電気・電子技術 
最近の自動車は、エンジンやブレーキなど多くの機

能がコンピュータを使ったシステムによって実現さ

れており、安全性向上、環境対策、燃費改善、快適性

の向上等が図られている。 
コンピュータによる制御によって自動車の性能は

大きく向上したものの、その一方で、システムがハー

ド、ソフトともに複雑・高度化し、かつ、ブラックボ

ックス化しているため、問題が発生した場合、早急な

原因の究明や対応が難しくなっている。トラブルが極

めて間欠的な事象であることも特徴である。特にソフ

トウェアに問題がある場合は、対応が難しくなる。 
当研究所では、ソフトウェアの変更などによる電子

制御システムの性能の変化を再現して検証する手法

の開発に取り組んでいる。ソフトウェアに問題のある

場合、実験室の中で、仮想的に作り出した道路環境で

システムの作動を多面的に検証して、ソフトウェアの

不具合による現象を再現することに成功した。 
また、環境対策として今後普及が期待される EV や

HEV で使われるリチウムイオン電池については、航

空機に発生したトラブルもあって社会的な関心を呼

んだ。当研究所ではリチウムイオン電池について、セ

ル単体だけでなくセル集合体についても実証実験を

行ったうえで、リチウムイオン電池搭載車のリスクを

分析している。 
 
２．４．点検・整備 
近年、自動車の買い替え期間が延びたために使用過

程車は全体として老朽化が進んでいる。長期使用によ

る構造・装置の劣化と適切な保守管理を怠ったことが

原因と見られる深刻な事例が報告されている。設計寿

命を超えて使用される車両も増加傾向にあると想定

され、安全の確保における点検や整備の重要性は高ま

っている。 
使用過程にある車両の状態を調べるため、当研究所

では整備工場などでの点検整備記録をデータベース

化し、科学的で多面的なミクロ、マクロ分析を行って

いる。自動車の長期使用と安全リスクとの関係を分析

し、適切な保守管理手法について調査している。 
再現実験による調査も行っており、平成 24 年度は、

メンテナンス不良の事例として、水分含有などによる

ブレーキ液の属性の変化が制動性能に及ぼす影響(機
能低下)について、再現実験を含む調査研究を行った。 

 
３．外部連携・国際調和活動 

研究成果は、行政に活用されるとともに、自動車技

術会、日本機械学会、Stapp Car Crash Conference、
ESV (Enhanced Safety Vehicle Conference) 、SAE、
iCrash など内外の学会等で発表されている。 
また、限られた資源で効率的な研究を行うため、内

外の大学や研究機関との連携を強めている。NHTSA、
VRTC、UTAC、BASt、TNO、TRL、TÜV 等欧米の

研究機関等との情報交換を進めている。 
基準の国際調和については、国連欧州経済委員会自

動車基準調和世界フォーラム(UN/ECE/WP29)の専

門家会議に職員を派遣し、各国の専門家との情報交換

を図りながら国際調和基準の作成を行っている。

WP29 の中で自動車安全研究領域が担当する委員会

は GRRF(ブレーキと走行装置)、GRSP(衝突安全。バ

ッテリー安全を含む)、GRE(灯火器)、GRSG(一般安

全)、ITS インフォーマル(情報、HMI)である。 
なお、国際調和活動も予防安全装置の基準に関する

ものが増えてきており、平成 25 年 11 月からは車線走

行維持装置(LKAS)をテーマとするアドホック会議が

立ち上がり、基準作成の準備作業が進んでいる。 
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３．外部連携・国際調和活動 

研究成果は、行政に活用されるとともに、自動車技

術会、日本機械学会、Stapp Car Crash Conference、
ESV (Enhanced Safety Vehicle Conference) 、SAE、
iCrash など内外の学会等で発表されている。 
また、限られた資源で効率的な研究を行うため、内

外の大学や研究機関との連携を強めている。NHTSA、
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ドバイスとして「黄色信号では止まりましょう」とい

う音声メッセージを提示した。以下では中間の距離で

ある37m、42m、48m の結果を説明する。 
３．２．３．実験手順 
当研究所の外部から 30 名が実験に参加した。最初

に練習走行を行ってから、走行1（アドバイスなし）、

走行2（アドバイスあり）を連続して実施した。次に、

約1時間かけてNASVA式運転適性診断を行い、最後に

走行3（アドバイスなし）を実施した。走行２と走行

３の間に適性診断を挿入したのは、アドバイスによる

運転の変化が一定時間経過したあとも継続するか否

かについて検討するためである。 

３．２．４．黄色信号の平均通過数 
シミュレータ酔いにより実験を中断した5名を除く

25名（男性12名、女性13名、平均年齢35.7歳、標

準偏差7.5歳）を対象に分析を行った。アドバイスが

一度も提示されなかった 5 名を除いた 20 名における

黄信号の平均通過回数を図2に示す。走行1の平均通

過回数は約6回であるが、走行2及び走行3は約4回

に減少した。平均通過回数について分散分析を行った

ところ、有意差が検出された（F[2,57]= 5.85, p<.01）。

Ryan法による多重比較の結果、走行１と走行２、走行

１と走行３の平均値間に有意差が検出された

（p<.01）。従って、アドバイスは黄信号の通過数を減

少させ、その効果が持続することが確認された。 
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図 2 アドバイスの有無と黄色信号を通過した回数 

 

３．２．５．通過数変化の個人差 

アドバイスの全体的な効果が確認されたことを踏

まえ、参加者個人ごとの解析を行った。走行１と走行

３の参加者別での黄信号通過回数を図3に示す。参加

者20名中14名が、アドバイス提示後は提示前よりも

黄信号での通過回数が減少したことから、大半のドラ

イバはアドバイスを受け入れ、運転を変化させた。し

かし、提示後は通過回数が 0～2 回まで減少した者が

いる一方で、提示後も依然として 10 回以上通過して

いる者、通過回数が変わらない者、むしろ増加した者

も見られる。このことから、アドバイスが効果的に作

用する者と効果が少ない者がいる可能性が示唆され

た。 
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図 3 黄色信号を通過した回数（参加者別） 

 

３．３．運転適性診断とアドバイスの効果 

３．３．１．判断・動作のタイミング 

判断・動作のタイミングテストは、図4に示すよう

に、画面を右側から左側へ移動する車が中央付近で覆

いの後ろに隠れた後、覆いの反対側に出現するタイミ

ングを予測する課題である。このテストは「現在の速

度を維持した場合、何秒後に交差点に到達するか」と

いうタイミングを予測する能力を調べている。 

 

  
図4 判断・動作のタイミングテスト 

 

このテストの成績は、車が反対側に出現するタイミ

ングを許容範囲内で正確にすべて予測できた場合を

100点として、タイミングが早すぎたり、遅すぎたり

した場合を減点して指数化される。この指数と走行１

から走行２における黄信号通過回数の減少数の相関

に有意傾向が検出された（r=0.42, p<.10）。以上の結

果より、アドバイスが効果的な者はタイミング予測能

 

 

故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土

交通大臣が認定する適性診断を受けさせる義務があ

る。NASVAはこの適性診断を行うPCベースのシステム

を提供しており、運転者教育や安全対策ためのアドバ

イスを行っている（図１）。上記以外の一般職業運転

者も適性診断を受けることができ、年間 40 万人以上

が受診している。また、全ての診断データが集約され、

受診グループの特徴や運転特性の経年変化などを定

量的に分析できるようになっている。 

以下に主な診断項目を示す。 

 注意の配分：連続的に変化する事態に対して注意

の配分・持続性を測定 

 動作の正確さ：連続して起こる複数の事態に対し

て的確・迅速な処理を行う能力を測定 

 判断・動作のタイミング：動作をおこすべきタイ

ミングを判断する能力を測定 

 視覚機能：動体視力、視野の広さなどを測定 

 性格テスト：感情の安定性、協調性、気持ちのお

おらかさ、他人に対する好意などを測定 

 安全運転態度：安全運転に対する考え方を測定 

 危険感受性：危険予測・判断の妥当性を測定 

 

 
図１ 運転適性診断システム 

 
３．２． ドライビングシミュレータ実験 
次に、危険な運転場面を再現したシミュレータ実験

について説明する。危険な運転場面として、黄色信号

の交差点を通行するシナリオを用意した。交通事故の

過半数が交差点付近で発生しており、信号が設置され

ている交差点においても事故率は高い 1)。その原因の

1つとして、黄信号における通過・停止の判断が難し

いことが考えられる。黄信号時は原則として停止線を

越えて進行することができないが、安全に停止できな

い場合の通過は認められている。現実には十分に停止

できるタイミングの黄信号において停止線を越えた

通行が行われており、このことが出会い頭事故等の原

因となっていると考えられる。 

そこで本実験では、黄色信号時に交差点を通過する

か停止するかの運転行動を観察した。また、停止する

ことが望ましいタイミングにおいて交差点を通過し

た場合に注意を促すアドバイス機能の効果を検証し

た。アドバイスを受け入れ運転を改善する者とアドバ

イスを無視して運転を変えない者の性格特性は異な

ると予想される。 

なお、本研究は当研究所における「人間を対象とす

る実験に関する倫理規程」に基づき、実験計画の事前

審査による承認を経た上で実施したものである。 

３．２．１．実験環境と走行条件 

実験には当研究所の定置型のドライビングシミュ

レータを使用した。参加者には片側2車線の市街地の

直線道路を約10km運転させた。この区間に36箇所の

信号交差点が存在し、青信号が 12 カ所、赤信号が 6

カ所、残りは次に示すタイミングで黄信号に変わっ

た。参加者には左車線を車線変更せずに 50km/h で走

行し、黄信号の場合は通過、停止を自らの基準で判断

するように指示を与えた。 

３．２．２．黄信号点灯タイミング 

青信号が黄色信号に変わるタイミングは、自車両の

停止線からの距離によって設定した。黄信号の長さを

3 秒間、ブレーキ反応時間を 0.7 秒と仮定して、表 1

に示した5種類の距離における運転行動を比較した。

停止線からの距離が短い場合は、急ブレーキでなけれ

ば停止できないため通過する割合が高く、距離が長く

なるほど停止する割合が高くなると考えられる。中間

の距離では、通過と停止の判断に迷いが生じると考え

られる。急ブレーキをかけなくても停止可能なタイミ

ングである37m～63mで交差点を通過した場合に、ア 

 

表１ 黄色信号のタイミングと予想される運転 

停止線か

らの距離

(m) 

停止に必要

な減速度 

(m/s2) 

予想される運転行動 回数 

21 4.0 大半が通過 3 

37 3.5 通過が多い 4 

42 3.0 通過・停止が混在 4 

48 2.5 停止が多い 4 

63 - 大半が停止 3 
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の距離では、通過と停止の判断に迷いが生じると考え

られる。急ブレーキをかけなくても停止可能なタイミ

ングである37m～63mで交差点を通過した場合に、ア 

 

表１ 黄色信号のタイミングと予想される運転 

停止線か

らの距離

(m) 

停止に必要

な減速度 

(m/s2) 

予想される運転行動 回数 

21 4.0 大半が通過 3 

37 3.5 通過が多い 4 

42 3.0 通過・停止が混在 4 

48 2.5 停止が多い 4 

63 - 大半が停止 3 
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１．はじめに 
近年、社会の高齢化により 65 歳以上の高齢者の免

許保有者数も年々増加し続けており、2010 年には

1200 万人を突破している。一方、交通事故は 2001
年頃から減少傾向（図 11））にあるが、高齢ドライバ

による事故は 15 年前と比べると 2．1 倍程度に上昇し

現在も高止まり傾向にあり、その対策が求められてい

る。また、高齢ドライバによる事故は、夜間時におけ

る対歩行者事故の割合が高い（図 22））のが特徴であ

る。これは、高齢ドライバの歩行者の視認性が夜間に

おいて特に低下しやすいことが原因になっているも

のと考えられる。 
特に重大事故につながりやすい夜間の高齢ドライ

バの対歩行者事故低減を目指し、高齢ドライバの夜間

視認性について解析を行うとともに、年齢層などによ

って事故の起こりやすさがどのように変化するのか

を定量化し、新しい前照灯システムの効果評価を実施

し、安全性向上のための対策について検討を行った。 
 

２．高齢ドライバの視覚の基本特性 

夜間時に高齢ドライバによる対歩行者事故が起こ

りやすい要因として、視覚などの知覚特性の劣化が上

げられる。加齢に伴い夜間における視力の低下やグレ

ア感度の上昇を引き起こし、暗い路面での歩行者は認

知されにくくなる 3)。 

 筆者らが行った夜間時の歩行者横断を模擬した視

認性評価実験 3)では、若齢層よりも 65 歳以上の高齢

層の方が、同じ視力であっても歩行者と背景とのコン

トラスト閾値（対象物が視認できなくなる輝度コント

ラストの限界値）が上昇し、歩行者をより視認しづら

くなることが示された（図3）。また、背景輝度が低く

なるにつれて、若齢層よりも高齢層の方が歩行者の視

認性が低下しやすいことが明らかになった。 
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図２ 自動車死亡事故の被害者の比率 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 背景輝度や年齢層によるコントラスト閾値の変化 
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力が高い傾向があり、アドバイスを聞き入れない者は

タイミング予測能力が低い傾向があることが示唆さ

れる。このような違いが生じた理由について考察す

る。タイミングが的確に予測できる者はアドバイスが

提示された場合に「確かに停止すべきタイミングだっ

た」と納得するため、アドバイスを素直に受け入れる

と考えられる。しかし、的確に予測できない者は、自

分としては停止できない状況であると思い込んでい

るため、アドバイスに納得できないものと考えられ

る。タイミング予測ができない者には、黄色信号に変

わった直後に停止を促す警告を提示する方が、交差点

通過の回数を減らすことができると考えられる 7)。あ

るいは、車両を強制的に減速させるなどの介入度の高

い支援をする方が効果的と考えられる。 

３．３．２．性格テスト 

性格テストでは、参加者は 85 項目の質問に回答す

ることになっている。例えば「見ると欲しくなって、

つい買い込むくせがある」と言う質問に対し「はい」

「いいえ」「どちらでもない」の三者択一で回答する。

これにより、感情の安定性、協調性、気持ちのおおら

かさ、他人に対する好意という4種類の性格尺度の参

考値が得られるようになっている。 

走行3における停止線から37mの位置で黄信号に変

わった場合の交差点通過回数と性格テストで得られ

た3種の性格特性の相関に有意差あるいは有意傾向が

検出された。 

○協調性指数（r=－0.50, p<.05） 

○他人に対する好意指数（r=－0.51, p<.05） 

○感情の安定性指数（r=－0.45, p<.10） 

 穏やかで協調性のある人ほどアドバイスを聞き入

れやすく、短気で自己中心的な人ほど聞き入れにくい

傾向にあると考えられる。このような違いが生じた理

由を考察する。前者は自分だけでなく他者のことも考

えて行動する傾向にあるため、ルールを守ることを優

先し、アドバイスを聞き入れると考えられる。しかし、

後者は自分の行動を優先して行動する傾向にあるた

め、自分が通過できそうなら止まる必要はないと考

え、アドバイスを聞き入れにくいと思われる。後者に

対しては、単に「止まれ」というメッセージではなく、

なぜ止まる必要があるのかを理解させるようなメッ

セージを提示する必要があると思われる。 

 

 

４．まとめ 
NASVAが提供する運転適性診断システムにより、ド

ライバの視覚機能、性格特性等を分析し、ドライビン

グシミュレータによる運転行動を分析したところ、黄

色信号で減速せずに通過する傾向があるドライバは、

タイミング予測能力、感情の安定性、協調性、他人に

対する好意度がそれぞれ低い可能性があることが示

唆された。これらのドライバは、アドバイスによって

運転が改善する効果が小さいと考えられ、積極的に運

転に介入する支援方法が必要であると考えられる。今

後、より多くのドライバを対象に実験を行い、以上の

結果を確証していくとともに、運転中のドライバに対

する支援方法やドライバ特性に適した指導、教育方法

などについて提案する予定である。 
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３．１．解析条件 

シミュレーション解析により自車両側のドライバ

から見たときの右側歩行者及び左側歩行者の視認性

について調べる（図 8 参照）。道路は 2 車線、道路幅

は 7m（単車線は 3.5m）とし、車両（ドライバポイン

ト）はそれぞれ中心線から横 1.75m 位置を走行する。

道路形状は直線とし、視線方向は進行方向とした。 
車両の前照灯は走行ビーム及びすれ違いビームと

する。今回の解析では、すれ違いビームを基本とした

場合と走行ビームを基本とした場合の見え方の違い

を調べるため、自車が走行ビームの時は対向車も走行

ビーム、自車がすれ違いビームの時は対向車もすれ違

いビームとする。配光は実測値を用いた。 
 
 
   
 
 
      図 8 道路設定条件 
 
グレア光幕輝度に影響する水晶体の分光透過率 T

や混濁粒子の粒径は年齢層によって変化するものと

し、過去の実測データ 5)-7)に基づき設定した（式③、

④、および表 1）。また、若齢ドライバは 20 歳、高齢

ドライバは 80 歳と設定した。 
③20から60歳の場合：T＝10－( (1.00+0.02(A-32)) L1(λ) + L2(λ) ） 
④60歳以上の場合：T = 10－（(1.56+0.0667(A-60)) L1(λ)+L2(λ))    
 A：年齢、λ：波長 L1(λ)、L2(λ)：測定による分布 

表 1 水晶体光学特性 
 

 

 

 

３．２．シミュレーションと観測評価結果との整合性 

 シミュレーションに基づく歩行者視認性の解析結

果が、24 年度に実施した実験参加者による観測評価

実験結果と整合するかどうかの確認を行った。 

 

 

 

 

 

図 9 実車を用いた歩行者の被視認性評価実験 

表 2 は図 6 の実験結果（光源あり）とシミュレーシ

ョン結果の比較であり、表 3 は実車を用いた歩行者の

観測評価実験（図 9）とシミュレーション解析の結果

比較である。シミュレーション結果は観測評価結果と

の差が 10％以内に収まることが示されている。 

 表 2 対向車前照灯がある場合のコントラスト閾値 

若齢層 高齢層

観測評価 0.36 0.65

シミュレーション解析 0.34 0.67  
※ 前照灯はすれ違いビーム相当（設置位置は歩車間距離 60m 

で歩行者右 2m を想定時） 
 

表 3 実車による歩行者視認距離 

左側歩行者(m) 右側歩行者(m)

観測評価 80 60

シミュレーション解析 74 65  
    ※ 自車両、対向車いずれも走行ビーム 

 

３．３．解析結果 

 各条件下における歩行者と背景との輝度コントラ

ストを図 10 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)すれ違いビーム使用時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)走行ビーム使用時 
図 10 歩行者と背景との輝度コントラスト 
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 さらに、高齢層は若年層に比べてまぶしさを感じや

すくなる。筆者は、高齢ドライバと若年ドライバの見

え方の違いを調べるため、対向車前照灯のグレア感の

加齢変化をシミュレーション解析４）し、歩行者横断中

のドライバ視界の CG 化（図4）を行った。また、近

傍に前照灯に相当するグレア光源がある場合の歩行

者と背景とのコントラスト閾値の加齢変化を明らか

にするため、実験参加者による視認性実験 3)を実施し

た。図 5 に、提示した歩行者とグレア光源の状況を示

す。これらにより、高齢ドライバは若齢ドライバより

も眼球内光散乱によりグレア光幕（眩しい光源を見た

ときに光源の周りに発生する光の幕）輝度が上昇し、

歩行者の被視認性が低下する（蒸発現象）ことが確認

されている（図 6 参照。図 6 は、図 5 の実験により求

められた歩行者のコントラスト閾値。歩行者への前照

灯照射範囲は全身）。 
 

 
 
 
 

 
 (a)若齢ドライバ       (b)高齢ドライバ 

図4 対向車前照灯を考慮したドライバ視界のシミュレ 

ーション解析 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 対向車前照灯を考慮した歩行者被視認性評価実験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 6 対向車前照灯を考慮した歩行者コントラスト閾値 
  （歩車間距離は 60m、歩行者と光源の距離は 2m 想定） 

 

３．歩行者視認性の解析 

これまでの実験で求められた視覚の基本特性（図6）

を活用し、対向車前照灯のグレア光幕のシミュレーシ

ョン解析４）（図7参照。図7の手順により、光源を見

たときの水晶体内混濁粒子による光散乱とその光幕

輝度を、モンテカルロ法により解析）を行い、夜間運

転中での歩行者の見え方や視認距離が年齢層や前照

灯などによりどのように変化するのかを明らかにす

る。なお、高齢ドライバや若齢ドライバのコントラス

ト閾値Ｅt は、図 3の実験データに基づいて、以下の

式①、②で設定する。 

①若齢者：log(Et）＝－0.971＋0.00293R－0.400L    
②高齢者：log(Et）＝－0.869＋0.00271R－0.480L 

R（m）：車間距離。L：背景輝度（cd/m2） 

 すれ違いビームについては走行ビームと比べて、歩

行者への照射範囲が狭く（足元付近に集中）なるため、

コントラスト閾値は図 6 の場合よりも上昇すること

が想定される。筆者は、照射範囲により模擬歩行者の

被視認性がどのように変化するのか評価する実験を

行った。その実験結果 3)に基づき、すれ違いビーム使

用時のコントラスト閾値は、式①、②による算出値に

対して、歩車間距離 40m では 1.1 倍、100m では 1.25
倍で線形補間し補正する。 

図7 水晶体内光散乱解析フローチャート
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を調べるため、自車が走行ビームの時は対向車も走行

ビーム、自車がすれ違いビームの時は対向車もすれ違
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図５ 対向車前照灯を考慮した歩行者被視認性評価実験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 6 対向車前照灯を考慮した歩行者コントラスト閾値 
  （歩車間距離は 60m、歩行者と光源の距離は 2m 想定） 
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 シミュレーションで設定するパラメータを表 4、表

5 に示す。歩行者横断判断及び歩行者横断速度は過去

に当研究所で実施した実験結果 12)13)に基づいて設定

した。今回の解析では、若齢歩行者だけでなく高齢歩

行者もシミュレーション上で出現させるものとし、そ

の出現比率は人口統計に基づき 76%（若齢）：24%(高
齢)とした。道路は直線単路で片側一車線（図 8）とし

た。ADB の配光は、対向車にはすれ違いビーム、歩

行者には走行ビームが照射されるように適切に制御

するものとした。 
なお、今回の解析では、前照灯などによる対歩行者

の危険度の変化を定量化するため、“接近する車両の

ドライバが、横断開始しようとする横断歩行者を視認

出来ない”かつ“接近する車両がそのまま一定速度で

走行すれば横断中歩行者とその車線上で接近する”ケ

ースを危険事象としてカウントする。歩行者横断回数

に対するその比率（以下「視認危険度」と呼ぶ）を算

出し、危険度の比較を行うこととした。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 14 ASSESS モデル 
 

表 4 歩行者がぎりぎり横断できる歩車間距離 
（車両走行速度 40km/h 時） 

配光

AV. S.D. AV. S.D. AV. S.D. AV. S.D.

若齢歩行者 63.7 17.5 62.8 13.2 74.3 32.9 62.0 30.3

高齢歩行者 74.3 32.3 61.2 30.3 70.8 40.6 63.4 37.5

左側歩行者(m) 左側歩行者(m)

走行 すれ違い 走行 すれ違い

 
表 5 その他の設定パラメータ 

車両交通量 0.1～10台/時（両側合計）

車両速度 40km/h

歩行者横断速度 若齢歩行者2.0m/s.　高齢歩行者1.6m/s

歩行者反射率 5%  
 
 

４．２． 解析結果 

 横断歩行者の視認危険度の解析結果を図 15 に示

す。 
 今回の条件では交通量の少ない場合には、光度の低

いすれ違いビームの危険度が高くなることが示され

ている。交通量の多い場合には、走行ビームの危険度

が高くなる場合もあり、交通環境によりすれ違いビー

ムと走行ビームのどちらが有効であるかは変化する

ことが示された。 
ADB 使用に関しては、いずれのケースでも他の前

照灯と比べると視認性が向上し、危険度が低下するこ

とが明らかになった。 
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(b)高齢ドライバ 

図 15 前照灯による歩行者視認危険度の変化 
 

5．最後に 

高齢ドライバの夜間運転時の視認性について解析

を行うとともに、ドライバの年齢層などによって対歩

行者事故の起こりやすさがどのように変化するのか

 

 

Q.前照灯は走行/すれ違い
どちらが基本？

すれ違いが基本
８９％

走行が基本
１１％

Q.前照灯の使用割合は？

状況に応じて
すれ違いと
走行を適切に

切替　　６１％

常にすれ違い
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殆どすれ違い

２８％

対向車が無い場合には、走行ビーム（ハイビーム）

の方がすれ違いビーム（ロービーム）よりもコントラ

スト低下が小さいが、対向車がある場合には走行ビー

ムの方が蒸発現象によりコントラスト低下が大きく

なることが示されている。また、それは高齢ドライバ

において顕著に現れる。 
求められたコントラストから右側歩行者の視認距

離の解析を行った。その結果を図 11 に示す。 
 走行ビーム同士の場合、対向車前照灯による影響が

大きいが、すれ違いビーム同士の場合には光度が低い

ため、車間距離による視認距離の変化は小さい。この

ため、対向車が近い場合には、すれ違いビームの方が

歩行者の視認距離が長くなりやすく、対向車が遠い場

合には、走行ビームの方が視認距離は長くなりやす

い。特に高齢ドライバの場合には、対向車前照灯の光

幕の影響を受けやすくなり、走行ビームよりすれ違い

ビームの方が歩行者の視認距離は長くなりやすい。 
 

車間距離(m)

100

50

視
認

距
離

(
m
)

0 500100 200 300300 400

すれ違いビーム（若齢ドライバ）

すれ違いビーム（高齢ドライバ）

走行ビーム（若齢ドライバ）

走行ビーム（高齢ドライバ）

 
図 11 対向車前照灯を考慮した歩行者の視認距離 

 

４．歩行者安全性評価 

 茨城県警の事故調査 8)によると夜間運転時の対歩行

者事故のうち 9 割超がすれ違いビームを使用してお

り、そのうち走行ビームを使用していれば 5 割近くは

回避可能という報告もなされている８)。こうしたこと

から各県警において走行ビームを基本とするように

推奨する動きも広がりつつある。しかしながら、過去

に筆者が実験参加者に実施したアンケート（図 12）
では、すれ違いビームを基本と回答するドライバが大

半となっている。 

また、こうした走行ビームとすれ違いビームの使い

分けの問題解決のため、歩行者を視認しやすくなるよ

うに自動配光制御する ADB（可変型走行ビーム。図

13 参照）といったシステムの開発・導入も進められ

つつある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12 前照灯の使用状況のアンケート結果 
 

先行車及び対向車が存在する場合

 
図 13 ADB の自動配光制御 

 
 そこで、すれ違いビームと走行ビームのどちらを使

用した場合に事故が起こりやすくなるのか、また、

ADB により事故の改善効果があるのかをシミュレー

ション解析により評価することとした。 
 
４．１． 解析手法 

当研究所で開発した予防安全支援システム効果評

価シミュレータ（ASSESS）9)-11)（図 14）のドライバ

モデルと環境モデルのアルゴリズムを活用し、前照灯

や交通量により夜間時の横断歩行者の安全性がどの

ように変化するのかを解析する。  
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 シミュレーションで設定するパラメータを表 4、表

5 に示す。歩行者横断判断及び歩行者横断速度は過去

に当研究所で実施した実験結果 12)13)に基づいて設定

した。今回の解析では、若齢歩行者だけでなく高齢歩

行者もシミュレーション上で出現させるものとし、そ

の出現比率は人口統計に基づき 76%（若齢）：24%(高
齢)とした。道路は直線単路で片側一車線（図 8）とし

た。ADB の配光は、対向車にはすれ違いビーム、歩

行者には走行ビームが照射されるように適切に制御

するものとした。 
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走行すれば横断中歩行者とその車線上で接近する”ケ

ースを危険事象としてカウントする。歩行者横断回数

に対するその比率（以下「視認危険度」と呼ぶ）を算

出し、危険度の比較を行うこととした。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 14 ASSESS モデル 
 

表 4 歩行者がぎりぎり横断できる歩車間距離 
（車両走行速度 40km/h 時） 

配光

AV. S.D. AV. S.D. AV. S.D. AV. S.D.

若齢歩行者 63.7 17.5 62.8 13.2 74.3 32.9 62.0 30.3

高齢歩行者 74.3 32.3 61.2 30.3 70.8 40.6 63.4 37.5

左側歩行者(m) 左側歩行者(m)

走行 すれ違い 走行 すれ違い

 
表 5 その他の設定パラメータ 

車両交通量 0.1～10台/時（両側合計）

車両速度 40km/h

歩行者横断速度 若齢歩行者2.0m/s.　高齢歩行者1.6m/s

歩行者反射率 5%  
 
 

４．２． 解析結果 

 横断歩行者の視認危険度の解析結果を図 15 に示

す。 
 今回の条件では交通量の少ない場合には、光度の低
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ことが示された。 
ADB 使用に関しては、いずれのケースでも他の前

照灯と比べると視認性が向上し、危険度が低下するこ

とが明らかになった。 
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３．昼間点灯ランプの安全性評価について 
 

自動車安全研究領域   ※塚田 由紀 
 
 

１．はじめに 
昼間点灯ランプ（Daytime running lamps、以下「Ｄ

ＲＬ」という）とは、車両の被視認性を向上させるた

めの昼間専用のランプのことである。現在、国連協定

規則において、四輪車へのＤＲＬ装備を義務付けてい

るものの、日本においてはＤＲＬ装備を禁止している

ため、貿易等の問題から話題を呼んでいる。 

日本では、二輪車の保有台数が比較的多いことか

ら、二輪車の被視認性を向上させるため、二輪車には

イグニッションの始動と同時に前照灯が点灯するこ

とを義務付けている。この前照灯の自動点灯の義務化

により、日本でも二輪車の事故防止に効果があったと

報告されている１）。一方で、二輪車へのＤＲＬの装備

は、四輪車同様禁止している状況にある。 

二輪車の被視認性を確保する手段として、ＤＲＬの

点灯も有効であると考えられるものの、二輪車に前照

灯の自動点灯のみ義務化し、ＤＲＬの装備を禁止して

いる現状は、自動車技術基準の国際調和の観点からも

技術的な裏付けあるいは見直しが必要と考えられる。 

そこで、二輪車にＤＲＬを装備しても問題がないか

どうかを調査することを目的に本研究を実施した。 

 
２．実験：二輪車ＤＲＬによる右折判断への影響 

２．１．概要 
本実験は、二輪車がＤＲＬを点灯して走行した場

合、ＤＲＬの眩しさが道路交通の安全を阻害するレベ

ルであるかどうか調査することを目的に行った。ここ

で“阻害するレベル”とは、対向車線を直進している

二輪車の前を横切って四輪車が右折する場合、二輪車

と四輪車が衝突する可能性があるかどうか、で判断す

ることとした。同時に、二輪車のＤＲＬの眩しさにつ

いても評価を行った。 
２．２．実験条件 
実験は、当研究所自動車試験場のテストコース内

に、模擬交差点を設置して行った。被験者車両は、全

て同一型式の車（ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗ ｱｸｼｵ 平成22年型）と 

表1実験条件 

項目 条件 

天空照度 10,000lx （8,870-10,800 ）
2,000lx   （1,872-2,110）
1,000lx   （829-1,119 ） 
0lx       （0.3lx 以下） 

二輪車のランプ すれ違いﾋﾞｰﾑ（ＬＢ)既存 

昼間点灯ランプ（ＤＲＬ） 

二輪車の速度 時速40、60、80 Km 

被験者の視点高 1,200 mm 

二輪車ﾗﾝﾌﾟの 

取付高さ 

ＬＢ中心：873 mm 

ＤＲＬ中心：1,200 mm 

二輪車ﾗﾝﾌﾟの 

光源 

ＬＢ：ハロゲン（H4 ﾊﾞﾙﾌﾞ） 

ＤＲＬ：ＬＥＤ 

被験者 20 名（23 歳～47 歳（平

均38歳）、普通免許保持

者） 

眩しさ評価 de Boer の 9 点法（不快

グレア評価指数） 

 

した。実験条件を表１に示す。なお、本被験者実験は

当研究所の人間を対象とする実験に関する倫理規程

により承認された後、実施した。 
二輪車に設置したＤＲＬは、国連協定規則No.87に

適合しているものを改造し、法規に定められている光

度の上限である1,200cdを有するものを用いた（中心

光度は938cd）。つまり、法規上最も明るいＤＲＬを

用いて実験した。また、ＤＲＬの中心取付け高さは被

験者のアイポイントと同じ1,200mmとし、被験者に最

も眩しさを与えると考えられる位置に設置した。 

図１に、二輪車が通り過ぎる時の被験者の眼前照度

の変化を示す。これは、夜間に被験者車両の運転席の

アイポイント位置に照度計を設置して測定した値で

ある。二輪車を時速 20km で走行させ、サンプリング

間隔0.5秒で測定した。横軸は、アイポイント（ここ

では照度計の位置）と二輪車との間の距離を示してお

り、二輪車がアイポイントを通過するとプラスの値を

示すようになっている。すれ違いビーム（以下「ＬＢ」

 

 

を定量化し、新しい前照灯システムの効果評価を行っ

た。その結果、以下のことが明らかになった。 
(1) 対向車が無い場合には、すれ違いビームよりも走

行ビームの方が歩行者と背景の輝度コントラス

トは高くなるが、対向車がある場合には走行ビー

ムの方が蒸発現象によりコントラスト低下が大

きくなる。また、それは高齢ドライバにおいて顕

著に現れる。 
(2) 対向車が近い場合には、すれ違いビームを使用す

る方が、歩行者の視認性の面で有利である。 
(3) 夜間運転時の対歩行者への危険度は、走行ビーム

とすれ違いビームではどちらを使用した方が小

さくなるのかは交通量により変化する。ADB を

使用した場合には、いずれの交通量でも高齢ドラ

イバ、若齢ドライバに関わらず他の前照灯と比べ

ると歩行者の視認性は向上し危険度が低下する。 
 
 今後も高齢ドライバや夜間運転時の安全評価と事

故低減の対策について検討を行っていく。 
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３．昼間点灯ランプの安全性評価について 
 

自動車安全研究領域   ※塚田 由紀 
 
 

１．はじめに 
昼間点灯ランプ（Daytime running lamps、以下「Ｄ

ＲＬ」という）とは、車両の被視認性を向上させるた

めの昼間専用のランプのことである。現在、国連協定

規則において、四輪車へのＤＲＬ装備を義務付けてい

るものの、日本においてはＤＲＬ装備を禁止している

ため、貿易等の問題から話題を呼んでいる。 

日本では、二輪車の保有台数が比較的多いことか

ら、二輪車の被視認性を向上させるため、二輪車には

イグニッションの始動と同時に前照灯が点灯するこ

とを義務付けている。この前照灯の自動点灯の義務化

により、日本でも二輪車の事故防止に効果があったと

報告されている１）。一方で、二輪車へのＤＲＬの装備

は、四輪車同様禁止している状況にある。 

二輪車の被視認性を確保する手段として、ＤＲＬの

点灯も有効であると考えられるものの、二輪車に前照

灯の自動点灯のみ義務化し、ＤＲＬの装備を禁止して

いる現状は、自動車技術基準の国際調和の観点からも

技術的な裏付けあるいは見直しが必要と考えられる。 

そこで、二輪車にＤＲＬを装備しても問題がないか

どうかを調査することを目的に本研究を実施した。 

 
２．実験：二輪車ＤＲＬによる右折判断への影響 

２．１．概要 
本実験は、二輪車がＤＲＬを点灯して走行した場

合、ＤＲＬの眩しさが道路交通の安全を阻害するレベ

ルであるかどうか調査することを目的に行った。ここ

で“阻害するレベル”とは、対向車線を直進している

二輪車の前を横切って四輪車が右折する場合、二輪車

と四輪車が衝突する可能性があるかどうか、で判断す

ることとした。同時に、二輪車のＤＲＬの眩しさにつ

いても評価を行った。 
２．２．実験条件 
実験は、当研究所自動車試験場のテストコース内

に、模擬交差点を設置して行った。被験者車両は、全

て同一型式の車（ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗ ｱｸｼｵ 平成22年型）と 

表1実験条件 

項目 条件 

天空照度 10,000lx （8,870-10,800 ）
2,000lx   （1,872-2,110）
1,000lx   （829-1,119 ） 
0lx       （0.3lx 以下） 

二輪車のランプ すれ違いﾋﾞｰﾑ（ＬＢ)既存 

昼間点灯ランプ（ＤＲＬ） 

二輪車の速度 時速40、60、80 Km 

被験者の視点高 1,200 mm 

二輪車ﾗﾝﾌﾟの 

取付高さ 

ＬＢ中心：873 mm 

ＤＲＬ中心：1,200 mm 

二輪車ﾗﾝﾌﾟの 

光源 

ＬＢ：ハロゲン（H4 ﾊﾞﾙﾌﾞ） 

ＤＲＬ：ＬＥＤ 

被験者 20 名（23 歳～47 歳（平

均38歳）、普通免許保持

者） 

眩しさ評価 de Boer の 9 点法（不快

グレア評価指数） 

 

した。実験条件を表１に示す。なお、本被験者実験は

当研究所の人間を対象とする実験に関する倫理規程

により承認された後、実施した。 
二輪車に設置したＤＲＬは、国連協定規則No.87に

適合しているものを改造し、法規に定められている光

度の上限である1,200cdを有するものを用いた（中心

光度は938cd）。つまり、法規上最も明るいＤＲＬを

用いて実験した。また、ＤＲＬの中心取付け高さは被

験者のアイポイントと同じ1,200mmとし、被験者に最

も眩しさを与えると考えられる位置に設置した。 

図１に、二輪車が通り過ぎる時の被験者の眼前照度

の変化を示す。これは、夜間に被験者車両の運転席の

アイポイント位置に照度計を設置して測定した値で

ある。二輪車を時速 20km で走行させ、サンプリング

間隔0.5秒で測定した。横軸は、アイポイント（ここ

では照度計の位置）と二輪車との間の距離を示してお

り、二輪車がアイポイントを通過するとプラスの値を

示すようになっている。すれ違いビーム（以下「ＬＢ」

 

 

を定量化し、新しい前照灯システムの効果評価を行っ

た。その結果、以下のことが明らかになった。 
(1) 対向車が無い場合には、すれ違いビームよりも走

行ビームの方が歩行者と背景の輝度コントラス

トは高くなるが、対向車がある場合には走行ビー

ムの方が蒸発現象によりコントラスト低下が大

きくなる。また、それは高齢ドライバにおいて顕

著に現れる。 
(2) 対向車が近い場合には、すれ違いビームを使用す

る方が、歩行者の視認性の面で有利である。 
(3) 夜間運転時の対歩行者への危険度は、走行ビーム

とすれ違いビームではどちらを使用した方が小

さくなるのかは交通量により変化する。ADB を

使用した場合には、いずれの交通量でも高齢ドラ

イバ、若齢ドライバに関わらず他の前照灯と比べ

ると歩行者の視認性は向上し危険度が低下する。 
 
 今後も高齢ドライバや夜間運転時の安全評価と事

故低減の対策について検討を行っていく。 
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図５ 眩しさ評価結果 

 

右が0lx（夜間）である。それぞれ横軸は被験者が観

察した二輪車のランプと速度の組み合わせを示して

いる。縦軸は、同じ不快グレア評価値で評価した割合

を示し、色の違いは不快グレア評価値の違いである。 

左右の図を比べると、すれ違いビーム（ＬＢ）は、

対向車ドライバに眩しさを与えないように配光が下

向きに調整されているため、夜間であっても眩しくて

耐えられないとは評価されていない。しかし、全体の

空間を照明するように配光が調整されているＤＲＬ

に対しては、夜間になると「耐えられない」と評価し

た被験者も出現し、対向車ドライバに眩しさを与える

ことが分かる。 

天空照度が1,000lxの場合、ＤＲＬに対する不快グ

レア評価値4以上で評価した人が75%程度となり、天

空照度がこれ以上暗くなる場合にはＤＲＬからＬＢ

へ切り替えることが望ましいことが分かる。現在の国

連協定規則においても、四輪車の場合には天空照度が

1,000lx以下の場合にはＤＲＬから前照灯すれ違いビ

ーム（ＬＢ）へ自動で切り替わることが義務付けられ

ており、この規制値の妥当性も示されたといえる。 

同時に実施した昼間（10,000lx)条件の結果では、

ＤＲＬはＬＢよりも不快グレア評価値が小さい値と

なるものの、ほとんどの場合に眩しくて耐えられない

とは評価されなかった。 

３．２．ニアミス率と衝突余裕度 
各被験者に対する交差点通過時間は、平均 3.46 秒

（最短 2.83 秒、最長 4.59 秒）であった。各被験者の

タイムギャップと交差点通過時間を比較し、タイムギ

ャップが交差点通過時間よりも短い場合にはニアミ

スをすると仮定し、ニアミスの確率（ニアミス率）を

求めた。その結果を図６に示す。横軸は二輪車のラン

プと速度の組み合わせを示し、縦軸はニアミス率を示

している。棒の色の違いは、天空照度の違いである。

二輪車の速度が速いほどタイムギャップが短い傾向

がみられているため、ニアミス率も二輪車の速度が速

いほど高くなることが示されている。また、ニアミス

率は、天空照度の違いよりも速度の違いの方が影響を

受ける傾向がみられた。なお、図中の棒グラフが欠け

ているように見えるＬＢ40km/hの薄暮の条件では、ニ

アミス率は0であった。 
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図６ ニアミス率 

 

ニアミス率は、二輪車がＬＢ80km/h 走行で約 0.5

とＤＲＬに比べても高い値を示した。この値は過去の

研究報告２）と類似の値ではあるものの、被験者が 20

名の場合の出現確率は信頼性が高いとは言えない。ま

た、本研究で定義したタイムギャップが交差点通過時

間より短いことが、そのままニアミスを表していると

もいえない。そこで本研究では、被験者ごとにタイム
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という）は下向きに照射しているため、通り過ぎるよ

り前に、ＤＲＬより早く眼前照度が最高値になる。最

高眼前照度は、ＬＢは 9.01lx であるのに対し、ＤＲ

Ｌは19.79lxと約2倍の照度であった。これらの値か

らＤＲＬが明るいことが分かるが、実験中には被験者

は前方を見ている場合が多く、二輪車が通り過ぎる瞬

間の最も明るい光を直接見ていたとはいえない。参考

に、被験者のアイポイント付近から撮影した二輪車の

見え方を、図２及び図３に示す。 
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図１ 二輪車が通過する時の被験者の眼前照度 

 

図２ 被験者から見た二輪車（ＤＲＬ点灯） 

 

図３ 被験者から見た二輪車（ＬＢ点灯） 

２．３．実験手順 
被験者にはまず十分に実験手順の説明を行ったが、

実験の目的については教示しなかった。次に、簡易視

力測定器を用いて視力検査を行った。その後、テスト

コース内に移動し、以下の手順で実験を行った。 
１）被験者は実験車両に乗り、車両天井から吊り下げ

た指標の位置に目が来るようにシートを調節す

る。 
２）右折することを意識しながら、対向車線前方から

近づく二輪車を観察する。 
３）二輪車がこれ以上近づいたら右折しない、と思う

時点で手元のスイッチを押す。（実験装置では、

各被験者がスイッチを押した時点の天空照度、二

輪車の位置及びその時点から二輪車が交差点に

入るまでの時間を計測した。） 
４）二輪車が通り過ぎたら、右折限界タイミングにお

ける二輪車ランプの眩しさについて評価する。 
５）実験者の合図で次の条件での試行を繰り返す。 

実験者は、天空照度をモニタし、天空照度が実験条

件に合うように調整しながら二輪車をスタートさせ

た。このため、被験者は車室内から十分に環境の明る

さに順応した状態で実験を行った。また、別途、日中

に各被験者の交差点通過時間を測定した。 
２．４．実験結果の整理 

結果の整理は、図４に示すように対向車と右折車が

接触するであろう交差点内の領域をニアミスゾーン

とし、二輪車が右折限界タイミングからこの領域に到

達するまでの時間をタイムギャップとした。本研究で

は、タイムギャップと交差点通過時間との比率を求

め、衝突余裕度として結果を整理した。 

 

3.5m

被験者

6m

右折限界タイミングにおける
二輪車の位置

ニアミスゾーン

タイムギャップ

交差点通過時間

 
図４ 実験結果の整理方法 

３．実験結果 
３．１．眩しさ評価 
ＬＢとＤＲＬのそれぞれに対する眩しさの評価結

果(不快グレア評価指数)を図５に示す。左右の図の違

いは天空照度の違いで、左が天空照度1,000lx（薄暮）、 
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図５ 眩しさ評価結果 
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スをすると仮定し、ニアミスの確率（ニアミス率）を
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がみられているため、ニアミス率も二輪車の速度が速
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受ける傾向がみられた。なお、図中の棒グラフが欠け

ているように見えるＬＢ40km/hの薄暮の条件では、ニ

アミス率は0であった。 
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図６ ニアミス率 

 

ニアミス率は、二輪車がＬＢ80km/h 走行で約 0.5

とＤＲＬに比べても高い値を示した。この値は過去の

研究報告２）と類似の値ではあるものの、被験者が 20

名の場合の出現確率は信頼性が高いとは言えない。ま

た、本研究で定義したタイムギャップが交差点通過時

間より短いことが、そのままニアミスを表していると

もいえない。そこで本研究では、被験者ごとにタイム
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という）は下向きに照射しているため、通り過ぎるよ

り前に、ＤＲＬより早く眼前照度が最高値になる。最
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間の最も明るい光を直接見ていたとはいえない。参考

に、被験者のアイポイント付近から撮影した二輪車の
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図１ 二輪車が通過する時の被験者の眼前照度 

 

図２ 被験者から見た二輪車（ＤＲＬ点灯） 

 

図３ 被験者から見た二輪車（ＬＢ点灯） 

２．３．実験手順 
被験者にはまず十分に実験手順の説明を行ったが、

実験の目的については教示しなかった。次に、簡易視

力測定器を用いて視力検査を行った。その後、テスト

コース内に移動し、以下の手順で実験を行った。 
１）被験者は実験車両に乗り、車両天井から吊り下げ

た指標の位置に目が来るようにシートを調節す

る。 
２）右折することを意識しながら、対向車線前方から

近づく二輪車を観察する。 
３）二輪車がこれ以上近づいたら右折しない、と思う

時点で手元のスイッチを押す。（実験装置では、

各被験者がスイッチを押した時点の天空照度、二
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４）二輪車が通り過ぎたら、右折限界タイミングにお
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件に合うように調整しながら二輪車をスタートさせ
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さに順応した状態で実験を行った。また、別途、日中
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２．４．実験結果の整理 
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図４ 実験結果の整理方法 

３．実験結果 
３．１．眩しさ評価 
ＬＢとＤＲＬのそれぞれに対する眩しさの評価結

果(不快グレア評価指数)を図５に示す。左右の図の違

いは天空照度の違いで、左が天空照度1,000lx（薄暮）、 
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４．通信利用型安全運転支援システムについて 
 

－先進安全自動車（ASV）推進計画における検討概要－ 
 
 

自動車安全研究領域   ※児島 亨  塚田 由紀 
 
 

１．はじめに 
 交通事故を削減するための車両安全対策として、

1991年度より産学官連携の先進安全自動車（ASV）推

進計画が開始され、現在第５期（2011 年度～2015 年

度）に至っている。ASVとは先進技術を利用してドラ

イバの安全運転を支援するシステムを搭載した自動

車のことであり、ASV推進計画では、ドライバの安全

運転を支援する技術の開発・実用化・普及の促進に取

り組んでいる。 

 安全運転を支援するシステムのうち、道路インフラ

や他車両との間で通信を行う通信利用型安全運転支

援システムは、ドライバから見えない、または見え難

い事象の情報を車載システムが入手し、注意喚起や情

報提供の形でドライバに伝達することにより事故の

リスクを低減させることを目的としている。 

 ASV推進計画においては、第２期（1996年度～2000

年度）で道路インフラからの情報を活用した路車間通

信システムの検討に着手した。また、通信を利用して

車両同士がお互いに情報を交換し合い、それぞれのド

ライバの安全運転を支援する車車間通信システムの

検討を第３期（2001 年度～2005 年度）に着手した。

現在も通信利用型安全運転支援システムに関する検

討は継続しており、交通安全環境研究所（以下、当研

究所）においても、課題に対する検証実験等、ASV推

進計画に資するための調査・研究を実施している。 

以下、ASV推進計画における検討概要と当研究所で

行った実験の概要について紹介する。 

２．ASV 推進計画における検討概要 
２．１．第２期～第３期ASV推進計画 

 第２期では、道路インフラから提供される情報を利

用する路車協調型の運転支援技術（路側情報利用型運

転支援システム）について、インフラと連携した検討

に着手した。この当時の路車間通信としては連続通信

を想定しており、警報や車両制御なども含めたより高

度な支援に発展し得ることも視野に入れ、車載システ

ムの機能について実証実験が行われた。(1)、(2) 

 第３期の推進計画では、第２期に続き路側情報利用

型の開発がインフラと連携して行われ、路車間通信が

連続通信からスポット通信に変更になった為、より高

度な支援から、主として注意喚起を想定したシステム

に変更された。また、車車間通信を利用するシステム

の開発に着手した。事故分析に基づいてシステムの役

割やあり方を検討し、検討結果をコンセプト仕様書と

してまとめるとともに、実車で車車間通信を行ってシ

ステムの機能を確認するための検証実験を（独）北海

道開発土木研究所の苫小牧寒地試験道路にて行い、実

験の公開及び内外関係者と意見交換する国際シンポ

ジウムを開催した。図１に公開実験の状況を示す。(1) 

 

 

 

 

 

 

２．２．第４期～第５期ASV推進計画 

２．２．１．第４期ASV推進計画 

 第４期では通信利用型安全運転支援システムの実

用化に向けた検討を促進することを目的とした活動

を行った。交通事故の実態に基づき、総合的観点から

より効果的・効率的な対策を系統的に整理するため、

平成17年の全国交通事故統計データ（マクロデータ）

を用いて事故分析を行い、対策の方向性について整理

した総合安全戦略を策定した。この中で通信利用型安

全運転支援システムによってドライバを支援する場

面のうち、優先的に検討を行う場面を抽出した。また、

第４期では、ITS推進協議会の大規模実証実験に参画

図１ 公開実験の状況（第３期） 

 

 

ギャップを交差点通過時間で割り、その値を衝突余裕

度として整理した。全被験者の衝突余裕度の平均を図

７に示す。 

図７より、衝突余裕度は二輪車の速度が速いほど小

さくなるが、夜間のＤＲＬを除いて天空照度による違

いはあまり見られないことが分かる。有意水準5%のｔ

検定の結果でも有意差は同様の傾向であった。ＤＲＬ

の場合、夜間には衝突余裕度が大きくなることが示さ

れた。 

 

４．まとめ 
模擬交差点で右折しようとする四輪ドライバが、Ｄ

ＲＬを点灯して対向車線を走行して来る二輪車の前

を横切って右折する限界タイミングを測定した。その

結果、天空照度が1,000lx以上の日中においては、天

空照度の違い及びＤＲＬとＬＢの違いに対する衝突

余裕度の結果に顕著な差はみられなかった。眩しさの

評価については、周辺が暗い薄暮時の方がＬＢもＤＲ

Ｌも眩しいと評価する人が増えるものの、全体として

は問題となるほど眩しいとは評価されなかった。ただ

し、夜間においてはＤＲＬは邪魔になるほど眩しいと

評価され、逆に衝突余裕度は大きくなる結果となっ

た。これは、夜間のＤＲＬは四輪ドライバにより安全

な行動をとらせることを示しているが、眩しさの影響

及び本実験における想定シーン以外の場面の影響も

含めて考えると、ＤＲＬを夜間に使用することは望ま

しいとはいえない。 

これまでの研究２,３)では、天空照度が 10,000lx 以

上の日中にはＤＲＬは特にポジティブな効果もネガ

ティブな効果もないとされていることを考慮すると、

本研究の結果からは天空照度が1,000lx程度の薄暮時

においても、二輪車に装備したＤＲＬは強い眩しさを

与えず、右折判断行動に影響を与えない、と結論でき

る。 
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図７ 衝突余裕度 



－ 17 －

 

 

 
 

４．通信利用型安全運転支援システムについて 
 

－先進安全自動車（ASV）推進計画における検討概要－ 
 
 

自動車安全研究領域   ※児島 亨  塚田 由紀 
 
 

１．はじめに 
 交通事故を削減するための車両安全対策として、

1991年度より産学官連携の先進安全自動車（ASV）推

進計画が開始され、現在第５期（2011 年度～2015 年

度）に至っている。ASVとは先進技術を利用してドラ

イバの安全運転を支援するシステムを搭載した自動

車のことであり、ASV推進計画では、ドライバの安全

運転を支援する技術の開発・実用化・普及の促進に取

り組んでいる。 

 安全運転を支援するシステムのうち、道路インフラ

や他車両との間で通信を行う通信利用型安全運転支

援システムは、ドライバから見えない、または見え難

い事象の情報を車載システムが入手し、注意喚起や情

報提供の形でドライバに伝達することにより事故の

リスクを低減させることを目的としている。 

 ASV推進計画においては、第２期（1996年度～2000

年度）で道路インフラからの情報を活用した路車間通

信システムの検討に着手した。また、通信を利用して

車両同士がお互いに情報を交換し合い、それぞれのド

ライバの安全運転を支援する車車間通信システムの

検討を第３期（2001 年度～2005 年度）に着手した。

現在も通信利用型安全運転支援システムに関する検

討は継続しており、交通安全環境研究所（以下、当研

究所）においても、課題に対する検証実験等、ASV推

進計画に資するための調査・研究を実施している。 

以下、ASV推進計画における検討概要と当研究所で

行った実験の概要について紹介する。 

２．ASV 推進計画における検討概要 
２．１．第２期～第３期ASV推進計画 

 第２期では、道路インフラから提供される情報を利

用する路車協調型の運転支援技術（路側情報利用型運

転支援システム）について、インフラと連携した検討

に着手した。この当時の路車間通信としては連続通信

を想定しており、警報や車両制御なども含めたより高

度な支援に発展し得ることも視野に入れ、車載システ

ムの機能について実証実験が行われた。(1)、(2) 

 第３期の推進計画では、第２期に続き路側情報利用

型の開発がインフラと連携して行われ、路車間通信が

連続通信からスポット通信に変更になった為、より高

度な支援から、主として注意喚起を想定したシステム

に変更された。また、車車間通信を利用するシステム

の開発に着手した。事故分析に基づいてシステムの役

割やあり方を検討し、検討結果をコンセプト仕様書と

してまとめるとともに、実車で車車間通信を行ってシ

ステムの機能を確認するための検証実験を（独）北海

道開発土木研究所の苫小牧寒地試験道路にて行い、実

験の公開及び内外関係者と意見交換する国際シンポ

ジウムを開催した。図１に公開実験の状況を示す。(1) 

 

 

 

 

 

 

２．２．第４期～第５期ASV推進計画 

２．２．１．第４期ASV推進計画 

 第４期では通信利用型安全運転支援システムの実

用化に向けた検討を促進することを目的とした活動

を行った。交通事故の実態に基づき、総合的観点から

より効果的・効率的な対策を系統的に整理するため、

平成17年の全国交通事故統計データ（マクロデータ）

を用いて事故分析を行い、対策の方向性について整理

した総合安全戦略を策定した。この中で通信利用型安

全運転支援システムによってドライバを支援する場

面のうち、優先的に検討を行う場面を抽出した。また、

第４期では、ITS推進協議会の大規模実証実験に参画

図１ 公開実験の状況（第３期） 

 

 

ギャップを交差点通過時間で割り、その値を衝突余裕

度として整理した。全被験者の衝突余裕度の平均を図

７に示す。 

図７より、衝突余裕度は二輪車の速度が速いほど小

さくなるが、夜間のＤＲＬを除いて天空照度による違

いはあまり見られないことが分かる。有意水準5%のｔ

検定の結果でも有意差は同様の傾向であった。ＤＲＬ

の場合、夜間には衝突余裕度が大きくなることが示さ

れた。 

 

４．まとめ 
模擬交差点で右折しようとする四輪ドライバが、Ｄ

ＲＬを点灯して対向車線を走行して来る二輪車の前

を横切って右折する限界タイミングを測定した。その

結果、天空照度が1,000lx以上の日中においては、天

空照度の違い及びＤＲＬとＬＢの違いに対する衝突

余裕度の結果に顕著な差はみられなかった。眩しさの

評価については、周辺が暗い薄暮時の方がＬＢもＤＲ

Ｌも眩しいと評価する人が増えるものの、全体として

は問題となるほど眩しいとは評価されなかった。ただ

し、夜間においてはＤＲＬは邪魔になるほど眩しいと

評価され、逆に衝突余裕度は大きくなる結果となっ

た。これは、夜間のＤＲＬは四輪ドライバにより安全

な行動をとらせることを示しているが、眩しさの影響

及び本実験における想定シーン以外の場面の影響も

含めて考えると、ＤＲＬを夜間に使用することは望ま

しいとはいえない。 

これまでの研究２,３)では、天空照度が 10,000lx 以

上の日中にはＤＲＬは特にポジティブな効果もネガ

ティブな効果もないとされていることを考慮すると、

本研究の結果からは天空照度が1,000lx程度の薄暮時

においても、二輪車に装備したＤＲＬは強い眩しさを

与えず、右折判断行動に影響を与えない、と結論でき

る。 
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３．２．HMIに関する実験（2008年度～2009年度） 

 ITS推進協議会大規模実証実験WGにて2007年に「イ

ンフラ協調による安全運転システムに係るHMIの配慮

事項について」が作成された。これは通信利用型安全

運転支援システムのHMI（Human Machine Interface）

に関して配慮すべき項目をまとめたものである。本資

料の検討段階において、次の２項目は実験による確認

が必要な課題とされたため、当研究所で確認実験を実

施した。 

①警報、注意喚起を行う場合、音と共に視覚や触覚に 

より情報を伝達すること。（複数の伝達手段） 

②車車間通信の場合は他車両から、路車間通信の場合 

は路側機から情報を取得していることをドライバ 

ーへ提示すること。（サービスイン） 

上記①については、視覚情報と聴覚情報を組み合わ

せた場合に、ドライバが視覚情報を注視することによ

り危険回避行動が遅れてしまうような事象が無いか

どうか確認することを目的とした。DS上で実験参加者

に高速道路を走行させ、前走車を追従走行中に、前走

車が任意のタイミングで減速する追従走行実験及び

自車が単独で走行中、前方に低速車両が出現する低速

車実験を行った。ドライバへの情報提示は、「無し」、

「聴覚のみ」、「視覚＋聴覚」とした。表２に情報提示

の内容を示す。実験の結果、追従走行実験、低速車実

験ともに、視覚情報を注視し続けることによる危険回

避の遅れは確認されず、簡易な図形と文字による視覚

情報を聴覚情報と組み合わせて使用することに問題

は無いことを確認した。図６に実験結果の例として、

追従走行実験時のブレーキ反応時間の分布を示す。 
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 上記②については、ドライバに支援情報（他車両の

接近に対する注意喚起）を提示する前に、他車両や路

側機から情報を取得していることを知らせることに

より、ドライバが支援情報を得ることに対し過度に期

待してしまい、期待通りに支援情報を得られなかった

場合に危険な事象を誘発するようなことが無いかど

うか確認することを目的とした。実験場面は、信号付

交差点の右折（以下、右折実験とする）及び信号無し

交差点における一時停止後の左折（以下、出会い頭実

験とする）とした。図７に実験場面の例として出会い

頭実験の模式図を示す。また、実験に使用したHMIの

仕様を表３に示す。実験の結果、路車間通信について

は、右直実験及び出会い頭実験ともに、対象交差点に

おける他車両との接近状況に関して、サービスインの

図６ 実験結果の例（前走車追従実験） 

図４ ASVショーケースデモのパンフレット 

 

図５ ドライビングシミュレータの外観 

表２ 情報提示の内容 
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する形で、次の実証実験を行った。 

①テストコースにおける電波伝搬・伝送特性実験 

②地域公道走行実験（効果評価） 

③公道総合実験及び公開デモ 

上記①は（財）日本自動車研究所模擬市街路におい

て車車間通信用メディアの候補である２種類の電波

（700MHz帯、5.8GHz帯）を対象とした、電波伝搬・伝

送特性の測定を総務省と共同で行った。実験の結果、

通信エリア及びパケット到達率に関して、いずれのメ

ディアも実用化を検討している支援システムを実現

するための要件を満足することを確認した。図２に、

１対１及びN対N通信実験結果から算出した支援シス

テムごとの積算パケット到達率を示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

上記②では、東京（神奈川）、愛知、栃木、広島の 

４地域において、実用化を検討している支援システム

の有効性について、実車実験を行った。図３に検証実

験を行った支援システムの例として、出会い頭衝突防

止システムの模式図を示す。また、実験の結果から、

提供された支援をドライバが有効に利用することに

より、設計の狙い通りの効果が得られる割合を推定し

たものを表１に示す。支援システムによって値は異な

るが、0.4～0.6程度となった。 

第４期の成果として、上記の検証実験の結果から抽

出された技術課題を踏まえ、設計上の留意事項やユー

ザーへの配慮事項等についてまとめた「通信利用型 

実用化システム基本設計書」を策定した。 

２．２．２．第５期ASV推進計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第５期では主に以下の項目について検討を行って

おり、一部は実施した。 

①次世代の通信利用型システムに関する検討 

②歩車間通信システムに関する検討 

③ITS世界会議2013東京への参画 

 上記①では、第４期で検討した車車間通信による支

援システムの更なる熟成や新たな支援システムの検

討を行うとともに、メッセージセットを始めとする国

際的に応用可能な協調システムの検討及び普及のた

めのシナリオ検討等を行っている。 

 上記②では、近年歩行者事故の対策が重要になって

きていることから、歩行者事故の分析を行うととも

に、歩行者と車両との間で通信を行う歩車間通信を利

用した支援システムについて検討を行っている。 

 上記③では、2013 年 10 月 14 日～18 日に開催され

た ITS 世界会議東京において、ショーケースデモへ

ASVとして参加し、車車間通信及び歩車間通信を利用

した計６種類の支援システムのデモを実施した。図４

にASVショーケースデモのパンフレットを示す。 

３．当研究所における実験の概要 
３．１．実験の目的 

 当研究所では、ASV推進計画における通信利用型安

全運転支援システムの検討に資することを目的とし、

安全運転のための支援情報を一般のドライバに提示

した場合の運転行動の変化や受容性等について、ドラ

イビングシミュレータ（以下、DSとする）を用いた実

験を 2008 年度より実施している。図５に当研究所の

DSの外観図を示す。以下、これまでに実施した実験の

概要を報告する。 
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図２ 支援システムごとの積算パケット到達率 

図３ 検証実験を行った支援システムの例 

（出会い頭衝突防止システム） 

システム名
支援したときの有効率を表す

パラメータの推定値

右折時衝突防止システム 0.5程度

出会い頭衝突防止システム 0.4程度

左折時衝突防止システム 0.6程度

追突防止システム 0.6程度

表１ 効果評価の結果（支援の効果が得られる割合）
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３．２．HMIに関する実験（2008年度～2009年度） 

 ITS推進協議会大規模実証実験WGにて2007年に「イ

ンフラ協調による安全運転システムに係るHMIの配慮

事項について」が作成された。これは通信利用型安全

運転支援システムのHMI（Human Machine Interface）

に関して配慮すべき項目をまとめたものである。本資

料の検討段階において、次の２項目は実験による確認

が必要な課題とされたため、当研究所で確認実験を実

施した。 

①警報、注意喚起を行う場合、音と共に視覚や触覚に 

より情報を伝達すること。（複数の伝達手段） 

②車車間通信の場合は他車両から、路車間通信の場合 

は路側機から情報を取得していることをドライバ 

ーへ提示すること。（サービスイン） 

上記①については、視覚情報と聴覚情報を組み合わ

せた場合に、ドライバが視覚情報を注視することによ

り危険回避行動が遅れてしまうような事象が無いか

どうか確認することを目的とした。DS上で実験参加者

に高速道路を走行させ、前走車を追従走行中に、前走

車が任意のタイミングで減速する追従走行実験及び

自車が単独で走行中、前方に低速車両が出現する低速

車実験を行った。ドライバへの情報提示は、「無し」、

「聴覚のみ」、「視覚＋聴覚」とした。表２に情報提示

の内容を示す。実験の結果、追従走行実験、低速車実

験ともに、視覚情報を注視し続けることによる危険回

避の遅れは確認されず、簡易な図形と文字による視覚

情報を聴覚情報と組み合わせて使用することに問題

は無いことを確認した。図６に実験結果の例として、

追従走行実験時のブレーキ反応時間の分布を示す。 
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 上記②については、ドライバに支援情報（他車両の

接近に対する注意喚起）を提示する前に、他車両や路

側機から情報を取得していることを知らせることに

より、ドライバが支援情報を得ることに対し過度に期

待してしまい、期待通りに支援情報を得られなかった

場合に危険な事象を誘発するようなことが無いかど

うか確認することを目的とした。実験場面は、信号付

交差点の右折（以下、右折実験とする）及び信号無し

交差点における一時停止後の左折（以下、出会い頭実

験とする）とした。図７に実験場面の例として出会い

頭実験の模式図を示す。また、実験に使用したHMIの

仕様を表３に示す。実験の結果、路車間通信について

は、右直実験及び出会い頭実験ともに、対象交差点に

おける他車両との接近状況に関して、サービスインの

図６ 実験結果の例（前走車追従実験） 

図４ ASVショーケースデモのパンフレット 

 

図５ ドライビングシミュレータの外観 
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する形で、次の実証実験を行った。 

①テストコースにおける電波伝搬・伝送特性実験 

②地域公道走行実験（効果評価） 

③公道総合実験及び公開デモ 

上記①は（財）日本自動車研究所模擬市街路におい

て車車間通信用メディアの候補である２種類の電波

（700MHz帯、5.8GHz帯）を対象とした、電波伝搬・伝

送特性の測定を総務省と共同で行った。実験の結果、

通信エリア及びパケット到達率に関して、いずれのメ

ディアも実用化を検討している支援システムを実現

するための要件を満足することを確認した。図２に、

１対１及びN対N通信実験結果から算出した支援シス

テムごとの積算パケット到達率を示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

上記②では、東京（神奈川）、愛知、栃木、広島の 

４地域において、実用化を検討している支援システム

の有効性について、実車実験を行った。図３に検証実

験を行った支援システムの例として、出会い頭衝突防

止システムの模式図を示す。また、実験の結果から、

提供された支援をドライバが有効に利用することに

より、設計の狙い通りの効果が得られる割合を推定し

たものを表１に示す。支援システムによって値は異な

るが、0.4～0.6程度となった。 

第４期の成果として、上記の検証実験の結果から抽

出された技術課題を踏まえ、設計上の留意事項やユー

ザーへの配慮事項等についてまとめた「通信利用型 
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 第５期では主に以下の項目について検討を行って

おり、一部は実施した。 

①次世代の通信利用型システムに関する検討 

②歩車間通信システムに関する検討 

③ITS世界会議2013東京への参画 

 上記①では、第４期で検討した車車間通信による支

援システムの更なる熟成や新たな支援システムの検

討を行うとともに、メッセージセットを始めとする国

際的に応用可能な協調システムの検討及び普及のた

めのシナリオ検討等を行っている。 
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きていることから、歩行者事故の分析を行うととも

に、歩行者と車両との間で通信を行う歩車間通信を利

用した支援システムについて検討を行っている。 

 上記③では、2013 年 10 月 14 日～18 日に開催され

た ITS 世界会議東京において、ショーケースデモへ

ASVとして参加し、車車間通信及び歩車間通信を利用

した計６種類の支援システムのデモを実施した。図４

にASVショーケースデモのパンフレットを示す。 

３．当研究所における実験の概要 
３．１．実験の目的 

 当研究所では、ASV推進計画における通信利用型安

全運転支援システムの検討に資することを目的とし、
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した場合の運転行動の変化や受容性等について、ドラ
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図２ 支援システムごとの積算パケット到達率 

図３ 検証実験を行った支援システムの例 

（出会い頭衝突防止システム） 

システム名
支援したときの有効率を表す

パラメータの推定値

右折時衝突防止システム 0.5程度

出会い頭衝突防止システム 0.4程度

左折時衝突防止システム 0.6程度

追突防止システム 0.6程度

表１ 効果評価の結果（支援の効果が得られる割合）
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ドライバにとって必ずしも受け容れ難い事象とは言

えず、また、タイミングが早くなるケースの方が、遅

くなるケースよりもドライバの受容性はより高いこ

とが分かった。図１２は不要な支援情報の提示（不要

支援）及び支援情報の不提示（不支援）となるケース

における実験中のアンケート結果の例として、図９の

①の支援システムについて示したものである。 
不要支援については、場面によって違和感を指摘す

る人の割合が大きく異なる結果となっており、提示さ

れた情報と実際の場面との乖離が大きい場合には大

多数の人が違和感、不自然さを指摘するが、状況を理

解しやすい場合には指摘する人の割合が少なくなる

ことが分かった。一方、不支援については非通信車両

だと思う人が多く、違和感を指摘する人の割合は相対 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
的に小さかった。以上を総括すると、ドライバは位置

誤差による影響をある程度許容することが分かった。 
３．４．歩車間通信の効果・受容性等に関する実験 

     （2011～2012年度） 

 第５期 ASV 推進計画において歩車間通信システム

の検討を開始したことを受け、歩行者の情報をドライ

バに提示することによる運転行動の変化や受容性に

ついて確認することを目的としたDS実験を行った。 
 実験場面は、全部で８場面設定した。図１３に抜粋

を示す。ドライバへ情報提供する対象歩行者は、衝突

回避が必要な歩行者（図中茶色）及び衝突回避が不要

な歩行者（図中緑色）とした。また、HMIは音と表示

を用いた。図１４にHMIの例を示す。 
 2011年度の実験では、主として衝突回避が必要な歩

行者の情報をドライバに提示した場合の運転行動の

変化について評価を行った。実験の結果、情報提供に

より衝突回避のためのブレーキ操作の開始が早くな

る等の運転行動の変化が大部分の実験参加者に見ら

れた。図１５に情報提供により衝突回避のためのブレ 

図９ DSスクリーン画像の例 
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図１０ 実験中のアンケート結果の例 

（情報提示タイミングの変化に気付いた人の割合）

図１１ 実験中のアンケート結果の例 

（タイミングの変化が気になると回答した人の割合）
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有無による有意な差は見られなかった（有意水準 5%
の t 検定）。一方、車車間通信については、出会い頭

実験において、サービスインを行った場合の方が、行

わなかった場合よりも、対象交差点において、一時停

止後に発進して交差点に進入する際に、右側から接近

してくる非通信の車両との時間的な間隔がより短く

なる（衝突に対するマージンが減少する）側に有意な

差が見られた（有意水準 5%の t 検定）。これは接近す

る複数台の車両のうちの１台との情報交換によりサ

ービスイン情報をドライバに提示すると、サービスイ

ンを提示している間に接近する車両全てに対して支

援情報が提示されるものと誤解されやすい為である

と考えられる。この結果から、車車間通信においては

サービスインの採択をより慎重に行う必要があるこ

とが分かった。車車間通信における出会い頭実験の結

果の例を図８に示す。 
３．３．位置精度の影響に関する実験（2010年度） 

車車間通信を用いた安全運転支援システムでは自車

両及び相手車両の位置情報が重要であるが、走行環境

やシステム構成の違い等により、システムが認識する

位置情報に数メートル～数十メートル程度の誤差が

生じる場合がある。通信利用型実用化システム基本設

計書では 2010 年代前半に実用化可能な技術を用い 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た位置標定方法に基づく３つの位置標定クラス（A～

C クラス）と測位誤差の目安が定義されている。本実

験では位置情報に含まれる誤差（以下、位置誤差とす

る）により想定される事象を DS 上で再現し、一般ド

ライバへ与える影響について実験による評価を行っ

た。実験では位置標定クラスの中で位置誤差が比較的

大きい B クラス（約 15m 目安）及び C クラス（約

30m 目安）同士の車両接近までを想定し、以下のケ

ースについて、位置誤差が 0（基準）のケースと比較

する形で実験参加者に支援情報を提示した。 
a)位置誤差により、支援情報を提示するタイミングが 
 基準よりも早くなるまたは遅くなるケース 
b)位置誤差により、不要な支援情報がドライバへ提 
 示されるケース 
 例：他車両が接近する交差点よりも１つ手前の交差 
   点で支援情報が提示される。 
c)位置誤差により、支援情報が提示されないケース 
 図９に実験を行った４種類の支援システムについ

て、DSのスクリーン画像の例を示す。 
 実験参加者は支援システム毎に設定し、日常的に運

転する 15～19 名の男女とした。また、実験中及び実

験終了後のアンケートにより評価を行った。 
 図１０は実験中に支援情報提示タイミングの変化

に気付いた人の割合を示したものである。実験に参加

した人の７割程度以上の人がタイミングの変化に気

付いている。図１１はタイミングの変化を正しく指摘

した人のうち、タイミングの変化が気になると回答し

た人の割合をしめしたものである。いずれの実験にお

いても、タイミングの変化が気になる、または少し気

になると回答した人の割合は、早くなるケースの方が

遅くなるケースよりも低くなっている。このことか

ら、タイミングの変化に気付く人の割合が高い事象は 
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表３ 実験に使用したHMIの仕様 
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図８ 実験結果の例（車車間通信 出会い頭実験）
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図１０ 実験中のアンケート結果の例 

（情報提示タイミングの変化に気付いた人の割合）

図１１ 実験中のアンケート結果の例 

（タイミングの変化が気になると回答した人の割合）
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有無による有意な差は見られなかった（有意水準 5%
の t 検定）。一方、車車間通信については、出会い頭

実験において、サービスインを行った場合の方が、行

わなかった場合よりも、対象交差点において、一時停

止後に発進して交差点に進入する際に、右側から接近

してくる非通信の車両との時間的な間隔がより短く

なる（衝突に対するマージンが減少する）側に有意な

差が見られた（有意水準 5%の t 検定）。これは接近す

る複数台の車両のうちの１台との情報交換によりサ

ービスイン情報をドライバに提示すると、サービスイ

ンを提示している間に接近する車両全てに対して支

援情報が提示されるものと誤解されやすい為である

と考えられる。この結果から、車車間通信においては

サービスインの採択をより慎重に行う必要があるこ

とが分かった。車車間通信における出会い頭実験の結

果の例を図８に示す。 
３．３．位置精度の影響に関する実験（2010年度） 

車車間通信を用いた安全運転支援システムでは自車

両及び相手車両の位置情報が重要であるが、走行環境

やシステム構成の違い等により、システムが認識する

位置情報に数メートル～数十メートル程度の誤差が

生じる場合がある。通信利用型実用化システム基本設

計書では 2010 年代前半に実用化可能な技術を用い 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た位置標定方法に基づく３つの位置標定クラス（A～

C クラス）と測位誤差の目安が定義されている。本実

験では位置情報に含まれる誤差（以下、位置誤差とす

る）により想定される事象を DS 上で再現し、一般ド

ライバへ与える影響について実験による評価を行っ

た。実験では位置標定クラスの中で位置誤差が比較的

大きい B クラス（約 15m 目安）及び C クラス（約

30m 目安）同士の車両接近までを想定し、以下のケ

ースについて、位置誤差が 0（基準）のケースと比較

する形で実験参加者に支援情報を提示した。 
a)位置誤差により、支援情報を提示するタイミングが 
 基準よりも早くなるまたは遅くなるケース 
b)位置誤差により、不要な支援情報がドライバへ提 
 示されるケース 
 例：他車両が接近する交差点よりも１つ手前の交差 
   点で支援情報が提示される。 
c)位置誤差により、支援情報が提示されないケース 
 図９に実験を行った４種類の支援システムについ

て、DSのスクリーン画像の例を示す。 
 実験参加者は支援システム毎に設定し、日常的に運

転する 15～19 名の男女とした。また、実験中及び実

験終了後のアンケートにより評価を行った。 
 図１０は実験中に支援情報提示タイミングの変化

に気付いた人の割合を示したものである。実験に参加

した人の７割程度以上の人がタイミングの変化に気

付いている。図１１はタイミングの変化を正しく指摘

した人のうち、タイミングの変化が気になると回答し

た人の割合をしめしたものである。いずれの実験にお

いても、タイミングの変化が気になる、または少し気

になると回答した人の割合は、早くなるケースの方が

遅くなるケースよりも低くなっている。このことか

ら、タイミングの変化に気付く人の割合が高い事象は 
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表３ 実験に使用したHMIの仕様 
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図８ 実験結果の例（車車間通信 出会い頭実験）
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５．水素・燃料電池自動車の世界統一基準について 
 
 

 
 

自動車基準認証国際調和技術支援室   ※成澤 和幸 
 
 

１．はじめに 
平成 25（2013）年 6 月、国連（UN/ECE）の自動

車基準調和世界フォーラム（WP29）において、水素

を燃料とする内燃機関自動車、燃料電池自動車（以下

「水素・燃料電池自動車」という。）の安全性に関する

世界統一基準（HFCV-GTR）が成立した。13 番目の

世界統一基準（GTR）である。 
日本では、早くから水素を燃料とする燃料電池自動

車（以下「水素燃料電池自動車」という。）の開発が

進んでおり、政府もその開発・普及を後押ししていた。

その手段の一つとして安全基準の整備が不可欠とさ

れていた。そこで、初めに、試験的に製作した自動車

のより広範囲な公道走行を可能とするために、暫定的

な要求事項を記述した「大臣認定走行を行う燃料電池

自動車の安全性の確保及び環境の保全に関する技術

指針」が平成 14（2002）年 10 月に関係機関に通達さ

れた。この技術指針に沿って製作された試作車は、国

土交通省の大臣認定を受け、第三者の運行により公道

を走行することが出来るようになった。しかし、あく

までも暫定的な措置であることから、早期の技術基準

の確立が必要とされ、交通安全環境研究所が中核的研

究機関となって基準内容の検討作業を行った。 
平成 15（2003）、16（2004）年度に実施したこの

作業は燃料電池自動車実用化促進プロジェクトと呼

ばれ、産学官の連携の下、実験データの収集や解析を

行う活動を進めた。この際、技術的な将来性を考慮し

て圧縮水素を燃料とする自動車の安全基準完成を目

標とした。様々な議論を経て、平成 17（2005）年 3
月、圧縮水素を燃料とする自動車の技術基準が世界に

先駆けて国土交通省から公布された。 
同じ頃、水素・燃料電池自動車の開発機運が世界的

に高まっており、WP29 でも欧州勢が圧縮水素及び液

化水素を燃料とする自動車の国際基準作りを検討し

ていた。日本としては、世界に先駆けて定めた圧縮水

素を燃料とする自動車の技術基準を国際基準に反映

させることにより、大量普及に資するとともに日本の

自動車メーカーの国際競争力を向上することを目的

に、積極的にリーダーシップを取るべく国際会議の議

論に加わることとした。 
 

２．国連における議論の経緯 
先に述べたように、日本が水素燃料電池自動車の開

発を行っていた頃、時を同じくして、欧州では水素燃

料電池自動車に加え水素内燃機関自動車の開発も進

んでいた。このため、国際的な場でも技術基準が求め

られていた。 
WP29 では、相互承認のための UN ECE 規則（UN 

ECE Regulation：1958 年協定）と世界統一基準

（GTR：1998 年協定）の両者を扱っているが、先に議

論が出たのは UN ECE 規則の新規作成であった。 
２．１．UN ECE 規則作成活動 

WP29 傘下に組織されている排出ガスエネルギー

専門家会議（GRPE）では、平成 13（2001）年 1 月、

内燃機関自動車の燃料供給系を水素燃料に変更した

自動車の安全基準の検討を欧州の主導で開始した。具

体的には既に存在する圧縮天然ガス（CNG）自動車

のための UN ECE 規則（R110）に手を加え、水素燃

料用に改変した新規則の制定を目指した。R110 はも

ともとガソリン車の構造を変更してCNG自動車にす

るための規則で、ガス配管部品の構造や取り付け方法

を細かく規定している基準である。たとえば、高圧充

填して使用する CNG 容器の取り付け方法について

も、自動車の衝突試験を課して安全性を確認するので

はなく、取り付け方法、取り付け強度を規定している。

この基本的な考え方を変更することなく圧縮水素及

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ーキ操作開始が平均0.9s程度早くなった例を示す。 

 一方、現在の位置評定技術では、歩車間通信によっ

て得られる自車周辺の歩行者情報のうち、衝突を回避

する必要のある歩行者に限定してドライバに情報提

供することは困難であることから、2012年度の実験で

は、衝突の回避が必要な歩行者の情報提供に対する衝

突の回避が不要な歩行者の情報提供の頻度を増やし

ていき、効果・受容性の変化について確認した。図１

６に実験結果の例を示す。情報提供によって衝突回避

のためのブレーキ操作開始が 1s 以上早くなった人の

割合をプロットしたものである。横軸の右側に行くほ

ど、実験開始からの時間が経過しており、情報提供を

経験した回数が多くなっている。横軸の「パート２、

パート３の１回目」は、衝突回避が不要な歩行者の情

報提供を経験する前の結果である。「パート３の２回

目（最後）」は、衝突回避が必要な歩行者の情報提供

と衝突回避が不要な歩行者の情報提供を1:3の比率で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行った後の結果である。同様に「パート５の３回目」

は、1:6の比率で行った後の結果である。実験場面に

よる違いは見られるが、衝突回避が不要な歩行者の情

報提供を繰り返し経験することにより、衝突回避が必

要な歩行者の情報提供が行われた場合にブレーキ操

作開始が早くなる人の割合が減少することが分かっ

た。また、上記とは別に、衝突回避が不要な歩行者に

対する情報提供が行われた直後に別の非通信の歩行

者（衝突回避要）が横断するケースにおいて、後から

出てきた歩行者と接触する事象が１件確認された。 

 これらの結果から、歩行者情報をドライバに提示す

ることにより、より安全サイドへの運転行動の変化が

期待できるが、一方で衝突回避が不要な歩行者の情報

を提示することを減らすための検討が重要であるこ

とが分かった。 

４．まとめ 

 通信利用型安全運転支援システムについて、ASV推

進計画における検討概要について紹介するとともに、

当研究所で行った実験の概要について紹介した。通信

利用型安全運転支援システムは、特にドライバから見

えない（見え難い）場面において事故リスク低減のた

めの重要な方策として期待されていることから、当研

究所においても検討を続けていく予定である。 
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図１５ ブレーキ操作開始タイミングに関する 

実験結果の例（場面A） 

図１６ 実験結果の例 

（ブレーキ操作開始が1s以上早くなった人の割合） 
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５．水素・燃料電池自動車の世界統一基準について 
 
 

 
 

自動車基準認証国際調和技術支援室   ※成澤 和幸 
 
 

１．はじめに 
平成 25（2013）年 6 月、国連（UN/ECE）の自動

車基準調和世界フォーラム（WP29）において、水素

を燃料とする内燃機関自動車、燃料電池自動車（以下

「水素・燃料電池自動車」という。）の安全性に関する

世界統一基準（HFCV-GTR）が成立した。13 番目の

世界統一基準（GTR）である。 
日本では、早くから水素を燃料とする燃料電池自動

車（以下「水素燃料電池自動車」という。）の開発が

進んでおり、政府もその開発・普及を後押ししていた。

その手段の一つとして安全基準の整備が不可欠とさ

れていた。そこで、初めに、試験的に製作した自動車

のより広範囲な公道走行を可能とするために、暫定的

な要求事項を記述した「大臣認定走行を行う燃料電池

自動車の安全性の確保及び環境の保全に関する技術

指針」が平成 14（2002）年 10 月に関係機関に通達さ

れた。この技術指針に沿って製作された試作車は、国

土交通省の大臣認定を受け、第三者の運行により公道

を走行することが出来るようになった。しかし、あく

までも暫定的な措置であることから、早期の技術基準

の確立が必要とされ、交通安全環境研究所が中核的研

究機関となって基準内容の検討作業を行った。 
平成 15（2003）、16（2004）年度に実施したこの

作業は燃料電池自動車実用化促進プロジェクトと呼

ばれ、産学官の連携の下、実験データの収集や解析を

行う活動を進めた。この際、技術的な将来性を考慮し

て圧縮水素を燃料とする自動車の安全基準完成を目

標とした。様々な議論を経て、平成 17（2005）年 3
月、圧縮水素を燃料とする自動車の技術基準が世界に

先駆けて国土交通省から公布された。 
同じ頃、水素・燃料電池自動車の開発機運が世界的

に高まっており、WP29 でも欧州勢が圧縮水素及び液

化水素を燃料とする自動車の国際基準作りを検討し

ていた。日本としては、世界に先駆けて定めた圧縮水

素を燃料とする自動車の技術基準を国際基準に反映

させることにより、大量普及に資するとともに日本の

自動車メーカーの国際競争力を向上することを目的

に、積極的にリーダーシップを取るべく国際会議の議

論に加わることとした。 
 

２．国連における議論の経緯 
先に述べたように、日本が水素燃料電池自動車の開

発を行っていた頃、時を同じくして、欧州では水素燃

料電池自動車に加え水素内燃機関自動車の開発も進

んでいた。このため、国際的な場でも技術基準が求め

られていた。 
WP29 では、相互承認のための UN ECE 規則（UN 

ECE Regulation：1958 年協定）と世界統一基準

（GTR：1998 年協定）の両者を扱っているが、先に議

論が出たのは UN ECE 規則の新規作成であった。 
２．１．UN ECE 規則作成活動 

WP29 傘下に組織されている排出ガスエネルギー

専門家会議（GRPE）では、平成 13（2001）年 1 月、

内燃機関自動車の燃料供給系を水素燃料に変更した

自動車の安全基準の検討を欧州の主導で開始した。具

体的には既に存在する圧縮天然ガス（CNG）自動車

のための UN ECE 規則（R110）に手を加え、水素燃

料用に改変した新規則の制定を目指した。R110 はも

ともとガソリン車の構造を変更してCNG自動車にす

るための規則で、ガス配管部品の構造や取り付け方法

を細かく規定している基準である。たとえば、高圧充

填して使用する CNG 容器の取り付け方法について

も、自動車の衝突試験を課して安全性を確認するので

はなく、取り付け方法、取り付け強度を規定している。

この基本的な考え方を変更することなく圧縮水素及

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ーキ操作開始が平均0.9s程度早くなった例を示す。 

 一方、現在の位置評定技術では、歩車間通信によっ

て得られる自車周辺の歩行者情報のうち、衝突を回避

する必要のある歩行者に限定してドライバに情報提

供することは困難であることから、2012年度の実験で

は、衝突の回避が必要な歩行者の情報提供に対する衝

突の回避が不要な歩行者の情報提供の頻度を増やし

ていき、効果・受容性の変化について確認した。図１

６に実験結果の例を示す。情報提供によって衝突回避

のためのブレーキ操作開始が 1s 以上早くなった人の

割合をプロットしたものである。横軸の右側に行くほ

ど、実験開始からの時間が経過しており、情報提供を

経験した回数が多くなっている。横軸の「パート２、

パート３の１回目」は、衝突回避が不要な歩行者の情

報提供を経験する前の結果である。「パート３の２回

目（最後）」は、衝突回避が必要な歩行者の情報提供

と衝突回避が不要な歩行者の情報提供を1:3の比率で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行った後の結果である。同様に「パート５の３回目」

は、1:6の比率で行った後の結果である。実験場面に

よる違いは見られるが、衝突回避が不要な歩行者の情

報提供を繰り返し経験することにより、衝突回避が必

要な歩行者の情報提供が行われた場合にブレーキ操

作開始が早くなる人の割合が減少することが分かっ

た。また、上記とは別に、衝突回避が不要な歩行者に

対する情報提供が行われた直後に別の非通信の歩行

者（衝突回避要）が横断するケースにおいて、後から

出てきた歩行者と接触する事象が１件確認された。 

 これらの結果から、歩行者情報をドライバに提示す

ることにより、より安全サイドへの運転行動の変化が

期待できるが、一方で衝突回避が不要な歩行者の情報

を提示することを減らすための検討が重要であるこ

とが分かった。 

４．まとめ 

 通信利用型安全運転支援システムについて、ASV推

進計画における検討概要について紹介するとともに、

当研究所で行った実験の概要について紹介した。通信

利用型安全運転支援システムは、特にドライバから見

えない（見え難い）場面において事故リスク低減のた

めの重要な方策として期待されていることから、当研

究所においても検討を続けていく予定である。 
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図１５ ブレーキ操作開始タイミングに関する 

実験結果の例（場面A） 

図１６ 実験結果の例 

（ブレーキ操作開始が1s以上早くなった人の割合）
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３．HFCV-GTR の概要 
以下に、成立した水素・燃料電池自動車の安全性に

関する HFCV-GTR の内容を概説する。１）この GTR
は水素を燃料とする乗用自動車に適用することとし

ている。また、内燃機関自動車、燃料電池自動車両者

に適用できる。ただし、燃料搭載形態は、圧縮水素と

液化水素の二種のみを取り扱っている。基準の主たる

技術内容は、圧縮水素容器、水素安全、電気安全の三

部に大別できる。液化水素自動車に関しても要件が記

載されているが付属的な扱いである。これは、主とし

て欧州がその必要性を述べたものの重要性が低いと

判断されたためである。したがって、以下、圧縮水素

容器、水素安全、電気安全に関する要件ついて概説す

る。 
３．１．圧縮水素容器 
最高充填圧 70MPaの使用を対象とした圧縮水素容

器の要件は従来の安全性確保の考え方とは大きく異

なっている。従前は落下試験、化学物質暴露試験、破

裂試験など幾つかの試験を個別に行って評価してい

た。この GTR ではシーケンシャル試験の考え方をよ

り積極的に取り入れている。図２に耐久性能試験にお

けるその手順を示す。15-25℃の常用温度条件以外に

-40℃や+85℃の温度条件下での加圧－減圧を連続し

て繰り返す試験になっている。すなわち、実用状態に

おける使用条件を可能な限り単純化して様々な試験

を一連の流れの中で実施するようになっている。 
図３には火炎暴露試験の概念を示す。現在の火炎暴

露試験は容器全体を火炎であぶり、圧力逃がし弁

（TPRD）が作動して安全に水素ガスが放出されるか

見るものである。HFCV-GTR では自動車の実用状態

における火災に様々な形態があることを考慮して

TPRD の最も遠い場所から加熱する局所的火炎暴露

（片あぶり）試験を加えた。 
３．２．水素安全 
水素安全に関しては、日本の保安基準をベースに議

論が進められた。したがって、基本の考え方は世界に

先駆けて定められた日本の基準と概ね同じである。 
３．２．１．通常使用時 
通常使用時の水素安全確保に関する主な規定は以

下である。 

＊水素放出方向 

火災状態において TPRD が作動した場合の水素放

出方向が定められている。車室内等に放出してはいけ

ない、という基本概念は日本の基準とほぼ同じである

が、あらたに、車両の前方向、車両の後部あるいは側

面から水平（路面と平行）方向に放出してはならない、

という規定が新たに加えられた。 

＊パージ水素濃度 

燃料電池から水素を含むガスがパージされる場合

は、起動時および停止時を含めた通常の運用中、任意

の 3 秒間において平均濃度が 4％を超えないこと、か

ついかなる時点でも 8％を超えないこと、とされた。

日本の基準では単に 4％を超えないこと、とされてい

たが、高速応答型の水素計が使えるように変更され

た。図４にパージガス水素濃度試験の概要を記す。 

＊水素漏れ 

水素貯蔵システムから万が一水素漏れが生じた場合

でも、客室内や他の密閉空間、半密閉空間に放出して

はいけないことになっている。 

 

図２ 圧縮水素容器の耐久性能試験の概要 
 

図３ 火炎暴露試験の概念 

 

 

 

び液化水素を燃料に用いた自動車用の新規則が提案

された。 
平成 15（2003）年 5 月のGRPE でこれらの内容を

議論した。この際、米国から将来技術である水素・燃

料電池自動車のための基準は、米国も加われるより広

い枠組みで取り扱うべきであり、世界統一基準（GTR）
の作成を目指すべきとの主張を行った。また、基準の

あり方についても、将来技術の進展を妨げる、設計基

準主体の規則ではなく、試験法を整えた上での性能基

準であるべきとの主張を行った。 
日本は、水素・燃料電池自動車の安全性は部品重視

ではなく、システム全体で見るべきと考えていた。そ

こで、1958 年協定下の新 UN ECE 規則を先に作成す

ること自体には反対しないが、今回提案されている内

容には賛成出来ず、また、新規則ができたとしても採

用はできない旨説明した。 
その後、関係国の調整の結果、圧縮水素及び液化水

素を燃料に用いた自動車用の新 UN ECE 規則作成作

業は凍結され、世界統一基準（GTR）作成作業を優先

して実施することになった。 
２．２．GTR 活動 
２．２．１．GTR の基本概念 
初めに全体計画を議論した。この作業に当たって

は、水素・燃料電池自動車の基準を定めるに必要な項

目の洗い出し、GTR 構成のあり方など基本的な事項

を網羅的に検討した。その結果、図１に示す全体構成

が定められ、作業を実行に移した。 

GTR 作成のため、米国、ドイツ、日本が共同スポ

ンサーとなり基準原案を作成するための水素・燃料電

池自動車インフォーマルグループ（Hydrogen/Fuel 
Cell Vehicles）を立ち上げた。これは安全性に関する

議論を行う SGS（Subgroup Safety）と環境性能を議

論する SGE（Subgroup on the Environment）の二

つで構成された。 
日本としては、国際的な基準作成の場でリーダーシ

ップを取っていくことを基本方針として、交通安全環

境研究所職員が HFCV-SGS グループの議長職を勤め

るとともに、日本が世界に先駆けて定めた技術基準を

国際基準に反映させるよう活動していくこととした。 
HFCV-SGS については、米国、独、日本により提

案されたアクションプランが、平成 19（2007）年 6
月、WP29 で承認された。Phase1 として平成 22
（2010）年までに GTR を成立させることを目的とし

た。これにしたがって第 1 回 HFCV-SGS 会合が平成

19年9月にドイツのボンで開催され活動を開始した。 
HFCV-SGE については、基準の必要性も含めてイ

ンフォーマルグループで技術的な検討をすることに

なった。様々な調査を実施した結果、当面基準化する

項目は無いとの結論に達し、平成 23（2011）年 11 月

に報告書を WP29 に提出した。したがって今後の記

述は HFCV-SGS の活動に絞る。 
２．２．２．HFCV－SGS の活動 
HFCV-SGS インフォーマルグループは国、自動車

メーカー、ISO などの関係者から構成される。積極的

に活動に参加した国は、スポンサーである米国、ドイ

ツ、日本に加え、カナダ、中国、韓国であった。1998
年協定成立当初、GTR は日米欧の三極間による統一

基準の意味合いが強かったが、この HFCV-GTR の活

動になってから、三極以外のアジアの国が活発に参加

したことが特徴的である。 
当初、Phase1 は平成 22（2010）年までの予定であ

ったが、技術議論の深化や様々な利害の調整に時間が

かかり、数度の延長を余儀なくされた。予定より 3 年

ほど遅れ GTR として成立したことは、冒頭に述べた

とおりである。 

 

図１ 水素・燃料電池自動車インフォーマルグループ

の構成 
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３．HFCV-GTR の概要 
以下に、成立した水素・燃料電池自動車の安全性に

関する HFCV-GTR の内容を概説する。１）この GTR
は水素を燃料とする乗用自動車に適用することとし

ている。また、内燃機関自動車、燃料電池自動車両者

に適用できる。ただし、燃料搭載形態は、圧縮水素と

液化水素の二種のみを取り扱っている。基準の主たる

技術内容は、圧縮水素容器、水素安全、電気安全の三
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る。 
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最高充填圧 70MPaの使用を対象とした圧縮水素容
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図２ 圧縮水素容器の耐久性能試験の概要 
 

図３ 火炎暴露試験の概念 
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案されたアクションプランが、平成 19（2007）年 6
月、WP29 で承認された。Phase1 として平成 22
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ンフォーマルグループで技術的な検討をすることに

なった。様々な調査を実施した結果、当面基準化する

項目は無いとの結論に達し、平成 23（2011）年 11 月

に報告書を WP29 に提出した。したがって今後の記
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に活動に参加した国は、スポンサーである米国、ドイ

ツ、日本に加え、カナダ、中国、韓国であった。1998
年協定成立当初、GTR は日米欧の三極間による統一

基準の意味合いが強かったが、この HFCV-GTR の活

動になってから、三極以外のアジアの国が活発に参加

したことが特徴的である。 
当初、Phase1 は平成 22（2010）年までの予定であ

ったが、技術議論の深化や様々な利害の調整に時間が

かかり、数度の延長を余儀なくされた。予定より 3 年

ほど遅れ GTR として成立したことは、冒頭に述べた

とおりである。 
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６．自動車審査部における審査の概要について 
 

 

自動車審査部長 佐竹 克也 

 

 

１．はじめに 

 新たに自動車を使用するときは道路運送車両法に

基づき、運輸支局等で新規検査を受けることが義務づ

けられている。この新規検査を効果的かつ適正に実施

して、安全の確保や環境の保全を図るために、自動車

及び自動車に備え付けられる装置（以下「自動車等」

という。）が基準に適合しているかどうかを事前に審

査する型式指定制度が設けられている。 

 自動車審査部（以下「審査部」という。）は、自動

車等に関し、国の行う型式指定業務の一環として、安

全・環境基準への適合性、燃料消費率の確認等につい

て、公正・中立な立場で審査を行う我が国唯一の機関

である。 

 自動車等の審査業務は、基準不適合車を排除し、当

該自動車が市場に出回ることを防止することを目的

としており、厳正な審査実施は当然であるが、合理

性・効率性の追求が従来にも増して求められているこ

とから、審査部では業務実施体制の強化を図るべく、

種々の取り組みを行っている。ここでは、平成 24 年

度から平成 25 年度にかけて実施したものを中心に、

審査部における昨今の取り組みを概説する。 

 

２．自動車審査部の役割及び業務実績 

国においては、①安全・環境に係る基準の策定、②

型式指定等による自動車等の基準への適合性の確保

及び③リコール制度による基準不適合車の排除とい

った施策を通じて自動車等の安全の確保及び環境の

保全を図っている。 

 交通安全環境研究所（以下「研究所」という。）

は、これらの各段階において国の施策を支援する業務

を行っているが、審査部では、①の段階にあっては、

基準認証国際調和支援活動を通じた、審査の知見を生

かした技術的支援、②の段階にあっては、自動車等の

審査を通じた基準適合性審査の確実な実施に取り組

むことを、主な役割としている（図１参照）。 

 

図１ 審査部の役割 

 

２．１．審査の意義 

審査部は、前述の通り、研究所の中において審査業

務を行うことをその役割としているが、その審査業務

の意義は、道路運送車両法に基づく型式指定制度等に

基づき、国が定める安全・環境等の基準の適合性につ

いて、様々な使用環境を想定した性能試験を実施する

など技術的な審査を行うことにより、基準不適合の自

動車等が市場に出回ることを未然に防止することに

ある。 

審査部では、これらの意義を踏まえて自動車審査業

務を実施している。 

 

２．２．審査業務の実績 

 平成 24 年度における自動車等の審査型式数は、自

動車3,295型式、装置500型式である（図２参照）。 

図２ 審査型式数の推移 

 

 

図４ パージガス試験の概要 

 

また配管等で漏れが生じた場合、客室内の水素濃度

が 2±1.0%で警報を発し、水素濃度が 3±1.0%を検知し

た場合、水素容器の主止弁を閉じることとなってい

る。日本の基準では水素濃度 4%を検知した場合に、

警報を発し、容器の主止弁を閉じることになっていた

ので厳しい方向になっている。 

３．２．２．衝突時の燃料漏れ 
衝突時の燃料漏れ試験に関しても、世界に先駆けて

導入した日本の知見を参考に議論が進んだ。まず、衝

突試験方法については、水素・燃料電池自動車固有の

方法を考案することはせずに、各国が既に実施してい

る試験を用いることになった。すなわち乗員保護性能

を確認するための前面衝突試験、オフセット衝突試験

や後突燃料漏れ試験である。 

衝突時の燃料漏れの許容限度は衝突後少なくとも

60 分間、平均 118NL／分を超えないこととされた。

日本の基準では 131NL／分であるが、これはガソリ

ン車の許容燃料漏れ量とエネルギー的に等価な値と

して定めた。HFCV-GTR では、日本の基準の算出に

用いた高位発熱量ではなく低位発熱量を用いたため

より厳しい値になった。また衝突後の客室内への水素

流入許容限度に関する規定が付け加えられた。なお衝

突時の試験燃料として、日本の基準ではヘリウムガス

を容器に充填し、衝突後の漏れ量の結果を水素に換算

して評価することにしてある。これに対し HFCV- 

GTR では、試験燃料としてヘリウムと水素どちらを

使用しても良いことになっている。 

３．３．電気安全 
高電圧による感電保護を主たる目的とした電気安

全に関しては、日本では水素燃料電池自動車のため

に、水素安全性基準の制定と同時に平成 17（2005）
年 3 月に定められた。その後、日本は電気自動車全般

についての電気安全基準を平成 19（2007）年 11 月に

世界に先駆け定めた。その後国際基準策定に当たり、

日本の基準に準拠するよう WP29 の場で各国と調整

を続けてきた。その結果、平成 22（2010）年 3 月、

UN ECE 規則 R100 等が改訂され、電気安全に関す

る国際基準が定まった。 
HFCV-GTR の電気安全要件については、直接接触

の保護、間接接触の保護など R100 の内容をほぼ採用

している。あわせて衝突試験時の電気安全確認要件も

定めてある。 
ここでは細部の技術的な解説は省略するが、水素燃

料電池自動車特有の課題について記す。燃料電池は水

の電気分解の逆の原理で、水素と酸素を反応させ電気

を作り出すとともに水を生成する。したがって原理的

に高電圧と水が共存する状態となり対策が必要にな

る。この点が他の電気自動車の要件に付け加える事項

となる。 
 

４．今後の課題 
以上述べたように、水素・燃料電池自動車のための

世界統一基準（HFCV-GTR）の Phase1 作業は終了

したが、残された課題が幾つかある。それらは Phase2
の活動の中で解決されなければならない。 
それらは、乗用車のみを対象としている HFCV- 

GTR の他車種への拡大、水素・燃料電池自動車独自

の衝突試験方法、燃料供給口に関する要求事項、圧縮

水素容器に用いる材料の試験方法や最低破裂要件の

再検討等があげられている。 
今後、HFCV-GTR をよりよいものとするためにさ

らに努力を続けていく必要がある。 
 
最後に、この HFCV-GTR を成立させるに当たり、

十年を超える活動の間、様々な場面でご協力を頂いた

関係各位に深甚な謝意を表したい。 
 

参考文献 
1) ECE/TRANS/180/Add.13 

Global technical regulation on hydrogen and 
fuel cell vehicles 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wg
s/wp29gen/wp29glob_registry.html 
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自動車審査部長 佐竹 克也 

 

 

１．はじめに 

 新たに自動車を使用するときは道路運送車両法に

基づき、運輸支局等で新規検査を受けることが義務づ

けられている。この新規検査を効果的かつ適正に実施

して、安全の確保や環境の保全を図るために、自動車

及び自動車に備え付けられる装置（以下「自動車等」

という。）が基準に適合しているかどうかを事前に審

査する型式指定制度が設けられている。 

 自動車審査部（以下「審査部」という。）は、自動

車等に関し、国の行う型式指定業務の一環として、安

全・環境基準への適合性、燃料消費率の確認等につい

て、公正・中立な立場で審査を行う我が国唯一の機関

である。 

 自動車等の審査業務は、基準不適合車を排除し、当

該自動車が市場に出回ることを防止することを目的

としており、厳正な審査実施は当然であるが、合理

性・効率性の追求が従来にも増して求められているこ

とから、審査部では業務実施体制の強化を図るべく、

種々の取り組みを行っている。ここでは、平成 24 年

度から平成 25 年度にかけて実施したものを中心に、

審査部における昨今の取り組みを概説する。 

 

２．自動車審査部の役割及び業務実績 

国においては、①安全・環境に係る基準の策定、②

型式指定等による自動車等の基準への適合性の確保

及び③リコール制度による基準不適合車の排除とい

った施策を通じて自動車等の安全の確保及び環境の

保全を図っている。 

 交通安全環境研究所（以下「研究所」という。）

は、これらの各段階において国の施策を支援する業務

を行っているが、審査部では、①の段階にあっては、

基準認証国際調和支援活動を通じた、審査の知見を生

かした技術的支援、②の段階にあっては、自動車等の

審査を通じた基準適合性審査の確実な実施に取り組

むことを、主な役割としている（図１参照）。 

 

図１ 審査部の役割 

 

２．１．審査の意義 

審査部は、前述の通り、研究所の中において審査業

務を行うことをその役割としているが、その審査業務

の意義は、道路運送車両法に基づく型式指定制度等に

基づき、国が定める安全・環境等の基準の適合性につ

いて、様々な使用環境を想定した性能試験を実施する

など技術的な審査を行うことにより、基準不適合の自

動車等が市場に出回ることを未然に防止することに

ある。 

審査部では、これらの意義を踏まえて自動車審査業

務を実施している。 

 

２．２．審査業務の実績 

 平成 24 年度における自動車等の審査型式数は、自

動車3,295型式、装置500型式である（図２参照）。 

図２ 審査型式数の推移 

 

 

図４ パージガス試験の概要 

 

また配管等で漏れが生じた場合、客室内の水素濃度

が 2±1.0%で警報を発し、水素濃度が 3±1.0%を検知し

た場合、水素容器の主止弁を閉じることとなってい

る。日本の基準では水素濃度 4%を検知した場合に、

警報を発し、容器の主止弁を閉じることになっていた

ので厳しい方向になっている。 

３．２．２．衝突時の燃料漏れ 
衝突時の燃料漏れ試験に関しても、世界に先駆けて

導入した日本の知見を参考に議論が進んだ。まず、衝

突試験方法については、水素・燃料電池自動車固有の

方法を考案することはせずに、各国が既に実施してい

る試験を用いることになった。すなわち乗員保護性能

を確認するための前面衝突試験、オフセット衝突試験

や後突燃料漏れ試験である。 

衝突時の燃料漏れの許容限度は衝突後少なくとも

60 分間、平均 118NL／分を超えないこととされた。

日本の基準では 131NL／分であるが、これはガソリ

ン車の許容燃料漏れ量とエネルギー的に等価な値と

して定めた。HFCV-GTR では、日本の基準の算出に

用いた高位発熱量ではなく低位発熱量を用いたため

より厳しい値になった。また衝突後の客室内への水素

流入許容限度に関する規定が付け加えられた。なお衝

突時の試験燃料として、日本の基準ではヘリウムガス

を容器に充填し、衝突後の漏れ量の結果を水素に換算

して評価することにしてある。これに対し HFCV- 

GTR では、試験燃料としてヘリウムと水素どちらを

使用しても良いことになっている。 

３．３．電気安全 
高電圧による感電保護を主たる目的とした電気安

全に関しては、日本では水素燃料電池自動車のため

に、水素安全性基準の制定と同時に平成 17（2005）
年 3 月に定められた。その後、日本は電気自動車全般

についての電気安全基準を平成 19（2007）年 11 月に

世界に先駆け定めた。その後国際基準策定に当たり、

日本の基準に準拠するよう WP29 の場で各国と調整

を続けてきた。その結果、平成 22（2010）年 3 月、

UN ECE 規則 R100 等が改訂され、電気安全に関す

る国際基準が定まった。 
HFCV-GTR の電気安全要件については、直接接触

の保護、間接接触の保護など R100 の内容をほぼ採用

している。あわせて衝突試験時の電気安全確認要件も

定めてある。 
ここでは細部の技術的な解説は省略するが、水素燃

料電池自動車特有の課題について記す。燃料電池は水

の電気分解の逆の原理で、水素と酸素を反応させ電気

を作り出すとともに水を生成する。したがって原理的

に高電圧と水が共存する状態となり対策が必要にな

る。この点が他の電気自動車の要件に付け加える事項

となる。 
 

４．今後の課題 
以上述べたように、水素・燃料電池自動車のための

世界統一基準（HFCV-GTR）の Phase1 作業は終了

したが、残された課題が幾つかある。それらは Phase2
の活動の中で解決されなければならない。 
それらは、乗用車のみを対象としている HFCV- 

GTR の他車種への拡大、水素・燃料電池自動車独自

の衝突試験方法、燃料供給口に関する要求事項、圧縮

水素容器に用いる材料の試験方法や最低破裂要件の

再検討等があげられている。 
今後、HFCV-GTR をよりよいものとするためにさ

らに努力を続けていく必要がある。 
 
最後に、この HFCV-GTR を成立させるに当たり、

十年を超える活動の間、様々な場面でご協力を頂いた

関係各位に深甚な謝意を表したい。 
 

参考文献 
1) ECE/TRANS/180/Add.13 

Global technical regulation on hydrogen and 
fuel cell vehicles 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wg
s/wp29gen/wp29glob_registry.html 
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超えるものでないこと、等の要件があり、インパクタ

を正確に測定点に衝突させることが必要である。 

審査部では、平成 24 年度に歩行者脚部試験機を導

入し、これまでに、衝突ずれ量及び角度公差の測定方

法、具体的には①の衝突ずれ量については、塗料塗布

による測定、②の角度公差については高速度カメラ又

は角速度計のいずれの方法でも正確な測定が可能と

なるよう機器の取扱いの熟練度を高めた。 

審査部として関係各方面の協力を得ながら、１年半

の取り組みを行った結果、歩行者脚部保護性能試験を

支障なく実施できることを確認し、審査部施設におい

ても平成 25 年７月から認証における試験を開始し、

平成 25 年９月までに３件の試験を審査部施設で実施

している（図４参照）。 

 

図４ 歩行者脚部試験方法の検証風景 

 

３．審査業務の国際化に向けた取り組み 

自動車の基準調和及び相互認証の推進及び IWVTA

（国際自動車型式認証）の推進などにより、ますます

海外の試験機関との競争が激しくなることが予想さ

れる。 

このため、審査部としては、このような自動車基準

認証の国際化に伴う環境の変化に対応すべく、国際競

争力の強化に取り組むこととして、審査業務の運用の

改善を行っている。 

 

３．１．これまでの審査業務の課題 

これまでの審査業務では、①担当者の慎重な解釈に

よる影響によりスケジュール管理が難しいこと、②試

験を後ろ倒ししているため、試験での不合格等が発生

した場合の工程上のリカバリーが難しいこと、③試験

項目の決定が遅いため、予備の車両を用意する必要が

あることや、短期間で試験をこなす観点で多くの試験

車両が必要となること、④審査部審査開始前に社内試

験を行っても、審査項目の確定が遅く、無駄になるこ

とがあることや、試験工程前半での社内試験は試験車

両のコストが高い、など申請者に対する負担感が否め

ないところ、この申請者の負担感の解消が課題とされ

ていた。 

 

３．２．審査業務の運用改善に向けた取り組み 

これらの課題を踏まえ、①申請者が感じる負担感を

解消すること、②審査部を活用することの効用を申請

者が感じること、の取り組みを進めることにより、他

国で取得した認定証の提出ではなく、審査部による試

験及び審査の実施を促進し、もって我が国での認定証

取得を促進する観点から、先行受託試験制度のさらな

る活用を通じて、審査業務の運用の改善にむけた取り

組みを進めている。来年度からの本格的な実施に向

け、平成 24 年度から試行的に取り組みを進めている

ところである。 

具体的には、試験の実施のみを対象としていたこれ

までの先行受託試験制度を変更し、①試験項目及び試

験車両の決定を先行受託試験で可能とすること、②社

内試験を認めることとした項目についてのデータ確

認も先行受託試験において可能とすること、により、

これまで本申請後の審査期間において実施していた、

審査項目及び試験車両の選定、審査部試験及び社内試

験を、本申請後の審査部での審査開始までに内容の精

査を終えることにより、申請後は標準処理期間内に国

土交通大臣への通知に至るものとした。 

この結果、①申請者と調整するための十分な期間が

確保でき、本省各課への確認や担当官同士での認識共

有が図りやすく、より円滑な審査が実施できること、

②審査項目及び試験車両が早く決まるためスケジュ

ール管理が容易となること、③予備の試験車両を作る

必要がないこと、④試験期間が長く、一台の車両で多

くの試験を行うことが可能となり、車両台数を削減す

ることが可能であること、⑤試験不合格が生じても、

再試験及び設計修正による工期への悪影響が発生し

ないこと、⑥試験全体の状況があらかじめ確定してい

るため試験を無理に前倒しする必要が無く、経済的な

工程後半の車両を使用することが可能であること、な

どの改善が図られることから、先行受託試験にかかる

受託費用以上に、申請者においては型式指定申請の部

署の負担感の軽減とともに、開発及び実験の部署にお

 

 

平成 24 年度から開始している審査業務の運用の見

直しを通じ、先行受託試験の受託の取り組みを進めて

いる。その結果平成 23 年度は 84 件、平成 24 年度は

97件の依頼があったが、平成25年度上半期は95件の

依頼があり増加傾向にある。 

また、日本国政府による、車両等の型式認定相互承

認協定に基づく規則（以下「協定規則」という。）に

基づく装置型式指定の取得（いわゆるE43認定証の発

行）を目的とした試験も増えており、これまで協定規

則に基づく装置型式指定の取得の件数（突入防止装置

及び大型後部反射器を除く。）は、平成23年度が６件、

平成 24 年度が 21 件であるのに対して、平成 25 年度

上半期は22件と、大幅な増加となっている。 

なお、運用の見直しを開始した平成 24 年度以降平

成25年度上半期までの18ヶ月間の装置型式指定の取

扱件数（計 43 件）の内訳は、警音器４件、制動装置

６件、乗員保護関係２件、外装３件、大型後部反射器

以外の反射器類８件、施錠装置関係５件、速度計４件、

その他11件となっている。 

引き続き、審査部として先行受託試験を含む試験の

増加及び協定規則に基づく装置指定の取得につなが

る試験の実施に取り組みを進めていく。 

 

２．３．審査体制の構築に係る取り組み 

審査部として中立・公正な審査を実施するため、施

設の維持管理、職員の研修等により適切な審査体制を

保持するとともに、基準の制定、改正等に対しては、

審査手法の確立及び職員の研修、さらに必要に応じた

施設の整備により、審査体制の構築を行っている。 

昨今の基準の制定、改正に伴い、平成 24 年度及び

平成 25 年度に開始した主な試験は、以下の通りであ

る。 

 

２．３．１．協定規則に基づく二輪車騒音規制の導入 

Ｌ３カテゴリーの二輪車を対象とする二輪車騒音

規制のうち市街地騒音規制について、これまでの日本

の基準では、時速 50km からの全開加速にて騒音値を

計測していたが、今回調和した協定規則第 41 号第４

改訂版に基づく二輪車騒音試験では、全開加速騒音値

と定常走行騒音値とを計測した上で、実際の運転状態

を念頭においた規定加速度（パーシャル加速）での騒

音値を換算し、その換算騒音値が規制値に適合してい

るかを評価する方法としており、国内では平成 25 年

１月から適用している（図３参照）。 

この協定規則第 41 号第４改訂版による二輪車騒音

規制は、我が国としては環境分野では初めての調和項

目であることから、平成 24 年 2 月に国土交通省、環

境省及び関係団体をメンバーとする国内導入 WG が設

置され、審査部もこれに参画し、試験法策定への課題

抽出、法規改正を行う国土交通省への技術的助言、試

験法の理解促進のための熊谷自動車試験場でのデモ

試験の実施（平成 24 年 12 月）、試験法マニュアルの

策定などの取り組みへの協力を行った。 

この取り組みを通じて、早期に審査体制を構築し、

平成25年2月には協定規則第41号第４改訂版に基づ

く世界で初めての審査を行い、平成 25 年９月までに

合計６件の試験を実施している。 

 

図３ 二輪車騒音の基準の変更の考え方 

 

２．３．２．歩行者脚部保護性能基準の導入 

我が国では、平成17年10月より、国内独自の歩行

者頭部保護性能基準が適用されていたが、その後、歩

行者脚部保護性能基準を含む我が国の提案を反映し

た新たな歩行者保護性能基準として協定規則第127号

が新設され、国内では平成 25 年４月より適用してい

る。 

なお、技術基準においては、Flex-PLIと呼ばれる脚

部インパクタを用いる方法も、協定規則第127号に認

められているE-PLIと呼ばれる脚部インパクタを用い

る方法と同等のものとして認められている。 

この Flex-PLI を用いる試験の実施にあたっては、

①目標とする測定点と実際に衝突した測定点が 10mm

を超えるものでないこと、②衝突した場合のインパク

タ中心線がＸ方向５度、Ｙ方向２度及びＺ方向２度を
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超えるものでないこと、等の要件があり、インパクタ

を正確に測定点に衝突させることが必要である。 

審査部では、平成 24 年度に歩行者脚部試験機を導

入し、これまでに、衝突ずれ量及び角度公差の測定方

法、具体的には①の衝突ずれ量については、塗料塗布

による測定、②の角度公差については高速度カメラ又

は角速度計のいずれの方法でも正確な測定が可能と

なるよう機器の取扱いの熟練度を高めた。 

審査部として関係各方面の協力を得ながら、１年半

の取り組みを行った結果、歩行者脚部保護性能試験を

支障なく実施できることを確認し、審査部施設におい

ても平成 25 年７月から認証における試験を開始し、

平成 25 年９月までに３件の試験を審査部施設で実施

している（図４参照）。 

 

図４ 歩行者脚部試験方法の検証風景 

 

３．審査業務の国際化に向けた取り組み 

自動車の基準調和及び相互認証の推進及び IWVTA

（国際自動車型式認証）の推進などにより、ますます

海外の試験機関との競争が激しくなることが予想さ

れる。 

このため、審査部としては、このような自動車基準

認証の国際化に伴う環境の変化に対応すべく、国際競

争力の強化に取り組むこととして、審査業務の運用の

改善を行っている。 

 

３．１．これまでの審査業務の課題 

これまでの審査業務では、①担当者の慎重な解釈に

よる影響によりスケジュール管理が難しいこと、②試

験を後ろ倒ししているため、試験での不合格等が発生

した場合の工程上のリカバリーが難しいこと、③試験

項目の決定が遅いため、予備の車両を用意する必要が

あることや、短期間で試験をこなす観点で多くの試験

車両が必要となること、④審査部審査開始前に社内試

験を行っても、審査項目の確定が遅く、無駄になるこ

とがあることや、試験工程前半での社内試験は試験車

両のコストが高い、など申請者に対する負担感が否め

ないところ、この申請者の負担感の解消が課題とされ

ていた。 

 

３．２．審査業務の運用改善に向けた取り組み 

これらの課題を踏まえ、①申請者が感じる負担感を

解消すること、②審査部を活用することの効用を申請
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審査項目及び試験車両の選定、審査部試験及び社内試
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この結果、①申請者と調整するための十分な期間が
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ることが可能であること、⑤試験不合格が生じても、
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平成 24 年度から開始している審査業務の運用の見

直しを通じ、先行受託試験の受託の取り組みを進めて

いる。その結果平成 23 年度は 84 件、平成 24 年度は
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依頼があり増加傾向にある。 
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２．３．審査体制の構築に係る取り組み 
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図３ 二輪車騒音の基準の変更の考え方 

 

２．３．２．歩行者脚部保護性能基準の導入 

我が国では、平成17年10月より、国内独自の歩行

者頭部保護性能基準が適用されていたが、その後、歩

行者脚部保護性能基準を含む我が国の提案を反映し

た新たな歩行者保護性能基準として協定規則第127号

が新設され、国内では平成 25 年４月より適用してい

る。 

なお、技術基準においては、Flex-PLIと呼ばれる脚

部インパクタを用いる方法も、協定規則第127号に認

められているE-PLIと呼ばれる脚部インパクタを用い

る方法と同等のものとして認められている。 

この Flex-PLI を用いる試験の実施にあたっては、

①目標とする測定点と実際に衝突した測定点が 10mm

を超えるものでないこと、②衝突した場合のインパク

タ中心線がＸ方向５度、Ｙ方向２度及びＺ方向２度を
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ける実務面や費用面での負担の軽減にも大きく貢献

できるものと考えている。 

 

４．自動車基準認証の調和活動への取り組み 
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基準に係る情報収集、他国の専門家との恒久的なネッ

トワークの形成に努めている。 

 また、IWVTAについては、2016年３月での制度運用

開始を目指し、関係者において精力的に作業が進めら
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して、①審査部が行う試験及び審査により日本国政府
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度とするのではなく多くの協定加盟国にとっても有

用な制度とすること、③我が国における審査業務での

IWVTAの活用にあたり我が国での制度運用に支障が生

じないものとなること、等の観点で、年５回程度実施

されるIWVTAインフォーマルグループ下のサブグルー

プに参画するなど、関心を持って取り組みを進めてい

る。 

 

４．２．アジア地域への支援 

アジア地域における、国際的に調和のとれた基準や

認証制度の導入を促進することを目的に国土交通省

等が主催した平成24年及び平成25年のアジア専門家

会議（マレーシア、タイ及びフィリピンで開催）に講

師を派遣し、政府関係者及び業界関係者に対して、電

気自動車等の感電防止装置や、速度計などの審査方法

について説明及び助言を行うなどの支援を行ってい

る（図５参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

図５ アジア専門家会合での説明風景 

 

５．まとめ 

近年、複雑で高度な新技術の導入、ハイブリッド車

等次世代自動車の普及が進むほか、安全・環境基準の

強化や国際基準調和の進展等に伴って、審査に必要と

なる知識・技術レベルが高まっている。 

このような中で、信頼性の高い審査制度の運用と確

実な審査を実施し自動車の安全確保、環境保全等を実

現しつつ、自動車産業の成長に貢献できる存在となる

ことを目指す観点から、今後とも、適切な審査体制の

保持・整備などを通じて、厳正な審査のなかで、合理

性・効率性の追求に努める所存である。 
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１．はじめに 

当部は、平成 18 年５月の道路運送車両法等の改正

に基づき、当研究所に設置され、国土交通省がユーザ

ー等から収集した自動車の不具合･事故に関する情報

や自動車メーカー等から得た情報について、リコール

に該当する可能性があるか否か、また、これらのメー

カーが国土交通省に届け出たリコールの内容が適切

か否か、同省の指示により技術的検証を行っている。

加えて、場合により同省の職員に同行して、事故･火

災の現地調査等も実施している。 
当部では、かつて自動車メーカーで設計･開発に長

く携わり高度な知識及び豊富な経験を有するメーカ

ーの OB と当研究所の研究領域で長く研究に従事し

てきた研究者の OB を技術検証官として採用し、当研

究所内の各研究領域及び自動車審査部との連携の下

に技術検証を実施している。平成 24 年度は、95 事案

の検証を新規に開始し、110 事案（平成 23 年度以前

の開始事案等を含む）の検証を終了した。このうち、

リコール及び改善届出に関連した事案が 10 事案で対

象台数は 106 万台、その他の市場措置（サービスキャ

ンペーン、保証期間の延長、市場への注意喚起）に関

連した事案が 33 事案（市場措置の検討中事案を含

む）、リコール届出内容が適切か否か審査に活用され

た事案が８事案であった。また、事故や火災の現地調

査 50 件、検証実験 10 件の実施を通じて、メーカーか

ら報告された技術報告の内容を確認する等の業務を

行っている。 
この７年余りの技術的検証の経験から見えてきた

ことは、自動車の構造･装置に係る不具合は、その直

接の原因は単純なものであっても、その背景には、点

検･整備、使用環境及び設計･製造に係る要因が複合し

ているものが多く、再発防止、さらには未然防止を図

って行くためには、メーカー、整備事業者、ユーザー

及び行政が、それぞれの立場で、また連携して取り組

むことが不可欠であるということである。 

そこで、昨年及び一昨年の本フォーラムでは、ひと

たび事故や火災に至ると、人的、物的被害及びそれに

よる社会的影響が大きいトラック･バスについて、構

造･装置に起因する不具合の事例を取り上げ、要因を

分析するとともに、点検･整備、使用環境、設計･製造

のそれぞれの観点を含めた総合的な未然防止対策の

方向性について提言してきた。今年度は、日本の保有

車両数の 91％を占める乗用車、軽自動車、二輪自動

車等（以下「乗用車等」という）について最近の不具

合事例の分析を行い、不具合の低減に向けて対策への

提言を紹介する。 
２．自動車の構造･装置に係る事故･火災の発生状況 

２．１．事故･火災の状況 

国土交通省に自動車メーカーから報告された自動

車の構造･装置に起因した事故･火災情報は、平成 21
年から公表されている。平成 24 年に報告された件数

を【図１】に示す。 

 
総件数は 1,320 件で、乗用車等は 746 件（57％）

であった。 
【図２】に 10 万台当たりの事故･火災発生状況を示

す。乗用車等の発生率は大型車等（貨物車、乗合車、

【図１】平成24年の事故･火災の状況 
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総件数は 1,320 件で、乗用車等は 746 件（57％）

であった。 
【図２】に 10 万台当たりの事故･火災発生状況を示

す。乗用車等の発生率は大型車等（貨物車、乗合車、

【図１】平成24年の事故･火災の状況 
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動は可能な事案から、走行中にエンジン本体が破損し

てそのまま走行不能となる事案まで含まれる。また、

火災では、車両が全焼する事案や一部の部品が燃える

事案がある。エンスト及び火災の一部は当然走行不能

となるが、これらは走行不能事案には含めていない。 
（３）不具合の原因の分類 

前項で述べた重大不具合事象について【図６】に不

具合の原因を分類したものを示す。 

 
製造上の問題が原因となった事案は６事案と少な

い。また、不具合事象が急加速･急発進の３事案はい

ずれもユーザーの不適切な使用が原因であった。設計

上の問題が原因となった事案は、電気･電子部品に不

具合が発生した事案が 12 事案、設計の際に故障時へ

の配慮が不足したものが 11 事案、ゴム･樹脂部品の耐

久性が不足した事案が 10 事案、その他が４事案であ

り、これらは大部分が従前より繰り返されてきた不具

合要因である。今後への提言も含めて次項で具体例を

紹介する。 
３．３．自動車の設計に改善の余地がある事例の紹介

と自動車メーカーに向けた再発防止の提言 

（１）設計の際に故障時への配慮が不足した事例 

部品の不具合や使用に伴う特性の変化、些細な整備

ミスが生じた際に、重大事象に至る事例である。設計

構想の段階で重大不具合に至らないような配慮が必

要である。以下に代表的な事例を紹介する。 
①AT 車で前進中にＲレンジ（後退レンジ）にシフト

することを防止する機構がないために、ユーザー

が走行中に誤ってＲレンジに変速してしまい、デ

フギヤを破損、走行不能に至る事例。⇒ユーザー

ミスを防止するため一般的となっている、走行中

のＲレンジへのシフトを防止する構造の取り込み

が望まれる。 

②プロペラシャフト前端のユニバーサルジョイント

にガタが発生し、トランスミッションケースが破

損して前端が脱落したプロペラシャフトが後端を

中心に振れ回り、燃料タンクを破損して走行中に

火災となる事例。⇒プロペラシャフトの脱落防止

カバーを装着する等、重大な最終事象に至らない

ような設計上の十分な配慮が必要。また、ガタ等

を許容できない設計であれば、ガタが容易に発見

でき、交換ができるような設計的配慮や整備体制、

ユーザー･整備業者への啓発活動も必要である。 

③エンジンオイルの交換作業の際に溢れたエンジン

オイルがオールタネータに掛かり、ブラシ内に浸

入して炭化･発熱して火災に至る事例。⇒オールタ

ネータが被油しない設計的な配慮や、被油しても

ブラシ内にはオイルが浸入しないようにする等、

様々な整備環境を考慮した設計が望まれる。 

④サスペンションのフロントボールジョイントが経

年使用により摩耗し、ガタが発生。踏切や路面の

段差を走行した際に、ボールジョイントが外れて

走行不能に至る事例。⇒ユーザーによる適切な点

検整備が不可欠であることは当然であるが、ボー

ルジョイントのガタ点検がし易い構造や、ガタが

大きくなってもボールジョイントが外れにくい構

造が望まれる（大部分のメーカー、ほとんどの車

種は外れにくい構造を採用している）。 

⑤スロットルの汚れを洗浄するためにキャブクリー

ナを噴射すると、スロットルの下方のアイドル制

御弁のコイルにキャブクリーナが浸入してコイル

をショートさせ、エンストする事例。⇒正しい取

扱いの注意喚起とともに、電気･電子部品に整備用

の溶液や水が浸入しにくいレイアウト設計が望ま

れる。 

⑥吸気管内部の燃焼制御用のバルブを固定するねじ

がエンジンの振動のために緩み、ねじやバルブが

脱落、エンジン内に吸入されてエンジン破損に至

る事例。⇒ねじ･ボルト･ナットの締結不具合は、

メーカー、装置を問わず繰り返される不具合であ

る。設計の基本技術の伝承や不具合再発防止シス

テムが望まれる。 

（２）電気･電子部品の構造や制御が不適切、又は使用

環境が不適切であった事例 

①二輪車の転倒センサー保持ブラケットの制振構造

が不適切なため、特定のエンジン回転域で共振し、

転倒センサーが転倒相当の信号を発してしまい、

エンストする事例。⇒性能の確認プロセスが不十

【図６】不具合の原因別分類 
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特殊車、特種車）に比べて相対的に低い。これは、年

間の走行距離の差等が要因として考えられる。 
２．２．事故･火災の原因別発生状況 

【図３】に事故･火災の原因別の発生状況を示す。 

 
事故･火災情報 1,320 件のうち、ユーザー等の特殊

な使用方法に起因するものが 283 件（21％）、点検･

整備に起因するものが 204 件（15％）、後付部品に起

因するものが 132 件（10％）であるのに対し、設計･

製造に起因するものは 18 件（1％）と極めて少なく、

使用が長期化する中で、適切な整備やユーザーの点

検、メンテナンスが重要であることを示している。 
３．技術検証の状況 

道路運送車両法では、自動車の構造･装置又は性能

が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は

適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又

は製作の過程にあると認められる場合に、自動車製作

者等は適切に改善措置（リコール）を実施するよう定

められている。当部では、リコールの疑いがある事案

について、その多発性や原因、ユーザーへの予見性の

有無、改善内容の妥当性等を、技術的な観点から検証

している。以下に最近の技術検証の状況について紹介

する。 
３．１．新規に着手した不具合装置別検証事案数 

【表１】に平成 22 年度～24 年度の３年間に新規に 
着手した不具合装置別の技術検証事案数を示す。 

過去３年間に新規に着手した技術検証事案数は年

度合計では減少傾向で、上位５装置の傾向を見ると、

電気･電子装置及び燃料装置は増加傾向、その他の装

置では減少傾向を示している。電気･電子装置の検証

事案数は、種々の装置への電子制御技術の採用の増加

に伴って急増しているものと考えられる。 

３．２．検証を終了した事案の分析と考察（乗用車等） 

乗用車等で平成 24 年度に技術検証を終了した（即

ち、不具合事象とその原因が明確になった）事案数は

76 事案で、前年度より若干減少した。これらの事案

について分析した結果と考察を以下に紹介する。 
(１）不具合装置別分類 

【図４】に不具合装置別に分類したものを示す。 

 
原動機、動力伝達装置、制動装置、電気･電子装置、

燃料装置での技術検証事案数が多く、この傾向は近年

変わらない。これらの装置に不具合が発生した場合に

は他の装置に比べ重大な不具合事象に至る可能性が

高いことが、検証事案数の多い理由である。 
（２）不具合事象別分類 

【図５】に不具合事象別に分類したものを示す。 

 
エンスト、走行不能、火災（車両火災、部分火災）、

燃料漏れ、急発進･急加速、ブレーキ効き不良、ラン

プ不点灯、ブレーキロック（転倒）の順となり、これ

らの重大不具合事象８事象で 46 事案、全体の 61％を

占める。同種の事象でも程度は様々であり、エンスト

では、アイドルや信号停止の際にエンストするが再始

【図３】原因別事故･火災発生状況 
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【表１】H22～H24年度不具合装置別新規検証事案数 

不具合装置 H22 年度 H23 年度 H24 年度

原動機 28 39 24
電気･電子装置 4 7 12
動力伝達装置 16 21 11
制動装置 24 13 11
燃料装置 7 10 10
その他 66 38 27
計 145 128 95 
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動は可能な事案から、走行中にエンジン本体が破損し

てそのまま走行不能となる事案まで含まれる。また、

火災では、車両が全焼する事案や一部の部品が燃える

事案がある。エンスト及び火災の一部は当然走行不能

となるが、これらは走行不能事案には含めていない。 
（３）不具合の原因の分類 

前項で述べた重大不具合事象について【図６】に不

具合の原因を分類したものを示す。 

 
製造上の問題が原因となった事案は６事案と少な

い。また、不具合事象が急加速･急発進の３事案はい

ずれもユーザーの不適切な使用が原因であった。設計

上の問題が原因となった事案は、電気･電子部品に不

具合が発生した事案が 12 事案、設計の際に故障時へ

の配慮が不足したものが 11 事案、ゴム･樹脂部品の耐

久性が不足した事案が 10 事案、その他が４事案であ

り、これらは大部分が従前より繰り返されてきた不具

合要因である。今後への提言も含めて次項で具体例を

紹介する。 
３．３．自動車の設計に改善の余地がある事例の紹介

と自動車メーカーに向けた再発防止の提言 

（１）設計の際に故障時への配慮が不足した事例 

部品の不具合や使用に伴う特性の変化、些細な整備

ミスが生じた際に、重大事象に至る事例である。設計

構想の段階で重大不具合に至らないような配慮が必

要である。以下に代表的な事例を紹介する。 
①AT 車で前進中にＲレンジ（後退レンジ）にシフト

することを防止する機構がないために、ユーザー

が走行中に誤ってＲレンジに変速してしまい、デ

フギヤを破損、走行不能に至る事例。⇒ユーザー

ミスを防止するため一般的となっている、走行中

のＲレンジへのシフトを防止する構造の取り込み

が望まれる。 

②プロペラシャフト前端のユニバーサルジョイント

にガタが発生し、トランスミッションケースが破

損して前端が脱落したプロペラシャフトが後端を

中心に振れ回り、燃料タンクを破損して走行中に

火災となる事例。⇒プロペラシャフトの脱落防止

カバーを装着する等、重大な最終事象に至らない

ような設計上の十分な配慮が必要。また、ガタ等

を許容できない設計であれば、ガタが容易に発見

でき、交換ができるような設計的配慮や整備体制、

ユーザー･整備業者への啓発活動も必要である。 

③エンジンオイルの交換作業の際に溢れたエンジン

オイルがオールタネータに掛かり、ブラシ内に浸

入して炭化･発熱して火災に至る事例。⇒オールタ

ネータが被油しない設計的な配慮や、被油しても

ブラシ内にはオイルが浸入しないようにする等、

様々な整備環境を考慮した設計が望まれる。 

④サスペンションのフロントボールジョイントが経

年使用により摩耗し、ガタが発生。踏切や路面の

段差を走行した際に、ボールジョイントが外れて

走行不能に至る事例。⇒ユーザーによる適切な点

検整備が不可欠であることは当然であるが、ボー

ルジョイントのガタ点検がし易い構造や、ガタが

大きくなってもボールジョイントが外れにくい構

造が望まれる（大部分のメーカー、ほとんどの車

種は外れにくい構造を採用している）。 

⑤スロットルの汚れを洗浄するためにキャブクリー

ナを噴射すると、スロットルの下方のアイドル制

御弁のコイルにキャブクリーナが浸入してコイル

をショートさせ、エンストする事例。⇒正しい取

扱いの注意喚起とともに、電気･電子部品に整備用

の溶液や水が浸入しにくいレイアウト設計が望ま

れる。 

⑥吸気管内部の燃焼制御用のバルブを固定するねじ

がエンジンの振動のために緩み、ねじやバルブが

脱落、エンジン内に吸入されてエンジン破損に至

る事例。⇒ねじ･ボルト･ナットの締結不具合は、

メーカー、装置を問わず繰り返される不具合であ

る。設計の基本技術の伝承や不具合再発防止シス

テムが望まれる。 

（２）電気･電子部品の構造や制御が不適切、又は使用

環境が不適切であった事例 

①二輪車の転倒センサー保持ブラケットの制振構造

が不適切なため、特定のエンジン回転域で共振し、

転倒センサーが転倒相当の信号を発してしまい、

エンストする事例。⇒性能の確認プロセスが不十

【図６】不具合の原因別分類 
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特殊車、特種車）に比べて相対的に低い。これは、年

間の走行距離の差等が要因として考えられる。 
２．２．事故･火災の原因別発生状況 

【図３】に事故･火災の原因別の発生状況を示す。 

 
事故･火災情報 1,320 件のうち、ユーザー等の特殊

な使用方法に起因するものが 283 件（21％）、点検･

整備に起因するものが 204 件（15％）、後付部品に起

因するものが 132 件（10％）であるのに対し、設計･

製造に起因するものは 18 件（1％）と極めて少なく、

使用が長期化する中で、適切な整備やユーザーの点

検、メンテナンスが重要であることを示している。 
３．技術検証の状況 

道路運送車両法では、自動車の構造･装置又は性能

が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は

適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又

は製作の過程にあると認められる場合に、自動車製作

者等は適切に改善措置（リコール）を実施するよう定

められている。当部では、リコールの疑いがある事案

について、その多発性や原因、ユーザーへの予見性の

有無、改善内容の妥当性等を、技術的な観点から検証

している。以下に最近の技術検証の状況について紹介

する。 
３．１．新規に着手した不具合装置別検証事案数 

【表１】に平成 22 年度～24 年度の３年間に新規に 
着手した不具合装置別の技術検証事案数を示す。 

過去３年間に新規に着手した技術検証事案数は年

度合計では減少傾向で、上位５装置の傾向を見ると、

電気･電子装置及び燃料装置は増加傾向、その他の装

置では減少傾向を示している。電気･電子装置の検証

事案数は、種々の装置への電子制御技術の採用の増加

に伴って急増しているものと考えられる。 

３．２．検証を終了した事案の分析と考察（乗用車等） 

乗用車等で平成 24 年度に技術検証を終了した（即

ち、不具合事象とその原因が明確になった）事案数は

76 事案で、前年度より若干減少した。これらの事案

について分析した結果と考察を以下に紹介する。 
(１）不具合装置別分類 

【図４】に不具合装置別に分類したものを示す。 

 
原動機、動力伝達装置、制動装置、電気･電子装置、

燃料装置での技術検証事案数が多く、この傾向は近年

変わらない。これらの装置に不具合が発生した場合に

は他の装置に比べ重大な不具合事象に至る可能性が

高いことが、検証事案数の多い理由である。 
（２）不具合事象別分類 

【図５】に不具合事象別に分類したものを示す。 

 
エンスト、走行不能、火災（車両火災、部分火災）、

燃料漏れ、急発進･急加速、ブレーキ効き不良、ラン

プ不点灯、ブレーキロック（転倒）の順となり、これ

らの重大不具合事象８事象で 46 事案、全体の 61％を

占める。同種の事象でも程度は様々であり、エンスト

では、アイドルや信号停止の際にエンストするが再始

【図３】原因別事故･火災発生状況 
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重大不具合
事象 46件

【表１】H22～H24年度不具合装置別新規検証事案数 

不具合装置 H22 年度 H23 年度 H24 年度

原動機 28 39 24
電気･電子装置 4 7 12
動力伝達装置 16 21 11
制動装置 24 13 11
燃料装置 7 10 10
その他 66 38 27
計 145 128 95 
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環境研究領域における研究の概要と方向性 
 

環境研究領域長   ※後藤 雄一 

 

１．はじめに 

世界的に注目される環境問題とエネルギー問題の

両問題は今後の重要課題である。自動車の環境保全

といった自動車利用者や国民の立場に立つ研究や審

査、自動車による大気汚染等の環境基準達成１）、省

エネルギーやエネルギー多様化による二酸化炭素排

出削減目標達成といった国の目標に直結する業務の

実施が当研究所の環境分野の使命である。 

環境研究領域は自動車の環境に係る技術基準案の

策定等を基本として、平成23年度から自動車に関わ

る地球温暖化の防止等分野、自動車地域環境対策分

野、分野横断的課題分野及び測定評価技術の高度化

を重点的分野としている。 

これらの分野に対し基準策定等の国の環境対策に

資する目的の研究に限定し、〈1〉大気汚染等の実態の

把握及び分析、〈2〉環境・エネルギー対策の評価手法

の開発及び効果の予測、〈3〉技術基準案の策定、国際

基準調和活動、〈4〉環境・エネルギー対策実施後の効

果の評価、並びに〈5〉新技術の開発及び普及促進に

おける産学官連携の中核的役割、という〈1〉から〈5〉

のサイクルによる研究目的の重点化を進めている。 

２．研究の概要 

 環境研究領域の研究は、特別研究、経常研究、国受

託研究、競争的資金の研究、民間受託研究に分かれる。

主なテーマを以下に挙げる。下線は新規課題を示す。 

２．１．特別研究、経常研究（H25年度） 

特別・経常研究は以下のテーマである。 

○ HEV, EV を含む次世代自動車に対する排出ガ

ス・燃費試験方法に関する研究（特別研究） 

○ 自動車起源 VOC 排出実態の把握と新たな試験

手順の策定 

○ 石油代替しうる次世代燃料の重量車への車両

適用性とGHG排出量の評価に関する調査研究 

○ 電動車認証試験法の高度化に関する研究 

○ LCAによる電気自動車の環境負荷評価方法に関

する研究 

○ 音・IT技術を活用した歩車間通信の研究 

○ 重量車の多様な燃費向上技術の導入に対応し

た試験法等に関する研究 

○ 将来OBDの先行的課題検討に関する調査研究 

２．２．国から委託された試験調査（H24年度実績） 

○ 次世代低公害車開発・実用化促進事業 

○ 尿素SCR車の排出ガス性能の実態調査及び後

処理装置の性能維持対策の検討 

○ 騒音規制国際基準調和のための加速走行騒

音試験法の導入影響調査 

○ 軽・中量車用国際調査試験サイクルの検証業

務（WLTP） 

○ 交換用マフラー騒音実態調査業務 

○ 電気自動車の試験法に関する調査 

○ ハイブリッド車の静音性対策の基準化項目

の定量化に関する基礎調査 

○ 大型車の排出ガス国際調和基準策定調査 

○ 自動車排出ガス性能劣化要因分析事業 

○ 粒子状物質の粒子数測定法確立の調査 

２．３．競争的資金による研究（H24年度実績） 

○ ディーゼル車の環境性能に与えるバイオマ

ス燃料の影響実態把握と評価(IEA） 

○ 草木質・廃棄物系バイオマスの燃料化による

汎用燃料利用技術の開発に関わる燃料利

用・LCAに係る分析・評価（NEDO） 

３．研究の方向性 

３．１．自動車に関わる地球温暖化の防止等分野  

最近の異常気象にみられるように地球温暖化対策

は喫緊の課題として非常に重要な課題であり、現在の

環境研究領域の最重要課題と考える。大幅な CO2排出

量低減のためには、将来のエネルギーミックスの動向

を見ながら HEV, PHEV や EV 等の電気動力車の大幅な

導入が必要と考えられる。重要な部品である蓄電装置

について一充電走行距離や電力量消費率の変化等か

ら劣化評価法やLCA（ライフサイクルアセスメント）

評価の研究を進めている。 

エネルギーの有効活用の観点からエネルギー利用

の高効率化と再生エネルギーを利用した多様化が一

層重要になる。福島原子力発電所の事故による原子力

エネルギー見直しから従来燃料における地道な燃費

低減と再生エネルギーを含めたクリーンな石油代替

燃料の利用の観点が今後重要である。特に、最近、米

 

 

分な初歩的な見落としで、品質確認プロセスの見

直しが必要。 

②カムポジションセンサ内部のコンデンサが劣化

し、高温下で正常に信号処理できなくなりエンス

トする事例。⇒コンデンサの仕様と使用環境の不

整合が原因。部品メーカーとの間での電子部品の

使用環境に関する十分な確認が望まれる。 

③電気配線に水が浸入してショート、エンストに至

る事例。⇒初歩的であるが、繰り返される事例で

ある。防水コネクタの使用基準の見直しが必要。 

④燃料噴射装置の瞬時的な燃圧上昇のために、フェ

ールセーフモードに移行していまい、燃料噴射量

制限の後にエンストさせてしまう事例、アイドル

の学習制御が不適切なためにエンストしてしまう

事例等、結果として設計者の意図とは異なる制御

となった事例。⇒電子制御を採用する各社、各装

置共通の課題である。設計過程でのより確実な検

証やバグ検出システムの開発が望まれる。 

（３）ゴム･樹脂部品の耐久性が不足した事例 

部品の使用環境や周辺の構造が不適切なために、結

果として他社に対して不具合発生までの寿命が相当

短い事例である。市場でのゴム･樹脂部品の環境温度

が設計時の想定と大きく異なり、結果として熱劣化が

設計意図よりも大きく、短寿命となる事例がほとんど

である。 
①樹脂製のラジエータリザーバタンクの市場での温

度が設計の想定温度より高かったため、熱劣化が

早期に進行し亀裂が発生、冷却水が漏れてオーバ

ーヒート、最悪時にはエンストに至る事例。⇒市

場で樹脂部品が使用される温度の正しい見極めと

使用される温度に見合う材質の選定が必要。 

②樹脂製の吸気ダクトの市場での温度やエンジンの

揺動による応力が設計の想定よりも高く、早期に

劣化して亀裂が発生、吸気が漏れてエンストが発

生する事例。⇒市場で樹脂部品が使用される温度

条件や実車での応力の正しい見極めが必要。 

③エンジンルーム内にレイアウトされたブレーキバ

キュームホースが排気系の熱により早期に劣化、

亀裂が入りバキューム不足となり、ブレーキの効

き不良となる事例。⇒①、②の事例と同様、樹脂･

ゴム部品の使用環境と材料選定のミス。使用温度

環境と材料の選定には十分な確認が必要。 

④燃料ホースとパイプの接続方法が不適切で、ゴム

の燃料ホースが経年劣化した際に燃料漏れが発生

する事例。⇒ゴムが劣化しても燃料が漏れにくい

接続方法を採用するメーカーがほとんどであり、

最新の技術の取り込みが望まれる。 

（４）その他 

その他の設計要因で重大事象に至る原因は様々で

あるが、いくつかの事例を紹介する。 
①エンジンオイルが劣化してエンジンが焼き付き、

コンロッドがエンジン本体を突き破り、漏れたオ

イルで火災に至る事例。⇒特定の車種、エンジン

に多発する傾向がある。エンジンオイルのメンテ

ナンス不良との複合的な不具合であるが、エンジ

ンオイルの劣化防止の検討が望まれる。 
②クランクシャフトのバランサウェイトの設計が不

適切なため、一部のジャーナルメタルの負荷が高

くなり、メタルが焼き付きエンジン破損、最悪の

場合には車両火災に至る可能性のある事例。⇒軽

量化や原価低減を狙う際に起こりがちな設計ミ

ス。各社ごとに設計基準や品質確認プロセスの見

直しなどで、再発防止を図ることが必要。 

③EGR ガスの制御弁に不要に大きい口径のバタフ

ライバルブを採用したため、カーボンの微少な詰

まりで密閉不良となり、EGR ガスが吸気に入り、

エンストする事例。⇒適切なバルブのタイプやサ

イズの選定が望まれる。 
４．まとめ 

リコール技術検証部の平成 24 年度における技術検

証業務の概要を報告するとともに、乗用車等の技術検

証事案について代表的な事例を紹介してきた。前述し

たように、自動車の事故･火災につながる重大不具合

を防止するためには、適切な設計･製造や適切な点検･

整備、さらにはユーザーが適切に使用することが必要

である。メーカーには、本稿で紹介した事例のみでな

く、自社、他社の失敗事例を教訓とし、重大不具合事

象に至る不具合が発生しないように配慮すると同時

に、重大な不具合事象に至る前にユーザーに不具合の

発生を検知させる設計に取り組んでいただきたい。ま

た、ユーザーは、取扱い説明をよく理解した上で適切

に使用することはもちろん、自動車の発信する不具合

の兆候を見逃すことなく、状況に応じて適切に対処す

る等、メーカーとユーザーが互いの責務を果たすこと

により、重大不具合の撲滅を実現したい。  
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環境研究領域における研究の概要と方向性 
 

環境研究領域長   ※後藤 雄一 

 

１．はじめに 

世界的に注目される環境問題とエネルギー問題の

両問題は今後の重要課題である。自動車の環境保全と

いった自動車利用者や国民の立場に立つ研究や審査、

自動車による大気汚染等の環境基準達成１）、省エネル

ギーやエネルギー多様化による二酸化炭素排出削減

目標達成といった国の目標に直結する業務の実施が

当研究所の環境分野の使命である。 

環境研究領域は自動車の環境に係る技術基準案の

策定等を基本として、平成 23 年度から自動車に関わる

地球温暖化の防止等分野、自動車地域環境対策分野、

分野横断的課題分野及び測定評価技術の高度化を重

点的分野としている。 

これら分野に対し基準策定等の国の環境対策に資す

る目的の研究に限定し、〈1〉大気汚染等の実態の把握及

び分析、〈2〉環境・エネルギー対策の評価手法の開発及

び効果の予測、〈3〉技術基準案の策定、国際基準調和

活動、〈4〉環境・エネルギー対策実施後の効果の評価、

並びに〈5〉新技術の開発及び普及促進における産学官

連携の中核的役割、という〈1〉から〈5〉のサイクルによる研

究目的の重点化を進めている。 

２．研究の概要 

 環境研究領域の研究は、特別研究、経常研究、国受託

研究、競争的資金の研究、民間受託研究に分かれる。主

なテーマを以下に挙げる。下線は新規課題を示す。 

２．１．特別研究、経常研究（H25年度） 

特別・経常研究は以下のテーマである。 

○ HEV, EV を含む次世代自動車に対する排出ガ

ス・燃費試験方法に関する研究（特別研究） 

○ 自動車起源 VOC(Volatile Organic Compounds) 

排出実態の把握と新たな試験手順の策定 

○ 石油代替次世代燃料の重量車への車両適用性と

GHG(Greenhouse Gas)排出量の評価研究 

○ 電動車認証試験法の高度化に関する研究 

○ LCA(Life Cycle Assessment)による電気自動車の

環境負荷評価方法に関する研究 

○ 音・IT 技術を活用した歩車間通信の研究 

○ 重量車の多様な燃費向上技術の導入に対応した

試験法等に関する研究 

○ 将来 OBD(On-Board Diagnostics)の先行的課題

検討に関する調査研究 

２．２．国から委託された試験調査（H24年度実績） 

○ 次世代低公害車開発・実用化促進事業 

○ 尿素 SCR 車の排出ガス性能の実態調査及び後

処理装置の性能維持対策の検討 

○ 騒音規制国際基準調和のための加速走行騒音

試験法の導入影響調査 

○ 軽・中量車用国際調和試験サイクル検証業務 

○ 交換用マフラー騒音実態調査業務 

○ 電気自動車の試験法に関する調査 

○ ハイブリッド車の静音性対策の基準化項目の定

量化に関する基礎調査 

○ 大型車の排出ガス国際調和基準策定調査 

○ 自動車排出ガス性能劣化要因分析事業 

○ 粒子状物質の粒子数測定法確立の調査 

２．３．競争的資金による研究（H24年度実績） 

○ ディーゼル車の環境性能に与えるバイオマス燃

料の影響実態把握と評価(IEA） 

○ 草木質・廃棄物系バイオマスの燃料化による汎

用燃料利用技術の開発に関わる燃料利用・

LCA に係る分析・評価（NEDO） 

３．研究の方向性 

３．１．自動車に関わる地球温暖化の防止等分野  

最近の異常気象にみられるように地球温暖化対策は

喫緊の課題として非常に重要な課題であり、現在の環境

研究領域の最重要課題と考える。大幅な CO2 排出量低

減のためには、将来のエネルギーミックスの動向を見な

がらHEV, PHEVやEV等の電気動力車の大幅な導入が

必要と考えられる。重要な部品である蓄電装置について

一充電走行距離や電力量消費率の変化等から劣化評価

法や LCA 評価の研究を進めている。 

エネルギーの有効活用の観点からエネルギー利用の

高効率化と再生エネルギーを利用した多様化が一層重

要になる。福島原子力発電所の事故による原子力エネ

ルギー見直しから従来燃料における地道な燃費低減と

再生エネルギーを含めたクリーンな石油代替燃料の利

用の観点が今後重要である。特に、最近、米国において

シェールガス採掘技術の革新により天然ガスの大量供給

 

 

分な初歩的な見落としで、品質確認プロセスの見

直しが必要。 

②カムポジションセンサ内部のコンデンサが劣化

し、高温下で正常に信号処理できなくなりエンス

トする事例。⇒コンデンサの仕様と使用環境の不

整合が原因。部品メーカーとの間での電子部品の

使用環境に関する十分な確認が望まれる。 

③電気配線に水が浸入してショート、エンストに至

る事例。⇒初歩的であるが、繰り返される事例で

ある。防水コネクタの使用基準の見直しが必要。 

④燃料噴射装置の瞬時的な燃圧上昇のために、フェ

ールセーフモードに移行していまい、燃料噴射量

制限の後にエンストさせてしまう事例、アイドル

の学習制御が不適切なためにエンストしてしまう

事例等、結果として設計者の意図とは異なる制御

となった事例。⇒電子制御を採用する各社、各装

置共通の課題である。設計過程でのより確実な検

証やバグ検出システムの開発が望まれる。 

（３）ゴム･樹脂部品の耐久性が不足した事例 

部品の使用環境や周辺の構造が不適切なために、結

果として他社に対して不具合発生までの寿命が相当

短い事例である。市場でのゴム･樹脂部品の環境温度

が設計時の想定と大きく異なり、結果として熱劣化が

設計意図よりも大きく、短寿命となる事例がほとんど

である。 
①樹脂製のラジエータリザーバタンクの市場での温

度が設計の想定温度より高かったため、熱劣化が

早期に進行し亀裂が発生、冷却水が漏れてオーバ

ーヒート、最悪時にはエンストに至る事例。⇒市

場で樹脂部品が使用される温度の正しい見極めと

使用される温度に見合う材質の選定が必要。 

②樹脂製の吸気ダクトの市場での温度やエンジンの

揺動による応力が設計の想定よりも高く、早期に

劣化して亀裂が発生、吸気が漏れてエンストが発

生する事例。⇒市場で樹脂部品が使用される温度

条件や実車での応力の正しい見極めが必要。 

③エンジンルーム内にレイアウトされたブレーキバ

キュームホースが排気系の熱により早期に劣化、

亀裂が入りバキューム不足となり、ブレーキの効

き不良となる事例。⇒①、②の事例と同様、樹脂･

ゴム部品の使用環境と材料選定のミス。使用温度

環境と材料の選定には十分な確認が必要。 

④燃料ホースとパイプの接続方法が不適切で、ゴム

の燃料ホースが経年劣化した際に燃料漏れが発生

する事例。⇒ゴムが劣化しても燃料が漏れにくい

接続方法を採用するメーカーがほとんどであり、

最新の技術の取り込みが望まれる。 

（４）その他 

その他の設計要因で重大事象に至る原因は様々で

あるが、いくつかの事例を紹介する。 
①エンジンオイルが劣化してエンジンが焼き付き、

コンロッドがエンジン本体を突き破り、漏れたオ

イルで火災に至る事例。⇒特定の車種、エンジン

に多発する傾向がある。エンジンオイルのメンテ

ナンス不良との複合的な不具合であるが、エンジ

ンオイルの劣化防止の検討が望まれる。 
②クランクシャフトのバランサウェイトの設計が不

適切なため、一部のジャーナルメタルの負荷が高

くなり、メタルが焼き付きエンジン破損、最悪の

場合には車両火災に至る可能性のある事例。⇒軽

量化や原価低減を狙う際に起こりがちな設計ミ

ス。各社ごとに設計基準や品質確認プロセスの見

直しなどで、再発防止を図ることが必要。 

③EGR ガスの制御弁に不要に大きい口径のバタフ

ライバルブを採用したため、カーボンの微少な詰

まりで密閉不良となり、EGR ガスが吸気に入り、

エンストする事例。⇒適切なバルブのタイプやサ

イズの選定が望まれる。 
４．まとめ 

リコール技術検証部の平成 24 年度における技術検

証業務の概要を報告するとともに、乗用車等の技術検

証事案について代表的な事例を紹介してきた。前述し

たように、自動車の事故･火災につながる重大不具合

を防止するためには、適切な設計･製造や適切な点検･

整備、さらにはユーザーが適切に使用することが必要

である。メーカーには、本稿で紹介した事例のみでな

く、自社、他社の失敗事例を教訓とし、重大不具合事

象に至る不具合が発生しないように配慮すると同時

に、重大な不具合事象に至る前にユーザーに不具合の

発生を検知させる設計に取り組んでいただきたい。ま

た、ユーザーは、取扱い説明をよく理解した上で適切

に使用することはもちろん、自動車の発信する不具合

の兆候を見逃すことなく、状況に応じて適切に対処す

る等、メーカーとユーザーが互いの責務を果たすこと

により、重大不具合の撲滅を実現したい。  
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１．はじめに 
電気自動車において“一充電走行距離”はその性能

を表す重要な諸元の一つである。2009 年に市場に投

入された電気自動車の一充電走行距離は 160 km(三
菱 i-MiEV)であったが、2013 年現在、技術の進歩に

より、その最長距離は 228 km(日産 LEAF)まで延伸

している。これにともない一充電走行距離測定に要す

る時間も約 1.4 倍に増加している。今後も一充電走行

距離が延伸した車両が開発されれば、さらに一充電走

行距離の測定時間も長くなっていくことが予想され

る。上記のような技術の進歩に対応した試験方法の開

発のために、本研究所では『電動車認証試験法の高度

化に関する研究』に平成 24 度から取り組んでいる。 
本報告では、試験時間の短縮方法を考案し、実際の

車両を用いて試験法に応用した結果をもとに、その精

度および短縮効果について議論する。具体的には、二

つの短縮方法（圧縮法と計算法）について取り上げる

こととし、実際の試験法への応用例として、『“圧縮法”

の現行の電気自動車試験法 1) （TRIAS: Test 
Requirements and Instructions for Automobile 
Standards）への応用』、および『“計算法”の現在国

連の場で検討されている小型車の世界共通排出ガス

試 験 法 2) (WLTP: Worldwide harmonized 
Light-duty Test Procedure)への応用』の二つの

例を紹介する。 
圧縮法の TRIAS への応用では、TRIAS 中で規定さ

れた現行のテストサイクルであるJC08をベースに単

位時間あたりの消費電力が大きくなるように新規テ

ストサイクルを作成した。本方法は、テストサイクル

のみを変更するため、新たな試験装置や試験設備を準

備する必要が無いという長所がある。計算法の WLTP
への応用では、『バッテリの蓄電電力量』と『ある距

離を走行するために消費される電力量』の関係に着目

し、計算を導入することで、本来二日間必要な一充電

走行距離測定を一日に短縮できる試験手順を作成し

た。バッテリから消費される電力量を直接計測すると

いう現行法に無い項目を新たに導入することにより、

圧縮法よりも大幅な試験時間の短縮が可能になると

期待できる。 
 
 ２．現行試験手順を対象とした試験時間の短縮 

２．１．現行試験手順について 
現行の一充電走行距離および交流電力量消費率の

試験は、図 1 に示すような三日間の日程で行われる。

一充電走行距離は、JC08 モードを繰り返し走行し、

満充電の状態から、電欠の状態まで走行した距離と定

義されており、交流電力量消費率は走行後の充電にお

いて電源から消費された電力量を上記一充電走行距

離で除したものである。一充電走行距離測定で用いら

れる JC08 モードの平均車速は 24.4 km/h であるた

め、200 km の一充電走行距離を有する車両を試験す

る場合、電欠の状態までに 8 時間以上の走行が必要に

なる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 1 現行試験法のスケジュール 

 

 

が進められつつある。この動きは今後の世界のエネルギ

ー供給動向に大きな影響を与え自動車用エネルギーと

して重要性が増すと予想される。 

カーボンニュートラルと言われるバイオマス燃料のディ

ーゼルエンジンの研究は、低公害で CO2 排出量増大を

実効上緩和する方策であり将来において重要性が増す

と考える。特に日本の廃食用油バイオ燃料（BDF, 

FAME）の現状・課題を示し、今後、その対策として

HVO(水素化バイオ燃料)や BTL（バイオ合成軽油）の

LCA 評価を行いつつ適用可能性調査を進めている。 

また、地球温暖化物質としてディーゼル車後処理装置

から出る N2O 排出量は燃費低減による CO2 排出量と比

べ無視できないためハイブリッド化やポスト新長期対応

による排出量変化等を継続的に調査している。 

次世代低公害車開発･実用化促進プロジェクトは多様

な新燃料や新動力の利用により将来のエネルギー問題

に対応するため、低環境負荷車の開発･普及を目指して

いる。物流分野での大幅な CO2 排出量低減を目指して

電気・プラグインハイブリッドトラック、高効率ハイブリッドト

ラックの開発を進めている。次世代ディーゼルエンジン

のエネルギー効率評価の精緻化等も進め、公共交通と

物流の CO2排出量低減の両面から近未来の重要な地球

温暖化対策の一つである。 

３．２．自動車地域環境対策分野 

試験法の国際化等の観点から基準・試験方法の改善

等を通して、高度・複雑化する環境技術への対応、自動

車に関わる地域環境保全を推進している。 

乗用車等の排出ガス低減対策では、日本が推進した

世界統一試験法 WLTP(Worldwide Harmonized Light 

Duty Test Procedure)の gtr (global technical regulation)

化に合わせ、今後 WLTC（Worldwide Harmonized Light 

Duty Test Cycle）導入に向けた JC08 モードの見直し検

討が必要となる。 

環境基準がほとんど未達成のオキシダントについて原

因物質としてVOC、NOxが考えられ、厳しいNOｘ排出規

制の中で VOC の影響寄与の評価が必要である。 

ディーゼル重量車の排出ガス低減対策について、

2012 年にディーゼル大型車のディフィートストラテジーの

有無の検証や再発防止の技術的対策について行政に

迅速な具体的提案を行い、2013 年 10 月 1 日にディフィ

ートストラテジー禁止が告示改正され、社会への影響を

最小限に抑えることに貢献した。 

続いて高い NOｘ排出を示す新長期規制適合尿素

SCR 車がリアルワールドで多数認められ、NOx 後処理装

置の耐久性・信頼性の確保が求められた。特に、約 6 万

台に上る新長期規制適合尿素 SCR 車における触媒シス

テムの劣化に対して、HC 被毒による触媒劣化性能回復

に必要な処置の提案を行い早期対策に貢献した。さら

に、前段酸化触媒にも永久劣化が認められたため NOx

排出量が増加した排出ガス性能劣化状態に至る原因の

究明と後処理装置のレイアウト位置による排出ガスへの

影響等の課題の解決を進めている。2) 

リアルワールドの排出ガス性能を維持・確保するため

に、PEMS（車載排出ガス計測システム）の利用や使用過

程車排出ガス抜き取り調査（サーベイランス）の導入が是

非とも必要である。 

一方、微量未規制物質等は未だその実態は明らかで

ない。すなわち、粒子状物質の量的低減に加え粒子数

や粒子組成等の質的改善や VOC 排出量評価等、「量」

から「質」が課題となる。 

騒音対策について試験法の国際基準調和の観点から

環境省第二次答申を踏まえ二輪や四輪の新加速走行騒

音試験法が決められている。ハイブリッド車等の静音性

対策について世界に先駆けたガイドライン策定に引き続

き国際基準調和活動とともに技術基準化を進めている。 

３．３．分野横断的課題分野 

まちづくり等と連携した次世代交通システム（超小型車

両、BRT,LRT 等）による持続可能なネットワーク化の低炭

素効果評価や技術基準整備の基礎調査が必要である。

ハイブリッド車等の静音性対策の発展として音・情報通信

技術による情報伝達等、交通弱者の安全・安心な移動環

境の研究を進める必要がある。 

３．４．測定評価技術の高度化 

 3.1 から 3.3 に応えるために測定対象の時間的･空間

的･量的･質的（有害な分子選択等）分解能の向上が不可

欠である。今後は量だけでなく時間的・空間的・質的分

解能向上が必要と考える。 

４．まとめ 

研究の概要と今後の方向性について示した。今後重

要度を増す地球温暖化対策やエネルギー資源の節約及

び多様化への重点化を進めてゆく必要がある。また自動

車地域環境対策も重要性を増している。長期には分野

横断的課題や測定評価技術高度化も重要である。 

５．参考文献 
１）中央環境審議会第 11 次答申,平成 24 年 8 月 10 日 
２）後処理装置検討会中間報告,平成 25 年 3 月 14 日 
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電気自動車において“一充電走行距離”はその性能

を表す重要な諸元の一つである。2009 年に市場に投

入された電気自動車の一充電走行距離は 160 km(三
菱 i-MiEV)であったが、2013 年現在、技術の進歩に

より、その最長距離は 228 km(日産 LEAF)まで延伸

している。これにともない一充電走行距離測定に要す

る時間も約 1.4 倍に増加している。今後も一充電走行
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化に関する研究』に平成 24 度から取り組んでいる。 
本報告では、試験時間の短縮方法を考案し、実際の

車両を用いて試験法に応用した結果をもとに、その精

度および短縮効果について議論する。具体的には、二

つの短縮方法（圧縮法と計算法）について取り上げる

こととし、実際の試験法への応用例として、『“圧縮法”

の現行の電気自動車試験法 1) （TRIAS: Test 
Requirements and Instructions for Automobile 
Standards）への応用』、および『“計算法”の現在国

連の場で検討されている小型車の世界共通排出ガス

試 験 法 2) (WLTP: Worldwide harmonized 
Light-duty Test Procedure)への応用』の二つの

例を紹介する。 
圧縮法の TRIAS への応用では、TRIAS 中で規定さ

れた現行のテストサイクルであるJC08をベースに単

位時間あたりの消費電力が大きくなるように新規テ

ストサイクルを作成した。本方法は、テストサイクル

のみを変更するため、新たな試験装置や試験設備を準

備する必要が無いという長所がある。計算法の WLTP
への応用では、『バッテリの蓄電電力量』と『ある距

離を走行するために消費される電力量』の関係に着目

し、計算を導入することで、本来二日間必要な一充電

走行距離測定を一日に短縮できる試験手順を作成し

た。バッテリから消費される電力量を直接計測すると

いう現行法に無い項目を新たに導入することにより、

圧縮法よりも大幅な試験時間の短縮が可能になると

期待できる。 
 
 ２．現行試験手順を対象とした試験時間の短縮 

２．１．現行試験手順について 
現行の一充電走行距離および交流電力量消費率の
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一充電走行距離は、JC08 モードを繰り返し走行し、

満充電の状態から、電欠の状態まで走行した距離と定

義されており、交流電力量消費率は走行後の充電にお

いて電源から消費された電力量を上記一充電走行距

離で除したものである。一充電走行距離測定で用いら

れる JC08 モードの平均車速は 24.4 km/h であるた

め、200 km の一充電走行距離を有する車両を試験す

る場合、電欠の状態までに 8 時間以上の走行が必要に
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国においてシェールガス採掘技術の革新により天然

ガスの大量供給が進められつつある。この動きは今後

の世界のエネルギー供給動向に大きな影響を与え自

動車用エネルギーとして重要性が増すと予想される。 

カーボンニュートラルと言われるバイオマス燃料

のディーゼルエンジンの研究は、低公害で CO2排出量

増大を実効上緩和する方策であり将来において重要

性が増すと考える。特に日本の廃食用油バイオ燃料

（BDF, FAME）の現状・課題を示し、今後、その対策と

してHVO(水素化バイオ燃料)やBTL（バイオ合成軽油）

のLCA評価を行いつつ適用可能性調査を進めている。 

また、地球温暖化物質としてディーゼル車後処理装

置から出る N2O 排出量は燃費低減による CO2排出量と

比べ無視できないためハイブリッド化やポスト新長

期対応による排出量変化等を継続的に調査している。 

次世代低公害車開発･実用化促進プロジェクトは多

様な新燃料や新動力の利用により将来のエネルギー

問題に対応するため、低環境負荷車両の開発･普及を

目指している。物流分野での大幅な CO2排出量低減を

目指して電気・プラグインハイブリッドトラック、高

効率ハイブリッドトラックの開発を進めている。次世

代ディーゼルエンジンのエネルギー効率評価の精緻

化とEFVのリアルワールドにおける環境性能検証等も

進め、公共交通と物流の CO2排出量低減の両面から近

未来の重要な地球温暖化対策の一つである。 

３．２．自動車地域環境対策分野 

試験法の国際化等の観点から基準・試験方法の改善

等を通して、高度・複雑化する環境技術への対応、自

動車に関わる地域環境保全を推進している。 

乗用車等の排出ガス低減対策では、日本が推進した

世界統一試験法WLTPの gtr化に合わせ、今後WLTC導

入に向けたJC08モードの見直し検討が必要となる。 

環境基準がほとんど未達成のオキシダントについ

て原因物質としてVOC、NOxが考えられ、厳しいNOｘ

排出規制の中でVOCの影響寄与の評価が必要である。 

ディーゼル重量車の排出ガス低減対策について、
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ジーの有無の検証や再発防止の技術的対策について
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めに、PEMS（車載排出ガス計測システム）の利用や使
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ない。すなわち、粒子状物質の量的低減に加え粒子数

や粒子組成等の質的改善や VOC 排出量評価等、「量」

から「質」が課題となる。 

騒音対策については試験法の国際基準調和の観点

から環境省の第二次答申を踏まえ二輪や四輪の新た

な加速走行騒音試験法が決められている。ハイブリッ

ド車等の静音性対策について世界に先駆けたガイド

ラインの策定に引き続き、国際基準調和活動とともに
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３．３．分野横断的課題分野 

まちづくり等と連携した次世代交通システム（超小

型車両、BRT,LRT等）による持続可能なネットワーク

化の低炭素効果評価や技術基準整備の基礎調査が必

要である。ハイブリッド車等の静音性対策の発展とし

て音・情報通信技術による情報伝達等、交通弱者の安

全・安心な移動環境の研究を進める必要がある。 

３．４．測定評価技術の高度化 

 3.1 から 3.3 に応えるために測定対象の時間的･空

間的･量的･質的（有害な分子選択等）分解能の向上が

不可欠である。今後は量だけでなく時間的・空間的・

質的分解能向上が必要と考える。 

４．まとめ 

研究の概要と今後の方向性について示した。今後重

要度を増す地球温暖化対策やエネルギー資源の節約

及び多様化への重点化を進めてゆく必要がある。また

自動車地域環境対策も重要性を増している。長期には

分野横断的課題や測定評価技術高度化も重要である。 
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２．４．テストサイクル評価 
圧縮版 JC08 モードは以下に示す通り、試験時間の

短縮に有効であることが明らかとなった。試験車両A
の場合、JC08 モードを用いたときの走行試験時間は

7 時間 35 分であり、圧縮版 JC08 モードを用いたと

きの走行試験時間は 5 時間 53 分であることから、約

1 時間 42 分の試験時間短縮となった。また、試験車

両 B の場合は、4 時間 47 分から 3 時間 41 分へと 1
時間 06 分の試験時間短縮となった。圧縮版 JC08 モ

ードの使用により生じた誤差はJC08モードを用いた

測定結果の３％未満であった。これらの結果から圧縮

版JC08モードは電気自動車の一充電走行距離を測定

する際の試験時間短縮のためのテストサイクルとし

て有効であることが示された。 
 

３．WLTP を対象とした試験時間の短縮 
３．１．WLTP の試験手順について 

WLTP は国連で開発されている小型車の世界統一

試験法である。WLTP が日本に導入されると電気自動

車の試験期間が増加すると予測される。これはWLTP
に 3 つの世界統一テストサイクル  (WLTC: 
Worldwide harmonized Light-duty Test Cycle) 
3) (WLTC-LM, -LMH, -LMHexH)が存在するためで

あり、日本では国内の交通状況を鑑み WLTC-LM と

WLTC-LMH の 2 つが主にテストサイクルとして使

用されることになると想定される。二つのテストサイ

クルを用いて測定を行う場合、試験スケジュールは図

に示すように全四日間の日程になり、現行の試験スケ

ジュールより一日延長される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．２．WLTP に基づく電気自動車の一充電走行距

離測定について 
試験車両Aに対して、テストサイクルWLTC-LMH, 

WLTC-LM を用いて一充電走行距離測定を行った。試

験車両Aの一充電走行距離LMHと一充電走行距離LM、

それぞれ 149.4 km と 168.3 km であった。また、サ

イクル繰り返し回数および測定時間はそれぞれ 10
回、4 時間 06 分と 21 回、5 時間 57 分であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 テストサイクルにより異なる一充電走行距離 

図 6 WLTP におけるテストサイクル行距離図 6 WLTP におけるテストサイクル行距離 

図 5 WLTP での想定試験スケジュール 
図 4 サイクルごとの消費電力量 

２．２．テストサイクルの変更による試験時間の短縮 
２．２．１．テストサイクル変更の指針 
試験時間を短縮する一つの方法として、テストサイ

クルの変更がある。テストサイクルを変更し、単位時

間に消費される電力量が増加するようにすれば、より

短い時間で電欠の状態に到達すると考えられる。単位

時間あたりの消費電力量を増やすためには、高速走行

や急加速といったテストサイクルにおける高負荷の

部分を増やす方法や、低速走行や停車（アイドル）と

いった低負荷の部分を減らす方法が想定される。本研

究では電気自動車のアイドル時の電力消費量が、走行

時の電力消費量に対して十分に小さい点に着目し、

JC08 モードのアイドル区間を短くするように変更し

た圧縮版 JC08 モードを作成した。 
２．２．２．圧縮版 JC08 モード 
 時間あたりの消費電力量を増大させ、試験時間を短

くするテストサイクルとして、圧縮版 JC08 モードを

現行の JC08 モードを基に作成した（図 2）。圧縮版

JC08 モードにおける加減速の負荷は JC08 モードと

同一であるため、圧縮版 JC08 モードを使用した試験

においても、一充電走行距離および交流電力量消費率

ともに、JC08 モードで試験したものと同等の値が得

られると期待される。JC08 モードの試験時間は 1204
秒であり、その中に 11 のアイドル区間が含まれてい

る。アイドル時間の合計は 357 秒、最小アイドル区間

および最大アイドル区間のアイドル時間はそれぞれ6
秒と 77 秒である。本研究では、上記 11 のアイドル区

間をすべて６秒に設定し圧縮版JC08モードを作成し

た。これにより圧縮版 JC08 モードの試験時間は 913
秒となり、走行試験の時間を 24%削減できると考えら

れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．３．一充電走行距離試験の結果 
新規テストサイクルである圧縮版JC08モードを用

いて 2 台の電気自動車の一充電走行距離測定を行っ

た。走行試験は 1 台の車両に対し、圧縮版 JC08 モー

ドおよび JC08 モードを用いて、それぞれ 3 回ずつ行

った。試験車両 A(駆動用バッテリ総電力量 24 kWh)
の場合、一充電走行距離は JC08 モードを用いた測定

時 185.8 km、圧縮版 JC08 モードを用いた測定時

190.0 km であった。また、試験車両 B(駆動用バッテ

リ総電力量 16 kWh)の場合はそれぞれ 117.3 km、

119.2 km であった（図 3）。2 つの試験車両ともに圧

縮版 JC08 モードを用いて測定した距離が、JC08 モ

ードを用いて測定した距離に対し、約 2%長い結果と

なった。 
試験車両 A の結果に対して、各サイクルの直流電力

量の解析を行った（図 4）。圧縮版 JC08 モードを走行

した時の直流電力量はJC08モードを走行した時の直

流電力量に比べ、僅かに少ない結果となった。初回と

最終回を除外した平均の電力量は、JC08 モード、圧

縮版 JC08 モードそれぞれ、863.3 Wh, 842.9 Wh で

あった。この 19.4 Wh という僅かな差は圧縮版 JC08
モードを作成するにあたり削除したアイドル部分に

由来し発生するものであると考えられる。JC08 モー

ドのアイドル部分で消費される電力量とアイドル時

間の関係を図 4 内に示す。上記のアイドル時間と消費

電力量の関係から推定される圧縮版JC08モードの消

費電力量減少分は 14.8 Wh は実測値の 19.4 Wh とほ

ぼ一致した。圧縮版 JC08 モードを用いた走行試験の

結果がJC08モードを用いた走行試験の結果より僅か

に延長されるのは、本来アイドルで消費されるはずの

電力が走行に使われたためであると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 3 JC08 と圧縮版 JC08 の一充電走行距離比較図 2 新規テストサイクル圧縮版 JC08 モード 
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ドのアイドル部分で消費される電力量とアイドル時

間の関係を図 4 内に示す。上記のアイドル時間と消費

電力量の関係から推定される圧縮版JC08モードの消

費電力量減少分は 14.8 Wh は実測値の 19.4 Wh とほ

ぼ一致した。圧縮版 JC08 モードを用いた走行試験の

結果がJC08モードを用いた走行試験の結果より僅か

に延長されるのは、本来アイドルで消費されるはずの

電力が走行に使われたためであると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 3 JC08 と圧縮版 JC08 の一充電走行距離比較図 2 新規テストサイクル圧縮版 JC08 モード 
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１．はじめに 

昨今、一般乗用車のカタログ燃費の向上は著しく、

ガソリン車の場合 10 年前の燃費と比べると 2 倍ほど

にまで改善されている。これは、ユーザの低燃費車に

対するニーズがより強くなっていることに加え、適度

な燃費基準の制定による効果が大きいためと考えら

れる。軽・中量車の場合、燃費基準に対する達成レベ

ルを評価するための試験法として、一定の環境下にお

いて定められたモード(現在は JC08 モード)をシャシ

ダイナモメータ上で走行し、計測した排出ガスからカ

ーボンバランス法により燃料消費率を測定する方法

が定められている。この方法は、自動車の燃費性能を

比較するために一定の走行状態を定めて測定してい

る一つの指標であるため、実燃費との乖離が生じてい

る部分はあるものの(1)、(2)、車両を実際に走行させるた

め、搭載されている技術を総合的に評価することが可

能である。 
一方、重量車に関しても平成 18 年から世界に先駆

けて燃費基準が導入され、同時に燃料消費率試験法(3)

も運用が開始された。重量車は用途に応じて多数の仕

様が存在し、さらに試験設備の導入に莫大なコストを

要するため、乗用車と同じように燃料消費率を計測す

ることは困難である。このため、重量車における燃料

消費率試験法(以下、重量車燃費試験法)は車両シミュ

レーションを基本とした方法を採用している。ただし

現状の試験法は、エンジンの効率および動力伝達系の

仕様を除いた要素は車両区分毎で一定値であるため、

それが実燃費との乖離の原因となるほか、総合的な燃

費向上を一層促すためには、さらなる改善の余地があ

ることが指摘されている(4)。 
そこで、重量車の次期燃費基準値の策定に併せて燃

費試験法についても見直し、総合的な燃料消費率の評

価を目指して燃費試験法を高度化することが要求さ

れている。本報では、現在運用中の重量車燃費試験法

について解説すると共に、諸外国の動向と比較しなが

ら、試験法の更なる高度化に向けた課題および取り組

みについて述べる。 
 

２．日本国内の重量車燃費試験法 
 図1に現在運用されている重量車燃費試験法におけ

る車両シミュレーションの概要を示す。シミュレーシ

ョンにおいて仮定している走行モードは都市内(JE05)
モードおよび都市間(高速)モードであり、これらのモ

ードを走行した場合の燃費を、車両区分毎に定められ

た割合で加重調和平均することで燃費値を計算する。

シミュレーションを実施する際には、まず表 1 に記載

する車両諸元を決定する。また、予め定常条件におけ

るエンジン回転数[rpm]およびトルク[N·m]の組み合

わせと燃料消費量[L/h]の関係を示すエンジン燃費マ

ップを作成する。ここで、全負荷エンジントルク、エ

ンジン摩擦トルク、エンジン燃費マップはエンジン台

上試験での実測により得なければならない。表 1 に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En
gi

ne
 

to
rq

ue
E

ng
in

e 
sp

ee
d

Time (s)

走行モード

変換プログラム
•シフト位置を決定
•エンジン回転数及びトルクを計算

=
都市内(JE05)モード

都市間(高速)モード

エンジンによる運転モード

車両諸元

燃費マップ

Engine speed [rpm]

To
rq

ue
 [N

m
]

*あらかじめ、実測によりエンジンの
回転数及びトルクの組み合わせと
燃料消費量の関係を示す燃費マップ
を作成しておく。

燃料消費量

燃費

コンピュータ上
で積算

=
  


end

starti
i.C.F

走行モードをエンジ
ン回転数及びトルク
に変換するプロセス

車速 vs 時間

エンジン回転数 vs 時間

燃費を計算する
プロセス

出典: 平成15年3月 (財)日本自動車研究所
重量車燃費の評価手法に関する調査報告書

エンジントルク vs 時間

表 1 燃費シミュレーションに必要な車両諸元

図 1 重量車燃費試験法におけるシミュレーション概要

(平均)実在諸元
※エンジン、変速機毎に、申請(届出)される全車
両諸元に基づき計算される最高段V1000算術
平均値に最も近い実在V1000値を持つ終減速

機ギア比およびタイヤ動的負荷半径を諸元値と
して設定

エンジン毎
変速機毎

全幅

全高

乗車定員

最大積載量

空気抵抗

タイヤ動的負荷半径

終減速機ギア比

変速機ギア比

有負荷最高エンジン回転数

最高出力エンジン回転数

アイドリングエンジン回転数

エンジン摩擦トルク

標準諸元
※燃費区分毎に前製造事業者等共通の一律値
(登録(販売)実態を踏まえた平ボディ標準値)を
標準諸元値として設定

全社共通
燃費区分毎

空車時車両重量

④
車型

標準諸元
※燃費区分毎に前製造事業者等共通の一律値
(＊)を標準諸元として設定
(＊)走行抵抗近似式に④の車型標準諸元値を

入力することにより算出

全社共通
燃費区分毎

転がり抵抗③
走行
抵抗

実在諸元
※申請(届出)される全ての種類の変速機毎に燃
費評価

変速機毎
変速機ギア段数

②
動力
伝達
系

実在諸元エンジン毎

全負荷エンジントルク

①
エン
ジン

諸元設定諸元項目

(平均)実在諸元
※エンジン、変速機毎に、申請(届出)される全車
両諸元に基づき計算される最高段V1000算術
平均値に最も近い実在V1000値を持つ終減速

機ギア比およびタイヤ動的負荷半径を諸元値と
して設定

エンジン毎
変速機毎

全幅

全高

乗車定員

最大積載量

空気抵抗

タイヤ動的負荷半径

終減速機ギア比

変速機ギア比

有負荷最高エンジン回転数

最高出力エンジン回転数

アイドリングエンジン回転数

エンジン摩擦トルク

標準諸元
※燃費区分毎に前製造事業者等共通の一律値
(登録(販売)実態を踏まえた平ボディ標準値)を
標準諸元値として設定

全社共通
燃費区分毎

空車時車両重量

④
車型

標準諸元
※燃費区分毎に前製造事業者等共通の一律値
(＊)を標準諸元として設定
(＊)走行抵抗近似式に④の車型標準諸元値を

入力することにより算出

全社共通
燃費区分毎

転がり抵抗③
走行
抵抗

実在諸元
※申請(届出)される全ての種類の変速機毎に燃
費評価

変速機毎
変速機ギア段数

②
動力
伝達
系

実在諸元エンジン毎

全負荷エンジントルク

①
エン
ジン

諸元設定諸元項目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．３．計算法の導入による試験日程の短縮 
試験時間を短縮するもう一つの方法に、計算法の導

入がある。計算法は、電池使用可能エネルギー量

（UBE: Usable Battery Energy）と直流電力量消費率

の関係から一充電走行距離を推定するものである（式

1）。計算方法の詳細は SAEJ16344)に記されている。 
 ここでは上記計算法を WLTP の試験手順に応用する

方法を記述する。具体的には、一充電走行距離 LMHを実

測によりもとめた後、一充電走行距離 LMを計算法により

求めることとした。まず初めにテストサイクル

WLTC-LMH を用いて一充電走行距離測定を行った。こ

のとき、WLTC-LM に相当する区間の直流電力消費量お

よび走行距離のデータを取得した。また、本一充電走行

距離測定の際に消費した電力量の総和を UBE として計

算に用いた。次に得られたデータをもとに WLTC-LM に

相当する区間の直流電力消費率（ECdcLM）およびサイ

クルスケーリング係数（kLM）を計算により求めた。こ

のサイクルスケーリング係数はそれぞれのサイクルに消

費される直流電力量の総消費直流電力量（＝UBE）に占

める割合を表している。1 サイクル目の直流電力消費率

およびサイクルスケーリング係数をそれぞれ ECdcLM＿

1、kLM＿1と記述し、2 サイクル目以降の直流電力消費率

の平均を ECdcLM＿avgと記述した。 

Range�� � ���
���������������������������������

 (1) 

 
３．４．計算法により求めた一充電走行距離 
計算法により求めた一充電走行距離LMは164.9 km

であった（これは実測により求めた値 168.3 km に対

し誤差 2%）。計算により求められた初回および平均の

直流電力消費率はそれぞれ 132.7 および 111.5 

Wh/km であった。これらの値も実測の直流電力消費

率とよく一致した（図 8）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．５．計算法を含む試験手順の評価 
計算法による一充電走行距離 LM の予測は実測に対

し誤差 2%と高い精度を示した。この計算法を導入す

ることにより4日必要な試験日程を3日に短縮できる

可能性が示された。 
 

４．まとめ 
本報告では、TRIAS および WLTP における電気自

動車の一充電走行距離試験の試験時間短縮に資する

二つの方法について、その精度および時間短縮の効果

を明らかにした。今後、上記方法をベースとした内容

を一充電走行距離測定のオプションとして TRIAS や

WLTP への導入を目指して、交通研としての活動を進

めていきたいと考えている。 
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図 8 サイクルごとの直流電力量消費率 

表 1 計算法により求めた一充電走行距離 LM 
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が定められている。この方法は、自動車の燃費性能を
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る一つの指標であるため、実燃費との乖離が生じてい

る部分はあるものの(1)、(2)、車両を実際に走行させるた

め、搭載されている技術を総合的に評価することが可

能である。 
一方、重量車に関しても平成 18 年から世界に先駆

けて燃費基準が導入され、同時に燃料消費率試験法(3)

も運用が開始された。重量車は用途に応じて多数の仕

様が存在し、さらに試験設備の導入に莫大なコストを

要するため、乗用車と同じように燃料消費率を計測す

ることは困難である。このため、重量車における燃料

消費率試験法(以下、重量車燃費試験法)は車両シミュ

レーションを基本とした方法を採用している。ただし

現状の試験法は、エンジンの効率および動力伝達系の

仕様を除いた要素は車両区分毎で一定値であるため、

それが実燃費との乖離の原因となるほか、総合的な燃

費向上を一層促すためには、さらなる改善の余地があ

ることが指摘されている(4)。 
そこで、重量車の次期燃費基準値の策定に併せて燃

費試験法についても見直し、総合的な燃料消費率の評

価を目指して燃費試験法を高度化することが要求さ

れている。本報では、現在運用中の重量車燃費試験法

について解説すると共に、諸外国の動向と比較しなが

ら、試験法の更なる高度化に向けた課題および取り組

みについて述べる。 
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 図1に現在運用されている重量車燃費試験法におけ

る車両シミュレーションの概要を示す。シミュレーシ

ョンにおいて仮定している走行モードは都市内(JE05)
モードおよび都市間(高速)モードであり、これらのモ

ードを走行した場合の燃費を、車両区分毎に定められ

た割合で加重調和平均することで燃費値を計算する。

シミュレーションを実施する際には、まず表 1 に記載

する車両諸元を決定する。また、予め定常条件におけ

るエンジン回転数[rpm]およびトルク[N·m]の組み合

わせと燃料消費量[L/h]の関係を示すエンジン燃費マ

ップを作成する。ここで、全負荷エンジントルク、エ

ンジン摩擦トルク、エンジン燃費マップはエンジン台
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(平均)実在諸元
※エンジン、変速機毎に、申請(届出)される全車
両諸元に基づき計算される最高段V1000算術
平均値に最も近い実在V1000値を持つ終減速

機ギア比およびタイヤ動的負荷半径を諸元値と
して設定

エンジン毎
変速機毎

全幅

全高

乗車定員

最大積載量

空気抵抗

タイヤ動的負荷半径

終減速機ギア比

変速機ギア比

有負荷最高エンジン回転数

最高出力エンジン回転数

アイドリングエンジン回転数

エンジン摩擦トルク

標準諸元
※燃費区分毎に前製造事業者等共通の一律値
(登録(販売)実態を踏まえた平ボディ標準値)を
標準諸元値として設定

全社共通
燃費区分毎

空車時車両重量

④
車型

標準諸元
※燃費区分毎に前製造事業者等共通の一律値
(＊)を標準諸元として設定
(＊)走行抵抗近似式に④の車型標準諸元値を

入力することにより算出

全社共通
燃費区分毎

転がり抵抗③
走行
抵抗

実在諸元
※申請(届出)される全ての種類の変速機毎に燃
費評価

変速機毎
変速機ギア段数

②
動力
伝達
系

実在諸元エンジン毎

全負荷エンジントルク

①
エン
ジン

諸元設定諸元項目

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．３．計算法の導入による試験日程の短縮 
試験時間を短縮するもう一つの方法に、計算法の導

入がある。計算法は、電池使用可能エネルギー量

（UBE: Usable Battery Energy）と直流電力量消費率

の関係から一充電走行距離を推定するものである（式

1）。計算方法の詳細は SAEJ16344)に記されている。 
 ここでは上記計算法を WLTP の試験手順に応用する

方法を記述する。具体的には、一充電走行距離 LMHを実

測によりもとめた後、一充電走行距離 LMを計算法により

求めることとした。まず初めにテストサイクル

WLTC-LMH を用いて一充電走行距離測定を行った。こ

のとき、WLTC-LM に相当する区間の直流電力消費量お

よび走行距離のデータを取得した。また、本一充電走行

距離測定の際に消費した電力量の総和を UBE として計

算に用いた。次に得られたデータをもとに WLTC-LM に

相当する区間の直流電力消費率（ECdcLM）およびサイ

クルスケーリング係数（kLM）を計算により求めた。こ

のサイクルスケーリング係数はそれぞれのサイクルに消

費される直流電力量の総消費直流電力量（＝UBE）に占

める割合を表している。1 サイクル目の直流電力消費率

およびサイクルスケーリング係数をそれぞれ ECdcLM＿

1、kLM＿1と記述し、2 サイクル目以降の直流電力消費率

の平均を ECdcLM＿avgと記述した。 

 (1) 

 
３．４．計算法により求めた一充電走行距離 
計算法により求めた一充電走行距離LMは164.9 km

であった（これは実測により求めた値 168.3 km に対

し誤差 2%）。計算により求められた初回および平均の

直流電力消費率はそれぞれ 132.7 および 111.5 

Wh/km であった。これらの値も実測の直流電力消費

率とよく一致した（図 8）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．５．計算法を含む試験手順の評価 
計算法による一充電走行距離 LM の予測は実測に対

し誤差 2%と高い精度を示した。この計算法を導入す

ることにより4日必要な試験日程を3日に短縮できる

可能性が示された。 
 

４．まとめ 
本報告では、TRIAS および WLTP における電気自

動車の一充電走行距離試験の試験時間短縮に資する

二つの方法について、その精度および時間短縮の効果

を明らかにした。今後、上記方法をベースとした内容

を一充電走行距離測定のオプションとして TRIAS や

WLTP への導入を目指して、交通研としての活動を進

めていきたいと考えている。 
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1) 2012 Automobile Type Approval Handbook 

for Japanese Certification, 
http://www.jasic.org/e/08_publication/bb/20
_handbook.htm 

2) WLTP, 
https://www2.unece.org/wiki/pages/viewpa
ge.action?pageId=2523179 

3) WLTC, 
https://www2.unece.org/wiki/download/att
achments/5801079/WLTP-DHC-16-06e_re
v.xlsx 

4) SAE J1634: Battery Electric Vehicle 
Energy Consumption and Rnge Test 
Procedure, SAE International, 2012 

 

図 8 サイクルごとの直流電力量消費率 

表 1 計算法により求めた一充電走行距離 LM 
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5 に各サブカテゴリに対して必要な入力項目を示す。

その他の項目については、サブカテゴリ毎の共通の値

が用いられている。参考として、商用車で用いられて

いる主な共通仕様を表 6 に示す。GEM ではメーカ個

別の転がり抵抗係数および空気抵抗係数(トラクタの

み)を入力諸元とすることを特徴としている。 
 テストサイクルおよび各サイクルの走行割合を表 7
に示す。ここで、CARB トランジェントとは、CARB 
(California Air Resources Board)がシャシダイナモ試験

用に策定したHeavy-Duty Diesel Truck 用トランジェン

トモードである。GEM の結果は表 7 に示す割合に応

じて加重平均を取ったものとなる。 
エンジンについては前述したとおり別途台上試験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を実施し、仕事量あたりの燃料消費量および GEG 排

出量を評価する。商用車用エンジンについては

FTP(Federal Test Procedure) HD トランジェントテスト

サイクルといわれる過渡試験を、トラクタ用エンジン

については SET (Supplemental Emission Test)といわれ

る定常試験を実施する。図 3 に FTP HD ディーゼルト

ランジェントサイクル(6)を、表8にSETモードを示す。 
以上、米国は車両の燃費改善技術についても評価の

対象とし、車両とエンジンをそれぞれ異なる試験法に

より評価する方法を導入している。これはエンジンメ

ーカと車両メーカが異なるケースの少なくない米国

の事情を反映したものと考えられる。 
 
３．２．欧州で検討中の重量車燃費試験法 
欧州委員会は 2012年 1月に“Reduction and Testing of 

Greenhouse Gas Emissions from Heavy-Duty Vehicles – 
Lot 2: Development and testing of a certification procedure 
for CO2 emissions and fuel consumption of HDV”(以下、

Lot 2) (7)を公表し、検討中の試験法の考え方について

詳細を明らかにした。これによると、図 4 に示すよう 
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CARBトランジェント

テストサイクル

37%
21%
42%

商用車

表 7 GEM で計算される各テストサイクルの走行割合

Identification

Regulatory Subcategory Simulation Inputs

Simulation Type

Manufacture Name:
Vehicle Family:

Vehicle Configuration:
Vehicle Model Year:

Date:

Class 8 Combination – Sleeper Cab – High Roof
Class 8 Combination – Sleeper Cab – Mid Roof
Class 8 Combination – Sleeper Cab – Low Roof
Class 8 Combination – Day Cab – High Roof
Class 8 Combination – Day Cab – Mid Roof
Class 8 Combination – Day Cab – Low Roof
Class 7 Combination – Day Cab – High Roof
Class 7 Combination – Day Cab – Mid Roof
Class 7 Combination – Day Cab – Low Roof
Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 8)
Medium Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 6-7)
Light Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 2b-5)

Coefficient of Aerodynamic Drag:

Steer Tire Rolling Resistance [kg/metric ton]:

Drive Tire Rolling Resistance [kg/metric ton]:

Vehicle Speed Limiter [mph]:

Vehicle Weight Reduction [lbs]:

Extended Idle Reduction:

Single Configuration
Plot Output

Multiple Configurations

Identification

Regulatory Subcategory Simulation Inputs

Simulation Type

Manufacture Name:
Vehicle Family:

Vehicle Configuration:
Vehicle Model Year:

Date:

Class 8 Combination – Sleeper Cab – High Roof
Class 8 Combination – Sleeper Cab – Mid Roof
Class 8 Combination – Sleeper Cab – Low Roof
Class 8 Combination – Day Cab – High Roof
Class 8 Combination – Day Cab – Mid Roof
Class 8 Combination – Day Cab – Low Roof
Class 7 Combination – Day Cab – High Roof
Class 7 Combination – Day Cab – Mid Roof
Class 7 Combination – Day Cab – Low Roof
Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 8)
Medium Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 6-7)
Light Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 2b-5)

Coefficient of Aerodynamic Drag:

Steer Tire Rolling Resistance [kg/metric ton]:

Drive Tire Rolling Resistance [kg/metric ton]:

Vehicle Speed Limiter [mph]:

Vehicle Weight Reduction [lbs]:

Extended Idle Reduction:

Single Configuration
Plot Output

Multiple Configurations

図 2 GEM のユーザインターフェース

表 5 各サブカテゴリで必要な入力項目

表 6 商用車で用いられる主な共通仕様

○－－アイドルストップ

○○－軽量化対策

○○－速度上限値

○

○

○

トラクタ
Class 8

Sleeper Cab

○

○

○

トラクタ
Class 7, 8
Day Cab

転がり抵抗係数(駆動輪)
転がり抵抗係数(操舵輪)

空気抵抗係数

○

○

－

商用車

○－－アイドルストップ

○○－軽量化対策

○○－速度上限値

○

○

○

トラクタ
Class 8

Sleeper Cab

○

○

○

トラクタ
Class 7, 8
Day Cab

転がり抵抗係数(駆動輪)
転がり抵抗係数(操舵輪)

空気抵抗係数

○

○

－

商用車

図 3 FTP HD ディーゼルトランジェントサイクル

表 8 SET モード

モード

0アイドル16814
50C10213
75C10012
25C10211
100C17110
25B2189
100B1948
25A1037
75A1006
50A1035
75B2174
50B2193
100A1732
0アイドル(ホット)1701

トルク %エンジン回転数時間 (s)モード

0アイドル16814
50C10213
75C10012
25C10211
100C17110
25B2189
100B1948
25A1037
75A1006
50A1035
75B2174
50B2193
100A1732
0アイドル(ホット)1701

トルク %エンジン回転数時間 (s)

A=nlo+0.25x(nhi-nlo)

B=nlo+0.50x(nhi-nlo)

C=nlo+0.75x(nhi-nlo)

nhi : 最大出力の70%を得る回転数

nlo : 最大出力の50%を得る回転数

各モード間には20 sの移行期間
があり、エンジン回転数および
トルクを線形的に変化させる

※

 

 

示す車両諸元に基づいて、シミュレーションにおいて

JE05 モードや高速モードといった車速パターンを 1
秒毎のエンジン回転数およびトルクに変換する。その

際に必要となるのが変速タイミングを定めるアルゴ

リズムであり、本試験法においては排出ガスの認証試

験で用いられる車速変換プログラムと同様のアルゴ

リズムを用いている。走行モードから変換した 1 秒毎

のエンジン回転数およびトルクを基に、瞬時燃料消費

量を燃費マップから読み取り、これを積算することで

モード全体の燃料消費量および燃費値[km/L]を得る

ことが可能となる。 
 表 1 に示した車両諸元のうち、③走行抵抗、④車型

は車両区分毎に全社共通となっており、車両区分毎に

定められた諸元値を使用することとなっている。参考

としてトラクタを除く貨物自動車の標準諸元を表2に
示す。転がり抵抗係数および空気抵抗係数は、表 2 に

示す諸元値を用いて式(1)および式(2)から算出する。 
 
 
 
 
ここで、r：転がり抵抗係数[N/kg]、a：空気抵抗係

数[N/(m2·(km/h)2]、A：前面投影面積[m2]、W：試験時

車両重量[kg]、B：全幅[m]、H：全高[m] 
 試験時車両重量 W[kg]は半積載条件を仮定し、以下

の式(3)または(4)により決定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 都市内モードおよび都市間モードの走行割合は表 3
に示すとおりである。車種に応じて設定されるこれら

の係数を用いて、式(5)の加重調和平均を取った値を重

量車モード燃費値として算出する。 
 
 
ここで、E：重量車モード燃費値[km/L]、Eu：都市内

モード燃費値[km/L]、Eh：都市間モード燃費値[km/L]、
u：都市内走行割合、h：都市間走行割合 
 以上の方法で車両燃費値を算出する方法となって

おり、主にエンジンの効率改善が評価される仕組みと

なっている。 
 

３．諸外国の重量車燃費試験法に関する動向 
３．１．米国の重量車燃費試験法 
 米国においては、EPA (Environmental Protection 
Agency：環境保護庁)および NHTSA (National Highway 
Traffic Safety Administration：運輸省道路交通安全局)
が共同で重量車の燃費および GHG(Greenhouse Gas：
温室効果ガス)規制を策定し、同時に燃費試験法につ

いても定めている。重量車の中でも、ピックアップト

ラックを除く商用車(Vocational Vehicle)およびトラク

タ(Combination Tractor)については、GEM (Greenhouse 
Gas Emission Model)といわれる車両シミュレーション
(5)とエンジン台上試験で評価した燃料消費率および

GHG に対して、別々に規制が課せられている。 
 GEM は EPA の GHG 規制および NHTSA の燃費規

制への適合性を評価するために EPA によって開発さ

れたシミュレーションツールであり、商用車およびト

ラクタに対して表 4 に示す 12 のサブカテゴリに区分

して適用される。図 2 には GEM のユーザインターフ

ェースを示す。ここで、ユーザがサブカテゴリを選定

すると、シミュレーションに必要な項目の入力が求め

られ、入力後に実行することで結果が出力される。表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heavy Heavy-Duty Vehicle
(HHDV)

Medium Heavy-Duty Vehicle
(MHDV)

Light Heavy-Duty Vehicle
(LHDV)

商用車

8

7

6
5
4
3

2b
区分

33 001-

26 001-33 000

19 501-26 000
16 001-19 500
14 001-16 000
10 001-14 000
8 501-10 000

車両総重量 (lbs)

Sleeper Cab - High Roof
Sleeper Cab - Mid Roof
Sleeper Cab - Low Roof

Day Cab - High Roof
Day Cab - Mid Roof

Day Cab - High Roof
Day Cab - Mid Roof

Day Cab - Low Roof

Day Cab - Low Roof

トラクタ

Heavy Heavy-Duty Vehicle
(HHDV)

Medium Heavy-Duty Vehicle
(MHDV)

Light Heavy-Duty Vehicle
(LHDV)

商用車

8

7

6
5
4
3

2b
区分

33 001-

26 001-33 000

19 501-26 000
16 001-19 500
14 001-16 000
10 001-14 000
8 501-10 000

車両総重量 (lbs)

Sleeper Cab - High Roof
Sleeper Cab - Mid Roof
Sleeper Cab - Low Roof

Day Cab - High Roof
Day Cab - Mid Roof

Day Cab - High Roof
Day Cab - Mid Roof

Day Cab - Low Roof

Day Cab - Low Roof

トラクタ

2.4902.934215 5308 765－20＜11
2.4903.049211 0898 688－16＜&≦2010
2.4802.74528 9005 533－14＜&≦169
2.3792.57227 9924 516－12＜&≦148
2.3502.54127 4834 048－10＜&≦127
2.2392.62525 7893 659－8＜&≦106
2.2352.45424 2753 543－7.5＜&≦85
2.1612.36333 7492 9793＜4
1.729
1.751
1.695

全幅
(m)

2.041
2.099
1.982

全高
(m)

3
3
3

乗車定員
(人)

3.5＜&≦7.5

車両総重量
範囲
(t)

2 9952 6522＜&≦33
2 0002 3561.5＜&≦22
1 4901 957≦1.51

最大積載量
(kg)

空車時
車両重量

(kg)

最大積載量
範囲
(t)

No

標準諸元区分

2.4902.934215 5308 765－20＜11
2.4903.049211 0898 688－16＜&≦2010
2.4802.74528 9005 533－14＜&≦169
2.3792.57227 9924 516－12＜&≦148
2.3502.54127 4834 048－10＜&≦127
2.2392.62525 7893 659－8＜&≦106
2.2352.45424 2753 543－7.5＜&≦85
2.1612.36333 7492 9793＜4
1.729
1.751
1.695

全幅
(m)

2.041
2.099
1.982

全高
(m)

3
3
3

乗車定員
(人)

3.5＜&≦7.5

車両総重量
範囲
(t)

2 9952 6522＜&≦33
2 0002 3561.5＜&≦22
1 4901 957≦1.51

最大積載量
(kg)

空車時
車両重量

(kg)

最大積載量
範囲
(t)

No

標準諸元区分

Wr
6.1700513.0 

000832.000299.0  HBAa

(1) 

(2) 

55
2


最大積載量

空車時車両重量W

2
55


乗車定員

空車時車両重量W

(3) 

(4) 

0.680(バスの場合、上記    ) 

(トラックまたはトラクタの場合) 

(バスの場合) 

表 4 商用車およびトラクタのサブカテゴリ

表 2 トラクタを除く貨物自動車の車両標準諸元

表 3 各車種の都市内・都市間走行割合

0.9
0.1

0.8
0.2

0.7
0.3

0.9
0.1

1.0
0.0

0.65
0.35

0.9
0.1

走行割合
上段：都市内モード
下段：都市間モード

20 t 超20 t 以下20 t 超20 t 以下14 t 超14 t 以下GVW範囲

トラクタトラクタ以外路線バス一般バス種別

乗用自動車
(乗車定員11人以上) 貨物自動車

0.9
0.1

0.8
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0.3

0.9
0.1

1.0
0.0

0.65
0.35

0.9
0.1

走行割合
上段：都市内モード
下段：都市間モード

20 t 超20 t 以下20 t 超20 t 以下14 t 超14 t 以下GVW範囲

トラクタトラクタ以外路線バス一般バス種別

乗用自動車
(乗車定員11人以上) 貨物自動車
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5 に各サブカテゴリに対して必要な入力項目を示す。

その他の項目については、サブカテゴリ毎の共通の値

が用いられている。参考として、商用車で用いられて

いる主な共通仕様を表 6 に示す。GEM ではメーカ個

別の転がり抵抗係数および空気抵抗係数(トラクタの

み)を入力諸元とすることを特徴としている。 
 テストサイクルおよび各サイクルの走行割合を表 7
に示す。ここで、CARB トランジェントとは、CARB 
(California Air Resources Board)がシャシダイナモ試験

用に策定したHeavy-Duty Diesel Truck 用トランジェン

トモードである。GEM の結果は表 7 に示す割合に応

じて加重平均を取ったものとなる。 
エンジンについては前述したとおり別途台上試験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を実施し、仕事量あたりの燃料消費量および GEG 排

出量を評価する。商用車用エンジンについては

FTP(Federal Test Procedure) HD トランジェントテスト

サイクルといわれる過渡試験を、トラクタ用エンジン

については SET (Supplemental Emission Test)といわれ

る定常試験を実施する。図 3 に FTP HD ディーゼルト

ランジェントサイクル(6)を、表8にSETモードを示す。 
以上、米国は車両の燃費改善技術についても評価の

対象とし、車両とエンジンをそれぞれ異なる試験法に

より評価する方法を導入している。これはエンジンメ

ーカと車両メーカが異なるケースの少なくない米国

の事情を反映したものと考えられる。 
 
３．２．欧州で検討中の重量車燃費試験法 
欧州委員会は 2012年 1月に“Reduction and Testing of 

Greenhouse Gas Emissions from Heavy-Duty Vehicles – 
Lot 2: Development and testing of a certification procedure 
for CO2 emissions and fuel consumption of HDV”(以下、

Lot 2) (7)を公表し、検討中の試験法の考え方について

詳細を明らかにした。これによると、図 4 に示すよう 
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14.80, 10.95, 8.09, 
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10速MT
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HHDV
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(Class 6-7)

MHDV
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積載量 (lbs)
タイヤ動的負荷半径 (m)

変速機伝達効率

変速機ギア比

変速機

エンジン燃費マップ

サブカテゴリ

モデル
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LHDV
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0.6空気抵抗係数

9.0前面投影面積 (m2)
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変速機ギア比

変速機

エンジン燃費マップ
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モデル

5 700
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0.92, 0.92, 0.93, 
0.95, 0.95, 0.95
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6速MT
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商用車
(Class 2b-5)

LHDV

86%
9%
5%

トラクタ
Class 8

Sleeper Cab

64%
17%
19%

トラクタ
Class 7, 8
Day Cab

65 mph 定常

55 mph 定常

CARBトランジェント

テストサイクル

37%
21%
42%

商用車

86%
9%
5%

トラクタ
Class 8

Sleeper Cab

64%
17%
19%

トラクタ
Class 7, 8
Day Cab

65 mph 定常

55 mph 定常

CARBトランジェント

テストサイクル

37%
21%
42%

商用車

表 7 GEM で計算される各テストサイクルの走行割合

Identification

Regulatory Subcategory Simulation Inputs

Simulation Type

Manufacture Name:
Vehicle Family:

Vehicle Configuration:
Vehicle Model Year:

Date:

Class 8 Combination – Sleeper Cab – High Roof
Class 8 Combination – Sleeper Cab – Mid Roof
Class 8 Combination – Sleeper Cab – Low Roof
Class 8 Combination – Day Cab – High Roof
Class 8 Combination – Day Cab – Mid Roof
Class 8 Combination – Day Cab – Low Roof
Class 7 Combination – Day Cab – High Roof
Class 7 Combination – Day Cab – Mid Roof
Class 7 Combination – Day Cab – Low Roof
Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 8)
Medium Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 6-7)
Light Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 2b-5)

Coefficient of Aerodynamic Drag:

Steer Tire Rolling Resistance [kg/metric ton]:

Drive Tire Rolling Resistance [kg/metric ton]:

Vehicle Speed Limiter [mph]:

Vehicle Weight Reduction [lbs]:

Extended Idle Reduction:

Single Configuration
Plot Output

Multiple Configurations

Identification

Regulatory Subcategory Simulation Inputs

Simulation Type

Manufacture Name:
Vehicle Family:

Vehicle Configuration:
Vehicle Model Year:

Date:

Class 8 Combination – Sleeper Cab – High Roof
Class 8 Combination – Sleeper Cab – Mid Roof
Class 8 Combination – Sleeper Cab – Low Roof
Class 8 Combination – Day Cab – High Roof
Class 8 Combination – Day Cab – Mid Roof
Class 8 Combination – Day Cab – Low Roof
Class 7 Combination – Day Cab – High Roof
Class 7 Combination – Day Cab – Mid Roof
Class 7 Combination – Day Cab – Low Roof
Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 8)
Medium Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 6-7)
Light Heavy Heavy-Duty – Vocational Truck (Class 2b-5)

Coefficient of Aerodynamic Drag:

Steer Tire Rolling Resistance [kg/metric ton]:

Drive Tire Rolling Resistance [kg/metric ton]:

Vehicle Speed Limiter [mph]:

Vehicle Weight Reduction [lbs]:

Extended Idle Reduction:

Single Configuration
Plot Output

Multiple Configurations

図 2 GEM のユーザインターフェース

表 5 各サブカテゴリで必要な入力項目

表 6 商用車で用いられる主な共通仕様

○－－アイドルストップ

○○－軽量化対策

○○－速度上限値

○

○

○

トラクタ
Class 8

Sleeper Cab

○

○

○

トラクタ
Class 7, 8
Day Cab

転がり抵抗係数(駆動輪)
転がり抵抗係数(操舵輪)

空気抵抗係数

○

○

－

商用車

○－－アイドルストップ

○○－軽量化対策

○○－速度上限値

○

○

○

トラクタ
Class 8

Sleeper Cab

○

○

○

トラクタ
Class 7, 8
Day Cab

転がり抵抗係数(駆動輪)
転がり抵抗係数(操舵輪)

空気抵抗係数

○

○

－

商用車

図 3 FTP HD ディーゼルトランジェントサイクル

表 8 SET モード

モード

0アイドル16814
50C10213
75C10012
25C10211
100C17110
25B2189
100B1948
25A1037
75A1006
50A1035
75B2174
50B2193
100A1732
0アイドル(ホット)1701

トルク %エンジン回転数時間 (s)モード

0アイドル16814
50C10213
75C10012
25C10211
100C17110
25B2189
100B1948
25A1037
75A1006
50A1035
75B2174
50B2193
100A1732
0アイドル(ホット)1701

トルク %エンジン回転数時間 (s)

A=nlo+0.25x(nhi-nlo)

B=nlo+0.50x(nhi-nlo)

C=nlo+0.75x(nhi-nlo)

nhi : 最大出力の70%を得る回転数

nlo : 最大出力の50%を得る回転数

各モード間には20 sの移行期間
があり、エンジン回転数および
トルクを線形的に変化させる

※

 

 

示す車両諸元に基づいて、シミュレーションにおいて

JE05 モードや高速モードといった車速パターンを 1
秒毎のエンジン回転数およびトルクに変換する。その

際に必要となるのが変速タイミングを定めるアルゴ

リズムであり、本試験法においては排出ガスの認証試

験で用いられる車速変換プログラムと同様のアルゴ

リズムを用いている。走行モードから変換した 1 秒毎

のエンジン回転数およびトルクを基に、瞬時燃料消費

量を燃費マップから読み取り、これを積算することで

モード全体の燃料消費量および燃費値[km/L]を得る

ことが可能となる。 
 表 1 に示した車両諸元のうち、③走行抵抗、④車型

は車両区分毎に全社共通となっており、車両区分毎に

定められた諸元値を使用することとなっている。参考

としてトラクタを除く貨物自動車の標準諸元を表2に
示す。転がり抵抗係数および空気抵抗係数は、表 2 に

示す諸元値を用いて式(1)および式(2)から算出する。 
 
 
 
 
ここで、r：転がり抵抗係数[N/kg]、a：空気抵抗係

数[N/(m2·(km/h)2]、A：前面投影面積[m2]、W：試験時

車両重量[kg]、B：全幅[m]、H：全高[m] 
 試験時車両重量 W[kg]は半積載条件を仮定し、以下

の式(3)または(4)により決定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市内モードおよび都市間モードの走行割合は表3に
示すとおりである。車種に応じて設定されるこれらの

係数を用いて、式(5)の加重調和平均を取った値を重量

車モード燃費値として算出する。 
 
 
ここで、E：重量車モード燃費値[km/L]、Eu：都市内

モード燃費値[km/L]、Eh：都市間モード燃費値[km/L]、
u：都市内走行割合、h：都市間走行割合 
 以上の方法で車両燃費値を算出する方法となって

おり、主にエンジンの効率改善が評価される仕組みと

なっている。 
 

３．諸外国の重量車燃費試験法に関する動向 
３．１．米国の重量車燃費試験法 
 米国においては、EPA (Environmental Protection 
Agency：環境保護庁)および NHTSA (National Highway 
Traffic Safety Administration：運輸省道路交通安全局)
が共同で重量車の燃費および GHG(Greenhouse Gas：
温室効果ガス)規制を策定し、同時に燃費試験法につ

いても定めている。重量車の中でも、ピックアップト

ラックを除く商用車(Vocational Vehicle)およびトラク

タ(Combination Tractor)については、GEM (Greenhouse 
Gas Emission Model)といわれる車両シミュレーション
(5)とエンジン台上試験で評価した燃料消費率および

GHG に対して、別々に規制が課せられている。 
 GEM は EPA の GHG 規制および NHTSA の燃費規

制への適合性を評価するために EPA によって開発さ

れたシミュレーションツールであり、商用車およびト

ラクタに対して表 4 に示す 12 のサブカテゴリに区分

して適用される。図 2 には GEM のユーザインターフ

ェースを示す。ここで、ユーザがサブカテゴリを選定

すると、シミュレーションに必要な項目の入力が求め

られ、入力後に実行することで結果が出力される。表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heavy Heavy-Duty Vehicle
(HHDV)

Medium Heavy-Duty Vehicle
(MHDV)

Light Heavy-Duty Vehicle
(LHDV)

商用車

8

7

6
5
4
3

2b
区分

33 001-

26 001-33 000

19 501-26 000
16 001-19 500
14 001-16 000
10 001-14 000
8 501-10 000

車両総重量 (lbs)

Sleeper Cab - High Roof
Sleeper Cab - Mid Roof
Sleeper Cab - Low Roof

Day Cab - High Roof
Day Cab - Mid Roof

Day Cab - High Roof
Day Cab - Mid Roof

Day Cab - Low Roof

Day Cab - Low Roof

トラクタ

Heavy Heavy-Duty Vehicle
(HHDV)

Medium Heavy-Duty Vehicle
(MHDV)

Light Heavy-Duty Vehicle
(LHDV)

商用車

8

7

6
5
4
3

2b
区分

33 001-

26 001-33 000

19 501-26 000
16 001-19 500
14 001-16 000
10 001-14 000
8 501-10 000

車両総重量 (lbs)

Sleeper Cab - High Roof
Sleeper Cab - Mid Roof
Sleeper Cab - Low Roof

Day Cab - High Roof
Day Cab - Mid Roof

Day Cab - High Roof
Day Cab - Mid Roof

Day Cab - Low Roof

Day Cab - Low Roof

トラクタ

2.4902.934215 5308 765－20＜11
2.4903.049211 0898 688－16＜&≦2010
2.4802.74528 9005 533－14＜&≦169
2.3792.57227 9924 516－12＜&≦148
2.3502.54127 4834 048－10＜&≦127
2.2392.62525 7893 659－8＜&≦106
2.2352.45424 2753 543－7.5＜&≦85
2.1612.36333 7492 9793＜4
1.729
1.751
1.695

全幅
(m)

2.041
2.099
1.982

全高
(m)

3
3
3

乗車定員
(人)

3.5＜&≦7.5

車両総重量
範囲
(t)

2 9952 6522＜&≦33
2 0002 3561.5＜&≦22
1 4901 957≦1.51

最大積載量
(kg)

空車時
車両重量

(kg)

最大積載量
範囲
(t)

No

標準諸元区分

2.4902.934215 5308 765－20＜11
2.4903.049211 0898 688－16＜&≦2010
2.4802.74528 9005 533－14＜&≦169
2.3792.57227 9924 516－12＜&≦148
2.3502.54127 4834 048－10＜&≦127
2.2392.62525 7893 659－8＜&≦106
2.2352.45424 2753 543－7.5＜&≦85
2.1612.36333 7492 9793＜4
1.729
1.751
1.695

全幅
(m)

2.041
2.099
1.982
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(m)

3
3
3
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(人)

3.5＜&≦7.5

車両総重量
範囲
(t)

2 9952 6522＜&≦33
2 0002 3561.5＜&≦22
1 4901 957≦1.51

最大積載量
(kg)

空車時
車両重量

(kg)

最大積載量
範囲
(t)

No

標準諸元区分

Wr
6.1700513.0 

000832.000299.0  HBAa

(1) 

(2) 

55
2


最大積載量

空車時車両重量W

2
55


乗車定員

空車時車両重量W

(3) 

(4) 

0.680(バスの場合、上記    ) 

(トラックまたはトラクタの場合) 

(バスの場合) 

表 4 商用車およびトラクタのサブカテゴリ

表 2 トラクタを除く貨物自動車の車両標準諸元

表 3 各車種の都市内・都市間走行割合
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で惰行法やホイールトルク法による計測法が既に運

用されているが、重量車については特に定められてい

ない。そこで国土交通省は、重量車に対しても走行抵

抗を評価できる測定方法を開発し、今後の燃費基準の

見直しに反映させるための検討を行っている。 
 エンジン過渡状態に関して、米国においては、エン

ジン台上試験で図 3に示すFTP HDトランジェントサ

イクル、あるいは図 4 に示す SET モードを運転して

燃費を評価することで考慮している。ただし、SET モ

ードについては、モードの移行過程のみに過渡的な変

化を含んでいることになる。また、欧州においては定

常状態で得られたエンジン燃費マップに、WHTC 
correction factorを乗じることで過渡状態を考慮してい

る。一方、日本においては、前述したように市場実態

を反映した JE05 モード等を走行した際のエンジンの

運転状態を車両毎に求め、そのエンジン運転状態での

燃費を定常運転で求めた燃費マップから計算する方

法を採用している。このため、過渡状態の燃費性能は

考慮されておらず、日本においても欧州と同様に車両

シミュレーションに適用可能な方法により、エンジン

の過渡状態を考慮するのが望ましい。 
 
５．エンジン過渡状態の考慮に向けた技術的な検討 
 交通安全環境研究所では、現在運用されている重量

車燃費シミュレーションによる燃費値と、エンジンの

過渡運転により実測した燃費値との乖離について現

状を把握し、重量車燃費試験法におけるエンジン過渡

状態の考慮について技術的な検討を開始した。 
表 10 に示すポスト新長期排出ガス規制適合の総排

気量 13 L 直列 6 気筒ディーゼルエンジンに対して、

燃費マップを用いて重量車燃費シミュレーションに

より計算した燃費値と、エンジン台上試験において各

種モードを過渡運転して実測した燃費値の比較を図 6
に示す。評価したモードは都市内(JE05)モードおよび

都市間(高速)モードに加え、都市内モードの 645～
1410 秒における市街地モードである。ここでは、同一

エンジンに対して 16 条件の車両仕様を与えて計算お

よび実測した。同図より、市街地モードで約 5.5%、

都市内モードで約 2.7％、都市間モードで約 1.1%、シ

ミュレーション燃費の方が過渡運転による実測燃費

と比較して高い燃費値となった。つまり、シミュレー

ション燃費と過渡運転による実測燃費は、エンジンの

運転状態によってその乖離の程度が異なるといえる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
近年のディーゼルエンジンは、排出ガス規制の強化

に伴い高過給・高 EGR システムを導入しており、定

常運転におけるエンジンの運転状態と、過渡運転中の

同一エンジン回転数およびトルクにおけるエンジン

の運転状態は、必ずしも一致しない。これは、過渡運

転時においてはターボチャージャや EGR の応答遅れ

による新気導入量および EGR 率の変化、これによる

燃焼悪化を補うための VGT ノズル開度、EGR バルブ

開度、および燃料噴射時期等の過渡的な制御などが要

因と考えられる。 
このことを確認するため、エンジン回転数、トルク、
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ついて、定常試験データを基に JE05 モードのシミュ
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レーションの場合とほぼ一致しているにもかかわら
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基にシミュレーションにより計算した場合と比較し

て 1～2 秒程度の遅れが発生する結果となった。燃料
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に車両の各要素を考慮した車両シミュレーションを

基本とする重量車燃費試験法の導入を予定している。 
エンジンついては、日本と同様にエンジン燃費マッ

プを用いる方法としているが、定常状態により計測し

た値に対して過渡状態を考慮する方法を提案してい

る。その方法の概要を図 5 に示す。エンジン台上試験

において定常で計測したエンジン燃費マップを基に

WHTC (World Harmonized Transient Cycle)を仮定して

計算した燃費値と、WHTC(コールド、ホット)の過渡

運転を実施して計測した燃費をコールド 14%および

ホット 86%の割合で加重平均した燃費値の差異を補

正係数(WHTC correction factor)とする。その補正係数

を定常で計測したエンジン燃費マップに乗じること

で、補正後のエンジン燃費マップを得る手法を検討し

ている。また、定常状態と過渡状態の燃費の乖離は運

転状態の影響を受けることが考えられるため、WHTC
の urban、rural、motorway といったパート毎に補正係

数を求め、平均車速に応じて各補正係数を使い分ける

方法についても検討中である。 
車両走行抵抗については実測値に基づいてシミュ

レーションを行うことを前提としている。走行抵抗の

うち空気抵抗については、車両区分毎の標準車型を用

い、ホイールトルク法で計測する方法を検討してい

る。もし、トルクの計測に課題がある場合、惰行法を

採用することも考えられる。また、転がり抵抗につい

てはタイヤ個別の転がり抵抗係数をタイヤ単体試験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

により実測することで算出する方法を提案している。 
変速機については、製品個別のギア比および実測し

た伝達効率を適用するか、全社共通の値を適用するか

を検討中である。また、シフトタイミングのモデルや 
補機類のモデルについても詳細は検討中である。 
車両区分等についても Lot 2 の中で明らかにしてい

る。表 9 に検討中の車両区分(Segmentation)を示す。車

両を 0～17 のクラスに分類し、各クラスで 5 つの用途

(Long haul、Regional delivery 等)に分けて車両区分を定

義している。ここでは、これらの車両区分毎に実態に

伴った最適なテストサイクルを適用すること、また、

クラス毎に標準車型(Norm body)を決定し、それぞれで

空気抵抗を測定することを提案している。 
 以上が欧州で提案されている重量車燃費試験法の

概要であるが、Lot 2 においてはいずれの項目も最終

決定に至っておらず、Lot 3 のとりまとめに向けて技

術的な検討を進めている最中である。 
 
４．重量車燃費試験法のさらなる高度化に向けた課題 
 米国および欧州の試験法は、日本の試験法に対して

主に以下の二つの点について大きな違いがある。 
1) 車両毎の実測値に基づいた走行抵抗値をシミュレ

ーションに用いる。 
2) エンジンの過渡状態で燃費を評価する。 
今後、国際基準調和を踏まえつつ、試験法のさらなる

高度化を図るためには、これらの導入を検討すること

が重要な課題となる。 
走行抵抗に関して、日本国内においては軽・中量車 
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図 4 欧州で検討中の重量車燃費試験法の概要

図 5 エンジン燃費マップにおける過渡補正の方法

B5R7>16Rigid

B9R16all weightsRigid8x4

W?R14all weightsTractor
W?R13all weightsRigid

6x6

S3R12all weightsTractor
B7R11all weightsRigid

6x4

S2T+ST+S10all weightsTractor

W1?

S1

W?R17all weightsRigid8x6 & 8x8

B8R15all weightsRigid8x2
4

T+S8>16Tractor

B1RR67.5 - 16Rigid
4x4

T+ST+S5>16Tractor
T1B4RRR+T4>16Rigid

B3RR3>12 - 16Rigid or Tractor
B2RRR2>10 - 12Rigid or Tractor

B0RR0>3.5 - 7.5Rigid4x22

T2B6

B1

Norm body
allocation

R

R

R+T

Segmentation
(vehicle configuration and cycle allocation)

all weights

7.5 - 10

6x2/2-4

4x2

Identification of vehicle class

R9Rigid

3

R1Rigid or Tractor

2

B5R7>16Rigid

B9R16all weightsRigid8x4

W?R14all weightsTractor
W?R13all weightsRigid

6x6

S3R12all weightsTractor
B7R11all weightsRigid

6x4

S2T+ST+S10all weightsTractor

W1?

S1

W?R17all weightsRigid8x6 & 8x8

B8R15all weightsRigid8x2
4

T+S8>16Tractor

B1RR67.5 - 16Rigid
4x4

T+ST+S5>16Tractor
T1B4RRR+T4>16Rigid

B3RR3>12 - 16Rigid or Tractor
B2RRR2>10 - 12Rigid or Tractor

B0RR0>3.5 - 7.5Rigid4x22

T2B6

B1

Norm body
allocation

R

R

R+T

Segmentation
(vehicle configuration and cycle allocation)

all weights

7.5 - 10

6x2/2-4

4x2

Identification of vehicle class

R9Rigid

3

R1Rigid or Tractor

2

Ax
le

s

Ax
le

 c
on

fig
ur

at
io

n

C
ha

ss
is

co
nf

ig
ur

at
io

n

M
ax

im
um

 G
VW

 [t
]

Ve
hi

cl
e 

cl
as

s

Lo
ng

 h
au

l

R
eg

io
na

l d
el

iv
er

y

U
rb

an
 d

el
iv

er
y

M
un

ic
ip

al
 u

til
ity

C
on

st
ru

ct
io

n

St
an

da
rd

 b
od

y

St
an

da
rd

 tr
ai

le
r

S
ta

nd
ar

d 
se

m
itr

ai
le

r
表 9 欧州で検討中の車両区分の定義

R = Rigid & Body
R+T = Rigid & Body & Trailer
T+S = Tractor & Semitrailer
W = no (Cd·Acr) measurement, only vehicle weight and frontal area measured
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で惰行法やホイールトルク法による計測法が既に運

用されているが、重量車については特に定められてい

ない。そこで国土交通省は、重量車に対しても走行抵

抗を評価できる測定方法を開発し、今後の燃費基準の

見直しに反映させるための検討を行っている。 
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ードについては、モードの移行過程のみに過渡的な変

化を含んでいることになる。また、欧州においては定

常状態で得られたエンジン燃費マップに、WHTC 
correction factorを乗じることで過渡状態を考慮してい

る。一方、日本においては、前述したように市場実態

を反映した JE05 モード等を走行した際のエンジンの

運転状態を車両毎に求め、そのエンジン運転状態での

燃費を定常運転で求めた燃費マップから計算する方

法を採用している。このため、過渡状態の燃費性能は

考慮されておらず、日本においても欧州と同様に車両

シミュレーションに適用可能な方法により、エンジン

の過渡状態を考慮するのが望ましい。 
 
５．エンジン過渡状態の考慮に向けた技術的な検討 
 交通安全環境研究所では、現在運用されている重量

車燃費シミュレーションによる燃費値と、エンジンの

過渡運転により実測した燃費値との乖離について現
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状態の考慮について技術的な検討を開始した。 
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燃費マップを用いて重量車燃費シミュレーションに

より計算した燃費値と、エンジン台上試験において各

種モードを過渡運転して実測した燃費値の比較を図 6
に示す。評価したモードは都市内(JE05)モードおよび

都市間(高速)モードに加え、都市内モードの 645～
1410 秒における市街地モードである。ここでは、同一

エンジンに対して 16 条件の車両仕様を与えて計算お

よび実測した。同図より、市街地モードで約 5.5%、

都市内モードで約 2.7％、都市間モードで約 1.1%、シ

ミュレーション燃費の方が過渡運転による実測燃費

と比較して高い燃費値となった。つまり、シミュレー

ション燃費と過渡運転による実測燃費は、エンジンの

運転状態によってその乖離の程度が異なるといえる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
近年のディーゼルエンジンは、排出ガス規制の強化

に伴い高過給・高 EGR システムを導入しており、定

常運転におけるエンジンの運転状態と、過渡運転中の

同一エンジン回転数およびトルクにおけるエンジン

の運転状態は、必ずしも一致しない。これは、過渡運
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プを用いる方法としているが、定常状態により計測し

た値に対して過渡状態を考慮する方法を提案してい
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により実測することで算出する方法を提案している。 
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た伝達効率を適用するか、全社共通の値を適用するか

を検討中である。また、シフトタイミングのモデルや 
補機類のモデルについても詳細は検討中である。 
車両区分等についても Lot 2 の中で明らかにしてい

る。表 9 に検討中の車両区分(Segmentation)を示す。車

両を 0～17 のクラスに分類し、各クラスで 5 つの用途

(Long haul、Regional delivery 等)に分けて車両区分を定
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表 9 欧州で検討中の車両区分の定義

R = Rigid & Body
R+T = Rigid & Body & Trailer
T+S = Tractor & Semitrailer
W = no (Cd·Acr) measurement, only vehicle weight and frontal area measured
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１．はじめに 
ディーゼルエンジンは、内燃機関の中で最も高効率

なだけでなく、信頼性、耐久性にも優れることから、

自動車のみならず、建機、舶用、発電所等大型エンジ

ンを中心に広く用いられている。その一方で、窒素酸

化物（NOx）や粒子状物質（PM）に代表される有害

成分を生成、排出することがデメリットとして挙げら

れた。とりわけ自動車は台数が多く、それらの環境に

及ぼす寄与率が高かったため、早い段階から排出ガス

規制が行われ、環境性能改善のために多くの技術開発

が行われてきた。近年では、有害排出ガスの低減のみ

ならず、さらなる高効率化、低燃費化も求められてい

る。排出ガス低減技術の多くは、熱効率と背反するこ

とが多く、その両立は容易でない。それに対して、過

給機、燃料噴射系、排気後処理装置など多くの要素技

術で顕著な進化がみられ、以前は不可能と思われた排

出ガス低減を達成しつつ、燃費、CO2排出性能につい

ても従来よりも明らかに改善されている。 
そこに至る技術の変化について、一例を挙げたい。 
交通研で、'00~'01 年にかけて CD3 モード（その後

改良された CD34 モードを経て、現在の JC08 モード

になる）について多くの車両を用いた検証試験を行っ

た際、各種ガソリン車に加え当時最も代表的といえる

ディーゼル乗用車も用いたが、それに搭載されていた

ディーゼルエンジンの主な諸元を記載すると、 
燃焼方式 ：渦流室式 
吸気方式 ：自然吸気 
燃料噴射系：分配型 
後処理装置：なし 

であり、直接噴射式で過給機やコモンレール式燃料噴

射系搭載が前提となっている現在のディーゼルエン

ジンとは、名前以外は同じところがないくらいに大き

く異なっている。つまり、十数年の間に根本が変わる

ほどの進化をした、ということができる。その劇的な

変化をもたらした要素の代表例として 

●コモンレール式燃料噴射系 
●可変容量型ターボチャージャー（Variable 

Geometry Turbohchager = VGT） 
が挙げられるが、それら自体で排出ガスを削減すると

いうより、むしろ制御の自由度を提供し、排気再循環

（Exhaust gas recirculation = EGR）等と組み合わせ

ることでトータル性能を改善させるポテンシャルが

ある、というものである。つまり、最新ハードウェア

はそれ自体で高性能が得られるのではなく、制御自由

度の中から、そのポテンシャルを最大限引き出すだけ

の解をみつける試験、適合工数を投入することで初め

て最先端といえる性能が得られるものである。最新の

ハードウェアを搭載、となるとその時点でコスト増や

構造の複雑化が避けられないだけでなく、信頼性の確

保等のための設計、開発時の工数、費用ともに増加す

る。その結果、ディーゼルエンジン開発は多額の費用

がかかり、自前で開発するメーカー、そしてエンジン

ファミリーの数はいずれも減少傾向にあり、統合化、

共通化等が進んでいる。つまり、限られた少数の勝者

が多量生産をすることで開発コストを回収しようと

する構図となっている。 
恐らく、この傾向はしばらく継続するとみられ、従

来に加えて 2 段過給機や低圧 EGR、さらには可変バ

ルブタイミング機構、排熱回生機構等も加わって、複

雑化は加速していくと予想される。 
そのような形で高性能化されていく過程は、ユーザ

ーにとって悪いものではない。しかしその状態が継続

すると、画一化されて選択肢が狭まり、趣向や用途の

違いによる適材適所、といった多様性に対応する少量

多品種化などが失われ、自動車「文化」としては貧困

になる恐れがある。 
そのような状況下で、今後を考えていくにあたって

は、現在の「価格上昇を抑えつつ、厳しい規制を満た

すためにとにかく高性能化」という視点から、「安く

簡単に」する視点を、という議論も出てくる。もちろ

 

 

いるトルクの急激な立ち上がり時において、シミュレ

ーションにより計算した場合と比較して瞬間的に増

大していることが確認できる。また、これらの結果か

ら過渡運転における EGR 率についても定常試験の場

合と比較して変化していることが予測できる。エンジ

ンにおいては過給圧力および EGR 率等の条件が異な

ると、筒内の燃焼状態が全く異なる現象となるため、

過渡運転においてトルクが急激に変化する際に瞬間

的に熱効率が悪化する運転状態となり、同一出力を維

持するために燃料流量が増大したものと考えられる。 
 以上より、ターボチャージャを搭載した近年のディ

ーゼルエンジンにおいては、同一のエンジン回転数お

よびトルクであっても定常運転と過渡運転で必ずし

も同じ運転状態にはないことが確認された。また、定

常運転による燃費マップを用いて計算した燃費と過

渡運転による実測燃費との差異は、走行モードによっ

て変化することが明らかとなった。したがって、日本

の走行モードの場合、欧州で提案されている WHTC 
correction factorを導入しても実態とは異なってしまう

可能性がある。今後は、他のディーゼルエンジンにつ

いても同様の試験データを取得すると共に、重量車燃

費試験法において過渡状態を考慮する方法を検討し、

日本の実態に即した手法を提案していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．おわりに 
 以上、日本、米国、および欧州における重量車燃費

法の概要についてまとめ、日本の重量車燃費試験法と

米国および欧州の試験法との違いについて述べた上

で、日本の現行試験法に対して、国際基準調和を踏ま

えつつ試験法のさらなる高度化を図るための課題を

考察した。日本における重量車燃費試験法では、エン

ジン単体での評価ではなく車両ベースで評価をする

こと、膨大な数の車両設定に対して設備投資の少ない

シミュレーションを用いること、を基本としている。

したがって、今後もシミュレーションをベースとした

重量車燃費試験法を運用することが求められる。エン

ジンの過渡状態が考慮できない点については、定常運

転による燃費マップを用いた車両シミュレーション

の最大の弱点であり、シミュレーションをベースとし

た重量車燃費試験法を今後も運用し続けるためには、

この点を克服することが重要な課題となる。今後、交

通安全環境研究所では、運用上実現可能かつ自動車メ

ーカおよびユーザにとって公平性を維持可能なもの

とするべく、重量車燃費試験法について検討を重ねる

予定である。 
 

参考文献 

(1) 鈴木ほか、“公表燃費と実際の燃費、なぜ差が出るのか－

(第 1 報) ユーザーの使用状況で怒りうる燃費変動の定量的

な影響”、交通安全環境研究所研フォーラム 2012 講演概要、

pp.3-8、(2012) 

(2) 山口ほか、“公表燃費と実際の燃費、なぜ差が出るのか－

(第 2 報) 燃費試験法における課題と改善方法について－”、

交通安全環境研究所研フォーラム 2012 講演概要、pp.77-78、

(2012) 

(3)“燃料消費率試験(重量車)”、 TRIAS 99-007-01 

(4)“総合資源エネルギー調査会長エネルギー基準部会重量車判

断基準小委員会・重量車燃費基準検討会 最終取りまとめ”、

(2005) 

(5) 米国 EPAホームページ、 

http://www.epa.gov/otaq/climate/gem.htm 

(6) “Worldwide Emissions Standards -Heavy Duty and Off-Highway 

Vehicles-”, 

http://delphi.com/pdf/emissions/Delphi-Heavy-Duty- 

Emissions-Brochure-2012-2013.pdf 

(7) “Reduction and Testing of Greenhouse Gas Emissions from 

Heavy Duty Vehicles - LOT 2”, 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy/docs/h

dv_2011_01_09_en.pdf 

20
時間 [s]

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

燃
料

流
量

[L
/h

]

0
10
20
30
40

吸
入

空
気

流
量

[]m
3 /h

]

400

600

200

0

過
給
圧
力

[k
Pa

]

0
20
40
60
80

1600
1200
800
400
0

1600
1200

800
400

0

エ
ン
ジ
ン
回
転
数

[rp
m

]

ト
ル

ク
[N

m
]

JE05モード 過渡運転

シミュレーション(定常)

図 7 過給圧力、吸入空気流量、および燃料流量の定常
試験データによる計算と過渡運転による実測の
比較 



－ 47 －

 

 

 
 

３．高性能化しているディーゼルエンジンにおける 
今後の方向性について 

 
環境研究領域  ※鈴木 央一  水嶋 教文  山口 恭平 

 
 

１．はじめに 
ディーゼルエンジンは、内燃機関の中で最も高効率

なだけでなく、信頼性、耐久性にも優れることから、

自動車のみならず、建機、舶用、発電所等大型エンジ

ンを中心に広く用いられている。その一方で、窒素酸

化物（NOx）や粒子状物質（PM）に代表される有害

成分を生成、排出することがデメリットとして挙げら

れた。とりわけ自動車は台数が多く、それらの環境に

及ぼす寄与率が高かったため、早い段階から排出ガス

規制が行われ、環境性能改善のために多くの技術開発

が行われてきた。近年では、有害排出ガスの低減のみ

ならず、さらなる高効率化、低燃費化も求められてい

る。排出ガス低減技術の多くは、熱効率と背反するこ

とが多く、その両立は容易でない。それに対して、過

給機、燃料噴射系、排気後処理装置など多くの要素技

術で顕著な進化がみられ、以前は不可能と思われた排

出ガス低減を達成しつつ、燃費、CO2排出性能につい

ても従来よりも明らかに改善されている。 
そこに至る技術の変化について、一例を挙げたい。 
交通研で、'00~'01 年にかけて CD3 モード（その後

改良された CD34 モードを経て、現在の JC08 モード

になる）について多くの車両を用いた検証試験を行っ

た際、各種ガソリン車に加え当時最も代表的といえる

ディーゼル乗用車も用いたが、それに搭載されていた

ディーゼルエンジンの主な諸元を記載すると、 
燃焼方式 ：渦流室式 
吸気方式 ：自然吸気 
燃料噴射系：分配型 
後処理装置：なし 

であり、直接噴射式で過給機やコモンレール式燃料噴

射系搭載が前提となっている現在のディーゼルエン

ジンとは、名前以外は同じところがないくらいに大き

く異なっている。つまり、十数年の間に根本が変わる

ほどの進化をした、ということができる。その劇的な

変化をもたらした要素の代表例として 

●コモンレール式燃料噴射系 
●可変容量型ターボチャージャー（Variable 

Geometry Turbohchager = VGT） 
が挙げられるが、それら自体で排出ガスを削減すると

いうより、むしろ制御の自由度を提供し、排気再循環

（Exhaust gas recirculation = EGR）等と組み合わせ

ることでトータル性能を改善させるポテンシャルが

ある、というものである。つまり、最新ハードウェア

はそれ自体で高性能が得られるのではなく、制御自由

度の中から、そのポテンシャルを最大限引き出すだけ

の解をみつける試験、適合工数を投入することで初め

て最先端といえる性能が得られるものである。最新の

ハードウェアを搭載、となるとその時点でコスト増や

構造の複雑化が避けられないだけでなく、信頼性の確

保等のための設計、開発時の工数、費用ともに増加す

る。その結果、ディーゼルエンジン開発は多額の費用

がかかり、自前で開発するメーカー、そしてエンジン

ファミリーの数はいずれも減少傾向にあり、統合化、

共通化等が進んでいる。つまり、限られた少数の勝者

が多量生産をすることで開発コストを回収しようと

する構図となっている。 
恐らく、この傾向はしばらく継続するとみられ、従

来に加えて 2 段過給機や低圧 EGR、さらには可変バ

ルブタイミング機構、排熱回生機構等も加わって、複

雑化は加速していくと予想される。 
そのような形で高性能化されていく過程は、ユーザ

ーにとって悪いものではない。しかしその状態が継続

すると、画一化されて選択肢が狭まり、趣向や用途の

違いによる適材適所、といった多様性に対応する少量

多品種化などが失われ、自動車「文化」としては貧困

になる恐れがある。 
そのような状況下で、今後を考えていくにあたって

は、現在の「価格上昇を抑えつつ、厳しい規制を満た

すためにとにかく高性能化」という視点から、「安く

簡単に」する視点を、という議論も出てくる。もちろ

 

 

いるトルクの急激な立ち上がり時において、シミュレ

ーションにより計算した場合と比較して瞬間的に増

大していることが確認できる。また、これらの結果か

ら過渡運転における EGR 率についても定常試験の場

合と比較して変化していることが予測できる。エンジ

ンにおいては過給圧力および EGR 率等の条件が異な

ると、筒内の燃焼状態が全く異なる現象となるため、

過渡運転においてトルクが急激に変化する際に瞬間

的に熱効率が悪化する運転状態となり、同一出力を維

持するために燃料流量が増大したものと考えられる。 
 以上より、ターボチャージャを搭載した近年のディ

ーゼルエンジンにおいては、同一のエンジン回転数お

よびトルクであっても定常運転と過渡運転で必ずし

も同じ運転状態にはないことが確認された。また、定

常運転による燃費マップを用いて計算した燃費と過

渡運転による実測燃費との差異は、走行モードによっ

て変化することが明らかとなった。したがって、日本

の走行モードの場合、欧州で提案されている WHTC 
correction factorを導入しても実態とは異なってしまう

可能性がある。今後は、他のディーゼルエンジンにつ

いても同様の試験データを取得すると共に、重量車燃

費試験法において過渡状態を考慮する方法を検討し、

日本の実態に即した手法を提案していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．おわりに 
 以上、日本、米国、および欧州における重量車燃費

法の概要についてまとめ、日本の重量車燃費試験法と

米国および欧州の試験法との違いについて述べた上

で、日本の現行試験法に対して、国際基準調和を踏ま

えつつ試験法のさらなる高度化を図るための課題を

考察した。日本における重量車燃費試験法では、エン

ジン単体での評価ではなく車両ベースで評価をする

こと、膨大な数の車両設定に対して設備投資の少ない

シミュレーションを用いること、を基本としている。

したがって、今後もシミュレーションをベースとした

重量車燃費試験法を運用することが求められる。エン

ジンの過渡状態が考慮できない点については、定常運

転による燃費マップを用いた車両シミュレーション

の最大の弱点であり、シミュレーションをベースとし

た重量車燃費試験法を今後も運用し続けるためには、

この点を克服することが重要な課題となる。今後、交

通安全環境研究所では、運用上実現可能かつ自動車メ

ーカおよびユーザにとって公平性を維持可能なもの

とするべく、重量車燃費試験法について検討を重ねる

予定である。 
 

参考文献 

(1) 鈴木ほか、“公表燃費と実際の燃費、なぜ差が出るのか－

(第 1 報) ユーザーの使用状況で怒りうる燃費変動の定量的

な影響”、交通安全環境研究所研フォーラム 2012 講演概要、

pp.3-8、(2012) 

(2) 山口ほか、“公表燃費と実際の燃費、なぜ差が出るのか－

(第 2 報) 燃費試験法における課題と改善方法について－”、

交通安全環境研究所研フォーラム 2012 講演概要、pp.77-78、

(2012) 

(3)“燃料消費率試験(重量車)”、 TRIAS 99-007-01 

(4)“総合資源エネルギー調査会長エネルギー基準部会重量車判

断基準小委員会・重量車燃費基準検討会 最終取りまとめ”、

(2005) 

(5) 米国 EPAホームページ、 

http://www.epa.gov/otaq/climate/gem.htm 

(6) “Worldwide Emissions Standards -Heavy Duty and Off-Highway 

Vehicles-”, 

http://delphi.com/pdf/emissions/Delphi-Heavy-Duty- 

Emissions-Brochure-2012-2013.pdf 

(7) Reduction and Testing of Greenhouse Gas Emissions from Heavy 

Duty Vehicles - LOT 2, 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy/docs/h

dv_2011_01_09_en.pdf 

20
時間 [s]

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

燃
料

流
量

[L
/h

]

0
10
20
30
40

吸
入

空
気

流
量

[]m
3 /h

]

400

600

200

0

過
給
圧
力

[k
Pa

]

0
20
40
60
80

1600
1200
800
400
0

1600
1200

800
400

0

エ
ン
ジ
ン
回
転
数

[rp
m

]

ト
ル

ク
[N

m
]

JE05モード 過渡運転

シミュレーション(定常)

図 7 過給圧力、吸入空気流量、および燃料流量の定常
試験データによる計算と過渡運転による実測の
比較 



－ 48 －

 

 

並みになれば、NOx 排出を気にせず燃費優先の適合

が可能となり、燃費改善のみならず、適合工数の大幅

な削減にもつながり、作業工数を減らしつつ燃費を良

くする目的に近づくことができる。以下に、その可能

性を検討する。 
尿素 SCR の NOx 浄化性能を決定する因子は数多

く存在するが、その中の一つで影響度の大きなものと

して排気温度が挙げられる。概ね 180℃程度以上の触

媒活性温度にならないと NOx 浄化が行えない。ただ、

180℃を多少超えたとしても浄化率を維持するには、

排気流量やNOx中NO2比率などがある範囲にないと

困難で、安定した浄化性能を保つには少なくとも

200℃を上回る温度が必要となる。それに対して、

JE05 モードに代表されるような都市内走行では、

200℃以下で推移する時間が長く、浄化性能向上が難

しい状況にある。それならば温度を維持、上昇させる

ことが必要になるが、どの程度温度を上昇させれば将

来規制をクリアしうる水準になるのか考察する。 
そこを考えるにあたり、交通研で過去に尿素 SCR

の環境安全性の確保等に関して、新長期規制適合の尿

素 SCR システムに改造を施して将来レベルの NOx
排出となった時も含めてアンモニア、シアン化合物等

有害成分排出評価を行ったときのデータ１）を基に検

討する。 

表 1 に諸元を示す車両総重量（Gross Vehicle 
Weight=GVW）20～25t クラスを対象とした排気量

9.2L の新長期規制適合エンジンにおいて、エンジン

側の制御は変更せず尿素 SCR の NOx 浄化率を向上

させるための手法として、標準の状態に加えて以下の

3 通りの手法を盛り込んだ。 
① NOx 量に対して還元剤量の不足を解消するため

尿素水添加量増加 
② 排気管と触媒に断熱材を巻くことで断熱を強化 
③ 触媒温度低下を防ぐためにアイドルストップを実

施 

図 2 は、これらを実施した場合の JE05 モードにお

ける NOx 排出率と平均触媒温度の変化を示したもの

である。図より、上記 3 つの方策を全て実施した時に

は、NOx 排出率が 0.22g/kWh と 2016 年規制並みの

水準にまで低減した。その時の尿素 SCR によるNOx
浄化率は 96％以上におよんでいる。また、触媒平均

温度は当然ながら上昇しているものの、その差は25℃
程度であり、高速走行時には標準状態でも平均温度が

250℃を超えることを考えると大きいとはいえない。

その温度差を埋める手法を検討するにあたり、別途燃

料エネルギーを使用するようでは、燃費悪化につなが

る。一方、有効な燃費向上策にエネルギー回生が可能

な電気ハイブリッド化があるが、大型トラック等でハ

イブリッド化を行うとした場合、搭載バッテリーの重

量がトンオーダーとなり現実的でない。そこで回生エ

ネルギーを後処理装置の触媒昇温に用いることを考

える。 
上記に示される GVW25t クラスの大型トラックで

は JE05 モード（半積載）試験時のエンジン仕事量は、

約14.5kWhであるのに対し、それより総重量が約14t
重いトラクタでの JE05 モードでは 19kWh 強となっ

た。これらの車両設定にて、同一エンジンでエンジン

ベンチ試験を行ったところ、触媒出口温度は平均で約

30℃変化した。このことから、エンジン仕事 4.5kWh
分の排気エネルギー量があれば、十分に目標とする温

度域に達するとみなせる。また、ディーゼル燃焼でエ

ネルギー収支を試算した例２）では、排気エネルギーは

有効仕事よりも小さいことから、4.5kWh のエンジン

仕事は排気エネルギー3～4kWh に相当し、そのエネ
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図 2 新長期規制適合尿素 SCR エンジンに各種方策

を行い NOx 浄化率向上を図った時の NOx 排出率と

平均触媒出口温度（①～③については本文参照） 
 

表 1 エンジン諸元 
シリンダ配置 直列6気筒
吸気系統 ターボインタークーラ、EGR
排気量  L 9.2
最大出力 kW/rpm 250/2200
最大トルク Nm/rpm 1400/1400
燃料噴射装置 コモンレール式
後処理装置 尿素SCR  

 

 

ん自動車メーカーにおいても、低コスト化は重要課題

であり、部品供給や生産性向上など多角的にコスト削

減を進めている。その結果が現在の状況になっている

わけで、たやすく「安く簡単に」ができるわけではな

い。ただし、現在前提とされているいくつかの事項を

変えていくことでその可能性が生じるのではないか、

というあたりを検討した結果を報告する。 
 

２.「安く簡単に」で得られる燃費水準 
近年燃費や CO2 排出性能が、とりわけ強く求めら

れているが、ディーゼル車では同時に排出ガス規制強

化が相次いでおり、それに適合させるような各種の技

術開発が行われてきた。燃費と異なり排出ガス規制は

強制基準であるため、譲歩できない。つまり最新のデ

ィーゼル車は、日本ではポスト新長期規制、欧州であ

ればユーロ Vb、VI などの最新排出ガス規制を満たす

ものとなり、必然的に最新技術を最大限盛り込み、そ

のための膨大な適合作業を行ったものとなる。それに

対して、排出ガス規制だけ一世代（5～7 年）前の水

準として、最新といえないハードウェアで今どきの低

燃費化を図るとどこまで燃費が良くできるか？とい

うことを論ずることとする。 
 

図１ ホンダがインド市場で市販する小型乗用車 
（同社HP より） 

 
一つの例としてホンダがインドで市販するディー

ゼル乗用車「アメイズ（Amaze）」を取り上げる（図

1）。本車両は、排気量 1.5L、100 馬力のエンジンを

搭載した小型乗用車で、排出ガス規制としてはユーロ

IV 相当である。ハードウェア構成について、得られ

た情報から推定すると、 
・（前世代の）コモンレール式燃料噴射系 
・（可変容量でない）従来型ターボチャージャー 

・クーラーを持たない EGR 
・後処理装置は酸化触媒のみ 

となっており、最新といわれる技術はなく、非常にシ

ンプルである。その結果、国産車との単純な比較は妥

当性を欠くかもしれないが、価格についても 100~120
万円程度（9 月時点の 1 ルピー＝約 1.5 円で計算）で

あり、決して高いものではない。しかしながら、その

燃費性能は EU モード（ただし、最高速度 90km/h）
で 25.8km/L と非常に優れており、「安く簡単に」を

高次元で達成したものといっていい。同等クラスの国

産ガソリン車でJC08モードにてそれに近い値を出す

ものもあるが、それらではCVT、アイドルストップ、

充電制御等、最先端技術を盛り込んだ結果であり、条

件がかなり異なる。 
以上より、フリクションに関わる基本骨格等の改善

は実施していると思われるものの、一世代前のハード

ウェア構成であっても、燃費面のポテンシャルの差は

必ずしも大きいものではなく、安く少ない制御変数で

相当レベルの低燃費化が可能であることがわかる。 
 
３．「安く簡単に」性能向上させる可能性 
３．１．後処理装置の性能改善によるトータルポテ

ンシャル向上とその評価方法について 
近年のガソリン車の燃費向上には目を見張るもの

がある。2010 年燃費基準は前倒しで達成され、2015
年燃費基準についても、ハイブリッド車以外で 20%
以上超過達成したものが少なくない。そこに至るには

多くの技術開発が行われているが、大きな要素とし

て、三元触媒の排出ガス浄化率が極めて高いため、燃

焼時における NOx 等排出ガスの生成をほぼ気にする

ことなく燃費向上に集中した技術開発が可能である

点がある。つまり、圧倒的な浄化性能を持つ後処理装

置が燃費向上に特化した技術進歩を加速させている

といえる。ディーゼル車でそれを可能にすることはで

きるのだろうか。 
新長期およびポスト新長期排出ガス規制適合の大

型ディーゼル車の多くで、NOx 浄化のために、尿素

水を使用する NOx 選択還元システム（尿素 SCR：
Selective Catalytic Reduction）が採用されている。

燃焼における NOx 生成抑止は燃費の悪化を伴うこと

が多く、尿素 SCR のような後処理装置で NOx を浄

化できれば、燃費改善に寄与することができる。さら

に尿素 SCR の NOx 浄化率がガソリン車の三元触媒
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ける NOx 排出率と平均触媒温度の変化を示したもの
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量がトンオーダーとなり現実的でない。そこで回生エ

ネルギーを後処理装置の触媒昇温に用いることを考

える。 
上記に示される GVW25t クラスの大型トラックで

は JE05 モード（半積載）試験時のエンジン仕事量は、

約14.5kWhであるのに対し、それより総重量が約14t
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を行い NOx 浄化率向上を図った時の NOx 排出率と
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れているが、ディーゼル車では同時に排出ガス規制強

化が相次いでおり、それに適合させるような各種の技

術開発が行われてきた。燃費と異なり排出ガス規制は

強制基準であるため、譲歩できない。つまり最新のデ

ィーゼル車は、日本ではポスト新長期規制、欧州であ

ればユーロ Vb、VI などの最新排出ガス規制を満たす

ものとなり、必然的に最新技術を最大限盛り込み、そ

のための膨大な適合作業を行ったものとなる。それに

対して、排出ガス規制だけ一世代（5～7 年）前の水

準として、最新といえないハードウェアで今どきの低

燃費化を図るとどこまで燃費が良くできるか？とい

うことを論ずることとする。 
 

図１ ホンダがインド市場で市販する小型乗用車 
（同社HP より） 

 
一つの例としてホンダがインドで市販するディー

ゼル乗用車「アメイズ（Amaze）」を取り上げる（図

1）。本車両は、排気量 1.5L、100 馬力のエンジンを

搭載した小型乗用車で、排出ガス規制としてはユーロ

IV 相当である。ハードウェア構成について、得られ

た情報から推定すると、 
・（前世代の）コモンレール式燃料噴射系 
・（可変容量でない）従来型ターボチャージャー 

・クーラーを持たない EGR 
・後処理装置は酸化触媒のみ 

となっており、最新といわれる技術はなく、非常にシ

ンプルである。その結果、国産車との単純な比較は妥

当性を欠くかもしれないが、価格についても 100~120
万円程度（9 月時点の 1 ルピー＝約 1.5 円で計算）で

あり、決して高いものではない。しかしながら、その

燃費性能は EU モード（ただし、最高速度 90km/h）
で 25.8km/L と非常に優れており、「安く簡単に」を

高次元で達成したものといっていい。同等クラスの国

産ガソリン車でJC08モードにてそれに近い値を出す

ものもあるが、それらではCVT、アイドルストップ、
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件がかなり異なる。 
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相当レベルの低燃費化が可能であることがわかる。 
 
３．「安く簡単に」性能向上させる可能性 
３．１．後処理装置の性能改善によるトータルポテ
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近年のガソリン車の燃費向上には目を見張るもの

がある。2010 年燃費基準は前倒しで達成され、2015
年燃費基準についても、ハイブリッド車以外で 20%
以上超過達成したものが少なくない。そこに至るには

多くの技術開発が行われているが、大きな要素とし

て、三元触媒の排出ガス浄化率が極めて高いため、燃
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といえる。ディーゼル車でそれを可能にすることはで

きるのだろうか。 
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型ディーゼル車の多くで、NOx 浄化のために、尿素

水を使用する NOx 選択還元システム（尿素 SCR：
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燃焼における NOx 生成抑止は燃費の悪化を伴うこと

が多く、尿素 SCR のような後処理装置で NOx を浄

化できれば、燃費改善に寄与することができる。さら

に尿素 SCR の NOx 浄化率がガソリン車の三元触媒
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図 4 は車両A、B で JC08H モードを走行した場合

のエンジン回転数と負荷率の使用頻度分布を比較し

たものである。負荷率は汎用スキャンツールにて記録

されたデータであり、プロットの総数は車種により異

なる。図より、2 台の車両で使用するエンジン負荷領

域が大きく異なることがわかる。ハイブリッド車で

は、60％負荷率以上がエンジン作動時間の 80％以上

を占めるのに対し、MT 車ではそれが 1.5％でしかな

い。負荷率は概ね 1 サイクルあたりの燃料噴射量に比

例するため、高負荷域での使用が多いことは、触媒温

度と浄化性能の向上に直結する。 

また、図から明らかなように、シリーズハイブリッ

ドの要素を含むハイブリッド車では、エンジン運転領

域を燃費の良い限られた部分のみに限定することが

可能となる。このようにして、適合を行わねばならな

い範囲を減らすことができれば、開発時の作業工数を

大きく削減することが可能となる。 
これらで示されたように、ハイブリッド化すること

が、後処理温度維持と適合工数の削減という、現在の

ディーゼルエンジンにおける根本的な課題に対する

解になり得るものである。 
 通常エンジンの車両では、最高熱効率になる運転ポ

イントを使用できるケースが極めて限られたことか

ら、熱効率の最高値よりも、部分負荷を含めてサイク

ル全体の燃費を良くするためにどうするか、が課題と

なっていた。それに対して、シリーズ的な要素を持つ

ハイブリッド車では、エンジン使用領域が限られるこ

とから、その領域での最高熱効率が車両全体の燃費に

大きく影響を与える。そのため、ガソリンエンジンに

おいてもアトキンソンサイクルを用いるなど、最大ト

ルク等他の要素を譲歩してさえも最高効率を求める

方向になっている。ただ、最高熱効率では、ディーゼ

ルエンジンは高いポテンシャルを持っており、ディー

ゼルハイブリッドは、単にディーゼルエンジンにおけ

る現状の課題を解決する手段としてのみならず、性能

上の効果も高いと考えられる。 
 ディーゼルハイブリッド車の排出ガスや燃費を評

価する場合、軽・中量車（GVW3.5t 以下）では、現

状で理論上問題は生じない。しかし、DPF（Diesel 
Particulate Filter）等の周期的制御等が加わった状態

でのハイブリッド車評価は、相当煩雑になると見込ま

れる。さらに、プラグインハイブリッド車で、外部充

電によりエンジン作動頻度が低下するような場合に

は、その問題がより顕著になる。外部充電が前提の場

合、ディーゼルエンジンを用いるメリットが相対的に

小さくなり、現実的には考えにくいが、今後このよう

な車両が登場する場合には、現実的な審査方法の検討

が必要となる。 
 一方、エンジンベンチ試験が基本となる重量車では

2016 年以降に国際基準調和試験サイクル（WHDC）

が導入された場合、車両の概念のない WHDC でどの

ように実際の走行を反映するかはまだ決められてい

ない。それに関しては、現在国連自動車基準調和世界

フォーラム（WP29）の排出ガス・エネルギー専門家

会議（GRPE）傘下の Heavy Duty Hybrids Informal 
Group meeting（HDH）にて、HILS（Hardware In 
the Loop Simulation：ハードウェアを基本としたシ

ミュレーション）法をベースに車両の概念を含めた排

出ガス試験法の策定が進められている。その場には、

交通安全環境研究所からも参画し、中心的役割を担っ

て議論を行っている。 
 

表 3 エンジン使用領域比較を行う車両の諸元 
車両A 車両B

車体形状 ハッチバック クーペ
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ハイブリッド
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ルギーで必要な加熱を行えると判断できる。 
図 3 は、GVW25t トラックで JE05 モードシャシダ

イナモ試験を実施したときの仕事量について内訳を

示したものである。エンジン仕事量は既述のエンジン

ベンチ試験の数値と同じであるのに対して、車両がダ

イナモローラを駆動した仕事は、タイヤを含む駆動系

の損失などから、それより 1 割あまり減少した。その

うち制動仕事とした 5.7kWh は、減速時に車両がブレ

ーキをかけたため、ダイナモが駆動を行ったものであ

り、車両が減速時に回生しうるエネルギー量といえ

る。この値は上記触媒の加熱に必要とした 3～4kWh
よりも十分に大きい。したがって、回生エネルギーを

用いた後処理装置の抜本的な性能向上は、理論的には

十分可能で、そのことがエンジン制御に大きな余裕を

もたらし、トータルコストの改善につながりうるもの

といえる。 

なお、現在このようなシステムを適切に評価できる

試験方法は存在しない。これまで大型車用エンジン

は、エンジン単体で認証試験を行い、その認証の得ら

れたエンジンを様々な型式の車両に搭載する形態を

取っていたため、車両で発生する減速時の仕事などに

ついては考慮されなかったためである。これは欧米を

はじめ世界中同様である。後述するハイブリッド車で

は、車両で起こる回生の評価などを考慮した試験方法

が検討されているものの、それらは通常のエンジンに

は適用されない。しかし、今後は単にエンジン単体に

止まらず、車両に搭載され、実際に運用される状態で

の燃費や排出ガスの評価が重要になっていくと考え

られる。 
表 2 は重量車用エンジンにおける認証試験サイク

ルの移り変わりについてまとめたものである。表より

一つの試験サイクルは 10 年程も使用すると、エンジ

ン技術と測定技術の進歩等を反映させた新たな試験

サイクルへと移行しているのがわかる。これまでの考

え方では、新たな試験サイクルはそれ以前のものより

も広い範囲における排出ガス性能を評価する意味合

いの強いものとなっていた。しかし、国際基準調和試

験サイクル WHDC（Worldwide Harmonized Heavy 
Duty Certification）の次を考えた場合、単にエンジ

ン単体を対象にチェックできる範囲を広げる、という

従来の意識よりも、既述のように実際の車両でどれだ

け低くできるか、という視点が重要性を増していくと

みられる。その場合、従来のエンジンベンチ試験で実

走行を反映させた仕組みを作るのか、シャシダイナモ

で試験をするのか、さらに究極のリアルワールド評価

として車載型排出ガス分析計（Portable Emission 
Measurement System = PEMS）を用いた評価を中

心にするのか、従来の手法にとらわれない議論が必要

になる。このような認証試験時における評価試験方法

の策定支援は、交通安全環境研究所の主たる業務であ

り、多岐にわたる可能性について検討し、今後活用で

きる知見を深めていきたい。 
 
３．２．課題解決手段としてのハイブリッド化 
もう一つ「安く簡単に」する方策の一つとして、「電

気ハイブリッド化」を挙げたい。先に大型車では現実

的でないと述べたが、乗用車クラスまで対象を広げた

としても、通常高価になりやすいディーゼルエンジン

に、さらにバッテリーやモーター、インバータ等の追

加コストが発生するハイブリッド化は、費用対効果の

点で優れているとは言い難い。そのため、ガソリン乗

用車では多く普及しているハイブリッド車が、ディー

ゼルではほとんど例がみられない。ただし、ハイブリ

ッド化によるエンジン使用領域の限定が、従来の困難

さを解決するブレークスルーになりうる。 
その例として、表 3 に示すハイブリッド乗用車（車

両A）と、同等重量クラスのマニュアルトランスミッ

ション搭載車（車両 B）を用いて、走行時のエンジン

使用領域を比較した。 

表 2 重量車における認証試験サイクルの遷移 

試験サイクル 運転方法 導入年
D13 定常 1994
JE05 過渡 2005
WHDC 過渡（WHTC）＋定常（WHSC） 2016  

制動仕事 5.7kWh

車両仕事 12.7kWh

エンジン仕事 14.5kWh

制動仕事 5.7kWh

車両仕事 12.7kWh

エンジン仕事 14.5kWh

GVW25tトラックシャシダイナモ試験  
図 3 JE05 モードにおけるエンジン仕事と内訳 
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制動仕事 5.7kWh

車両仕事 12.7kWh

エンジン仕事 14.5kWh

制動仕事 5.7kWh
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GVW25tトラックシャシダイナモ試験  
図 3 JE05 モードにおけるエンジン仕事と内訳 
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４．まとめ 
 ディーゼルエンジンが高度に進化している一方で、

大きな課題として、構造面およびその適合について非

常に複雑化している状況を示したうえで、今後より

「安く簡単に」する技術的なブレークスルーの可能性

と、そのような技術が導入された場合を含めた、将来

見直しが必要となる技術基準項目等を検討した。 

(1) 一世代前の代表的な構成のディーゼル乗用車で

も、優れた燃費性能を示す例もあることから、現

状で前提とされている事項を変えることができ

れば、シンプルかつ低燃費なディーゼルエンジン

は実現可能である。 
(2) ガソリン車では、三元触媒の浄化性能の高さか

ら、燃焼面での NOx 等があまり考慮されずに燃

費に特化した技術開発が行われていることから、

後処理装置の性能向上は、燃費改善にもつながる

技術となる。 
(3) 尿素 SCR システムおよび大型トラック等のシャ

シダイナモ試験の結果等から、減速時のエネルギ

ーを用いて触媒を加熱すれば、新長期規制適合エ

ンジンで 2016 年規制並み（2 段階の改善）のNOx
排出性能を達成しうる。 

(4) ディーゼルハイブリッドは、コスト増加につなが

り現状では一般的でないが、適合工数の削減や後

処理装置の温度確保といった、現状の課題を解決

しうるものとして、今後考慮されていくべき技術

といえる。 
(5) これらを評価する試験方法にあたっては、とくに

現在エンジンベンチ上でエンジン単体の試験評

価を行っている重量車において、車両トータルの

制御等を反映させた試験評価方法の導入が必要

になるとみられ、例えば排出ガス試験方法では従

来と根本的に異なる手法が必要になる可能性も

ある。実環境の改善につながる手法について検討

などを進めていきたい。 
 

参考文献 
(1) 鈴木央一，石井素、“2009 年規制を視野に入れた

尿素 SCR の技術的可能性と課題について”、自動

車技術会論文集 Vol.39、No.2、p399～404、JSAE 
20084296，（2008） 

(2) 島崎直基、港明彦、鈴木浩高、“将来ディーゼル機

関の熱効率向上に向けた取り組み”、自動車技術会

2010年春季学術講演会前刷集No.80-10、p.19-24、
(2010) 

 

 

 
 

４．高度化したデジタコを用いた重量貨物車の 
使用過程での燃費およびＮＯｘ排出量検査方法に関する研究 

－ＮＯｘセンサによる燃費およびＮＯｘ排出量測定－ 
 
 

環境研究領域   ※山本 敏朗  堤 玲子  水嶋 教文 
 

１．研究の背景 
今世紀に入り、我が国においては、新型自動車に対

する排出ガス規制が次々と強化されてきた。それに伴

ってディーゼル車には、ディーゼル微粒子捕集フィル

ター（ＤＰＦ）や尿素ＳＣＲシステム等の排気後処理

装置や高度な電子制御装置が搭載された（１）、（２）。こ

れらの装置は、車両の運転条件や気温等の環境条件に

よって、その作動状態が大きく影響されるため、認証

時の室内試験での排出ガス状態と実路走行時の排出

ガス状態との乖離が顕在化することとなった。この状

況は欧米においても同様であり、室内試験法による排

出ガス規制の強化によって大気質の改善を図ってき

たが、近年、その改善効果が頭打ちとなってきた。こ

れは前述したように室内試験と実路走行時で排出ガ

ス状態が異なること（公定試験モードを外れた走行状

態（オフサイクル）での高いＮＯｘ排出、コールドス

タート時の排出量増加等）や、使用過程での排出ガス

低減装置の劣化等に伴う排出量の増加に起因するも

のと考えられた（３）。そこで、ＷＨＴＣ（重量車世界

統一試験サイクル）の適用による試験法の改善やディ

フィートストラテジー（排出ガスを悪化させるエンジ

ン制御）の使用禁止、さらにＷＷＨ－ＯＢＤ（高度な

車載式故障診断システム）の導入と共に、使用過程の

重量貨物車に対して実路走行時の排出ガスを車載型

排ガス計測器（ＰＥＭＳ：Portable Emission 

Measurement System）で測定する排出ガス試験法（４）、

（５）の導入が検討された。 

一方、我が国においても、オフサイクル対策として

ディフィートストラテジーの使用禁止を定める（６）と

ともに、排気後処理装置に関する耐久試験法の見直し

についても検討することとなった。また、現在、使用

過程車の排出ガス性能維持方策としては、継続検査、

街頭検査、ＯＢＤ（乗用車には適用済み、重量貨物車

にも適用予定）およびサーベイランス（公的機関によ

る使用過程車の抜き取り検査、検討段階）が実施ある

いは検討されている。本研究では、特に、総走行距離

が平均で６０万ｋｍを超える重量貨物車の使用過程

での継続検査に注目した。本検査では、オパシメータ

等を用いた粒子状物質の検査は実行されているもの

の、排ガス検査については有効な検査方法がないこと

から実行されてないのが現状である。そこで、この排

ガス検査を欧米で検討されているＰＥＭＳによって

行うことを考えた。ただし、既存のＰＥＭＳは、定置

型排ガス分析計と比べればコンパクトではあるが、本

体とバッテリを合わせると１００ｋｇ程の重量であ

り、設置場所が問題となる。ここで、我が国と欧米で

は、使用されることの多い貨物自動車の形態が異な

る。即ち、我が国では箱車が多いのに対して、欧米で

は運転席と荷台が分離できる構造のトレーラー式車

両が多い。このことから、試験実施時に、欧米ではＰ

ＥＭＳの取り付けが容易な覆い等のない荷台の選択

が可能なのに対して、我が国ではサンプリングプロー

ブ等を通すために荷台に穴を開ける等の加工が必要

となる。このことは我が国にＰＥＭＳ試験法を導入す

るに当たっての課題となる。また、本試験を実行する

には、ＰＥＭＳの取り付けおよび操作を専門の技術者

が行うこととなるため、試験対象の商用車を一定期間

借用する必要がある。これに伴って事業者は経済的な

不利益を被ることになるため、ＰＥＭＳ試験の導入に

おいては何らかの対策が必要と考える。 

２．研究の目的 
以上のような事情を踏まえた上で、打開策として、

本研究では、運送事業用貨物車への導入が進むデジタ

ル式の運行記録計（デジタコ）にＮＯｘセンサ信号や

吸入空気量、燃料噴射量等のＣＡＮ（Controller Area 

Network）信号等を取り込むことにより、新たに燃費・

ＮＯｘ計測機能付きデジタコを構成し、これを簡易型

ＰＥＭＳとして用いて実走行時に燃費およびＮＯｘ
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２．研究の目的 
以上のような事情を踏まえた上で、打開策として、

本研究では、運送事業用貨物車への導入が進むデジタ

ル式の運行記録計（デジタコ）にＮＯｘセンサ信号や

吸入空気量、燃料噴射量等のＣＡＮ（Controller Area 

Network）信号等を取り込むことにより、新たに燃費・

ＮＯｘ計測機能付きデジタコを構成し、これを簡易型

ＰＥＭＳとして用いて実走行時に燃費およびＮＯｘ
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排出量の測定を行って重量貨物車の使用過程での継

続検査を実施する「簡易式ＰＥＭＳ検査」を提案する。

ここで、運行記録計の装着義務は「車両総重量８

ｔ以上または最大積載量５ｔ以上」のトラックに

限られているが、現在、対象車両の拡大が検討さ

れている（７）。また、近年の排出ガス規制の強化に

伴うディーゼル車および排出ガス低減技術の高度化

により、ＣＯおよびＮＭＨＣ（非メタン炭化水素）の

排出についてはほとんど考慮する必要はなく、ＮＯｘ

排出のみに注力すればよいと考えられる。さらに、省

エネ法の改正（8）に伴って、一定規模以上の輸送事業

者および荷主に対して省エネ計画の作成、エネルギー

使用量等の定期報告等が義務付けられていることか

ら、燃費測定および燃費検査を検討することとした。 

本研究で簡易型ＰＥＭＳとして提案する燃費・ＮＯ

ｘ計測機能付きデジタコの特長を以下に記す。①装置

は排気管直挿型ＮＯｘセンサとデジタコで構成され、

サイズはＮＯｘセンサが空燃比センサ程度、またデジ

タコがカーオーディオ程度とコンパクトである。②装

置重量は、ＮＯｘセンサとデジタコを合わせて１ｋｇ

程度であり、１００ｋｇ超の計測器の搭載が不要とな

る。③水素、空気およびスパンガス（５成分混合）か

ら成る３本のガスボンベの搭載が不要となる。④消費

電力の大幅低減により大型バッテリの搭載が不要と

なる。⑤ＮＯｘセンサは排気管に取り付け、またデジ

タコは運転席のダッシュボードに設置するため、従来

型ＰＥＭＳのように荷台に設置スペースを設ける必

要がない。従って、荷台等への加工は一切不要となる。

⑥ＮＯｘセンサは、尿素ＳＣＲシステム使用のセンサ

で代用できる。また、今後、ＮＯｘセンサがＯＢＤに

使用される場合は、これとの併用も可能である。 

本報告では、燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジタコ

を構成する前段階として、ＮＯｘセンサ信号や吸入

空気量等のＣＡＮ信号を測定してデータロガーに記

録し、それらを基に算出した燃費およびＮＯｘ排出量

と、公定試験法による測定値あるいは従来型ＰＥＭ

Ｓでの測定値との比較を行い、測定の正確さや相関

性を検討した。さらに、従来型ＰＥＭＳ試験の課題

の１つである商用車を一定期間占有することによる

運送事業者への負担を解消するため、デジタコ内蔵

の通信モジュールを使い、ＮＯｘセンサ信号をクラ

ウドサーバー上に記録し、そのデータを基に遠隔地

でＮＯｘ排出および燃費の検査を行うことを考え

た。第一段階として、クラウドサーバー上に送信し

たＮＯｘ濃度データとＰＥＭＳで収録したＮＯｘ濃

度データを比較して通信データの信頼性を検証し

た。 

３．実験方法 
本試験では、試験車両のＣＡＮに接続して、車

速、エンジン回転速度、吸入空気量および燃料噴射

量の各信号を取得した。試験車両の主な諸元を表１

に示す。同表より、試験車両のＮＯｘ低減対策がＥＧ

Ｒ（排気ガス再循環）であることから、ＮＨ３の排出

がないことがわかる。ＮＯｘセンサは、ＮＨ３をＮＯ

ｘとして誤って検出してしまうＮＨ３干渉の問題（9）

があるが、本試験車両では、このＮＨ３干渉を考慮す

る必要がない。今後、尿素ＳＣＲシステム搭載車両の

ようにＮＨ３排出の可能性がある場合は、ＮＨ３干渉分

も含めて「ＮＯｘ排出量＋ＮＨ３排出量」として評価

するなどの工夫が必要であると考える。試験車両の荷

台には、計測データの比較に用いる従来型ＰＥＭＳ

（堀場製作所製ＯＢＳ－２２００車載式排出ガス分析

装置）を搭載し、同装置付属のピトー管式排ガス流量

計により瞬時排出ガス流量を計測した。ＮＯｘ濃度

および空燃比（Ａ／Ｆ）の計測に用いたＮＯｘセンサ

の外観を、図１に示す。同センサは、ネジ部より先

にあるＺｒＯ２素子を排気管内に挿入して用い、ＮＯ

図１．NOxセンサの外観 

測定原理 ZrO2素子のＯ2ポンプ機能を利用
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ｘ濃度およびＡ／Ｆに対応した電圧を出力する。供
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である。ＮＯｘセンサによるＡ／Ｆ値の算出には、

走行試験データを基に作成した検量線を用いた。 

試験に用いたデジタコ（トランストロン製ＤＴＳ－

Ｃ１）は、車速、エンジン回転速度およびＧＰＳの入

力に用いる基本ハーネスのみならず、入力信号の追

加ができる拡張ハーネスを有する。図２に、試験用

デジタコの信号の入・出力関係を示す。今回の試験

では、一部の路上走行試験において、ＮＯｘセンサ

からのＮＯｘ濃度出力信号とＡ／Ｆ出力信号を拡張

ハーネスを通じてデジタコに入力した。今後、ＣＡ

Ｎデータの吸入空気量信号やピトー管式排ガス流量

信号についても、拡張ハーネスからの入力を検討し

ていく予定である。 

本試験用デジタコには、通信モジュールが内蔵さ

れていることから、図２に示すように拡張ハーネス

への信号入力が全てできるようになれば、試験車両と

は別の場所において、実路走行時のＮＯｘ排出量お

よび燃費データを運行情報や位置情報等とリンクさ

せてリアルタイムに取得できる。本試験では、遠隔

地でのデータの取得とＮＯｘ排出量検査の可能性を

検討するため、実路走行時に、ＮＯｘセンサのＮＯ

ｘ濃度出力信号をクラウドサーバーに送信してサー

バー上にデータを記録した。 
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により、ＣＯおよびＮＭＨＣ（非メタン炭化水素）の

排出についてはほとんど考慮する必要はなく、ＮＯｘ

排出のみに注力すればよいと考えられる。さらに、省

エネ法の改正（8）に伴って、一定規模以上の輸送事業

者および荷主に対して省エネ計画の作成、エネルギー
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ら、燃費測定および燃費検査を検討することとした。 
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ｘ計測機能付きデジタコの特長を以下に記す。①装置

は排気管直挿型ＮＯｘセンサとデジタコで構成され、

サイズはＮＯｘセンサが空燃比センサ程度、またデジ

タコがカーオーディオ程度とコンパクトである。②装

置重量は、ＮＯｘセンサとデジタコを合わせて１ｋｇ

程度であり、１００ｋｇ超の計測器の搭載が不要とな

る。③水素、空気およびスパンガス（５成分混合）か

ら成る３本のガスボンベの搭載が不要となる。④消費
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型ＰＥＭＳのように荷台に設置スペースを設ける必

要がない。従って、荷台等への加工は一切不要となる。

⑥ＮＯｘセンサは、尿素ＳＣＲシステム使用のセンサ

で代用できる。また、今後、ＮＯｘセンサがＯＢＤに

使用される場合は、これとの併用も可能である。 

本報告では、燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジタコ

を構成する前段階として、ＮＯｘセンサ信号や吸入

空気量等のＣＡＮ信号を測定してデータロガーに記

録し、それらを基に算出した燃費およびＮＯｘ排出量

と、公定試験法による測定値あるいは従来型ＰＥＭ

Ｓでの測定値との比較を行い、測定の正確さや相関

性を検討した。さらに、従来型ＰＥＭＳ試験の課題

の１つである商用車を一定期間占有することによる

運送事業者への負担を解消するため、デジタコ内蔵

の通信モジュールを使い、ＮＯｘセンサ信号をクラ

ウドサーバー上に記録し、そのデータを基に遠隔地

でＮＯｘ排出および燃費の検査を行うことを考え

た。第一段階として、クラウドサーバー上に送信し

たＮＯｘ濃度データとＰＥＭＳで収録したＮＯｘ濃

度データを比較して通信データの信頼性を検証し

た。 

３．実験方法 
本試験では、試験車両のＣＡＮに接続して、車

速、エンジン回転速度、吸入空気量および燃料噴射

量の各信号を取得した。試験車両の主な諸元を表１

に示す。同表より、試験車両のＮＯｘ低減対策がＥＧ

Ｒ（排気ガス再循環）であることから、ＮＨ３の排出

がないことがわかる。ＮＯｘセンサは、ＮＨ３をＮＯ

ｘとして誤って検出してしまうＮＨ３干渉の問題（9）

があるが、本試験車両では、このＮＨ３干渉を考慮す

る必要がない。今後、尿素ＳＣＲシステム搭載車両の

ようにＮＨ３排出の可能性がある場合は、ＮＨ３干渉分

も含めて「ＮＯｘ排出量＋ＮＨ３排出量」として評価

するなどの工夫が必要であると考える。試験車両の荷
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装置）を搭載し、同装置付属のピトー管式排ガス流量

計により瞬時排出ガス流量を計測した。ＮＯｘ濃度

および空燃比（Ａ／Ｆ）の計測に用いたＮＯｘセンサ

の外観を、図１に示す。同センサは、ネジ部より先
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せてリアルタイムに取得できる。本試験では、遠隔

地でのデータの取得とＮＯｘ排出量検査の可能性を

検討するため、実路走行時に、ＮＯｘセンサのＮＯ

ｘ濃度出力信号をクラウドサーバーに送信してサー

バー上にデータを記録した。 

上記の試験装置を車載した状態を、図３に示す。

この試験車両を用いたシャシダイナモメータ（ＣＤ）

台上試験では、ＮＯｘセンサのＮＯｘ濃度およびＡ

／Ｆ出力の正確さやＰＥＭＳ測定値との相関を検証

するため、ＪＥ０５モードあるいはＥＣＥモードを

運転して各種データを測定した。また、実路走行時

のＮＯｘセンサ性能を検証するため、路上走行試験

を実施した。東京都道１４号（東八道路）の交通安全

環境研究所付近から小金井南中西交差点付近までの

アップダウン道路（平均勾配：１．６％、距離：約

８．７５ｋｍ）を、積載重量約１,５００ｋｇ（分析

装置の重量を含む）で往復走行し、各種データの測定

を行った。 

４．実験結果および考察 
４．１．ＮＯｘセンサを用いたＮＯｘ排出量および

燃費の算出における正確さ 
本研究で提案する燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジ

タコによる「簡易式ＰＥＭＳ検査」において、その要
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となるのはＮＯｘセンサを用いたＮＯｘ濃度および

Ａ／Ｆの計測の正確さであり、さらにＮＯｘ排出量

および燃費の算出に必要となる排出ガス流量あるい

は吸入空気量の計測の正確さである。 
図４に、ＮＯｘセンサのＡ／Ｆ測定値とＰＥＭＳに

よるカーボンバランスＡ／Ｆの相関を示す。ここで

は、モード運転時のＡ／Ｆ変動下での結果であること

から、加減速条件などでは排ガス分析の応答時間に依

存するカーボンバランスＡ／Ｆの応答性がＮＯｘセ

ンサに比べて劣る。このことから、図中のプロットに

ばらつきが見られるが、両者には強い相関性が認めら

れる。一方、ＮＯｘセンサのＮＯｘ濃度測定値とＰＥ

ＭＳによるＮＯｘ濃度測定値の相関を、図５に示す。

モード運転時の瞬時値をプロットしているにもかか

わらずばらつきも少なく、両者には極めて強い相関性

が認められる。以上の結果から、ＮＯｘセンサのＡ／

Ｆ測定およびＮＯｘ濃度測定の正確さは、試験用ＰＥ

ＭＳと同等であると考えられる。 
次に、供試ＮＯｘセンサにより算出される燃費およ

びＮＯｘ排出量の正確さの評価を他の手法による算

出値と比較することによって行った。ここで、燃費は

吸入空気量をＡ／Ｆで除算して得られることから、

本報告では、「Ａ／Ｆ燃費」と呼ぶこととする。従来

のＰＥＭＳ測定では、排出ガス中の炭素含有成分の

排出量から算出される「カーボンバランス燃費」を用

いていることから、両燃費値に隔たりがあるか確認

する必要がある。図６に、従来のＰＥＭＳ測定で得

られる結果とＮＯｘセンサを用いた測定で得られる

結果を整理して示す。同図に示すように、ＮＯｘ排

出量および燃費は、ピトー管式流量計による排出ガス

車載式排出ｶﾞｽ分析装置
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D PEMS分析によるｶｰﾎﾞﾝﾊﾞﾗﾝｽ燃費（ﾋﾟﾄｰ管排出ｶﾞｽ流量を使用）

E PEMS分析によるｶｰﾎﾞﾝﾊﾞﾗﾝｽ燃費（ｶｰﾎﾞﾝﾊﾞﾗﾝｽA/Fと吸入空気量（CAN）により排出ｶﾞｽ流量算出）

Ｆ 吸入空気量（CAN）／PEMS分析によるｶｰﾎﾞﾝﾊﾞﾗﾝｽA/F

G 燃料噴射量信号より算出した燃費

※排出ｶﾞｽ密度：1.20kg/m3（λ＞1，標準状態：20℃，1気圧）
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流量あるいはＣＡＮから取得した吸入空気量のいず

れかを用いて算出し、それぞれを比較して評価を行っ

た。図７に、ＣＤ台上において、ＪＥ０５モードコ

ールドスタート試験を実施したときのＮＯｘ排出量

（ｇ／ｔｅｓｔ）を、Ⅰ～Ⅴの方法で算出し、それら

をⅠの値を１００とする指数で表し比較して示す。

ここで、Ⅰの方法（定置式排出ガス分析装置によるＣ

ＶＳ法バッグ分析）は公定試験法で定められた方法で

あることから、Ⅰの値を真値近傍の目標値と考える

と、本研究で提案する「ＮＯｘセンサ＋ＣＡＮ取得の

吸入空気量」のⅡの方法による算出値は、目標値と極

めてよく一致していることがわかる。これに対し

て、従来のＰＥＭＳ測定による算出値であるⅤの値

は、Ⅰの値を３％程下回っていることがわかる。こ

の乖離の原因は、Ⅳの「ＰＥＭＳ＋ＣＡＮ取得の吸入

空気量」の値がⅠの値に近づくことから、ピトー管式

流量計の測定の正確さが不十分であることに起因す

ると推察する。 
図８は、ＪＥ０５モードコールドスタート運転で

の燃料消費量（ｇ／ｔｅｓｔ）をＡ～Ｇの方法で算出

し、それらをＡの値を１００とする指数で表し比較

した結果である。本報告では、燃料消費量（ｇ／ｔｅ

ｓｔ）を燃費（ｋｍ／Ｌ）に換算する段階で用いる燃

料密度（ｇ／Ｌ）および走行距離（ｋｍ／ｔｅｓｔ）

に含まれる誤差の影響を避けるため、燃料消費量（ｇ

／ｔｅｓｔ）を燃費の評価に用いた。ここで、図中の

Ａは、公定試験法で定められた方法（カーボンバラン

ス法）による算出値であることから目標値であると考

えると、Ｂの「ＣＡＮ取得の吸入空気量をＮＯｘセン

サによるＡ／Ｆで除算して求めたＡ／Ｆ燃費」は、こ

の値と極めてよく一致していることがわかる。一

方、Ｇは「ＣＡＮ取得の燃料噴射量信号より算出した

燃費」であり、燃料供給側からの算出値もＡおよびＢ

の値とよく一致していることがわかる。これに対し

て、従来のＰＥＭＳ測定による算出値であるＤの値

は、Ａの値を下回っていることがわかる。これもＮ

Ｏｘ排出量の場合と同様に、ピトー管式流量計の測定

の正確さに起因するものと考えられる。 
以上より、本試験では、ＮＯｘ排出量および燃費の

算出において、「ＮＯｘセンサ＋ＣＡＮ取得の吸入空

気量」の方法が公定試験法と同等の結果となったこと

から、燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジタコの有効性を

示すことができたと考える。 
４．２．ＮＯｘセンサ信号のクラウドサーバー送信

による走行業務中における遠隔地検査の可能性 
従来のＰＥＭＳ検査では、検査のために商用車を一

定期間占有するため、運送事業者に負担がかかるとい

う問題があった。この問題を解決するため、図２で示

したデジタコ内蔵の通信モジュールを使い、ＮＯｘセ

ンサ信号をクラウドサーバー上に記録し、そのデータ

を基に遠隔地でＮＯｘ排出および燃費の検査を行う

ことを考えた。本試験では、第一段階として、クラウ

ドサーバー上に送信したＮＯｘ濃度データとＰＥＭ

Ｓで収録したＮＯｘ濃度データを比較して通信デー

タの信頼性を検証した。その結果を、図９に示す。試

験は、東京都道１４号（東八道路）の交通安全環境研

究所付近から小金井南中西交差点付近までのアップ

ダウン道路を、半積載で往復走行した。図中のデジタ

コの送信データは、現状の通信プログラムの制約か

ら、1分間に排出されたＮＯｘ濃度の最大値を1分間

隔でクラウドサーバーに送信した結果を示している。

デジタコデータとＰＥＭＳデータを比較すると、排出

傾向が概ね一致していることから、送信間隔の短縮や

信号処理の工夫により遠隔地でのＮＯｘ排出量の評

価が可能であると考える。 

５．今後の課題 
 本報告において、燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジタ

コの導入により、重量貨物車の使用過程における排ガ

ス検査の可能性を示すことができた。ただし、ＣＡＮ

取得の吸入空気量信号を用いることが前提となる。現

在、我が国において、自動車のＣＡＮ信号の取り込み

については標準化されておらず、メーカー独自の仕様

となっている。今後、ＣＡＮ信号取得に関しての情報
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となるのはＮＯｘセンサを用いたＮＯｘ濃度および

Ａ／Ｆの計測の正確さであり、さらにＮＯｘ排出量

および燃費の算出に必要となる排出ガス流量あるい

は吸入空気量の計測の正確さである。 
図４に、ＮＯｘセンサのＡ／Ｆ測定値とＰＥＭＳに

よるカーボンバランスＡ／Ｆの相関を示す。ここで

は、モード運転時のＡ／Ｆ変動下での結果であること

から、加減速条件などでは排ガス分析の応答時間に依

存するカーボンバランスＡ／Ｆの応答性がＮＯｘセ

ンサに比べて劣る。このことから、図中のプロットに

ばらつきが見られるが、両者には強い相関性が認めら

れる。一方、ＮＯｘセンサのＮＯｘ濃度測定値とＰＥ

ＭＳによるＮＯｘ濃度測定値の相関を、図５に示す。

モード運転時の瞬時値をプロットしているにもかか

わらずばらつきも少なく、両者には極めて強い相関性

が認められる。以上の結果から、ＮＯｘセンサのＡ／

Ｆ測定およびＮＯｘ濃度測定の正確さは、試験用ＰＥ

ＭＳと同等であると考えられる。 
次に、供試ＮＯｘセンサにより算出される燃費およ

びＮＯｘ排出量の正確さの評価を他の手法による算

出値と比較することによって行った。ここで、燃費は

吸入空気量をＡ／Ｆで除算して得られることから、

本報告では、「Ａ／Ｆ燃費」と呼ぶこととする。従来

のＰＥＭＳ測定では、排出ガス中の炭素含有成分の

排出量から算出される「カーボンバランス燃費」を用

いていることから、両燃費値に隔たりがあるか確認

する必要がある。図６に、従来のＰＥＭＳ測定で得

られる結果とＮＯｘセンサを用いた測定で得られる

結果を整理して示す。同図に示すように、ＮＯｘ排

出量および燃費は、ピトー管式流量計による排出ガス

車載式排出ｶﾞｽ分析装置
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図８．JE05モードコールドスタート試験における 
各種方法による燃費の算出 

燃費（g/test）算出方法

Ａ 定置式排出ｶﾞｽ分析装置によるCVS法Bag分析におけるｶｰﾎﾞﾝﾊﾞﾗﾝｽ燃費

Ｂ 吸入空気量（CAN）／NOxｾﾝｻA/F

Ｃ （ﾋﾟﾄｰ管排出ｶﾞｽ流量×排出ｶﾞｽ密度）／（1＋NOxｾﾝｻA/F）

D PEMS分析によるｶｰﾎﾞﾝﾊﾞﾗﾝｽ燃費（ﾋﾟﾄｰ管排出ｶﾞｽ流量を使用）

E PEMS分析によるｶｰﾎﾞﾝﾊﾞﾗﾝｽ燃費（ｶｰﾎﾞﾝﾊﾞﾗﾝｽA/Fと吸入空気量（CAN）により排出ｶﾞｽ流量算出）

Ｆ 吸入空気量（CAN）／PEMS分析によるｶｰﾎﾞﾝﾊﾞﾗﾝｽA/F

G 燃料噴射量信号より算出した燃費

※排出ｶﾞｽ密度：1.20kg/m3（λ＞1，標準状態：20℃，1気圧）
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図７．JE05モードコールドスタート試験 
における各種方法によるNOx排出量の算出 
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流量あるいはＣＡＮから取得した吸入空気量のいず

れかを用いて算出し、それぞれを比較して評価を行っ

た。図７に、ＣＤ台上において、ＪＥ０５モードコ

ールドスタート試験を実施したときのＮＯｘ排出量

（ｇ／ｔｅｓｔ）を、Ⅰ～Ⅴの方法で算出し、それら

をⅠの値を１００とする指数で表し比較して示す。

ここで、Ⅰの方法（定置式排出ガス分析装置によるＣ

ＶＳ法バッグ分析）は公定試験法で定められた方法で

あることから、Ⅰの値を真値近傍の目標値と考える

と、本研究で提案する「ＮＯｘセンサ＋ＣＡＮ取得の

吸入空気量」のⅡの方法による算出値は、目標値と極

めてよく一致していることがわかる。これに対し

て、従来のＰＥＭＳ測定による算出値であるⅤの値

は、Ⅰの値を３％程下回っていることがわかる。こ

の乖離の原因は、Ⅳの「ＰＥＭＳ＋ＣＡＮ取得の吸入

空気量」の値がⅠの値に近づくことから、ピトー管式

流量計の測定の正確さが不十分であることに起因す

ると推察する。 
図８は、ＪＥ０５モードコールドスタート運転で

の燃料消費量（ｇ／ｔｅｓｔ）をＡ～Ｇの方法で算出

し、それらをＡの値を１００とする指数で表し比較

した結果である。本報告では、燃料消費量（ｇ／ｔｅ

ｓｔ）を燃費（ｋｍ／Ｌ）に換算する段階で用いる燃

料密度（ｇ／Ｌ）および走行距離（ｋｍ／ｔｅｓｔ）

に含まれる誤差の影響を避けるため、燃料消費量（ｇ

／ｔｅｓｔ）を燃費の評価に用いた。ここで、図中の

Ａは、公定試験法で定められた方法（カーボンバラン

ス法）による算出値であることから目標値であると考

えると、Ｂの「ＣＡＮ取得の吸入空気量をＮＯｘセン

サによるＡ／Ｆで除算して求めたＡ／Ｆ燃費」は、こ

の値と極めてよく一致していることがわかる。一

方、Ｇは「ＣＡＮ取得の燃料噴射量信号より算出した

燃費」であり、燃料供給側からの算出値もＡおよびＢ

の値とよく一致していることがわかる。これに対し

て、従来のＰＥＭＳ測定による算出値であるＤの値

は、Ａの値を下回っていることがわかる。これもＮ

Ｏｘ排出量の場合と同様に、ピトー管式流量計の測定

の正確さに起因するものと考えられる。 
以上より、本試験では、ＮＯｘ排出量および燃費の

算出において、「ＮＯｘセンサ＋ＣＡＮ取得の吸入空

気量」の方法が公定試験法と同等の結果となったこと

から、燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジタコの有効性を

示すことができたと考える。 
４．２．ＮＯｘセンサ信号のクラウドサーバー送信

による走行業務中における遠隔地検査の可能性 
従来のＰＥＭＳ検査では、検査のために商用車を一

定期間占有するため、運送事業者に負担がかかるとい

う問題があった。この問題を解決するため、図２で示

したデジタコ内蔵の通信モジュールを使い、ＮＯｘセ

ンサ信号をクラウドサーバー上に記録し、そのデータ

を基に遠隔地でＮＯｘ排出および燃費の検査を行う

ことを考えた。本試験では、第一段階として、クラウ

ドサーバー上に送信したＮＯｘ濃度データとＰＥＭ

Ｓで収録したＮＯｘ濃度データを比較して通信デー

タの信頼性を検証した。その結果を、図９に示す。試

験は、東京都道１４号（東八道路）の交通安全環境研

究所付近から小金井南中西交差点付近までのアップ

ダウン道路を、半積載で往復走行した。図中のデジタ

コの送信データは、現状の通信プログラムの制約か

ら、1分間に排出されたＮＯｘ濃度の最大値を1分間

隔でクラウドサーバーに送信した結果を示している。

デジタコデータとＰＥＭＳデータを比較すると、排出

傾向が概ね一致していることから、送信間隔の短縮や

信号処理の工夫により遠隔地でのＮＯｘ排出量の評

価が可能であると考える。 

５．今後の課題 
 本報告において、燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジタ

コの導入により、重量貨物車の使用過程における排ガ

ス検査の可能性を示すことができた。ただし、ＣＡＮ

取得の吸入空気量信号を用いることが前提となる。現

在、我が国において、自動車のＣＡＮ信号の取り込み

については標準化されておらず、メーカー独自の仕様

となっている。今後、ＣＡＮ信号取得に関しての情報
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開示や仕様の標準化等について検討していくことが

重要である。 
６．まとめ 

デジタル式の運行記録計（デジタコ）にＮＯｘセン

サ信号や吸入空気量等のＣＡＮ信号等を取り込むこ

とにより、実走行時に燃費およびＮＯｘ排出量の測

定を行い、重量貨物車の使用過程での継続検査を実施

する「燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジタコによる簡易

式ＰＥＭＳ検査」を提案した。本報告では、上記の高

度化デジタコを構成する前段階として、ＮＯｘセン

サ信号や吸入空気量等のＣＡＮ信号等を測定してデ

ータロガーに記録し、それらを基に算出した燃費およ

びＮＯｘ排出量から上記のコンセプトを検証し、以下

の点を明らかにした。 
（１）ＮＯｘセンサ信号や吸入空気量等のＣＡＮ信号

を用いて計測および算出した燃費およびＮＯｘ排出

量と、公定試験法による測定値あるいは従来型ＰＥ

ＭＳでの測定値との比較を行った。その結果、ＮＯｘ

排出量および燃費の算出において、「ＮＯｘセンサ＋

ＣＡＮ取得の吸入空気量」の方法が公定試験法と同等

の結果を示し、燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジタコの

有効性を実証することができた。 

（２）従来型ＰＥＭＳ試験の課題の１つである商用車

を一定期間占有することによる運送事業者への負担

の問題を解消するため、デジタコ内蔵の通信モジュ

ールを使い、ＮＯｘセンサ信号をクラウドサーバー

上に記録し、そのデータを基に遠隔地でＮＯｘ排出

および燃費の検査を行うことを考えた。第一段階と

して、クラウドサーバー上に送信したＮＯｘ濃度デー

タとＰＥＭＳで収録したＮＯｘ濃度データを比較し

て通信データの信頼性を検証した結果、両者の排出傾

向が概ね一致したことから、今後、送信間隔の短縮や

信号処理の工夫等により遠隔地でのＮＯｘ排出量の

評価が可能であると考えられた。 
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交通システム研究領域における研究の概要と方向性 
 
 
 

交通システム研究領域  ※廣瀬 道雄 
 
 
 

１．まえがき 
 交通安全環境研究所では、日々の生活や経済活動

に欠かせない自動車、鉄道等について、国の施策に

直結した試験研究業務を通じて、安全で環境に優し

い交通社会の構築に貢献するための取り組みを進

めている。 
 その中で交通システム研究領域では、交通社会の

安全・安心の確保及び地球環境問題の改善に貢献す

ることを目的として、安全性の高い公共交通システ

ムの構築及び公共交通システムの利用促進等の観

点から研究に取り組んでいる。本稿では、交通シス

テム研究領域が実施している研究の概要について

報告する。 
２．交通システム研究領域の研究 

２．１．基本的視点 
 交通システム研究領域では、研究に対する基本的

視点として、（1）交通システムの安全・安心の確保、

（2）地方鉄道の維持・活性化、（3）公共交通利用促

進等による地球環境問題の改善、に関する研究に重

点的に取り組んでいる。特に（3）は、省エネルギ

ー化、交通渋滞緩和、排出ガス削減による大気汚

染・地球温暖化の改善など、本フォーラム２日目の

テーマである「エネルギー・環境問題」に関わりが

深い研究となっている。 
 また、索道（ロープウェイ、リフト等）に関する

試験研究にも継続的に取り組んでおり、索道の試験

を行うことができる我が国唯一の公的機関として、

ロープや握索装置の試験を実施しているほか、索道

事故等のデータベース化など索道の安全に資する

研究を実施している。 
 さらに、鉄道分野の国際規格に係わる取り組みと

して、国際規格適合性認証（鉄道製品認証）や日本

の鉄道技術の国際規格化にも注力している。 

２．２．交通システムの安全・安心の確保 
 交通システムの安全・安心の確保に係わる研究に

ついては、主に安全性評価技術、常時監視・モニタ

リング技術、シミュレーション技術に関する研究を

実施している。 
 当研究所は、運輸省の研究所として発足し、現在

も国に準ずる公的な研究所として、これまで実績の

ない新たな交通システムや新技術を導入する際の

安全性・信頼性の評価及び技術基準策定支援などに

取り組んできた実績を有している。また、その知見

を活かし、日本の鉄道メーカーが海外鉄道プロジェ

クトに参画する際の安全性評価についても多くの

実績がある。 
 安全性評価技術に関する取り組みについては、こ

のような実績において蓄積されたノウハウを活用

し、今後の安全性評価や国際規格適合性認証を円

滑、的確に進める上で役立てられるよう、日本の鉄

道の安全確保の考え方に立脚した評価手法につい

て整理・体系化を進めている。 
 常時監視・モニタリング技術については、鉄道施

設、車両の保守管理コストの低減が課題となってい

る一方で、輸送障害に対する防止対策も重要な課題

となっており、検査手法や保守管理手法に関する研

究が求められていることを背景として、低コスト

化、高性能化が進んでいるセンサ類を活用した軌

道・車両境界に係わる状態監視技術に関する取り組

みを進めている。具体的には、脱線係数の常時モニ

タリング装置による軌道状態把握手法及びそこか

ら得られる常時観測データを前提とする管理手法

の研究や、トングレール、転てつ器の異常振動の検

知等による予防保全手法の研究などを実施してい

る。 
 シミュレーション技術については、鉄道の運転状
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開示や仕様の標準化等について検討していくことが

重要である。 
６．まとめ 

デジタル式の運行記録計（デジタコ）にＮＯｘセン

サ信号や吸入空気量等のＣＡＮ信号等を取り込むこ

とにより、実走行時に燃費およびＮＯｘ排出量の測

定を行い、重量貨物車の使用過程での継続検査を実施

する「燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジタコによる簡易

式ＰＥＭＳ検査」を提案した。本報告では、上記の高

度化デジタコを構成する前段階として、ＮＯｘセン

サ信号や吸入空気量等のＣＡＮ信号等を測定してデ

ータロガーに記録し、それらを基に算出した燃費およ

びＮＯｘ排出量から上記のコンセプトを検証し、以下

の点を明らかにした。 
（１）ＮＯｘセンサ信号や吸入空気量等のＣＡＮ信号

を用いて計測および算出した燃費およびＮＯｘ排出

量と、公定試験法による測定値あるいは従来型ＰＥ

ＭＳでの測定値との比較を行った。その結果、ＮＯｘ

排出量および燃費の算出において、「ＮＯｘセンサ＋

ＣＡＮ取得の吸入空気量」の方法が公定試験法と同等

の結果を示し、燃費・ＮＯｘ計測機能付きデジタコの

有効性を実証することができた。 

（２）従来型ＰＥＭＳ試験の課題の１つである商用車

を一定期間占有することによる運送事業者への負担

の問題を解消するため、デジタコ内蔵の通信モジュ

ールを使い、ＮＯｘセンサ信号をクラウドサーバー

上に記録し、そのデータを基に遠隔地でＮＯｘ排出

および燃費の検査を行うことを考えた。第一段階と

して、クラウドサーバー上に送信したＮＯｘ濃度デー

タとＰＥＭＳで収録したＮＯｘ濃度データを比較し

て通信データの信頼性を検証した結果、両者の排出傾

向が概ね一致したことから、今後、送信間隔の短縮や

信号処理の工夫等により遠隔地でのＮＯｘ排出量の

評価が可能であると考えられた。 
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１．まえがき 
 交通安全環境研究所では、日々の生活や経済活動

に欠かせない自動車、鉄道等について、国の施策に

直結した試験研究業務を通じて、安全で環境に優し

い交通社会の構築に貢献するための取り組みを進

めている。 
 その中で交通システム研究領域では、交通社会の

安全・安心の確保及び地球環境問題の改善に貢献す

ることを目的として、安全性の高い公共交通システ

ムの構築及び公共交通システムの利用促進等の観

点から研究に取り組んでいる。本稿では、交通シス

テム研究領域が実施している研究の概要について

報告する。 
２．交通システム研究領域の研究 

２．１．基本的視点 
 交通システム研究領域では、研究に対する基本的

視点として、（1）交通システムの安全・安心の確保、

（2）地方鉄道の維持・活性化、（3）公共交通利用促

進等による地球環境問題の改善、に関する研究に重

点的に取り組んでいる。特に（3）は、省エネルギ

ー化、交通渋滞緩和、排出ガス削減による大気汚

染・地球温暖化の改善など、本フォーラム２日目の

テーマである「エネルギー・環境問題」に関わりが

深い研究となっている。 
 また、索道（ロープウェイ、リフト等）に関する

試験研究にも継続的に取り組んでおり、索道の試験

を行うことができる我が国唯一の公的機関として、

ロープや握索装置の試験を実施しているほか、索道

事故等のデータベース化など索道の安全に資する

研究を実施している。 
 さらに、鉄道分野の国際規格に係わる取り組みと

して、国際規格適合性認証（鉄道製品認証）や日本

の鉄道技術の国際規格化にも注力している。 

２．２．交通システムの安全・安心の確保 
 交通システムの安全・安心の確保に係わる研究に

ついては、主に安全性評価技術、常時監視・モニタ

リング技術、シミュレーション技術に関する研究を

実施している。 
 当研究所は、運輸省の研究所として発足し、現在

も国に準ずる公的な研究所として、これまで実績の

ない新たな交通システムや新技術を導入する際の

安全性・信頼性の評価及び技術基準策定支援などに

取り組んできた実績を有している。また、その知見

を活かし、日本の鉄道メーカーが海外鉄道プロジェ

クトに参画する際の安全性評価についても多くの

実績がある。 
 安全性評価技術に関する取り組みについては、こ

のような実績において蓄積されたノウハウを活用

し、今後の安全性評価や国際規格適合性認証を円

滑、的確に進める上で役立てられるよう、日本の鉄

道の安全確保の考え方に立脚した評価手法につい

て整理・体系化を進めている。 
 常時監視・モニタリング技術については、鉄道施

設、車両の保守管理コストの低減が課題となってい

る一方で、輸送障害に対する防止対策も重要な課題

となっており、検査手法や保守管理手法に関する研

究が求められていることを背景として、低コスト

化、高性能化が進んでいるセンサ類を活用した軌

道・車両境界に係わる状態監視技術に関する取り組

みを進めている。具体的には、脱線係数の常時モニ

タリング装置による軌道状態把握手法及びそこか

ら得られる常時観測データを前提とする管理手法

の研究や、トングレール、転てつ器の異常振動の検

知等による予防保全手法の研究などを実施してい

る。 
 シミュレーション技術については、鉄道の運転状
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１．はじめに 

鉄道は自動車等に比べて 1 人当たりの CO2排出量

やエネルギー消費量が格段に少なく、定時性・輸送力

等の面でも優れた交通機関といわれている。 
これに資する技術として、電気鉄道の場合、制動に

よるエネルギー回収を可能とする回生制動の有効活

用が重要である。しかし、回生エネルギーの有効活用

にはさまざまな技術的課題が存在している。 
すなわち、直流電気鉄道の場合、制動時に、その回

生電力を吸収してくれる負荷が必要であり、基本的に

は付近を走行中の列車が力行をしていれば、力行電力

をこの回生電力で供給することが可能である。しか

し、付近に力行する列車がいない場合や、力行してい

た列車がだ行に切り替わると回生電力の行き場がな

くなり、回生失効に至ることとなる。回生失効に至っ

ても、ブレーキ力は機械ブレーキで補われ、安全を損

なうことはないものの、省エネルギー性は損なわれる

こととなる。 
そこで、安全性、定時性、速達性を保ちつつ回生ブ

レーキを最大限有効に働かせることにより効率的な

運転を行うことを目的とし、省エネルギー運転を実施

するために列車運転士を支援するオンボード運転支

援装置の研究を行うこととした。研究にあたっては、

鉄道建設・運輸施設整備支援機構の「運輸分野におけ

る基礎的研究推進制度」を活用し、平成 22 年度採択

課題「持続可能な低コスト・省エネルギー鉄道のため

のパワーマネージメント」において、従前と比較して

5％の省エネルギー化を目標に東京大学、千葉大学、

新京成電鉄と共に 3 年間にわたり検討を行った。 
本稿では、上記プロジェクトの成果について報告す

る。 

 
２．オンボード運転支援装置 

２．１．装置構成 
オンボード運転支援装置の装置構成を図 1 に示す。

本装置は、地方鉄道等のイニシャルコストやランニン

グコストに多く費用をかけることができない鉄道事

業者でも導入を可能にするため、低コストでぎ装可能

な装置にすることを目標とし、GPS 等を利用した位

置検知や、簡易なカメラによるノッチ位置及び、架線

電圧計の画像解析による列車運転状況の把握、公衆無

線を利用した列車間での運行状況の情報伝送等の汎

用技術を用いて、回生ブレーキが有効に働き、他車両

で電力の消費が可能であるか否か等の解析を行い、必

要な運転支援情報を運転士に伝えるものである。 
ノッチや電圧計を画像解析により把握（図 2）する

とした理由は、車両の電気回路に手を加えることなく

支援装置をぎ装できるようにすることにより、安全性
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図１ オンボード運転支援装置の構成 

 

 

況を模擬することができる鉄道安全性評価シミュ

レータにより、運転状況記録装置から得られる実運

行データ及び路線線形、運行ダイヤに関する情報を

もとにインシデント事象を抽出し、安全運行に役立

てるための研究を進めている。運転状況記録装置

は、平成 17 年の JR 福知山線脱線事故を契機に設

置が義務付けられ、現在、普及は進んできているが、

そこで蓄積されるデータをいかに活用するかが課

題であることから、データの有効活用に向けて貢献

していきたいと考えている。 
２．３．地方鉄道の維持・活性化 
 地方鉄道の維持・活性化を目的として、センサ技

術、モニタリング技術といった新技術や汎用技術を

活用するとともに、GPS、汎用無線等の通信技術を

組み合わせて、営業列車を用いた軌道状態監視シス

テム（プローブ車両）や画像解析による予防保全支

援システムの構築を行うなど、地方鉄道の保守負担

軽減、省コスト化に資する研究を実施している。 
 また地方鉄道にとって、車両の改造を伴う運転状

況記録装置の設置はコスト面で困難なことが多い

ため、当研究所では、容易に設置可能な映像型の運

転状況記録装置を提案してきたが、本年度、阪堺電

気軌道株式会社において実用化され、運用を開始し

た。映像型運転状況記録装置については、プローブ

車両技術と組み合わせることにより、走行状態とリ

ンクした軌道の状態診断を行うことも可能であり、

更なる発展が見込まれる。 
 また、将来に向けて一層の保守負担軽減、省コス

ト化を図るには、軌道回路等の地上設備に頼ってい

る列車の位置検知を車上主体に置き換え、地上設備

を削減・省力化することが求められる。このため、

当研究所では、準天頂衛星、GPS 等の衛星測位技

術を活用した車上システムの精度・信頼性等に関す

る研究にも取り組んでいる。 
２．４．公共交通利用促進等による地球環境問題の

改善 
 モーダルシフトを進める上で必要な公共交通の

利用促進に関する研究は、LRT 等の軌道系システ

ムやデュアルモードシステムなどの交通システム、

及びそれを補完する輸送機関について評価を行う

とともに、地方自治体や広く一般社会への理解促

進・啓発活動を行うなど、公共交通システムの普及

促進に関する取り組みを実施している。 

 LRT は、省エネルギー性が高く、乗降における

上下移動や段差が少ないため、高齢化社会が進展す

る中で交通弱者にも利用しやすい交通システムで

あるといえる。そのような LRT や路線バス、デュ

アルモードシステムなどを対象に、道路交通と軌道

系交通を模擬したシミュレーションによる評価を

行い、公共交通システムの導入効果や、公共交通優

先信号を導入した場合の定時性確保に対する効果

及び交通流への影響等について、CO2排出量など環

境への影響も含め定量的評価を行っている。 
 一方、省エネルギーの観点から、鉄道の環境面で

の優位性をさらに伸ばす研究として、オンボード運

転支援装置を活用して安全性、定時性を保ちつつ力

行エネルギーを最小化し、回生ブレーキを最大限有

効活用するための取り組みを、東京大学、千葉大学、

新京成電鉄とともに行った。 
２．５．国際標準化及び国際規格適合性認証 
 欧州では、鉄道技術の輸出を国家戦略と位置づ

け、国際標準化により、自国の技術を積極的に展開

している。現在、多くの国が鉄道の整備を検討・推

進しており、我が国も国家戦略として国際標準化に

積極的に関わることが重要である。このような背景

から、日本の優れた鉄道技術や当研究所の知見・経

験を国際規格に反映させるため、国際標準化活動に

積極的に参画している。 
 また、日本の鉄道システムを海外へ展開するにあ

たり、第三者機関から国際規格等に対する適合性認

証を要求されることが多くなり、近年、海外展開の

要件の一つとなっている。当研究所では、我が国初

の鉄道分野における製品認証機関として認定を取

得し、認証活動に取り組んでいる。 
３．今後の展開 

 交通システム研究領域では、交通システムの安

全・安心の確保、地方鉄道の維持・活性化、公共交

通の利用促進等に関する研究を中心に取り組んで

おり、これらの研究を通じて、安全で持続可能な交

通社会の実現に貢献している。 
 これからも、当研究所が有する台車試験設備、シ

ミュレータといった研究資産と、安全性評価技術、

シミュレーション技術など、これまで培ってきた技

術力を最大限活用し、安全で豊かな国民生活に結び

つく研究に積極的に取り組んでいきたいと考えて

いる。 
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１．はじめに 

鉄道は自動車等に比べて 1 人当たりの CO2排出量

やエネルギー消費量が格段に少なく、定時性・輸送力

等の面でも優れた交通機関といわれている。 
これに資する技術として、電気鉄道の場合、制動に

よるエネルギー回収を可能とする回生制動の有効活

用が重要である。しかし、回生エネルギーの有効活用

にはさまざまな技術的課題が存在している。 
すなわち、直流電気鉄道の場合、制動時に、その回

生電力を吸収してくれる負荷が必要であり、基本的に

は付近を走行中の列車が力行をしていれば、力行電力

をこの回生電力で供給することが可能である。しか

し、付近に力行する列車がいない場合や、力行してい

た列車がだ行に切り替わると回生電力の行き場がな

くなり、回生失効に至ることとなる。回生失効に至っ

ても、ブレーキ力は機械ブレーキで補われ、安全を損

なうことはないものの、省エネルギー性は損なわれる

こととなる。 
そこで、安全性、定時性、速達性を保ちつつ回生ブ

レーキを最大限有効に働かせることにより効率的な

運転を行うことを目的とし、省エネルギー運転を実施

するために列車運転士を支援するオンボード運転支

援装置の研究を行うこととした。研究にあたっては、

鉄道建設・運輸施設整備支援機構の「運輸分野におけ

る基礎的研究推進制度」を活用し、平成 22 年度採択

課題「持続可能な低コスト・省エネルギー鉄道のため

のパワーマネージメント」において、従前と比較して

5％の省エネルギー化を目標に東京大学、千葉大学、

新京成電鉄と共に 3 年間にわたり検討を行った。 
本稿では、上記プロジェクトの成果について報告す

る。 

 
２．オンボード運転支援装置 
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図１ オンボード運転支援装置の構成 

 

 

況を模擬することができる鉄道安全性評価シミュ

レータにより、運転状況記録装置から得られる実運

行データ及び路線線形、運行ダイヤに関する情報を

もとにインシデント事象を抽出し、安全運行に役立

てるための研究を進めている。運転状況記録装置

は、平成 17 年の JR 福知山線脱線事故を契機に設

置が義務付けられ、現在、普及は進んできているが、

そこで蓄積されるデータをいかに活用するかが課

題であることから、データの有効活用に向けて貢献

していきたいと考えている。 
２．３．地方鉄道の維持・活性化 
 地方鉄道の維持・活性化を目的として、センサ技

術、モニタリング技術といった新技術や汎用技術を

活用するとともに、GPS、汎用無線等の通信技術を

組み合わせて、営業列車を用いた軌道状態監視シス

テム（プローブ車両）や画像解析による予防保全支

援システムの構築を行うなど、地方鉄道の保守負担

軽減、省コスト化に資する研究を実施している。 
 また地方鉄道にとって、車両の改造を伴う運転状

況記録装置の設置はコスト面で困難なことが多い

ため、当研究所では、容易に設置可能な映像型の運

転状況記録装置を提案してきたが、本年度、阪堺電

気軌道株式会社において実用化され、運用を開始し

た。映像型運転状況記録装置については、プローブ

車両技術と組み合わせることにより、走行状態とリ

ンクした軌道の状態診断を行うことも可能であり、
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 LRT は、省エネルギー性が高く、乗降における
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証を要求されることが多くなり、近年、海外展開の

要件の一つとなっている。当研究所では、我が国初
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３．今後の展開 

 交通システム研究領域では、交通システムの安

全・安心の確保、地方鉄道の維持・活性化、公共交

通の利用促進等に関する研究を中心に取り組んで

おり、これらの研究を通じて、安全で持続可能な交

通社会の実現に貢献している。 
 これからも、当研究所が有する台車試験設備、シ

ミュレータといった研究資産と、安全性評価技術、

シミュレーション技術など、これまで培ってきた技

術力を最大限活用し、安全で豊かな国民生活に結び

つく研究に積極的に取り組んでいきたいと考えて

いる。 
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を損なわず、低コストで実現できるよう考慮したこと

による。 

また、公衆回線を用いて運行に係る情報をやり取り

するため、VPN 通信による仮想的な専用回線を作り

出すことにより、セキュアな通信回線を実現した。 
２．２．支援機能 
回生ブレーキを最大限有効に働かせることによる

省エネルギー運転を実現するために、運転士を支援す

る方法として、「力行コントロール機能」と「制動コ

ントロール機能」との２つの機能を用意することとし

た。 
「力行コントロール機能」は、架線電圧が低下して

いる場合において、力行することによる多くのエネル

ギーを消費することを避けるために、力行を解除（ノ

ッチオフ）し、架線電圧が回復してから再力行するこ

とにより、省エネルギー運転を支援する機能である。 
力行を解除するにあたっては、鉄道運行の基準とな

っている標準運転曲線（当該路線で用いるもっとも低

い性能の車両で運行可能な運転パターン）より速く加

速し、次駅までの余裕時分がある場合において実施す

ることにより、定時性を保つこととした。力行解除の

判定は、車両位置が加速区間（力行）に存在しており、

その時点での架線電圧と周辺に存在する車両の状態

によって機能する。本機能による運転パターンの変化

を図 3 に示す。 
「制動コントロール機能」は、自列車が制動をかけ

る際に、できる限り回生失効をしないように、速度、

架線電圧及び次駅までの走行余裕時分等から予め計

算してあるブレーキパターンのデータベースから最

適のパターンを提示して、運転士に制動支援を行う機

能である。本機能による運転パターンの変化を図 4 に

示す。 

ブレーキは通常、回生失効等により予定した制動力

が得られない場合、機械制動を立ち上げ制動を行う。

そのため、本来得られる回生エネルギーの一部が機械

制動による熱エネルギーで捨てられることになる。特

に、高速域から回生電力を最大に利用（ブレーキノッ

チを最大）すると、列車の制動能力によっては、回生

電力だけで列車の全制動力を賄いきれず、機械ブレー

キの補填を始めから伴ったり、あるいは、他列車の力

行電力が徐々に減少したり、自列車との距離が離れて

いくタイミングと重なると、架線電圧が急激に上昇し

て、回生失効に至る可能性も大きくなる。そこで、こ

の状況を避けるため、高速域では、弱い制動力（ブレ

ーキノッチを最大としない）として、速度が低下して

十分回生制動が効く範囲で制動力を強めるノッチ操

作を指示するブレーキパターン（ただし、駅間運転時

分を一定とする）をデータベース化した。このデータ

ベースから運転状況に沿った最適な運転パターンが

選択され、運転士は、その運転指示（ノッチ）に従っ

て運転するという支援方法である。 
２．３．支援画面 
前節の支援機能を実際の運転士への支援装置とし

て実現するに当たり、運転士の受容性の高い支援画面

にすることにより、実用化を早めることができると考

え、運転士の意見を踏まえた支援画面をデザインし

た。 
支援画面は、運行表立てに置ける大きさである１０

インチの画面とし、見やすくすることとした。 

図２力行ノッチの画像解析例 
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図３ 力行コントロールによる運転パターンの変化
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図４ 制動コントロールによる運転パターンの変化

 

 

また、運転中に支援画面を注視することは前方監視

の阻害につながるため、支援情報を音声においても行

うこととした。 
支援画面の例を図 5 に示す。 

支援画面は、ノッチの段数とともに、制動時におい

ては ブレーキの直通管圧力を併せて示すこととし

た。また、２ハンドル仕様の運転台であったため、各々

のハンドルの角度が視覚的に分かるように扇形でハ

ンドルの方向を示すこととした。 
また、次駅到着時に駅間走行結果が標準の運転曲線

で走行した際と比較して、どの程度省エネルギー運転

が達成できたかを以下の指標に従い計算した「省エネ

度」を％表示とし、運転士に対して省エネルギー運転

の度合いを示すこととした。 
ここで言う「標準的な運転で使用された電力量」は

運転士が標準運転曲線に従い運転した際の平均的な

電力量である。 
図 6 に運行表立てに設置した支援画面の状況を示

す。 
３．オンボード運転支援装置の営業線における 

動作確認及び効果評価試験 
今回検討をおこなったオンボード運転支援装置は、

新京成電鉄の車庫線及び営業線における試運転列車

において動作確認及び効果評価を行った。 
評価対象区間は、新津田沼～八柱間の上り方向に設

定した。試験に用いた車両を図 7 に示す。 
３．１．GPS による位置検知状況 
列車位置を画面上の地図に表示する機能について

は、GPS 受信機から出力された緯度経度情報をもと

に、路線の線形データに基づき列車位置を線路上に補

正して表示するマップマッチング補正機能が設けら

れている。走行試験では、この補正機能により自列車

の位置が正しく表示されることを確認した。 
新京成電鉄の各駅は橋上駅のように上空が遮へい

されている場所が多いため、停車中の測位誤差が大き

くなり、結果として補正距離は大きくなっている。た

 

 

 
図５ 運転支援画面の例 

（上：力行支援時、中：制動支援時、下：次駅到着時）

図６ 運行表たてに設置した支援画面 

 

図７ 試験車両 
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（標準的な運転で使用された電力量）－（支援運転で使用された電力量）

（標準的な運転で使用された電力量）
省エネ度＝

（標準的な運転で使用された電力量）－（支援運転で使用された電力量）

（標準的な運転で使用された電力量）
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が達成できたかを以下の指標に従い計算した「省エネ

度」を％表示とし、運転士に対して省エネルギー運転

の度合いを示すこととした。 
ここで言う「標準的な運転で使用された電力量」は

運転士が標準運転曲線に従い運転した際の平均的な

電力量である。 
図 6 に運行表立てに設置した支援画面の状況を示

す。 
３．オンボード運転支援装置の営業線における 

動作確認及び効果評価試験 
今回検討をおこなったオンボード運転支援装置は、

新京成電鉄の車庫線及び営業線における試運転列車

において動作確認及び効果評価を行った。 
評価対象区間は、新津田沼～八柱間の上り方向に設

定した。試験に用いた車両を図 7 に示す。 
３．１．GPS による位置検知状況 
列車位置を画面上の地図に表示する機能について

は、GPS 受信機から出力された緯度経度情報をもと

に、路線の線形データに基づき列車位置を線路上に補

正して表示するマップマッチング補正機能が設けら

れている。走行試験では、この補正機能により自列車

の位置が正しく表示されることを確認した。 
新京成電鉄の各駅は橋上駅のように上空が遮へい

されている場所が多いため、停車中の測位誤差が大き

くなり、結果として補正距離は大きくなっている。た

 

 

 
図５ 運転支援画面の例 

（上：力行支援時、中：制動支援時、下：次駅到着時）

図６ 運行表たてに設置した支援画面 

 

図７ 試験車両 

省エネ度＝
（標準的な運転で使用された電力量）－（支援運転で使用された電力量）

（標準的な運転で使用された電力量）
省エネ度＝

（標準的な運転で使用された電力量）－（支援運転で使用された電力量）

（標準的な運転で使用された電力量）
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だし補正結果も良好であることから、運転支援への影

響はないと考えられる。 
３．２．画像解析による架線電圧計及び力行ノッチ

の認識 
カメラより 15fps（1 秒間に 15 フレーム）で取り込

んだ画像を解析することで架線電圧計及び力行ノッ

チの状況を認識する手法について、その認識状況の確

認を実施した。 
当初はカメラを被写体に正対して設置することが

できなかった影響により、認識精度が予定通り得られ

なかったが、台形歪み補正処理を行うことにより認識

率を向上させることができた。（図８参照）照度不足

や外光の影響により認識率が下がることも確認され

たが、認識パラメータの変更等で対応可能と考えられ

る。このことにより、各支援機能を行うための列車運

転状況を簡易に取得可能となった。 

３．３．支援画面・タイミングの受容性の確認 
支援情報や表示タイミングについて、試験車両を担

当した 3 名の運転士に聞き取り調査を行い、その受容

性について確認を行った。 
図 5 の画面は、本プロジェクトの最終段階の画面で

ある。 
また、支援タイミングについては、当初、支援タイ

ミングが遅く、駅構内でオーバーラン気味になる傾向

があったため、現在位置と速度から予測して支援情報

を先出しする機能を加え、運転士への聞き取り調査の

結果から判断したタイミングより、2.5 秒の早く支援

を行うこととした。その結果、運転士に不安感を与え

ず円滑に操作できるタイミングで支援を行うことが

可能となった。 
３．４．省エネ効果評価 

標準運転曲線で走行した際の消費電力量を基準と

し、どの程度省エネルギー効果が得られるかを検討し

た。 
ただし、力行コントロールについては、力行中にお

いて力行を解除することにより制動コントロールに

用いる十分な余裕時間を確保できない場合があるこ

とが分かったことから、効果評価の対象から外すこと

とした。 
現車試験の結果、試運転ダイヤのため前方の営業列

車との間隔が狭まったことにより信号の影響を受け

た箇所や、駅間が短く支援が開始できなかった箇所等

一部区間において省エネ効果が得られない箇所が見

受けられたが、多くの区間において 20%程度の省エネ

ルギー効果（回生電力量の増加）が得られる可能性が

あることが確認された。 
４．まとめ 

今回、オンボード運転支援装置の研究を 3 年間に渡

り実施し、営業線における支援装置の動作確認・効果

評価を行った。その結果、当初に目標としていた動作

が確認されたとともに、支援画面の運転士への受容性

についても十分確保されていることが確認された。 
本運転支援装置を用いることにより多くの駅間に

おいて回生電力量について約 20%の省エネルギー効

果が得られる可能性があることが確認され、本プロジ

ェクト開始当初に設定した目標である従前と比較し

て 5%の省エネルギー化についても達成可能であると

考えている。その結果、これらの結果は、基礎的研究

推進制度における事後評価においても高い評価結果

を得ることができた。 
今後は、本運転支援装置のモニターランを行う体制

を整え、評価を引き続き実施してく必要があると考え

ている。 
５．謝意 

本研究の実施において、東京大学、千葉大学、新京

成電鉄、他多くの関係者に協力いただいた。ここに記

して謝意を表す。 
参考文献 

1)「運輸分野における基礎的研究推進制度」により実

施された研究開発課題（平成 24 年度終了案件）に係

る評価結果について

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo17_hh_0000
31.html 

 

図８ 台形歪み補正処理状況（力行ノッチ） 
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１．はじめに 

都市交通分野における省エネルギー化や CO2 排出

量削減のためには、個別交通から公共交通へのモーダ

ルシフトが有効である。その実現に向け各地で実施さ

れている取組み事例を取り上げ動向を報告する。 
また、モーダルシフトの効果を評価するにあたって

は、公共交通の輸送効率の側面とともに、システム全

体のライフサイクルCO2排出量の推計手法を構築し、

交通システム整備に伴う CO2 排出量の変化を評価す

ることも重要な視点である。このような観点から、シ

ミュレーションを用いた効果評価手法と LRT 導入に

よる CO2 排出量削減効果のケーススタディ事例を報

告する。 
 

２．モーダルシフト実現に向けた取り組み 
 近年の都市内公共交通のトピックとしては、富山市

に於ける富山ライトレール開業と、それに続く富山地

方鉄道富山市内軌道線環状部の整備が上げられる。北

陸新幹線開業に合わせ、両路線は JR 富山駅高架下で

接続され直通運転も実施される予定であり、富山市内

の公共交通ネットワーク整備が大きく進展する。 
 同様の動きが福井市に於いても始まっており、平成

25年3月に福井鉄道が低床LRVを導入したのを皮切

りに、福井駅前の交通結節点の整備や福井鉄道とえち

ぜん鉄道との路線を田原町駅で接続し、相互乗り入れ

を行う計画となっている。 
 交通安全環境研究所ではこれらの地域に於いて、低

床 LRV 車両が導入されるに当たり安全性評価を実施

した他、新たな信号システムの安全性評価等も実施

し、新しい交通システム導入の支援を行ってきた。 
 路面電車を巡る最新の動きとしては、札幌市に於け

る路線の環状化 1）が注目されている。新たな軌道を敷

設するに当たり、その位置を道路の中央部ではなく歩

道側に振り分けるサイドリザベーション計画が提示

されている。この方式は海外では事例が見られるもの

の日本では初めての試みであり、新たに設置予定の停

留所に於いて歩道から乗降できる利便性が、旅客にど

のような影響を与えるかが注目される。 
 LRTだけでなくBRT(Bus Rapid Transit)の導入計

画も進められている。BRT という言葉は、東日本大

震災で大きな被害を受けた路線での仮復旧の手段と

して広く知られるようになってきたが、本来は鉄道の

代替手段ではなく、都市内公共交通のメニューの一つ

である。新潟市では新しい公共交通として BRT の導

入を目指しており、連接バス導入とバス専用レーンの

整備を計画している 2）。 
 上に挙げた各地の取り組みは既に一部実現してい

るか、または実現に向けて計画が実行されつつあるも

のである。一方、実現までには時間が必要だと思われ

るものの、鉄軌道導入によるモーダルシフトへの大き

な期待が寄せられている地域として沖縄本島が挙げ

られる。沖縄県内の軌道系交通システムは、沖縄都市

モノレール(ゆいレール：路線長 12.9km)のみであり、

車社会となっている沖縄では、新たな軌道系公共交通

の導入機運が近年高まりつつある。 
 内閣府では平成 22 年度より「鉄軌道等導入可能性

検討基礎調査」を開始し、平成 24 年度より「鉄軌道

等導入課題検討基礎調査」を実施し、鉄軌道導入に向

けた検討を進めている 3）。沖縄県も平成 24 年 6 月に

公表した「沖縄県総合交通体系基本計画」に於いて、

本島を南北に走る「鉄軌道を含む新たな公共交通シス

テムの導入」や那覇市と与那原町とを結ぶ「LRT･BRT
等」を掲げている。さらに沖縄県では上記基本計画に

基づき、「鉄軌道を含む新たな公共交通システム導入

促進検討業務」を進めている 4）。 
 国や沖縄県の動きとは別に、沖縄県内の自治体でも

独自に鉄軌道導入の可能性を検討しており、特に本島
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だし補正結果も良好であることから、運転支援への影

響はないと考えられる。 
３．２．画像解析による架線電圧計及び力行ノッチ

の認識 
カメラより 15fps（1 秒間に 15 フレーム）で取り込

んだ画像を解析することで架線電圧計及び力行ノッ

チの状況を認識する手法について、その認識状況の確

認を実施した。 
当初はカメラを被写体に正対して設置することが

できなかった影響により、認識精度が予定通り得られ

なかったが、台形歪み補正処理を行うことにより認識

率を向上させることができた。（図８参照）照度不足

や外光の影響により認識率が下がることも確認され

たが、認識パラメータの変更等で対応可能と考えられ

る。このことにより、各支援機能を行うための列車運

転状況を簡易に取得可能となった。 

３．３．支援画面・タイミングの受容性の確認 
支援情報や表示タイミングについて、試験車両を担

当した 3 名の運転士に聞き取り調査を行い、その受容

性について確認を行った。 
図 5 の画面は、本プロジェクトの最終段階の画面で

ある。 
また、支援タイミングについては、当初、支援タイ

ミングが遅く、駅構内でオーバーラン気味になる傾向

があったため、現在位置と速度から予測して支援情報

を先出しする機能を加え、運転士への聞き取り調査の

結果から判断したタイミングより、2.5 秒の早く支援

を行うこととした。その結果、運転士に不安感を与え

ず円滑に操作できるタイミングで支援を行うことが

可能となった。 
３．４．省エネ効果評価 

標準運転曲線で走行した際の消費電力量を基準と

し、どの程度省エネルギー効果が得られるかを検討し

た。 
ただし、力行コントロールについては、力行中にお

いて力行を解除することにより制動コントロールに

用いる十分な余裕時間を確保できない場合があるこ

とが分かったことから、効果評価の対象から外すこと

とした。 
現車試験の結果、試運転ダイヤのため前方の営業列

車との間隔が狭まったことにより信号の影響を受け

た箇所や、駅間が短く支援が開始できなかった箇所等

一部区間において省エネ効果が得られない箇所が見

受けられたが、多くの区間において 20%程度の省エネ

ルギー効果（回生電力量の増加）が得られる可能性が

あることが確認された。 
４．まとめ 

今回、オンボード運転支援装置の研究を 3 年間に渡

り実施し、営業線における支援装置の動作確認・効果

評価を行った。その結果、当初に目標としていた動作

が確認されたとともに、支援画面の運転士への受容性

についても十分確保されていることが確認された。 
本運転支援装置を用いることにより多くの駅間に

おいて回生電力量について約 20%の省エネルギー効

果が得られる可能性があることが確認され、本プロジ

ェクト開始当初に設定した目標である従前と比較し

て 5%の省エネルギー化についても達成可能であると

考えている。その結果、これらの結果は、基礎的研究

推進制度における事後評価においても高い評価結果

を得ることができた。 
今後は、本運転支援装置のモニターランを行う体制

を整え、評価を引き続き実施してく必要があると考え

ている。 
５．謝意 

本研究の実施において、東京大学、千葉大学、新京

成電鉄、他多くの関係者に協力いただいた。ここに記

して謝意を表す。 
参考文献 

1)「運輸分野における基礎的研究推進制度」により実

施された研究開発課題（平成 24 年度終了案件）に係

る評価結果について
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図８ 台形歪み補正処理状況（力行ノッチ） 
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１．はじめに 

都市交通分野における省エネルギー化や CO2 排出

量削減のためには、個別交通から公共交通へのモーダ

ルシフトが有効である。その実現に向け各地で実施さ

れている取組み事例を取り上げ動向を報告する。 
また、モーダルシフトの効果を評価するにあたって

は、公共交通の輸送効率の側面とともに、システム全

体のライフサイクルCO2排出量の推計手法を構築し、

交通システム整備に伴う CO2 排出量の変化を評価す

ることも重要な視点である。このような観点から、シ

ミュレーションを用いた効果評価手法と LRT 導入に

よる CO2 排出量削減効果のケーススタディ事例を報

告する。 
 

２．モーダルシフト実現に向けた取り組み 
 近年の都市内公共交通のトピックとしては、富山市

に於ける富山ライトレール開業と、それに続く富山地

方鉄道富山市内軌道線環状部の整備が上げられる。北

陸新幹線開業に合わせ、両路線は JR 富山駅高架下で

接続され直通運転も実施される予定であり、富山市内

の公共交通ネットワーク整備が大きく進展する。 
 同様の動きが福井市に於いても始まっており、平成

25年3月に福井鉄道が低床LRVを導入したのを皮切

りに、福井駅前の交通結節点の整備や福井鉄道とえち

ぜん鉄道との路線を田原町駅で接続し、相互乗り入れ

を行う計画となっている。 
 交通安全環境研究所ではこれらの地域に於いて、低

床 LRV 車両が導入されるに当たり安全性評価を実施

した他、新たな信号システムの安全性評価等も実施

し、新しい交通システム導入の支援を行ってきた。 
 路面電車を巡る最新の動きとしては、札幌市に於け

る路線の環状化 1）が注目されている。新たな軌道を敷

設するに当たり、その位置を道路の中央部ではなく歩

道側に振り分けるサイドリザベーション計画が提示

されている。この方式は海外では事例が見られるもの

の日本では初めての試みであり、新たに設置予定の停

留所に於いて歩道から乗降できる利便性が、旅客にど

のような影響を与えるかが注目される。 
 LRTだけでなくBRT(Bus Rapid Transit)の導入計

画も進められている。BRT という言葉は、東日本大

震災で大きな被害を受けた路線での仮復旧の手段と

して広く知られるようになってきたが、本来は鉄道の

代替手段ではなく、都市内公共交通のメニューの一つ

である。新潟市では新しい公共交通として BRT の導

入を目指しており、連接バス導入とバス専用レーンの

整備を計画している 2）。 
 上に挙げた各地の取り組みは既に一部実現してい

るか、または実現に向けて計画が実行されつつあるも

のである。一方、実現までには時間が必要だと思われ

るものの、鉄軌道導入によるモーダルシフトへの大き

な期待が寄せられている地域として沖縄本島が挙げ

られる。沖縄県内の軌道系交通システムは、沖縄都市
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は全国に広まってきているが、都市の構造、道路の状

況、あるいは人口の集積度や人口構成等の条件は地域

により異なっている。また、かえって道路渋滞が増え

CO2排出量が増加したり、導入した新システムに乗客

が乗らず、採算性が悪化したりという影響があり得

る。そのため、新たな公共交通を導入するに当たって

は、事前に導入効果を予測し評価する必要がある。以

下、公共交通システムの導入効果評価手法の例につい

て詳述する。 
 
３．LCA（Life Cycle Assessment）を考慮したLRT導

入効果評価 

 モーダルシフト実現のための効果評価に当たって

は、これまで、導入後の交通システムの効果評価につ

いて検討してきたが、システム全体のライフサイクル

も考える必要がある。そこで今回は、交通システム整

備に伴う CO2 排出量の変化を評価する観点から、交

通流シミュレーションに、実際の交通システム整備計

画に関するライフサイクル環境負荷の評価を加えた

検討を行った。 
 ケーススタディとして LRT を導入した場合の効果

を実施した。なお、ケーススタディにおいて LRT 整

備前後の比較を実施しているが、推計における諸設定

はあくまで仮想である。 
３．１． 評価範囲の設定 
 本ケーススタディでは、路線バスを新設の LRT に

置き換える事業を対象として、ライフサイクルにわた

る CO2 排出量を推計する。LRT・路線バスの各交通

システムと自動車を評価範囲に含める。LRT はイン

フラ(軌道等の本体構造物、停留所等の付帯構造物)と

車両から構成されるシステムとし、従来運行している

路線バスについては、インフラ(道路・停留所等)はす

でに存在するものとして推計に加えず、車両製造・更

新および走行に伴う CO2を評価する。 
 ライフタイムは、LRT・路線バスいずれのシステム
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新されるものとする。また、LRT 整備や路線バス廃

止によって交通流が変化する自動車(乗用車・トラッ

ク)については、走行起源環境負荷の変化を扱い、環

境負荷の種類として CO2 を取り上げる。本ケースス

タディにおける評価範囲を図 1 に示す。本検討では

LRT および路線バスのライフサイクル CO2 を

SyLC-CO2(System Life Cycle CO2)、自動車を含めた

拡張ライフサイクル CO2をELC-CO2(Extended Life 
Cycle CO2)と表記する。 
 推計フローを図 2 に示す 5)。LRT・路線バスの走行

起源以外の CO2排出量は各構成要素(車両、インフラ)
の CO2 排出原単位を用いて求める。また、LRT・路

線バス・自動車の走行起源 CO2 排出量はシミュレー

ションにより求める。 
３．２．車両及びインフラの推計方法 

 LRT・路線バスの構成要素である車両・インフラ

(LRT のみ)それぞれの CO2排出量は、製造(車両)、建

設・維持補修(インフラ)の段階毎に表 1 に示すCO2排

出量原単位を用いて推計する。なお、LRT のインフ

ラ維持補修は毎年行うとし、レール交換は 20 年に 1
度と仮定する。 
３．３．車両走行段階の推計方法 

 本検討では当研究所で開発した都市交通シミュレ

ータ 7)を用いて、従来の路線バスや自動車および新設

LRT の車両走行の CO2排出量を求める。本シミュレ

ータは地図上に LRT 路線を設定して、道路交通(自動

車、バス)の走行と並行して模擬走行することができ、

LRT 導入による自動車交通への影響が計算可能であ

る。LRT には車両の性能曲線、制限速度、曲線通過

速度が与えられ、交通信号機に従いながら走行する際

の力行電力、回生電力から消費エネルギー量が得られ

る。自動車に関しては、道路ネットワーク上をあらか

じめ目的地を持った自動車が 1 台ずつ信号現示に従

って走行する、車両間の追従挙動モデルに基づいたミ

クロ交通シミュレーションとなっている。 
 普通ガソリン自動車と大型・バスディーゼル自動車 

 

 

を扱い、各車からの CO2 排出量は、走行モードによ

り瞬時燃料消費量を計算し、それに環境省が定める

CO2排出係数を乗じて算出する。 
３．４．ケーススタディの概要 

 ケーススタディの概要を表 2 及び図 3 に示す。LRT
導入により従来同じ区間を運行している路線バスは
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し、専用軌道の敷設に伴って自動車が通行可能な車線
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自動車交通からの転換は考慮しないものとする。 
 自動車走行状況は、国土交通省による平成 17 年度

の一般道路交通量調査データに基づき、各交差点の直
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 LRT 整備前後の環境負荷変化を推計するために、
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の 2 つのシナリオを設定する。シミュレーションによ

る推計は 1 時間を単位として行う。1 時間ごとの推計

結果を足し合わせて 1 日の CO2排出量を算出し、ラ

イフタイム 60 年に換算する。 
３．４．１ 交通ネットワーク全体での推計結果 

 交通ネットワーク全体からのELC-CO2推計結果を

図 4 に示す。SyLC-CO2は従来(路線バス)に比べLRT
整備の方がインフラ起源のCO2排出量が多いものの、

走行起源 CO2 排出量が小さいため、微量ながら減少

したが、周辺交通流の自動車走行起源 CO2 排出量は

528[kt-CO2/60 年]増加しており、その分も含めた

ELC-CO2 は増加するという結果が得られた。すなわ

ち、軌道を新設して道路容量が減少し、周辺道路が渋

滞した分、路線バス利用者が LRT 利用へと転換する

だけでは、交通ネットワーク全体として ELC-CO2が

増加することになる。 
３．４．２ 自動車からLRTへの需要転換量の影響に

関する感度分析 

 以上より、LRT 整備に伴い CO2排出量を削減する
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表 1 LRT・路線バスの CO2排出原単位 6) 

システム 構成要素 段階 原単位 
a)車両 製造 39.3[t-CO2/編成]

b)軌道 1,070[t-CO2/km]建

設 c)電停 14.4[t-CO2/箇所]
LRT 

インフラ

d)維持補修 4[t-CO2/年] 
路線バス e)車両 製造 36.4[t-CO2/台]



－ 67 －

 

 

南部の市や町および石垣市に於いては LRT 導入に向

けた議論が進められている。 
 交通安全環境研究所では平成 22 年に那覇市と宜野

湾市を会場として「第 4 回LRT 国際ワークショップ」

を開催し、海外有識者を交えて沖縄への LRT 導入の

可能性について議論した他、平成 24 年には「第 2 回

LRT 普及促進懇話会」を那覇市で開催し、沖縄県内

への LRT 導入に向けた動きを支援している。また、

鉄軌道導入に向けた沖縄県の検討会や、沖縄本島南部

自治体の勉強会等に職員が参加し、技術的助言等を行

っている。 
 このように、都市内交通のモーダルシフトに向けた

LRTやBRT等の新たな公共交通システム導入の動き

は全国に広まってきているが、都市の構造、道路の状

況、あるいは人口の集積度や人口構成等の条件は地域

により異なっている。また、かえって道路渋滞が増え

CO2排出量が増加したり、導入した新システムに乗客

が乗らず、採算性が悪化したりという影響があり得

る。そのため、新たな公共交通を導入するに当たって

は、事前に導入効果を予測し評価する必要がある。以

下、公共交通システムの導入効果評価手法の例につい

て詳述する。 
 
３．LCA（Life Cycle Assessment）を考慮したLRT導

入効果評価 

 モーダルシフト実現のための効果評価に当たって

は、これまで、導入後の交通システムの効果評価につ

いて検討してきたが、システム全体のライフサイクル

も考える必要がある。そこで今回は、交通システム整

備に伴う CO2 排出量の変化を評価する観点から、交

通流シミュレーションに、実際の交通システム整備計

画に関するライフサイクル環境負荷の評価を加えた

検討を行った。 
 ケーススタディとして LRT を導入した場合の効果

を実施した。なお、ケーススタディにおいて LRT 整

備前後の比較を実施しているが、推計における諸設定

はあくまで仮想である。 
３．１． 評価範囲の設定 
 本ケーススタディでは、路線バスを新設の LRT に

置き換える事業を対象として、ライフサイクルにわた

る CO2 排出量を推計する。LRT・路線バスの各交通

システムと自動車を評価範囲に含める。LRT はイン

フラ(軌道等の本体構造物、停留所等の付帯構造物)と

車両から構成されるシステムとし、従来運行している

路線バスについては、インフラ(道路・停留所等)はす

でに存在するものとして推計に加えず、車両製造・更

新および走行に伴う CO2を評価する。 
 ライフタイムは、LRT・路線バスいずれのシステム

も 60 年とし、車両は LRT30 年、路線バス 10 年で更

新されるものとする。また、LRT 整備や路線バス廃

止によって交通流が変化する自動車(乗用車・トラッ

ク)については、走行起源環境負荷の変化を扱い、環

境負荷の種類として CO2 を取り上げる。本ケースス

タディにおける評価範囲を図 1 に示す。本検討では

LRT および路線バスのライフサイクル CO2 を

SyLC-CO2(System Life Cycle CO2)、自動車を含めた

拡張ライフサイクル CO2をELC-CO2(Extended Life 
Cycle CO2)と表記する。 
 推計フローを図 2 に示す 5)。LRT・路線バスの走行

起源以外の CO2排出量は各構成要素(車両、インフラ)
の CO2 排出原単位を用いて求める。また、LRT・路

線バス・自動車の走行起源 CO2 排出量はシミュレー

ションにより求める。 
３．２．車両及びインフラの推計方法 

 LRT・路線バスの構成要素である車両・インフラ

(LRT のみ)それぞれの CO2排出量は、製造(車両)、建

設・維持補修(インフラ)の段階毎に表 1 に示すCO2排

出量原単位を用いて推計する。なお、LRT のインフ

ラ維持補修は毎年行うとし、レール交換は 20 年に 1
度と仮定する。 
３．３．車両走行段階の推計方法 

 本検討では当研究所で開発した都市交通シミュレ

ータ 7)を用いて、従来の路線バスや自動車および新設

LRT の車両走行の CO2排出量を求める。本シミュレ

ータは地図上に LRT 路線を設定して、道路交通(自動

車、バス)の走行と並行して模擬走行することができ、

LRT 導入による自動車交通への影響が計算可能であ

る。LRT には車両の性能曲線、制限速度、曲線通過

速度が与えられ、交通信号機に従いながら走行する際

の力行電力、回生電力から消費エネルギー量が得られ

る。自動車に関しては、道路ネットワーク上をあらか

じめ目的地を持った自動車が 1 台ずつ信号現示に従

って走行する、車両間の追従挙動モデルに基づいたミ

クロ交通シミュレーションとなっている。 
 普通ガソリン自動車と大型・バスディーゼル自動車 

 

 

を扱い、各車からの CO2 排出量は、走行モードによ

り瞬時燃料消費量を計算し、それに環境省が定める

CO2排出係数を乗じて算出する。 
３．４．ケーススタディの概要 

 ケーススタディの概要を表 2 及び図 3 に示す。LRT
導入により従来同じ区間を運行している路線バスは

廃止され、利用者は全員 LRT に転換するものと想定

し、専用軌道の敷設に伴って自動車が通行可能な車線

は減少するものとする。またここでは並行道路を走る

自動車交通からの転換は考慮しないものとする。 
 自動車走行状況は、国土交通省による平成 17 年度

の一般道路交通量調査データに基づき、各交差点の直

進右左折交通量を用いて再現する。 
 LRT 整備前後の環境負荷変化を推計するために、

従来(自動車＋路線バス)と LRT 整備(自動車＋LRT)
の 2 つのシナリオを設定する。シミュレーションによ

る推計は 1 時間を単位として行う。1 時間ごとの推計

結果を足し合わせて 1 日の CO2排出量を算出し、ラ

イフタイム 60 年に換算する。 
３．４．１ 交通ネットワーク全体での推計結果 

 交通ネットワーク全体からのELC-CO2推計結果を

図 4 に示す。SyLC-CO2は従来(路線バス)に比べLRT
整備の方がインフラ起源のCO2排出量が多いものの、

走行起源 CO2 排出量が小さいため、微量ながら減少

したが、周辺交通流の自動車走行起源 CO2 排出量は

528[kt-CO2/60 年]増加しており、その分も含めた

ELC-CO2 は増加するという結果が得られた。すなわ

ち、軌道を新設して道路容量が減少し、周辺道路が渋

滞した分、路線バス利用者が LRT 利用へと転換する

だけでは、交通ネットワーク全体として ELC-CO2が

増加することになる。 
３．４．２ 自動車からLRTへの需要転換量の影響に

関する感度分析 

 以上より、LRT 整備に伴い CO2排出量を削減する

には、自動車から LRT への需要転換が必要であると

いうことが分かる。そこで、需要転換が生じた場合の、

自動車走行による CO2 排出量の変化について感度分

析を行った。本検討では道路状況に着目し、渋滞のあ

る上りと渋滞のない下りでは需要転換の感度がどの

ように異なるか考察した。考察する範囲は、図 3 に示

すLRT と並行する 2km の区間で行った。シミュレー

ション設定条件を表 3 に示す。この条件で自動車のう

ち10～50%がLRTへ転換した場合のCO2排出量を推

計する。 
 図 5 に対象区間上りの分析結果を示す。1 時間のシ

ミュレーションにより得られた、対象区間を通過した

自動車の走行により発生する CO2 排出量を表してい

る。自動車需要のうち 20%がLRT に転換すると、点

線で示した交通量減少分以上に CO2 排出量は低減し

ていくことがわかる。この理由として、交差点で発生

している渋滞が解消されて車両走行環境が改善する

効果が卓越していることが考えられる。 
 一方、図 6 に示す同区間下りのみの分析結果では、

上りに比べて CO2 排出量の減少の程度が小さい。こ

れは、下りはもともと渋滞が発生しておらず、転換に

LRTのライフサイクルCO2
車両（製造・走行）インフラ（軌道・電停）

バスのライフサイクルCO2
車両（製造・走行）

本研究における評価範囲(拡張ライフサイクルCO2)

(参考)BRTのライフサイクルCO2
車両(製造・走行) インフラ(停留所・区画線の設置)  

図 1 本ケーススタディにおける評価範囲の設定 

各構成要素のCO2排出原単位
(車両・インフラ)

LRT整備
のCO2

路線バス
車両のCO2

各構成要素の資材消費量
各資材のCO2排出原単位

車両数 車両数
電停数
延長

ライフタイム

路線バスのライ
フサイクルCO2

LRTのライフサ
イクルCO2

対象領域の環境情報
(道路ネットワーク、信号など)

交通OD表
バス・LRTの運行情報
(路線、時刻表など)

ミクロ交通流シミュレーション

路線バス・LRT
走行のCO2

自動車走行のCO2

拡張ライフサイクルCO2

車両走行挙動
(1台1台の車両速
度の時間変化)

提案する新たな
推計プロセス

図 2 ライフサイクル CO2推計フロー5) 

 
表 1 LRT・路線バスの CO2排出原単位 6) 

システム 構成要素 段階 原単位 
a)車両 製造 39.3[t-CO2/編成]

b)軌道 1,070[t-CO2/km]建

設 c)電停 14.4[t-CO2/箇所]
LRT 

インフラ

d)維持補修 4[t-CO2/年] 
路線バス e)車両 製造 36.4[t-CO2/台]
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よって交通量が減少しても車両挙動が大きく変わる

ことがないためである。 
以上より、道路交通状況が需要転換量の感度分析結

果にも大きく影響を及ぼすことが分かった。なお、今

回は需要転換量を扱ったが、自動車交通量が従来より

増加した場合等についても、感度分析によって検討す

ることができる。 

 
４．おわりに 

 効果的なモーダルシフトの実現により、地域住民の

満足やCO2排出量削減等の結果を得るためには、都

市計画から交通システムのライフサイクルまで考慮

する必要がある。新しい公共交通を導入した後で、予

測した効果が得られなかったという状況にならない

ためにも、導入効果を適切に予測・評価することは極

めて重要であり、今後ともこの研究を進めていきた

い。 
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表 2 本ケーススタディで検討する路線の概要 
 路線バス(従来) LRT(計画) 

車両重量[t/両(編成)] 10.7 25.0
運行本数[本/日] 450 320
表定速度[km/h] 10.2 16.8
停留所数[箇所] 50 36
路線延長[km] 14.5 14.5
輸送量[人/日] 27,000 27,000
車両数 15[台] 20[編成]
定員[人] 80 150
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表 3 シミュレーション対象区間の概要 

LRT 延長 2.0km 

OD データ 
平成 17 年道路交通センサス 
主要交差点の交通量調査 

交通信号 LRT に対しては PTPS を適用 
計算時間 1 時間 
電停数 7 箇所 

シナリオ設定 
従来：自動車＋路線バス 
LRT 整備：自動車＋LRT 

区間内主要交差点 5 箇所 

 

 

 
 
７．運転状況記録装置の国際規格化と映像型記録装置の実用化について 
 
 

交通システム研究領域   ※森 裕貴  竹内 俊裕  吉永 純  田代 維史 
 
 

１．はじめに 
鉄道における運転状況記録装置の設置については、

JR 福知山線の脱線事故を契機に、航空・鉄道事故調

査委員会（現 運輸安全委員会）が、「列車の走行状況

等を記録する装置の設置と活用」に関する建議を行っ

たことを踏まえ、国土交通省の「技術基準検討委員会」

において、設置の義務付けが提言された。その後、国

土交通省は「運転状況記録装置に係る検討会」を設置

し、同装置に必要な仕様、今後追加されることが望ま

しい仕様を決定、平成 18 年 7 月に、「鉄道に関する技

術上の基準を定める省令」（以下「技術基準省令」と

いう）が改正された。この技術基準省令では、新造車

両は設置を義務付け、その他の車両については経過措

置を設けているが、安全性向上のためにも速やかに設

置されることが望ましい。 
交通研では、技術基準省令で定められている同装置

に必要な仕様に加え、今後望まれる仕様についても検

討すべきと考え、大幅な車両改造を必要とせず既存車

両への導入が容易な、映像型の運転状況記録装置（以

下「映像型記録装置」という）の実用化に取り組んで

きたが、このほど具体的な導入が実現したので、その

概要について説明する。 
また、運転状況記録装置の規格化は欧州において先

行していたが、日本方式の国際標準化活動に積極的に

取り組んだ結果、日本の運転状況記録装置の考え方が

反映された国際規格がまもなく成立する見込みであ

る。国内外の運転状況記録装置の現状について解説す

るとともに、国際規格化に対する取り組みと現状につ

いて報告する。 
２．国内における運転状況記録装置について 

 国内では、運転状況記録装置が備えるべき要件は、

技術基準省令において定められている。そのため本項

では、技術基準省令およびその解釈を具体化して明示

した解釈基準（以下「解釈基準」という）を概説する

とともに、国内の現状や取り組みについて述べる。 

２．１．運転状況記録装置の整備率 
 技術基準省令においては、一部の車両を除いた対象

車両について、改正より 10 年の間（平成 28 年 6 月末）

に整備率 100％とすることを定めている。図１に対象

車両における整備率の推移を示す１）。調査が開始され

た平成 19 年当初の整備率は 35％程度と低水準であっ

たが、毎年 10％ほど上昇し平成 24 年末には整備率は

85％となった。この上昇率であれば容易に達成する見

込みではあったが、平成 25 年末の整備率は 89％と上

昇は 4％に留まり、残り車両への設置が急がれる。な

お、設置が急務であった運転最高速度が 100km/h を超

える車両については、改正より 5 年以内に設置するよ

う指導があり、既に全車に設置が完了している。 
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図１ 対象車両における整備率の推移 

２．２．運転状況記録装置の種類 
 運転状況記録装置は設置形態により大きく2種類に

分けられ、車両制御情報システム（TCMS：Train Control 
and Monitoring System）のように鉄道車両全体をモニ

タリングするシステムにおいて、その一部機能が運転

状況記録装置の役割を担うものと、運転状況記録装置

としての機能のみを有する独立型のものがある。既存

車両への設置については、概ね独立型が採用されてお

り、後述する国際規格においても対象範囲は独立型に

限られている。 
 また、測定データの記録方法についても、常時測定

データを記録する連続記録方式と、測定データの変動
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表 2 本ケーススタディで検討する路線の概要 
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運行本数[本/日] 450 320
表定速度[km/h] 10.2 16.8
停留所数[箇所] 50 36
路線延長[km] 14.5 14.5
輸送量[人/日] 27,000 27,000
車両数 15[台] 20[編成]
定員[人] 80 150

 

14.5km

：信号交差点 ：電停

中心駅

C

2km

3.4.2の対象範囲

14.5km

：信号交差点 ：電停

中心駅

CC

2km

3.4.2の対象範囲

図 3 シミュレーション対象区間の概略図 

0
10
20
30
40
50
60
70

SyLC‐CO2 周辺交通流 SyLC‐CO2 周辺交通流

現行(自動車＋路線バス) 計画(自動車＋LRT)

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

従来 LRT

SyLC‐CO2 SyLC‐CO2

Sy
LC

‐C
O

2[k
t‐C

O
2/
60

年
]

周
辺

交
通

流
CO

2排
出

量
[k
t‐
CO

2/
60

年
]

走行

車両
製造

走行

インフラ

車両
製造

ELC‐CO2 [kt‐CO2/60年] 2,278 2,805

図 4 交通ネットワーク全体での CO2推計結果 
表 3 シミュレーション対象区間の概要 

LRT 延長 2.0km 

OD データ 
平成 17 年道路交通センサス 
主要交差点の交通量調査 

交通信号 LRT に対しては PTPS を適用 
計算時間 1 時間 
電停数 7 箇所 

シナリオ設定 
従来：自動車＋路線バス 
LRT 整備：自動車＋LRT 

区間内主要交差点 5 箇所 

 

 

 
 
７．運転状況記録装置の国際規格化と映像型記録装置の実用化について 
 
 

交通システム研究領域   ※森 裕貴  竹内 俊裕  吉永 純  田代 維史 
 
 

１．はじめに 
鉄道における運転状況記録装置の設置については、

JR 福知山線の脱線事故を契機に、航空・鉄道事故調

査委員会（現 運輸安全委員会）が、「列車の走行状況

等を記録する装置の設置と活用」に関する建議を行っ

たことを踏まえ、国土交通省の「技術基準検討委員会」

において、設置の義務付けが提言された。その後、国

土交通省は「運転状況記録装置に係る検討会」を設置

し、同装置に必要な仕様、今後追加されることが望ま

しい仕様を決定、平成 18 年 7 月に、「鉄道に関する技

術上の基準を定める省令」（以下「技術基準省令」と

いう）が改正された。この技術基準省令では、新造車

両は設置を義務付け、その他の車両については経過措

置を設けているが、安全性向上のためにも速やかに設

置されることが望ましい。 
交通研では、技術基準省令で定められている同装置

に必要な仕様に加え、今後望まれる仕様についても検

討すべきと考え、大幅な車両改造を必要とせず既存車

両への導入が容易な、映像型の運転状況記録装置（以

下「映像型記録装置」という）の実用化に取り組んで

きたが、このほど具体的な導入が実現したので、その

概要について説明する。 
また、運転状況記録装置の規格化は欧州において先

行していたが、日本方式の国際標準化活動に積極的に

取り組んだ結果、日本の運転状況記録装置の考え方が

反映された国際規格がまもなく成立する見込みであ

る。国内外の運転状況記録装置の現状について解説す

るとともに、国際規格化に対する取り組みと現状につ

いて報告する。 
２．国内における運転状況記録装置について 

 国内では、運転状況記録装置が備えるべき要件は、

技術基準省令において定められている。そのため本項

では、技術基準省令およびその解釈を具体化して明示

した解釈基準（以下「解釈基準」という）を概説する

とともに、国内の現状や取り組みについて述べる。 

２．１．運転状況記録装置の整備率 
 技術基準省令においては、一部の車両を除いた対象

車両について、改正より 10 年の間（平成 28 年 6 月末）

に整備率 100％とすることを定めている。図１に対象

車両における整備率の推移を示す１）。調査が開始され

た平成 19 年当初の整備率は 35％程度と低水準であっ

たが、毎年 10％ほど上昇し平成 24 年末には整備率は

85％となった。この上昇率であれば容易に達成する見

込みではあったが、平成 25 年末の整備率は 89％と上

昇は 4％に留まり、残り車両への設置が急がれる。な

お、設置が急務であった運転最高速度が 100km/h を超

える車両については、改正より 5 年以内に設置するよ

う指導があり、既に全車に設置が完了している。 
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図１ 対象車両における整備率の推移 

２．２．運転状況記録装置の種類 
 運転状況記録装置は設置形態により大きく2種類に

分けられ、車両制御情報システム（TCMS：Train Control 
and Monitoring System）のように鉄道車両全体をモニ

タリングするシステムにおいて、その一部機能が運転

状況記録装置の役割を担うものと、運転状況記録装置

としての機能のみを有する独立型のものがある。既存

車両への設置については、概ね独立型が採用されてお

り、後述する国際規格においても対象範囲は独立型に

限られている。 
 また、測定データの記録方法についても、常時測定

データを記録する連続記録方式と、測定データの変動
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方式の 2 種類に分けられる。ただし、解釈基準におい

て、運転状況記録装置の役割は事故の原因分析に限定

されておらず、インシデント発生状況の解明から事故

の防止へ繋げるためには、極力多く可能な限り克明に

記録することが必要としている。そのため、一部のイ

ベントトリガ方式を除き、ほとんどの装置で連続記録

方式が採用されている。 
２．３．解釈基準における装置仕様 
 解釈基準では、測定が必要な記録項目（表１）が記

載されている。従って、表１を満足するよう測定すれ

ばよく、単一装置での測定も義務付けられていないた

め、複数の装置を用いて記録しても良い。ただし、過

去の事故原因分析の際、測定データ間の一貫性がない

ことが問題となった。そのため、複数の装置で測定を

行う際は、各データ間の整合性に齟齬がでないように

留意する必要がある。 

表１ 測定が必要な記録項目 
記録項目 内容 

列車の運転に関わる 
基本情報 

時間、列車速度、列車位置、 
制御設備の操作状況、 
常用ブレーキ装置の操作状況 

運転士の操作に関する 
基本情報 

制御設備の操作装置の状況、 
常用ブレーキ装置の操作装置の状況

自動列車停止装置又は 
自動列車制御装置の動作 

ATS または ATC の動作 

運転指令と運転士等との 
通話記録 

音声、時刻 

 一方、解釈基準では今後望まれる仕様（表２、３）

についても同時に記載されている。保安ブレーキの動

作、ドア開閉情報、前方映像などいくつかの項目が追

加されるとともに、表１に含まれる項目についても適

宜補正することが求められるなど、より詳細について

規定されている。 
 現在、国内において実績のある運転状況記録装置に

おいては、表２の望まれる記録項目を単一装置で記録

できるものも実現されつつある。しかし、項目によっ

ては車両から信号を取り出せなかったり、全項目を測

定するためには大幅な車両工事が必要になったりと、

いくつかの課題が残されている。なお、表３に記載さ

れている性能項目については、必要最低限と思われる

内容であり、耐性についても一般的な表現に留まって

いる。これは、今後の技術革新を妨げないためであり、

可能な限りの性能向上をすることが推奨されている。 

表２ 測定が望まれる記録項目 
記録項目 内容 

時間 時間補正を含む 

位置 位置補正を含む 

速度  

常用ブレーキ装置の 
操作状況 

各ノッチ毎の操作状況、 
非常ブレーキの指令元の判別 

制御設備の操作状況 各ノッチ毎の操作状況 

自動列車停止装置の動作 
ATS 信号種別を記録 
動作状況を記録 

自動列車制御装置の動作 
ATC 信号種別を記録 
動作状況を記録 

保安ブレーキの動作 動作状況を記録 

BC 圧 動作状況を記録 

等価ブレーキ力信号 

主回路電流 
電気車の場合、回生動作状況 

ドア開閉情報 
ドア開閉指令及び 
ドア開閉ランプの点灯状況 

前方映像 外部要因による事故への対応 

表３ 望まれる性能項目 
性能項目 内容 

記録時間 直近の１日分以上 

停電時動作 
列車分離、停電等による電源断に 
耐える 

メモリ保持時間 電源断後 5日以上保持する 

最小記録間隔または 
最小時間分解能 

0.2 秒以内 

耐振動性能 

耐衝撃性能（記録媒体） 

耐水性能（記録媒体） 

耐火性能（記録媒体） 

設置位置 

通常動作を保証 
異常時に記録媒体を保護する 

３．映像型記録装置 

 鉄道用の運転状況記録装置は、２．１．で述べた通

り普及が進みつつあるが、残された対象車両への設置

および今後望まれる仕様を満たすためには、車両の大

改造を伴わず、より安価で簡易に導入できる装置の提

案が望まれている。 
 交通研ではこれらの課題に対して、従来の運転状況

記録装置のように、車両から各種信号を取り出して記

録する方式ではなく、GPS やカメラといった既存の車

載機器と非接続で情報を取得する、映像型記録装置を

提案している２）。映像型記録装置が実現すれば、既設

のモニタ装置や保安装置を改良または変更する必要

がなく、これに伴うぎ装、接点構成、配線などの大幅

な車両工事についても必要なくなると考えられる。 
 しかし、データ取得の信頼性や性能の検証が新たに

必要となるなど、いくつかの課題が残されていた。そ

 

 

こで、映像型記録装置のプロトタイプを製作し、実用

に供するために下記の各種走行試験を行った。 

a) 前方画像を取得する場合、white out および夜間の

視認性低下が発生するカメラ条件の確認試験 
b) GPS と補正技術による、列車速度および列車位

置の算出試験 
c) カメラを用いた運転操作盤の動作識別試験 
d) カメラを用いたランプ点灯状態の識別試験 

 各試験の結果から、映像型記録装置については、運

転状況記録装置の各種記録項目を測定するために、十

分な性能や信頼性を有すると結論付けた。そして、そ

の結果を反映した映像型記録装置が実用化され、本年

度より阪堺電気軌道株式会社に導入された。設置され

た映像型記録装置を図２、図３に示す。 
 測定センサについては、前方撮影カメラ、運転台カ

メラ、GPS、マイクで構成される。測定が望まれる記

録項目について、対応するセンサをまとめた一覧を表

４に示す。表２に含まれない「運転指令と運転士等と

の通話記録」については、車内に設置されたマイクと

運転指令の録音装置にて記録される。また、運転席に

は画像モニタが設置され、ドアの開閉動作（図４）な

ど車内カメラの映像についても表示が可能である。 
４．国際規格化の動向 

 運転状況記録装置の規格化については、特定の車種

や線区に限定されているが、イギリス（GM/RT 規則

2472：2002 年）やアメリカ（FRA 規則 49 CFR Part 229：
2005 年）が先行して、設置の義務付けや仕様を定めた

規格を発行している。 
 鉄道網が発達し国境を跨ぐ鉄道が数多く存在する

欧州においては、鉄道分野の欧州規格（EN 規格）の

策定が活発であり、規格化についてのノウハウを蓄え

ている。近年欧州では、鉄道技術の輸出を国家戦略と

位置付け、EN 規格の国際標準化により、自国の技術

を積極的に展開しており、運転状況記録装置について

も国際電気標準会議（ International Electrotechnical 
Commission：IEC）に欧州側より規格化の提案がなさ

れた。新しい IEC 規格を制定する場合、表５の手順に

従って進められる。国際規格に日本のシステムや考え

方が盛り込まれない場合、開発メーカーは国際競争力

を失う。また、鉄道事業者にとっても、こうした IEC
規格が JIS 化されるようなことがあれば、国内実績の

ある製品の調達が困難となったり、日本の実情に合わ 

 
 
 
 
 
 

図２ 設置状況（運転台周辺） 

 
 
 
 
 
 

図３ 設置状況（運転台後方） 

車内カメラ

 

図４ 車内カメラのモニタ表示 

表４ 記録項目に対応するセンサ 
記録項目 使用センサ 

時間 GPS 

位置 GPS、前方撮影カメラ 

速度 
GPS、運転台カメラ、 
前方撮影カメラ 

常用ブレーキ装置の操作状況 運転台カメラ 

制御設備の操作状況 運転台カメラ 

自動列車停止装置の動作 該当せず 

自動列車制御装置の動作 該当せず 

保安ブレーキの動作 運転台カメラ 

BC 圧 運転台カメラ 

等価ブレーキ力信号 該当せず 

主回路電流 － 

ドア開閉情報 車内カメラ 

前方映像 前方撮影カメラ 

表５ IEC 規格の制定手順 
段階 制定手順 文書名 

1 新業務項目（NP）の提案 New Work Item Proposal

2 作業原案（WD）の作成 Working Draft 

3 委員会原案（CD）の作成 Committee Draft 

4 
国際規格原案（CDV）の 

照会及び策定 
Committee Draft  

for Vote 

5 最終国際規格案（FDIS）の策定 
Final Draft International 

Standard 

6 国際規格の発行 － 

前方映像カメラ

画像モニタ

運転台カメラ

車内カメラ

GPSユニット、本体

マイク
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方式の 2 種類に分けられる。ただし、解釈基準におい

て、運転状況記録装置の役割は事故の原因分析に限定

されておらず、インシデント発生状況の解明から事故

の防止へ繋げるためには、極力多く可能な限り克明に

記録することが必要としている。そのため、一部のイ

ベントトリガ方式を除き、ほとんどの装置で連続記録

方式が採用されている。 
２．３．解釈基準における装置仕様 
 解釈基準では、測定が必要な記録項目（表１）が記

載されている。従って、表１を満足するよう測定すれ

ばよく、単一装置での測定も義務付けられていないた

め、複数の装置を用いて記録しても良い。ただし、過

去の事故原因分析の際、測定データ間の一貫性がない

ことが問題となった。そのため、複数の装置で測定を

行う際は、各データ間の整合性に齟齬がでないように

留意する必要がある。 

表１ 測定が必要な記録項目 
記録項目 内容 

列車の運転に関わる 
基本情報 

時間、列車速度、列車位置、 
制御設備の操作状況、 
常用ブレーキ装置の操作状況 

運転士の操作に関する 
基本情報 

制御設備の操作装置の状況、 
常用ブレーキ装置の操作装置の状況

自動列車停止装置又は 
自動列車制御装置の動作 

ATS または ATC の動作 

運転指令と運転士等との 
通話記録 

音声、時刻 

 一方、解釈基準では今後望まれる仕様（表２、３）

についても同時に記載されている。保安ブレーキの動

作、ドア開閉情報、前方映像などいくつかの項目が追

加されるとともに、表１に含まれる項目についても適

宜補正することが求められるなど、より詳細について

規定されている。 
 現在、国内において実績のある運転状況記録装置に

おいては、表２の望まれる記録項目を単一装置で記録

できるものも実現されつつある。しかし、項目によっ

ては車両から信号を取り出せなかったり、全項目を測

定するためには大幅な車両工事が必要になったりと、

いくつかの課題が残されている。なお、表３に記載さ

れている性能項目については、必要最低限と思われる

内容であり、耐性についても一般的な表現に留まって

いる。これは、今後の技術革新を妨げないためであり、

可能な限りの性能向上をすることが推奨されている。 

表２ 測定が望まれる記録項目 
記録項目 内容 

時間 時間補正を含む 

位置 位置補正を含む 

速度  

常用ブレーキ装置の 
操作状況 

各ノッチ毎の操作状況、 
非常ブレーキの指令元の判別 

制御設備の操作状況 各ノッチ毎の操作状況 

自動列車停止装置の動作 
ATS 信号種別を記録 
動作状況を記録 

自動列車制御装置の動作 
ATC 信号種別を記録 
動作状況を記録 

保安ブレーキの動作 動作状況を記録 

BC 圧 動作状況を記録 

等価ブレーキ力信号 

主回路電流 
電気車の場合、回生動作状況 

ドア開閉情報 
ドア開閉指令及び 
ドア開閉ランプの点灯状況 

前方映像 外部要因による事故への対応 

表３ 望まれる性能項目 
性能項目 内容 

記録時間 直近の１日分以上 

停電時動作 
列車分離、停電等による電源断に 
耐える 

メモリ保持時間 電源断後 5日以上保持する 

最小記録間隔または 
最小時間分解能 

0.2 秒以内 

耐振動性能 

耐衝撃性能（記録媒体） 

耐水性能（記録媒体） 

耐火性能（記録媒体） 

設置位置 

通常動作を保証 
異常時に記録媒体を保護する 

３．映像型記録装置 

 鉄道用の運転状況記録装置は、２．１．で述べた通

り普及が進みつつあるが、残された対象車両への設置

および今後望まれる仕様を満たすためには、車両の大

改造を伴わず、より安価で簡易に導入できる装置の提

案が望まれている。 
 交通研ではこれらの課題に対して、従来の運転状況

記録装置のように、車両から各種信号を取り出して記

録する方式ではなく、GPS やカメラといった既存の車

載機器と非接続で情報を取得する、映像型記録装置を

提案している２）。映像型記録装置が実現すれば、既設

のモニタ装置や保安装置を改良または変更する必要

がなく、これに伴うぎ装、接点構成、配線などの大幅

な車両工事についても必要なくなると考えられる。 
 しかし、データ取得の信頼性や性能の検証が新たに

必要となるなど、いくつかの課題が残されていた。そ

 

 

こで、映像型記録装置のプロトタイプを製作し、実用

に供するために下記の各種走行試験を行った。 

a) 前方画像を取得する場合、white out および夜間の

視認性低下が発生するカメラ条件の確認試験 
b) GPS と補正技術による、列車速度および列車位

置の算出試験 
c) カメラを用いた運転操作盤の動作識別試験 
d) カメラを用いたランプ点灯状態の識別試験 

 各試験の結果から、映像型記録装置については、運

転状況記録装置の各種記録項目を測定するために、十

分な性能や信頼性を有すると結論付けた。そして、そ

の結果を反映した映像型記録装置が実用化され、本年

度より阪堺電気軌道株式会社に導入された。設置され

た映像型記録装置を図２、図３に示す。 
 測定センサについては、前方撮影カメラ、運転台カ

メラ、GPS、マイクで構成される。測定が望まれる記

録項目について、対応するセンサをまとめた一覧を表

４に示す。表２に含まれない「運転指令と運転士等と

の通話記録」については、車内に設置されたマイクと

運転指令の録音装置にて記録される。また、運転席に

は画像モニタが設置され、ドアの開閉動作（図４）な

ど車内カメラの映像についても表示が可能である。 
４．国際規格化の動向 

 運転状況記録装置の規格化については、特定の車種

や線区に限定されているが、イギリス（GM/RT 規則

2472：2002 年）やアメリカ（FRA 規則 49 CFR Part 229：
2005 年）が先行して、設置の義務付けや仕様を定めた

規格を発行している。 
 鉄道網が発達し国境を跨ぐ鉄道が数多く存在する

欧州においては、鉄道分野の欧州規格（EN 規格）の

策定が活発であり、規格化についてのノウハウを蓄え

ている。近年欧州では、鉄道技術の輸出を国家戦略と

位置付け、EN 規格の国際標準化により、自国の技術

を積極的に展開しており、運転状況記録装置について

も国際電気標準会議（ International Electrotechnical 
Commission：IEC）に欧州側より規格化の提案がなさ

れた。新しい IEC 規格を制定する場合、表５の手順に

従って進められる。国際規格に日本のシステムや考え

方が盛り込まれない場合、開発メーカーは国際競争力

を失う。また、鉄道事業者にとっても、こうした IEC
規格が JIS 化されるようなことがあれば、国内実績の

ある製品の調達が困難となったり、日本の実情に合わ 

 
 
 
 
 
 

図２ 設置状況（運転台周辺） 

 
 
 
 
 
 

図３ 設置状況（運転台後方） 

車内カメラ

 

図４ 車内カメラのモニタ表示 

表４ 記録項目に対応するセンサ 
記録項目 使用センサ 

時間 GPS 

位置 GPS、前方撮影カメラ 

速度 
GPS、運転台カメラ、 
前方撮影カメラ 

常用ブレーキ装置の操作状況 運転台カメラ 

制御設備の操作状況 運転台カメラ 

自動列車停止装置の動作 該当せず 

自動列車制御装置の動作 該当せず 

保安ブレーキの動作 運転台カメラ 

BC 圧 運転台カメラ 

等価ブレーキ力信号 該当せず 

主回路電流 － 

ドア開閉情報 車内カメラ 

前方映像 前方撮影カメラ 

表５ IEC 規格の制定手順 
段階 制定手順 文書名 

1 新業務項目（NP）の提案 New Work Item Proposal

2 作業原案（WD）の作成 Working Draft 

3 委員会原案（CD）の作成 Committee Draft 

4 
国際規格原案（CDV）の 

照会及び策定 
Committee Draft  

for Vote 

5 最終国際規格案（FDIS）の策定 
Final Draft International 

Standard 

6 国際規格の発行 － 

前方映像カメラ

画像モニタ

運転台カメラ

車内カメラ

GPSユニット、本体

マイク
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ない製品を購入せざるを得なくなったりと、新たな負

担を強いられる恐れがある。 
４．１．国際委員会の動向 
 日本は IEC/TC9（鉄道用電気設備とシステムの専門

委員会）の P メンバー（Participating member）であり、

委員会会議への積極的参加の義務と、投票の権利を有

している。そこで、国際委員会が開催されるにあたり、

国内の開発メーカー、鉄道事業者、第三者機関による

国内作業部会を開催、コンセンサスのとれた日本案を

作成し、国際委員会に臨んでいる。 
 国際規格では「運転情報記録装置（On-board Driving 
Data Recording System）」として審議され、IEC 62625-1
においてシステム仕様を規定し、IEC 62625-2 におい

て要求仕様を確認するための試験方法が規定される

予定である。IEC 62625-1 の審議にあたっては、欧州

原案から我が国の技術基準を満たし、最低限必要な機

能・仕様を定める規格案に修正する方向で国際審議を

進め、多くの日本案の承認を得た最終国際規格案

（FDIS）を策定、投票のため現在回覧されている。IEC 
62625-2 については、委員会原案（CD）を日本が作成

し、国際審議に取りかかり始めたところである。 
４．２．国内外における考え方の差異 
 国際審議を進めるにあたり、最も難航した点は日本

と海外の考え方の差異である。主な点を述べると下記

の通りである。 
 記録方式について、日本は前述の通り連続記録方式

を採用している。一方、海外の多くの国では、記憶容

量の削減、記録媒体への書込頻度の削減、省電力など

の理由により、イベントトリガ方式を一般的に採用し

ている。 
 また、規格に記載する数値の取扱いについては、日

本は技術的進歩を考慮して、同意されない数値は排除

する考えであるが、欧米ではできる限り数値を規定す

るという考えである。 
４．３．国際審議での議論  
 ４．２．で述べたように、日本の基本的なスタンス

は、各国間で同意のとれない数値は削除する方針であ

ったが、欧米の抵抗により最小限の数値は認めること

となった。国際審議において特に議論となった項目に

ついて述べる。 
 ①最小記録間隔について、日本方式は書込頻度を抑

える工夫として、最小記録間隔をそのままに、複数デ

ータを一度に書込むことで書込頻度の低減を図って

いる。しかし、その書込頻度を見て、「日本の最小記

録間隔は長すぎる」との誤解を生んだが、丁寧に説明

して誤解を解き、日本方式を併記することとなった。 
 ②記録項目については、各国が現状記録している

様々な項目や数値が提案されたが、「時刻および日

付」「列車速度」「列車位置」「安全運行に関わる運転

士の指令」「列車運転に関わる安全機能の作動状態」

の 5 項目に集約された。安全機能として BC 圧が挙が

ったが、BC 圧を直接測定することは難しいため、ブ

レーキコマンド指令への変更を提案し、反映された。 
 ③日本において認められている測定データの上書

きと、記録媒体の取り外しについては、海外において

認められていない場合が多いため、併記することとな

った。ただし、日本からの提案により、故障等の場合

はどのような形態でも取り外せることとした。 
 ④事故の際に記録媒体を防護するための保護性能

は、最も意見が割れた項目である。国によっては列車

全体の水没などを考慮しているため、基準がまちまち

であった。日本は 1 編成への 2 台設置、あるいは設置

位置の工夫による防護も可能と主張したが、最終的に

日本案を含めた複数案から選択する形式で決着した。 
 以上、個々の議論に対し日本の現状を詳細に説明

し、可能な限り日本の技術も規格の中に取り入れた。 
５．まとめ 

 本稿では、運転状況記録装置の日本国内での現状と

課題について述べ、課題に対する回答として提案して

いた映像型記録装置が実用化されたので、その概要に

ついて紹介した。映像型記録装置については導入期間

がまだ短いが、今後多くの実績を積み導入各社の一助

となることを期待する。 
 また、運転状況記録装置の規格化については、「Part1
システム仕様」の欧州原案では盛り込まれていなかっ

た日本の仕様や考え方を数多く提案し、多くの日本案

に対し承認を得ることができている。これまでの経験

を活かし、「Part2 試験方法」の原案を日本から提出す

ることでイニシアチブを握ることはできたが、今後と

も各国の動向を注視しなければならない。 
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８．鉄道の安全関連国際規格への対応と 
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１．はじめに 
我が国の鉄道に関する技術標準としては、国の「鉄

道に関する技術基準」、JIS（日本工業規格）、鉄道関

連の各種団体規格などがあり、これらが国内における

鉄道全体をカバーしてきた。各種鉄道製品のこれら標

準への適合性に関しては、先ずメーカー自身が製品の

技術文書中で規格準拠を宣言し、製品を受領する鉄道

事業者自らが製品受入れの妥当性判断を行う仕組み

となっている。 
一方、近年の海外市場ではこの仕組みが日本国内と

異なっている。図１の例の様に海外では、工業規格が

存在する製品の場合、規格適合性評価に基づく第三者

認証が受入れ条件として重視され、特に鉄道運行の安

全に直接関わる製品の場合、この条件は必須とされ

る。このように海外鉄道市場では安全関連規格に関す

る認証取得が重要性を増しており、欧州鉄道メーカー

は欧州域内の認証機関から認証を取得し、世界市場へ

の製品拡販を図っている。一方国内鉄道メーカーは、

上述の仕組みから日本に鉄道製品の認証機関が存在

しなかったため、海外市場における応札資格条件、あ

るいは納入後の稼働判断条件に規格適合性認証が求

められた場合、海外の認証機関に認証を依頼してき

た。 
しかし海外の認証機関を利用すると、鉄道安全に関

わる日欧の設計思想の違いの克服、外国語での対応、

地理的制約等によって、膨大な手間とコストがかかる

と言われている。なおかつ、安全関連規格群は製品安

全性の技術的仕様の妥当性と併せて、その仕様の達成

プロセスの妥当性を求めるため、規格適合性説明文書

の体系が我が国の上述の妥当性判断の仕組みに対応

した技術文書の体系と大きく異なっており、国内メー

カーは新たな技術文書体系を構築する必要に迫られ

ている。 

このような背景のもと、交通安全環境研究所では認

証機関を立ち上げ活動を開始した。 
本稿では、安全関連規格の歴史、構造と特徴、説明

文書の構成を述べ、交通安全環境研究所鉄道認証室の

認証機関としての活動を述べる。 
２．歴史的経緯 

日本の鉄道は、ダイヤ乱れの少なさや鉄道設備の信

頼性の高さにおいて世界最高水準にあるが、鉄道技術

の国際標準化と規格適合性認証では欧米がリードし

ている。 
欧州では、18 世紀から民間主体で認証事業が開始

され、20 世紀後半の欧州統合に合わせて域内規格の

統一が図られた。一方、米国では第二次世界大戦後、

軍事・宇宙分野で信頼性マネジメント技術が進展し、

アポロ計画などの成果が得られた。この技術と欧州で

生まれた設計安全性の概念が融合した結果、鉄道分野

では 1990 年代に、R：信頼性、A：アベイラビリティ、

M：保守性、S：安全性からなる RAMS 性能とその達

成プロセスのマネジメントを要求する通称 RAMS 規

格と呼ばれる欧州規格 EN 50126 が開発され、世界標

準の IEC 62278 となった。 

総合管理レポート総合管理レポート

調達側（鉄道事業者、インテグレータ等）の調達側（鉄道事業者、インテグレータ等）の受け入れ判断受け入れ判断

自己宣言レポート自己宣言レポート第三者認証第三者認証

規格あり規格あり

規格規格
群群

適合性評価適合性評価

対対
策策

評価対象設備評価対象設備

規格なし規格なし

評価対象設備評価対象設備

評価方式選定評価方式選定
判定基準策定判定基準策定

自社試験自社試験
設計仕様設計仕様
購入仕様購入仕様

実績実績
外部品仕様外部品仕様

適合性評価適合性評価

対対
策策

規格なし規格なし

評価対象設備評価対象設備

評価方式選定評価方式選定
判定基準策定判定基準策定

自社試験自社試験
設計仕様設計仕様
購入仕様購入仕様

実績実績
外部品仕様外部品仕様

適合性評価適合性評価

対対
策策

自社試験自社試験
設計仕様設計仕様
購入仕様購入仕様

実績実績
外部品仕様外部品仕様

図１ 海外鉄道プロジェクトの製品受入の仕組み例 
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ない製品を購入せざるを得なくなったりと、新たな負

担を強いられる恐れがある。 
４．１．国際委員会の動向 
 日本は IEC/TC9（鉄道用電気設備とシステムの専門

委員会）の P メンバー（Participating member）であり、

委員会会議への積極的参加の義務と、投票の権利を有

している。そこで、国際委員会が開催されるにあたり、

国内の開発メーカー、鉄道事業者、第三者機関による

国内作業部会を開催、コンセンサスのとれた日本案を

作成し、国際委員会に臨んでいる。 
 国際規格では「運転情報記録装置（On-board Driving 
Data Recording System）」として審議され、IEC 62625-1
においてシステム仕様を規定し、IEC 62625-2 におい

て要求仕様を確認するための試験方法が規定される

予定である。IEC 62625-1 の審議にあたっては、欧州

原案から我が国の技術基準を満たし、最低限必要な機

能・仕様を定める規格案に修正する方向で国際審議を

進め、多くの日本案の承認を得た最終国際規格案

（FDIS）を策定、投票のため現在回覧されている。IEC 
62625-2 については、委員会原案（CD）を日本が作成

し、国際審議に取りかかり始めたところである。 
４．２．国内外における考え方の差異 
 国際審議を進めるにあたり、最も難航した点は日本

と海外の考え方の差異である。主な点を述べると下記

の通りである。 
 記録方式について、日本は前述の通り連続記録方式

を採用している。一方、海外の多くの国では、記憶容

量の削減、記録媒体への書込頻度の削減、省電力など

の理由により、イベントトリガ方式を一般的に採用し

ている。 
 また、規格に記載する数値の取扱いについては、日

本は技術的進歩を考慮して、同意されない数値は排除

する考えであるが、欧米ではできる限り数値を規定す

るという考えである。 
４．３．国際審議での議論  
 ４．２．で述べたように、日本の基本的なスタンス

は、各国間で同意のとれない数値は削除する方針であ

ったが、欧米の抵抗により最小限の数値は認めること

となった。国際審議において特に議論となった項目に

ついて述べる。 
 ①最小記録間隔について、日本方式は書込頻度を抑

える工夫として、最小記録間隔をそのままに、複数デ

ータを一度に書込むことで書込頻度の低減を図って

いる。しかし、その書込頻度を見て、「日本の最小記

録間隔は長すぎる」との誤解を生んだが、丁寧に説明

して誤解を解き、日本方式を併記することとなった。 
 ②記録項目については、各国が現状記録している

様々な項目や数値が提案されたが、「時刻および日

付」「列車速度」「列車位置」「安全運行に関わる運転

士の指令」「列車運転に関わる安全機能の作動状態」

の 5 項目に集約された。安全機能として BC 圧が挙が

ったが、BC 圧を直接測定することは難しいため、ブ

レーキコマンド指令への変更を提案し、反映された。 
 ③日本において認められている測定データの上書

きと、記録媒体の取り外しについては、海外において

認められていない場合が多いため、併記することとな

った。ただし、日本からの提案により、故障等の場合

はどのような形態でも取り外せることとした。 
 ④事故の際に記録媒体を防護するための保護性能

は、最も意見が割れた項目である。国によっては列車

全体の水没などを考慮しているため、基準がまちまち

であった。日本は 1 編成への 2 台設置、あるいは設置

位置の工夫による防護も可能と主張したが、最終的に

日本案を含めた複数案から選択する形式で決着した。 
 以上、個々の議論に対し日本の現状を詳細に説明

し、可能な限り日本の技術も規格の中に取り入れた。 
５．まとめ 

 本稿では、運転状況記録装置の日本国内での現状と

課題について述べ、課題に対する回答として提案して

いた映像型記録装置が実用化されたので、その概要に

ついて紹介した。映像型記録装置については導入期間

がまだ短いが、今後多くの実績を積み導入各社の一助

となることを期待する。 
 また、運転状況記録装置の規格化については、「Part1
システム仕様」の欧州原案では盛り込まれていなかっ

た日本の仕様や考え方を数多く提案し、多くの日本案

に対し承認を得ることができている。これまでの経験

を活かし、「Part2 試験方法」の原案を日本から提出す

ることでイニシアチブを握ることはできたが、今後と

も各国の動向を注視しなければならない。 
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我が国の鉄道に関する技術標準としては、国の「鉄
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連の各種団体規格などがあり、これらが国内における

鉄道全体をカバーしてきた。各種鉄道製品のこれら標

準への適合性に関しては、先ずメーカー自身が製品の

技術文書中で規格準拠を宣言し、製品を受領する鉄道

事業者自らが製品受入れの妥当性判断を行う仕組み

となっている。 
一方、近年の海外市場ではこの仕組みが日本国内と

異なっている。図１の例の様に海外では、工業規格が

存在する製品の場合、規格適合性評価に基づく第三者

認証が受入れ条件として重視され、特に鉄道運行の安

全に直接関わる製品の場合、この条件は必須とされ

る。このように海外鉄道市場では安全関連規格に関す

る認証取得が重要性を増しており、欧州鉄道メーカー

は欧州域内の認証機関から認証を取得し、世界市場へ

の製品拡販を図っている。一方国内鉄道メーカーは、

上述の仕組みから日本に鉄道製品の認証機関が存在

しなかったため、海外市場における応札資格条件、あ

るいは納入後の稼働判断条件に規格適合性認証が求

められた場合、海外の認証機関に認証を依頼してき

た。 
しかし海外の認証機関を利用すると、鉄道安全に関

わる日欧の設計思想の違いの克服、外国語での対応、

地理的制約等によって、膨大な手間とコストがかかる

と言われている。なおかつ、安全関連規格群は製品安

全性の技術的仕様の妥当性と併せて、その仕様の達成

プロセスの妥当性を求めるため、規格適合性説明文書

の体系が我が国の上述の妥当性判断の仕組みに対応

した技術文書の体系と大きく異なっており、国内メー

カーは新たな技術文書体系を構築する必要に迫られ

ている。 

このような背景のもと、交通安全環境研究所では認

証機関を立ち上げ活動を開始した。 
本稿では、安全関連規格の歴史、構造と特徴、説明

文書の構成を述べ、交通安全環境研究所鉄道認証室の

認証機関としての活動を述べる。 
２．歴史的経緯 

日本の鉄道は、ダイヤ乱れの少なさや鉄道設備の信

頼性の高さにおいて世界最高水準にあるが、鉄道技術

の国際標準化と規格適合性認証では欧米がリードし

ている。 
欧州では、18 世紀から民間主体で認証事業が開始

され、20 世紀後半の欧州統合に合わせて域内規格の

統一が図られた。一方、米国では第二次世界大戦後、

軍事・宇宙分野で信頼性マネジメント技術が進展し、

アポロ計画などの成果が得られた。この技術と欧州で

生まれた設計安全性の概念が融合した結果、鉄道分野

では 1990 年代に、R：信頼性、A：アベイラビリティ、

M：保守性、S：安全性からなる RAMS 性能とその達

成プロセスのマネジメントを要求する通称 RAMS 規

格と呼ばれる欧州規格 EN 50126 が開発され、世界標

準の IEC 62278 となった。 
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図１ 海外鉄道プロジェクトの製品受入の仕組み例 
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図２に安全マネジメント規格と、関係する機関群の

構図を示す。安全マネジメント規格は、製品開発着手

の冒頭で、目標とする SIL（Safety Integrity Level：
安全性のレベル）を宣言させ、次に SIL を達成できた

マネジメントの証拠（文書や立会い監査）を要求し、

その証拠の妥当性の判断を中立・公平な第三者に委ね

ることを要求する。かつ、第三者性は SIL に応じて高

くなる様に規定されている。この仕掛けにより、いわ

ゆるフェイルセーフが要求される鉄道信号の様な設

備の場合、外部の認証機関からの認証を取得せざるを

得ない状況が作られている。安全マネジメント規格に

は、鉄道のような特定産業分野を対象とするのもの

と、分野横断的なものがあるが、いずれのものもこれ

まで欧州の標準化団体 CEN（欧州標準化委員会）と

CENELEC（欧州電気標準化委員会）が開発と管理を

行ってきた。かつ、規格を適用される製品の計画・設

計・製造等の各段階で関わるシステムインテグレータ

やコンサルタント、認証機関や試験機関もまた欧州勢

が主導権を握っている。 
以上の結果、安全関連規格の開発、規格対応コンサ

ルタントから規格適合性認証まで一貫して欧州勢が

主導権を持つ構図が生まれた。 

３．RAMS 規格の特徴 
一般に規格には、特定製品の技術仕様を定め、その

達成を要求するものと、目標達成業務のプロセスマネ

ジメントを要求するものがある。RAMS 規格の特徴

はこれらの要求を一体化したことと、鉄道製品の種別

を限定しないことである。すなわちこの規格は、任意

に選定された鉄道製品に関して、技術的 RAMS 仕様

を定め達成することと、達成プロセスマネジメントの

妥当性証明文書の作成を要求する（図３）。また達成

プロセスは、図４に示すように製品の構想段階から、

設計、製造、使用、廃棄までの全ライフサイクル段階

をカバーしなければならず、メーカーは製品のRAMS
性能達成のための活動（RAMS Activity）を各段階に

おいて規定し、実行の証拠を文書で説明しなければな

らない。各段階における活動とは、先ずその段階にお

いて達成されるべき要求事項を規定し、前段階からの

インプット（解析結果、試験検証の結果、参考情報等）

が揃っていることを確認し、要求事項を実現する業務

を実行し、その結果が妥当であることの「検証」を行

い、次段階へのアウトプット（次の段階へのインプッ

ト）を行うことである。 
ここでいう「検証」を一般通念としてみれば、次段

階に対する問題の有無を確かめることであるが、

RAMS 規格はさらに念入りな検証を求める。あたか

もデータ通信プロトコルの階層構造と同じ様に、14
の RAMS ライフサイクル段階を上位層、中位層、下

位層に分類する。通信プロトコルでいえば、例えばデ

ータ通信を行う２台のコンピュータに組み込まれた

プロトコルの各階層は、相手方の同位階層とは相互に

図４ システムライフサイクル 
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通信が完全に出来なければならないが、これに類似し

て RAMS 規格では、ライフサイクル第 2 段階（適用

範囲の定義）と第 10 段階（受入れ）を上位階層の組

と考え、第 2 段階で定義した仕様が満足されているか

否かを第 10 段階で検証することを求める。中位層で

は第 5 段階（安全要求の配分）と第 9 段階（機能と安

全性の検証）、下位層では第 6 段階（設計）と、第 7
段階（製造）のうちの出荷検査がそれぞれ検証すべき

組となる。RAMS 規格では次段階へのアウトプット

の検証を Verification、同階層内の組同士の検証を

Validation と呼んで区別し、かつ、両方の検証を合わ

せてV & V（Verification and Validation）という呼

称を用いることで、検証漏れは許さないという姿勢を

強調している。 
４．RAMS 文書 

一般にマネジメント規格では、製品の機能・性能の

規定、製品化過程の状況記録、修正管理、および要求

事項との整合の検証を、技術的および管理上の各側面

から文書化し管理することを Configuration 
management と呼ぶ。 RAMS 規格の運用において

Configuration management に対応する文書は

RAMS 文書と通称される。規格原文中の RAMS 
support documentation や System support 
documentation がこれに相当するが、どのような体系

の文書を作成すればよいのかを RAMS 規格自体は記

述していない。RAMS 規格には単に、適切な

Configuration management が達成されるべき、とい

う記載しかない。 
そこで参考となるのは IEC 61508 と EN 50129

（IEC 62425 の原案）である。前者は産業分野を問わ

ず E/E/PES （ Electric/Electronic/Programmable 
Electronic System；電気・電子・プログラマブル電

子システム）製品の安全性マネジメント規格であり、

後者は鉄道において保安レベル（いわゆるフェイルセ

ーフ）の安全に関係する電子装置の安全性マネジメン

ト規格である。 これら２つの規格は共に RAMS 性能

のうち S＝安全性に重点をおいているが、RAMS 規格

対応の文書体系に関する実用的例を提供している。 
前者はその参考付属文書に、安全性ライフサイクル

の全体をカバーする文書構造と、E/E/PES およびソ

フトウェアの安全性に関して記述することが望まし

い情報の事例を詳細にリストアップしている。また文

書の実体については、数種類の文書のセットであり、

個々の文書のタイトルの具体例を掲げている。文書セ

ットには、対象製品のライフサイクルの全ての局面を

カバーする完全セットのほか、規格を運用するユーザ

の立場（設計、製造、検証、保守・保全、運用）に応

じたセットがあり得ることや、文書の分類の仕方は対

象製品のシステム規模の大小に応じて選択してよい

ことを記載している。後者はさらに踏み込んで、強制

力のある規格本文中に、より具体的に文書の構成を提

示している。 
以上２つの規格はRAM性能に関する要求事項を明

示的に掲げてはいないが、例えば S＝安全性を、マル

コフ状態遷移図を用いた危険側故障率計算により数

値的に評価する場合、R＝信頼性と M＝保守性の数値

が、安全性と相関を持つことが示される。その際、A
＝アベイラビリティも同時に算出される。この様にこ

れら２つの規格の対象である安全性は、もともと

RAM 性能とも密接に結びついている。そのため、

RAMS 文書の体系としてこれらの規格の例を参照す

ることには合理性があるといえる。 
図５に RAMS 文書の構成例を示す。この例では、

文書全体の名称を RAMS Report とし、その下に７種

類の文書を配列している。このうち主要な２つの文

書、 Quality Management Report と Technical 
RAMS Report について、それらの内部の文書の構成

例を図示した。 
RAMS 文書の規格のユーザにとって最大の問題は

各文書の内容の記載方が判りにくいことである。この

主要な原因の一つは、ライフサイクルの段階毎に要求

される様々な RAMS Activity と、図５の様な実体文

書個々の内容を結びつける記述方に関するガイダン

スが明示されていないことである。これに関しては、

文書毎に全ての RAMS ライフサイクル段階が含まれ

ていると考えるべきである。すなわち図５に示す各文

書は、個々のライフサイクル段階において、ユーザが

その文書のタイトルに応じて行った活動（計画、設計、

レビュー、製造、検査、品質マネジメント等）を記載

するということである。 
もう一つの主要な原因は、従来作成してきた技術文

書（設計図書、検査報告等）と RAMS 文書の構成が

異なり、同一事項でも各文書に記載しなければなら

ず、かつ、図５の RAMS Report 中の Traceability 
report の作成への対応を行わなければならないこと

である。RAMS 規格が要求する Traceability の基本
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は、ライフサイクルの第 1 段階から第 5 段階の間に発

生した要求事項が後のライフサイクル段階での検証

事項と完全にリンクされていることを記述すること

である。上述の様に RAMS 文書体系では、同じ事項

を複数の文書に記載することが生じるため、一つの事

項に関してトレースすべきリンクが複数必要となる。

さらに RAMS 規格は、ライフサイクルのある段階で

RAMS 性能達成上の不具合が発覚した場合、その原

因を最初に作り込んだ段階に戻って対策すること（フ

ィードバック）、およびその顛末をすべて記録するこ

とを要求する。一般的に、ライフサイクル第 7 段階（製

造）において仕様項目数が最大に達し、その後の段階

では検証事項としてまとめられるため、リンク数が減

じてゆく。複雑なシステム製品の場合、このリンクを

管理する Traceability report 文書は巨大なものとな

る。さらに、ライフサイクルの n+1 番目の段階へ後

段からのフィードバックすなわち不具合対策のため

の仕様変更が求められたとする。この変更が複数の文

書において新たな事項を生じ、あるいは既存の事項へ

の変更も生じ、ライフサイクルの後段へも波及してゆ

く。そのため、特に複数チームが開発に参加する規模

の製品の場合、トレーサビリティの管理は困難を極め

る。従ってトレーサビリティに関しては、有効で、か

つ、管理可能な記録方法の工夫が必要である。 

５．交通安全環境研究所における規格適合性認証活動 
このように海外市場向けの、安全関連規格への適合

性説明文書の作成にはかなりの労力を必要とし、か

つ、第 1 章に述べた様に、認証取得のための困難な条

件があるため、これらの解決が強く望まれていた。 
そのため、平成 20 年 6 月 19 日の交通政策審議会

陸上交通分科会鉄道部会の提言を受け、国土交通省鉄

道局、鉄道総合技術研究所を事務局とする鉄道技術標

準化調査検討会において平成22年3月、「鉄道認証機

関設立検討ワーキンググループ」が設置され、交通安

全環境研究所を予定認証機関として対応の検討が行

われた。その結果に基づき平成 23 年 4 月、交通安全

環境研究所鉄道認証室が開設された。認証対象規格は

上記「ワーキンググループ」によって選定された、海

外でニーズの高い５規格（表１）である。これらのう

ち、信号用安全関連電子装置に関する IEC 62425（通

称、セーフティケース規格）に関して平成 24 年 9 月

6 日、交通安全環境研究所鉄道認証室は独立行政法人

製品評価技術基盤機構（NITE）認定センターより鉄

道分野の製品認証機関として認定を取得した。認定後

これまでに、この規格を適用した信号関連製品に対し

５件の認証書を交付している。 

今後は他の 4 規格についての認定取得を目指すと

共に、交通安全環境研究所鉄道認証室の開設時に適用

した、認証機関が準拠すべき規準である ISO/IEC 
Guide65 が昨年、ISO/IEC 17065 として国際規格と

なり、併せてその内容が改訂されているため、これに

適合する認証業務体系への移行を進める予定である。 
６．まとめ 

安全関連規格の歴史、構造と特徴、説明文書の構成

を述べ、交通研鉄道認証室の認証機関活動について紹

介した。 
交通安全環境研究所では、公正・中立の立場から国

際規格適合性認証を実施することを通じて、日本の鉄

道システムの海外展開や鉄道技術の維持・発展に貢献

していきたいと考えており、当研究所の認証システム

をご活用頂ければ幸いである。引き続き関係各位の御

指導、ご支援をお願いしたい。 
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表１ 認証対象規格と認定取得規格 

No.
IEC規格番号

（原案の欧州規格）
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 マクロ事故分析による高齢ドライバの事故、 

違反の起こしやすさの解析 
 
 

自動車安全研究領域   ※森田 和元  関根 道昭 
 

１．はじめに 
我が国では社会全体の高齢化にともない 65 歳以上

の高齢ドライバも増加している(1)。最近では、全体の

交通事故件数は漸減傾向にあるものの、その中で高齢

ドライバが事故を起こす比率は徐々に高くなってき

ている。図１は自動車運転時に発生した事故に関し

て、全年齢層ドライバ（第１当事者）に対して 65 歳

以上のドライバが第１当事者となった件数の比率を

10 年間の推移で示したものである。徐々に比率が高く

なっていることがわかる。今後とも、この傾向は続く

と予想されるため、高齢ドライバの事故防止のための

対策が必要である。ここで、「第１当事者（１当）」と

は、最初に交通事故に関与した車両等（列車を含む）

の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過

失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身

損傷程度が軽い者をいう。わかりやすく言えば、事故

を起こした側のドライバをいう。 

 
 図１全年齢層ドライバの事故件数に対する高齢 

ドライバの事故件数の比率 

（自動車運転時の第１当事者の場合） 

 
なお、高齢ドライバに関しては、夜間の運転を控え

たり、車間距離を大きくするなど慎重に運転を行う(2,3)

ために事故の危険性は少ないと考えられる一方で、身

体能力、認知判断能力の低下により結果として事故を

起こす可能性が高いとも言われている(4,5)。高齢ドライ

バについては、運転頻度も減少すると考えられるた

め、事故、違反の起こしやすさを推定するためには運

転頻度を考慮した解析方法をとる必要がある。本研究

では、各年齢層について共通の指標となる事故、違反

件数を用いて運転頻度の影響を排除する解析方法を

とることとした。この解析手法により、各年齢層間の

事故、違反の起こしやすさについて比較することが可

能となる。 

２．解析方法 
２．１．解析の考え方 
高齢ドライバの事故、違反の発生状況を検討するに

あたり、今回、35～44 歳ドライバ群を比較の基準とな

るコントロール群とした。各年齢層で同じ割合で発生

すると考えられる事故、違反を媒介変数としてとりあ

げ、その値を利用したコントロール群と解析対象年齢

層群との相対的な比較により、高齢ドライバの事故、

違反の発生状況を解析することとした(6)。すなわち、

図２において、X をコントロール群、Y を解析対象年

齢層群として、それぞれの群において媒介となる件数

が同じ頻度で発生すると考える。その結果、式(1)で表

現される正規化比率によって各年齢層間の事故、違反

の発生しやすさを比較することが可能となる。 
 

 
図２ 各年齢層間を比較する考え方 
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ここで、ドライバ本人に過失がない被追突事故は偶

然に発生したと考えられるため、媒介変数の候補とし
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て被追突事故件数を取り上げた。偶然に発生すること

から、各年齢層で同じ頻度で発生することが予想され

る。しかし、70 歳以上のドライバの場合には高齢運転

者標識（高齢者マーク）が車両に表示されているため、

後続車両のドライバは、先行車両のドライバが高齢で

あることを認識できるため、より注意して運転を行う

ために追突事故が起きにくくなる可能性がある。この

結果、高齢ドライバに関しては追突される可能性が低

くなることも考えられる。 
このことを考慮して、媒介変数の別の候補として、

一時停止違反についても取り上げることとした。この

一時停止違反については、被追突事故のドライバにつ

いて詳細に解析した結果、年齢層にかかわらず同じ頻

度で発生していることが推測されている(1)。 

２．２．解析対象 
解析対象とした年齢層については、25-34 歳、35-44

歳、45-54 歳、55-64 歳、65-74 歳の 10 歳ごとの区切り

とし、事故時の対象車種を乗用車，貨物車，特殊車と

した。（公財）交通事故総合分析センターの 2009 年の

データに基づき事故、違反状況について検討した。 

３．事故、違反の起こしやすさについての結果 
 全事故件数を対象にして解析した結果、65-74 歳の

年齢層の事故の起こしやすさについて，被追突事故件

数を基にした正規化比率は 2.11、また、一時停止違反

件数を基にした場合は 1.24 となり、コントロール群と

なる 35-44歳の年齢層と比較して事故を起こしやすい

という結果となった（図３）。なお、35-44 歳の年齢層

については、コントロール群であるので正規化比率は

1.0 の値となる。 

 
図３ 各年齢層における事故の正規化比率 

 

一方、年齢層別の違反件数に関して同様に解析した

結果を図４に示す。この結果をみると、65-74 歳の年

齢層については被追突事故件数を基にした正規化比

率は 1.29、また、一時停止違反件数を基にした場合は

0.76 となった。被追突事故件数を媒介とした場合に

は、高齢ドライバはやや違反を起こしやすいという結

果になったものの、一時停止違反件数を基にした場合

には、むしろ違反を起こしにくいという結果となっ

た。 
媒介変数として、どちらをとるのが適当であるのか

については、いまの段階では断定することができな

い。この点については、各年齢層ごとの走行距離など

のデータがあれば、運転頻度を考慮したさらに詳細な

解析を行うことが可能であると考えられる。 
 

 
図４ 各年齢層における違反の正規化比率 
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１．はじめに 
日本において軽自動車は維持管理費が比較的安い

ことや環境負荷が低い等により、近年販売台数を伸ば

している。一方で，車両乗車中の死亡重傷者に占める

これらの車両の割合も多くなっている。そこで、前面

衝突時における軽自動車乗員の傷害特性について交

通事故調査と実車衝突実験により検討を行ったので

その結果について報告する。 
 

２．交通事故の状況 
２．１． 車種別の乗員傷害 

軽自動車は国内に乗用車を普及させるために 1949
年に導入、以降その仕様は幾度か改正され、1998 年

に現在の仕様であるエンジン排気量 660cc 以下、全

長・全幅・全高がそれぞれ 3.4m・1.48m・2.0m 以下

となった。2012 年末において軽自動車保有台数は自

動車全体の約 37%となっている。軽自動車は、普通・

小型乗用車と同様に道路運送車両法により、フルラッ

プ前面衝突試験をはじめとして衝突安全性能試験が

義務づけられている。しかし、乗員への傷害危険性は、

より大きなサイズの自動車に比較して軽自動車では

高いことが事故データにより示されている。一例とし

て図１に交通事故総合分析センターデータによる車

種別の前面衝突事故における運転者の死亡重傷割合

を示す１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 車種別の死亡重傷割合 

死亡重傷者の 50%以上が軽乗用車と軽貨物車とな

っており、特に 65 歳以上の高齢者において顕著とな

っている。また、小型セダンも含めると、全体に重量

の軽い車両の乗員において受傷程度が重くなる傾向

が見られる。 
次に、図２に乗員の損傷主部位について示す。死亡

重傷者の損傷主部位は胸部と脚部の割合が高く次い

で頚部であり、特に、65 歳以上の高齢者の場合では

この傾向が顕著であった。ただし、死亡者の損傷主部

位では頭部が最も多く、次いで胸部となる２）。 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 運転席乗員の損傷主部位 
これらの結果を総合すると、前面衝突事故において

は、車両重量の軽い軽自動車において、胸部及び脚部

に重い傷害を負うケースが多いといえる。 
２．２． 自動車アセスメント試験の結果 

 次に、自動車の衝突安全性能のポテンシャルを確認

するために、日本の自動車アセスメント試験（以下、

JNCAPという）で実施した82車種（2007年度～2011
年度実施分）について、フルラップ前面衝突試験時の

運転席ダミーの頭部傷害値と胸部傷害値を車両重量

で整理した結果を図３、図４に示す３）。 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 運転席ダミーの頭部傷害値（ＨＩＣ） 
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て被追突事故件数を取り上げた。偶然に発生すること

から、各年齢層で同じ頻度で発生することが予想され

る。しかし、70 歳以上のドライバの場合には高齢運転

者標識（高齢者マーク）が車両に表示されているため、

後続車両のドライバは、先行車両のドライバが高齢で

あることを認識できるため、より注意して運転を行う

ために追突事故が起きにくくなる可能性がある。この

結果、高齢ドライバに関しては追突される可能性が低

くなることも考えられる。 
このことを考慮して、媒介変数の別の候補として、

一時停止違反についても取り上げることとした。この

一時停止違反については、被追突事故のドライバにつ

いて詳細に解析した結果、年齢層にかかわらず同じ頻

度で発生していることが推測されている(1)。 

２．２．解析対象 
解析対象とした年齢層については、25-34 歳、35-44

歳、45-54 歳、55-64 歳、65-74 歳の 10 歳ごとの区切り

とし、事故時の対象車種を乗用車，貨物車，特殊車と

した。（公財）交通事故総合分析センターの 2009 年の

データに基づき事故、違反状況について検討した。 

３．事故、違反の起こしやすさについての結果 
 全事故件数を対象にして解析した結果、65-74 歳の

年齢層の事故の起こしやすさについて，被追突事故件

数を基にした正規化比率は 2.11、また、一時停止違反

件数を基にした場合は 1.24 となり、コントロール群と

なる 35-44歳の年齢層と比較して事故を起こしやすい

という結果となった（図３）。なお、35-44 歳の年齢層

については、コントロール群であるので正規化比率は

1.0 の値となる。 
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については、いまの段階では断定することができな
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１．はじめに 
日本において軽自動車は維持管理費が比較的安い

ことや環境負荷が低い等により、近年販売台数を伸ば

している。一方で，車両乗車中の死亡重傷者に占める

これらの車両の割合も多くなっている。そこで、前面

衝突時における軽自動車乗員の傷害特性について交

通事故調査と実車衝突実験により検討を行ったので

その結果について報告する。 
 

２．交通事故の状況 
２．１． 車種別の乗員傷害 

軽自動車は国内に乗用車を普及させるために 1949
年に導入、以降その仕様は幾度か改正され、1998 年

に現在の仕様であるエンジン排気量 660cc 以下、全

長・全幅・全高がそれぞれ 3.4m・1.48m・2.0m 以下

となった。2012 年末において軽自動車保有台数は自

動車全体の約 37%となっている。軽自動車は、普通・

小型乗用車と同様に道路運送車両法により、フルラッ

プ前面衝突試験をはじめとして衝突安全性能試験が

義務づけられている。しかし、乗員への傷害危険性は、

より大きなサイズの自動車に比較して軽自動車では

高いことが事故データにより示されている。一例とし

て図１に交通事故総合分析センターデータによる車

種別の前面衝突事故における運転者の死亡重傷割合

を示す１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 車種別の死亡重傷割合 

死亡重傷者の 50%以上が軽乗用車と軽貨物車とな

っており、特に 65 歳以上の高齢者において顕著とな

っている。また、小型セダンも含めると、全体に重量

の軽い車両の乗員において受傷程度が重くなる傾向

が見られる。 
次に、図２に乗員の損傷主部位について示す。死亡

重傷者の損傷主部位は胸部と脚部の割合が高く次い

で頚部であり、特に、65 歳以上の高齢者の場合では

この傾向が顕著であった。ただし、死亡者の損傷主部

位では頭部が最も多く、次いで胸部となる２）。 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 運転席乗員の損傷主部位 
これらの結果を総合すると、前面衝突事故において

は、車両重量の軽い軽自動車において、胸部及び脚部

に重い傷害を負うケースが多いといえる。 
２．２． 自動車アセスメント試験の結果 

 次に、自動車の衝突安全性能のポテンシャルを確認

するために、日本の自動車アセスメント試験（以下、

JNCAPという）で実施した82車種（2007年度～2011
年度実施分）について、フルラップ前面衝突試験時の

運転席ダミーの頭部傷害値と胸部傷害値を車両重量

で整理した結果を図３、図４に示す３）。 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 運転席ダミーの頭部傷害値（ＨＩＣ） 

2000年～2010年(n=25,239) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

軽
乗

用

軽
貨
物

小
型
セ
ダ
ン

中
型
セ
ダ
ン

大
型
セ
ダ
ン

ス
ポ
ー
ツ
カ
ー

ワ
ゴ
ン

1
B
o
x

R
V
/
S
U
V

小
型

貨
物

普
通

貨
物

大
型

貨
物

車両種別

死
亡

重
傷

の
割
合

（
％
）

25～64歳

65歳以上

70歳以上

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

頭部 顔部 頚部 胸部 腹部 背部 腰部 腕部 脚部

損傷主部位

死
亡

重
傷

割
合
（
％

）

25～64歳

65歳以上

70歳以上

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200

車両重量 [kg]

H
IC



－ 82 －

 

 

 
 
 
 
 
 
 

図４ 運転席ダミーの胸部傷害値（胸部変位） 
頭部傷害値、胸部傷害値ともに車両重量が軽い車両

において傷害値が高くなる傾向がみられた。これらの

試験は、自車と同等の車両同士の衝突における試験で

あるので、自車よりも重い車両との衝突事故において

は車両重量が軽い車両の乗員の傷害値がより高くな

ることが知られている４）。 
そこで、軽自動車の前面衝突実験を実施し乗員傷害

の特徴等について検討を行った。 
 
３．実車衝突実験 

３．１． 実験条件 

表１に実験条件を示す。実験に使用した車両は、

JNCAP でも試験を実施した 2004 年式の軽自動車で

ある。傷害値計測用のダミーは運転席と後席助手席側

及び後席運転席側に搭載した。今回は、男性ダミーと

小柄女性ダミーの傷害値についてのみ述べる。 
表１ 実験条件 

 Test 1 Test 2 

実験形態 

  

衝突速度 55 km/h 

搭載ダミー 

運転席：男性ダミー 

後席 ：小柄女性ダミー 

    子供ダミー 

運転席：小柄女性ダミー 

後席 ：男性ダミー 

    子供ダミー 

３．２． 実験結果 

 表２にダミーの主な傷害値を示す。また、図５に実験の

状況を示す。運転席においては、男性ダミーは小柄女性

乗員ダミーに比べて大きな傷害値を示した。また、後席

小柄女性ダミーは、最も大きな傷害値を示した。これは、

軽自動車の特徴である衝突初期の高い減速度特性等 5)

に対して、後席シートベルトが十分に乗員拘束機能を果

たしていないためと考えられる。よって、後席男性ダミー

の傷害値取得とともに、今後詳細な後席乗員の傷害値発

生要因の解析を行う必要がある。 

また、衝突後の車両ピッチングは最大で 15 度であっ

た。これは、車両重心が比較的高いことと車両前部の構

造部材がノーズダイブを十分に抑制できなかったことな

どが考えられる。車両着地時にダミーにかかる腰部上下

方向荷重は、後席小柄ダミーで約 1.5kN であった。軽自

動車は他の車種に比べて衝突後のピッチングが大きくな

る傾向があり、2007 年度から 2011 年度に JNCAP で試

験した軽自動車では 15 度以上の大きなピッチングを示

した車両が 13 台中 4 台（最大で約 20 度）あった。現在

の法規等では二次衝突時の傷害値評価はしていないが今

後の事故調査次第では検討の必要があると考えられる。 

表２ ダミーの傷害値 

運転者席ダミー 後席ダミー
 

男性 小柄女性 
ＪＮＣＡＰ 

大型乗用車平均
男性 小柄女性

HIC１５ 502 466 272 N/A 1084

頭部３ｍｓ加速度 [m/s2] 647 628 - N/A 951

胸部変位 [mm] 44 38 25 N/A 52 

胸部３ｍｓ加速度 [m/s2] 510 598 26 N/A 677

※後席男性ダミーの計測値は得られなかった 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 実験状況 

３．おわりに 

軽自動車は日本の車社会になくてはならない車種

として定着している。それ故に、交通事故時に大きな

被害を受ける可能性を低くする努力は必要と考える。

今後とも衝突安全性能等の向上のために、効果的な施

策実施の検討が必要と考える。 
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 チャイルドシート乗員の側面衝突試験法の検討 
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１．はじめに 
日本国内では2000年（平成12年）から6歳未満の

子供に対してチャイルドシート（Child Restraint 

Systems：年少者用補助乗車装置、以下CRS）の着用が

義務化され、CRSの使用率が増加して子供乗員の安全

性は向上している。他方、CRSに着座した子供乗員が

死亡や重傷に至る衝突事故も時折発生しており、その

衝突形態は前面衝突と側面衝突が多い。 

現在の CRS の乗員保護性能に関する基準（UN 

Regulation No.44）では、CRS乗員の安全性能確認と

して前面衝突試験は行われているが、側面衝突試験は

行われていない。これに対して、欧州の消費者団体か

ら側面衝突事故対策を織り込むよう要望が出され、国

連欧州経済委員会傘下の自動車基準調和世界フォー

ラム（UN/ECE/WP29）衝突安全分科会（GRSP）の場に

おいて議論が行われ、側面衝突試験を採り入れたCRS

の新しい基準UN Regulation No.129（以下新基準）が

合意、WP29で採択された。日本でも新基準の導入作業

が進められている。 

前報1)では新基準における側面衝突試験方法につい

て解説した。この側面衝突試験ではドア部の車両内側

を模擬するため、ドアパッド材と呼ばれる部材を使用

することが規定されている。このドアパッド材の性能

要件も併せて規定されており、これを満たすために2

種類の素材を組み合わせることが知られている。本研

究では特性の異なる複数の素材を組み合わせたドア

パッド材を用いて側面衝突試験を行い、ドアパッド材

の違いによる乗員の傷害値への影響を調べた。 

新基準はCRSの種類によってPhase 1からPhase 3

の 3段階に分けて導入される。2013年 7月に公布され

たPhase 1は子供乗員をCRSに備えられたハーネス 2)

によって拘束するインテグラルタイプの ISOFIX 固定

方式CRS（以下ISOFIX CRS）を対象としている。新基

準の側面衝突試験方法では、ISOFIX CRS を固定する

ISOFIX アンカレッジが試験時に破損することがない

よう、衝突後はドア部から遠ざかる方向（横方向）に

可動する構造となっている。一方、実際の車両では

ISOFIXアンカレッジは固定されている。そこで、本研

究では加速式スレッド試験機 1)において、ISOFIXアン

カレッジを固定にした条件と、ISOFIXアンカレッジを

可動にした条件でそれぞれ側面衝突実験を行い、乗員

の傷害値の違いを調べた。 

本稿では、ドアパッド材による乗員の傷害値の違い

及び ISOFIX アンカレッジの固定／可動による乗員の

傷害値の違いについて検討した結果を報告する。 

 

２．素材による比較調査 
２．１．調査に用いたドアパッド材 
新基準で定められたドアパッド材の条件を満たす

ため、2種類の素材を組み合わせたドアパッド材を対

象に検討する。本稿では2種類の素材のうち、スレッ

ド（台車）1)のドア模擬部に直接貼り付ける素材を第

1層、乗員に直接衝突（車内側に相当）する素材を第

2層と呼ぶことにする。 

今回ドアパッド材の組み合わせに用いた素材の仕

様を表1に示す。第1層は1種類（素材A）、第2層は

4種類（素材C、D、E、F）あり、第1層の素材Aと第

2層の4種類のうちの一つを組み合わせることで四つ

のドアパッド材を作ることができる。以下、ドアパッ

ド材を A+C、A+D、A+E、A+F と記す。この 4 種類のド

アパッド材を側面衝突実験に用い、第2層の素材によ

る乗員の傷害値の違いを調べた。図1にドアパッド材

A+Cをスレッドに貼付した様子を示す。 

２．２．半球体インパクタ落下実験 
 新基準ではドアパッド材の性能要件について、直径

150mm、重さ 6kg の半球体インパクタ（以下インパク

タ）を速度 4m/s で落下させ、ドアパッド材に衝突さ

せたときのインパクタの鉛直方向加速度で規定して

いる。ドアパッド材 A+C、A+D、A+E、A+F の 4 種類に

ついて性能要件を満たしているか否かを調べるため、
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図４ 運転席ダミーの胸部傷害値（胸部変位） 
頭部傷害値、胸部傷害値ともに車両重量が軽い車両

において傷害値が高くなる傾向がみられた。これらの

試験は、自車と同等の車両同士の衝突における試験で

あるので、自車よりも重い車両との衝突事故において

は車両重量が軽い車両の乗員の傷害値がより高くな

ることが知られている４）。 
そこで、軽自動車の前面衝突実験を実施し乗員傷害

の特徴等について検討を行った。 
 
３．実車衝突実験 

３．１． 実験条件 

表１に実験条件を示す。実験に使用した車両は、

JNCAP でも試験を実施した 2004 年式の軽自動車で

ある。傷害値計測用のダミーは運転席と後席助手席側

及び後席運転席側に搭載した。今回は、男性ダミーと

小柄女性ダミーの傷害値についてのみ述べる。 
表１ 実験条件 

 Test 1 Test 2 

実験形態 

  

衝突速度 55 km/h 

搭載ダミー 

運転席：男性ダミー 

後席 ：小柄女性ダミー 

    子供ダミー 

運転席：小柄女性ダミー 

後席 ：男性ダミー 

    子供ダミー 

３．２． 実験結果 

 表２にダミーの主な傷害値を示す。また、図５に実験の

状況を示す。運転席においては、男性ダミーは小柄女性

乗員ダミーに比べて大きな傷害値を示した。また、後席

小柄女性ダミーは、最も大きな傷害値を示した。これは、

軽自動車の特徴である衝突初期の高い減速度特性等 5)

に対して、後席シートベルトが十分に乗員拘束機能を果

たしていないためと考えられる。よって、後席男性ダミー

の傷害値取得とともに、今後詳細な後席乗員の傷害値発

生要因の解析を行う必要がある。 

また、衝突後の車両ピッチングは最大で 15 度であっ

た。これは、車両重心が比較的高いことと車両前部の構

造部材がノーズダイブを十分に抑制できなかったことな

どが考えられる。車両着地時にダミーにかかる腰部上下

方向荷重は、後席小柄ダミーで約 1.5kN であった。軽自

動車は他の車種に比べて衝突後のピッチングが大きくな

る傾向があり、2007 年度から 2011 年度に JNCAP で試

験した軽自動車では 15 度以上の大きなピッチングを示

した車両が 13 台中 4 台（最大で約 20 度）あった。現在

の法規等では二次衝突時の傷害値評価はしていないが今

後の事故調査次第では検討の必要があると考えられる。 

表２ ダミーの傷害値 

運転者席ダミー 後席ダミー
 

男性 小柄女性 
ＪＮＣＡＰ 

大型乗用車平均
男性 小柄女性

HIC１５ 502 466 272 N/A 1084

頭部３ｍｓ加速度 [m/s2] 647 628 - N/A 951

胸部変位 [mm] 44 38 25 N/A 52 

胸部３ｍｓ加速度 [m/s2] 510 598 26 N/A 677

※後席男性ダミーの計測値は得られなかった 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 実験状況 

３．おわりに 

軽自動車は日本の車社会になくてはならない車種

として定着している。それ故に、交通事故時に大きな

被害を受ける可能性を低くする努力は必要と考える。

今後とも衝突安全性能等の向上のために、効果的な施

策実施の検討が必要と考える。 
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 チャイルドシート乗員の側面衝突試験法の検討 
 

 
自動車安全研究領域   ※山口 大助  田中 良知  細川 成之  松井 靖浩 

 
 

１．はじめに 
日本国内では2000年（平成12年）から6歳未満の

子供に対してチャイルドシート（Child Restraint 

Systems：年少者用補助乗車装置、以下CRS）の着用が

義務化され、CRSの使用率が増加して子供乗員の安全

性は向上している。他方、CRSに着座した子供乗員が

死亡や重傷に至る衝突事故も時折発生しており、その

衝突形態は前面衝突と側面衝突が多い。 

現在の CRS の乗員保護性能に関する基準（UN 

Regulation No.44）では、CRS乗員の安全性能確認と

して前面衝突試験は行われているが、側面衝突試験は

行われていない。これに対して、欧州の消費者団体か

ら側面衝突事故対策を織り込むよう要望が出され、国

連欧州経済委員会傘下の自動車基準調和世界フォー

ラム（UN/ECE/WP29）衝突安全分科会（GRSP）の場に

おいて議論が行われ、側面衝突試験を採り入れたCRS

の新しい基準UN Regulation No.129（以下新基準）が

合意、WP29で採択された。日本でも新基準の導入作業

が進められている。 

前報1)では新基準における側面衝突試験方法につい

て解説した。この側面衝突試験ではドア部の車両内側

を模擬するため、ドアパッド材と呼ばれる部材を使用

することが規定されている。このドアパッド材の性能

要件も併せて規定されており、これを満たすために2

種類の素材を組み合わせることが知られている。本研

究では特性の異なる複数の素材を組み合わせたドア

パッド材を用いて側面衝突試験を行い、ドアパッド材

の違いによる乗員の傷害値への影響を調べた。 

新基準はCRSの種類によってPhase 1からPhase 3

の 3段階に分けて導入される。2013年 7月に公布され

たPhase 1は子供乗員をCRSに備えられたハーネス 2)

によって拘束するインテグラルタイプの ISOFIX 固定

方式CRS（以下ISOFIX CRS）を対象としている。新基

準の側面衝突試験方法では、ISOFIX CRS を固定する

ISOFIX アンカレッジが試験時に破損することがない

よう、衝突後はドア部から遠ざかる方向（横方向）に

可動する構造となっている。一方、実際の車両では

ISOFIXアンカレッジは固定されている。そこで、本研

究では加速式スレッド試験機 1)において、ISOFIXアン

カレッジを固定にした条件と、ISOFIXアンカレッジを

可動にした条件でそれぞれ側面衝突実験を行い、乗員

の傷害値の違いを調べた。 

本稿では、ドアパッド材による乗員の傷害値の違い

及び ISOFIX アンカレッジの固定／可動による乗員の

傷害値の違いについて検討した結果を報告する。 

 

２．ドアパッド材の違いによる比較調査 
２．１．調査に用いたドアパッド材 
新基準で定められたドアパッド材の条件を満たす

ため、2種類の素材を組み合わせたドアパッド材を対

象に検討する。本稿では2種類の素材のうち、スレッ

ド（台車）1)のドア模擬部に直接貼り付ける素材を第

1層、乗員に直接衝突（車内側に相当）する素材を第

2層と呼ぶことにする。 

今回ドアパッド材の組み合わせに用いた素材の仕

様を表1に示す。第1層は1種類（素材A）、第2層は

4種類（素材C、D、E、F）あり、第1層の素材Aと第

2層の4種類のうちの一つを組み合わせることで四つ

のドアパッド材を作ることができる。以下、ドアパッ

ド材を A+C、A+D、A+E、A+F と記す。この 4 種類のド

アパッド材を側面衝突実験に用い、第2層の素材によ

る乗員の傷害値の違いを調べた。図1にドアパッド材

A+Cをスレッドに貼付した様子を示す。 

２．２．半球体インパクタ落下実験 
 新基準ではドアパッド材の性能要件について、直径

150mm、重さ 6kg の半球体インパクタ（以下インパク

タ）を速度 4m/s で落下させ、ドアパッド材に衝突さ

せたときのインパクタの鉛直方向加速度で規定して

いる。ドアパッド材 A+C、A+D、A+E、A+F の 4 種類に

ついて性能要件を満たしているか否かを調べるため、
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図2のようにインパクタを高さ816mmから落下させ、

ドアパッド材（第2層が上側，第1層が下側）に衝突

させてインパクタの鉛直方向加速度を測定した。 

4種類のドアパッド材にインパクタを衝突させたと

きのインパクタの鉛直方向加速度を図3に示す。本図

の横軸は時間、縦軸は加速度である。新基準ではイン

パクタの鉛直方向加速度が図中の灰色で示すコリ

ドー（許容値の範囲）に収まっているとドアパッド材

は性能要件を満たしていることになる。図3よりいず

れのドアパッド材も性能要件を満たしていない。性能

要件に最も近いものはドアパッド材A+Fで、欧州の試

験機関で使用されているドアパッド材A+Cも性能要件

を満たしていない。この理由として、ドアパッド材A+E

と A+Fの場合は衝突によって第2層の素材が割れ、第

1 層での衝撃吸収量が増えたために 10ms 付近のコリ

ドー上限を超え、かつ 20ms 付近のコリドー下限を下

回ったと考えられる。また、第1層の素材Aは長期に

わたって使用したものであったことから、経年劣化に

よって特性が変化し、ドアパッド材の性能に影響を及

ぼしたものと考えられる。素材 C、D、E、F は各々の

仕様から判断して実験に用いたものの、性能要件を満

たさなかった。ドアパッド材の素材の選定方法は引き

続き検討すべき課題であるが、本研究では4種類のド

アパッド材を用いて実験することにした。 

２．３．側面衝突実験 
4種類のドアパッド材を使用して側面衝突実験を行

い、ドアパッド材による乗員の傷害値の違いを調べ

る。この実験には加速式スレッド試験機 1)を用い、ス

レッド上のシートには ISOFIX CRS 及び 3 歳児を模擬

したQ3ダミーを搭載する。 

表2に4種類のドアパッド材を側面衝突実験に使用

したときのダミーの各部位の最大傷害値を示す。 

頭部傷害指標であるHPC152)、3ms最大加速度はとも

にドアパッド材A+Eが最も傷害値が高く、次いでA+F、

A+D の順で A+C が最も低い。HPC15 では最大値と最小

値の差は82であり、傷害基準値800の約10％である

ことから同等に近いレベルであるといえる。3ms最大

加速度の差は49m/s2であり、傷害基準値784m/s2の約

6.3%であることからほぼ同等といえる。また、4種類

のドアパッド材ともに頭部 3ms 最大加速度は基準値

784m/s2を超えている。 

胸部傷害指標のうち胸たわみ 2)でドアパッド材 A+C

が最も大きく、次いで A+F、A+E の順で A+D が最も小

さく、最大と最小の差は2.8mmである。胸部3ms最大

加速度はドアパッド材A+Cが最も高く、次いでA+F、

A+Dの順でA+Eが最も低い。二つの指標で値の大小を

とるドアパッド材の順が異なるが、胸部3ms最大加速

度の最大と最小の差は19.6m/s2と小さく、すべてのド

アパッド材がほぼ同等のレベルにあることから、胸部

表1 ドアパッド材の仕様 

第1層 第2層 

素材A 素材C 素材D 素材E 素材F 

ゴム・セル式発泡材 

厚さ35mm 

ポリスチレン発泡材 

厚さ20mm 

ポリスチレン発泡材 

厚さ20mm 

ポリスチレン発泡材 

厚さ20mm 

ポリスチレン発泡材 

厚さ20mm 

新基準の検討に際し、欧州

の研究機関で使われてい

る素材 

新基準の検討に際し、欧州

の研究機関で使われてい

る素材 

素材Cと同じ材料で密度が

小さい 

素材Cと同じ材料で、密度

は素材DとFの中間 

素材Cと同じ材料で、密度

は素材Cに次いで大きい 

図 2 半球体インパクタ落下実験の様子 

図3 半球体インパクタの鉛直方向加速度

（ドアパッド材の種類） 

図1 ドアパッド材の一例 

第1層（素材A）

第2層（素材C）

半球体インパクタ

ドアパッド材
上側：第2層
下側：第1層

816mm
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傷害の程度はドアパッド材A+Cが最も大きく、次いで

A+Fで、A+Eと A+Dはほぼ同等といえる。 

腰部傷害指標である腰部3ms最大加速度はドアパッ

ド材 A+F が最も高く、A+D と A+E はほぼ同等で、A+C

が最も低い。最大と最小の差は163.7 m/s2であるが、

ドアパッド材A+Dと A+Fの差は9.8 m/s2であり、ドア

パッド材A+Cと他のドアパッド材の間に差があるとい

える。半球体インパクタ落下実験の結果よりドアパッ

ド材A+CとA+Eは半球体インパクタの鉛直方向加速度

がほぼ同等であることから、この腰部3ms加速度の差

はドアパッド材の特性以外の影響によるものと考え

られる。なお、腰部の傷害指標は新基準では規定され

ておらず、新基準による試験の結果に影響はないが、

将来、腰部の傷害指標を基準に新たに導入する議論が

始まれば、腰部の傷害について詳細に調査、検討する

必要がある。 

ダミーの頭部の合成加速度の時間履歴を図 4 に示

す。本図よりダミー各部の加速度は第2層の素材によ

らずほぼ同様の波形となっていることが分かる。な

お、ダミーの胸部、腰部の各合成加速度についてもほ

ぼ同様の波形となっていることを確認している。 

 

３．異なる組成のドアパッド材による比較調査 
4 種類のドアパッド材のうち A+C を対象に、素材 A

とCを入れ替え、第1層を素材C、第2層を素材Aと

したドアパッド材（以下ドアパッド材C+A）による乗

員の傷害値の違いを調べる。 

初めに、2.2節の半球体インパクタ落下実験で計測

したインパクタの鉛直方向加速度を図5に示す。加速

度の最大値はドアパッド材C+Aがドアパッド材A+Cよ

りも高くなっているが、両者の差は小さいことが分か

る。また両者ともにコリドーには収まっておらず、ド

アパッド材の性能要件を満たしていない。 

次に、2.3節と同様に側面衝突実験を行ったときの

ダミーの各部位の最大傷害値を表3、ダミーの頭部の

合成加速度の時間履歴を図6にそれぞれ示す。 

表3より最大傷害値はドアパッド材A+CとC+Aで組

み合わせの順序によらずほぼ同等であることが分か

る。図6よりダミーの頭部加速度もドアパッド材の組

み合わせの順序によらずほぼ同様の波形となってい

ることが分かる。なお、ダミーの胸部、腰部の各合成

加速度についてもほぼ同様の波形となっていること

を確認している。 

ドア部がCRSを介してダミーに衝突するとき、ドア

部とダミーの間には素材 A、C 及び CRS のサイドシェ

ル（乗員の頭部付近両脇のクッション）が存在する。

この三つの剛性を一つの合成ばね定数に置き換えて

考えると、素材AとCの位置によらず合成ばね定数は

同一となる。ドアパッド材 A+C、C+A ともに素材 A に

表2 ダミー最大傷害値（ドアパッド材の種類） 

ドアパッド材 
部位 傷害値 単位 

A+C A+D A+E A+F 

HPC15 － 523 537 605 561 
頭部 

3ms加速度 m/s2 798.7 802.6 847.7 818.3

胸たわみ mm 18.9 16.1 16.9 18.3
胸部 

3ms加速度 m/s2 461.6 446.9 442.0 448.8

腰部 3ms加速度 m/s2 818.3 972.2 975.1 982.0

表 3 ダミー最大傷害値（組み合わせ順変更） 

部位 傷害値 単位
第1層A 

第 2層 C 

第 1層 C 

第 2層 A 

HPC15 － 410 430 
頭部

3ms加速度 m/s2 718.3 741.9 

胸たわみ mm 21.3 20.0 
胸部

3ms加速度 m/s2 496.9 543.9 

腰部 3ms加速度 m/s2 729.1 798.7 
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図4 頭部合成加速度（ドアパッド材の種類）

図6 頭部合成加速度（組み合わせ順変更） 

図5 半球体インパクタの鉛直方向加速度

（組み合わせ順変更） 
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図2のようにインパクタを高さ816mmから落下させ、

ドアパッド材（第2層が上側，第1層が下側）に衝突

させてインパクタの鉛直方向加速度を測定した。 

4種類のドアパッド材にインパクタを衝突させたと

きのインパクタの鉛直方向加速度を図3に示す。本図

の横軸は時間、縦軸は加速度である。新基準ではイン

パクタの鉛直方向加速度が図中の灰色で示すコリ

ドー（許容値の範囲）に収まっているとドアパッド材

は性能要件を満たしていることになる。図3よりいず

れのドアパッド材も性能要件を満たしていない。性能

要件に最も近いものはドアパッド材A+Fで、欧州の試

験機関で使用されているドアパッド材A+Cも性能要件

を満たしていない。この理由として、ドアパッド材A+E

と A+Fの場合は衝突によって第2層の素材が割れ、第

1 層での衝撃吸収量が増えたために 10ms 付近のコリ

ドー上限を超え、かつ 20ms 付近のコリドー下限を下

回ったと考えられる。また、第1層の素材Aは長期に

わたって使用したものであったことから、経年劣化に

よって特性が変化し、ドアパッド材の性能に影響を及

ぼしたものと考えられる。素材 C、D、E、F は各々の

仕様から判断して実験に用いたものの、性能要件を満

たさなかった。ドアパッド材の素材の選定方法は引き

続き検討すべき課題であるが、本研究では4種類のド

アパッド材を用いて実験することにした。 

２．３．側面衝突実験 
4種類のドアパッド材を使用して側面衝突実験を行

い、ドアパッド材による乗員の傷害値の違いを調べ

る。この実験には加速式スレッド試験機 1)を用い、ス

レッド上のシートには ISOFIX CRS 及び 3 歳児を模擬

したQ3ダミーを搭載する。 

表2に4種類のドアパッド材を側面衝突実験に使用

したときのダミーの各部位の最大傷害値を示す。 

頭部傷害指標であるHPC152)、3ms最大加速度はとも

にドアパッド材A+Eが最も傷害値が高く、次いでA+F、

A+D の順で A+C が最も低い。HPC15 では最大値と最小

値の差は82であり、傷害基準値800の約10％である

ことから同等に近いレベルであるといえる。3ms最大

加速度の差は49m/s2であり、傷害基準値784m/s2の約

6.3%であることからほぼ同等といえる。また、4種類

のドアパッド材ともに頭部 3ms 最大加速度は基準値

784m/s2を超えている。 

胸部傷害指標のうち胸たわみ 2)でドアパッド材 A+C

が最も大きく、次いで A+F、A+E の順で A+D が最も小

さく、最大と最小の差は2.8mmである。胸部3ms最大

加速度はドアパッド材A+Cが最も高く、次いでA+F、

A+Dの順でA+Eが最も低い。二つの指標で値の大小を

とるドアパッド材の順が異なるが、胸部3ms最大加速

度の最大と最小の差は19.6m/s2と小さく、すべてのド

アパッド材がほぼ同等のレベルにあることから、胸部

表1 ドアパッド材の仕様 

第1層 第2層 

素材A 素材C 素材D 素材E 素材F 

ゴム・セル式発泡材 

厚さ35mm 

ポリスチレン発泡材 

厚さ20mm 

ポリスチレン発泡材 

厚さ20mm 

ポリスチレン発泡材 

厚さ20mm 

ポリスチレン発泡材 

厚さ20mm 

新基準の検討に際し、欧州

の研究機関で使われてい

る素材 

新基準の検討に際し、欧州

の研究機関で使われてい

る素材 

素材Cと同じ材料で密度が

小さい 

素材Cと同じ材料で、密度

は素材DとFの中間 

素材Cと同じ材料で、密度

は素材Cに次いで大きい 

図 2 半球体インパクタ落下実験の様子 

図3 半球体インパクタの鉛直方向加速度

（ドアパッド材の種類） 
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傷害の程度はドアパッド材A+Cが最も大きく、次いで

A+Fで、A+Eと A+Dはほぼ同等といえる。 

腰部傷害指標である腰部3ms最大加速度はドアパッ

ド材 A+F が最も高く、A+D と A+E はほぼ同等で、A+C

が最も低い。最大と最小の差は163.7 m/s2であるが、

ドアパッド材A+Dと A+Fの差は9.8 m/s2であり、ドア

パッド材A+Cと他のドアパッド材の間に差があるとい

える。半球体インパクタ落下実験の結果よりドアパッ

ド材A+CとA+Eは半球体インパクタの鉛直方向加速度

がほぼ同等であることから、この腰部3ms加速度の差

はドアパッド材の特性以外の影響によるものと考え

られる。なお、腰部の傷害指標は新基準では規定され

ておらず、新基準による試験の結果に影響はないが、

将来、腰部の傷害指標を基準に新たに導入する議論が

始まれば、腰部の傷害について詳細に調査、検討する

必要がある。 

ダミーの頭部の合成加速度の時間履歴を図 4 に示

す。本図よりダミー各部の加速度は第2層の素材によ

らずほぼ同様の波形となっていることが分かる。な

お、ダミーの胸部、腰部の各合成加速度についてもほ

ぼ同様の波形となっていることを確認している。 

 

３．異なる組成のドアパッド材による比較調査 
4 種類のドアパッド材のうち A+C を対象に、素材 A

とCを入れ替え、第1層を素材C、第2層を素材Aと

したドアパッド材（以下ドアパッド材C+A）による乗

員の傷害値の違いを調べる。 

初めに、2.2節の半球体インパクタ落下実験で計測

したインパクタの鉛直方向加速度を図5に示す。加速

度の最大値はドアパッド材C+Aがドアパッド材A+Cよ

りも高くなっているが、両者の差は小さいことが分か

る。また両者ともにコリドーには収まっておらず、ド

アパッド材の性能要件を満たしていない。 

次に、2.3節と同様に側面衝突実験を行ったときの

ダミーの各部位の最大傷害値を表3、ダミーの頭部の

合成加速度の時間履歴を図6にそれぞれ示す。 

表3より最大傷害値はドアパッド材A+CとC+Aで組

み合わせの順序によらずほぼ同等であることが分か

る。図6よりダミーの頭部加速度もドアパッド材の組

み合わせの順序によらずほぼ同様の波形となってい

ることが分かる。なお、ダミーの胸部、腰部の各合成

加速度についてもほぼ同様の波形となっていること

を確認している。 

ドア部がCRSを介してダミーに衝突するとき、ドア

部とダミーの間には素材 A、C 及び CRS のサイドシェ

ル（乗員の頭部付近両脇のクッション）が存在する。

この三つの剛性を一つの合成ばね定数に置き換えて

考えると、素材AとCの位置によらず合成ばね定数は

同一となる。ドアパッド材 A+C、C+A ともに素材 A に

表2 ダミー最大傷害値（ドアパッド材の種類） 

ドアパッド材 
部位 傷害値 単位 

A+C A+D A+E A+F 

HPC15 － 523 537 605 561 
頭部 

3ms加速度 m/s2 798.7 802.6 847.7 818.3

胸たわみ mm 18.9 16.1 16.9 18.3
胸部 

3ms加速度 m/s2 461.6 446.9 442.0 448.8

腰部 3ms加速度 m/s2 818.3 972.2 975.1 982.0

表 3 ダミー最大傷害値（組み合わせ順変更） 

部位 傷害値 単位
第1層A 

第 2層 C 

第 1層 C 

第 2層 A 

HPC15 － 410 430 
頭部

3ms加速度 m/s2 718.3 741.9 

胸たわみ mm 21.3 20.0 
胸部

3ms加速度 m/s2 496.9 543.9 

腰部 3ms加速度 m/s2 729.1 798.7 
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永久変形は見られず、Cの永久変形量はA+Cでは小さ

く、C+Aでは見られなかったことを観察している。よっ

て、ドアパッド材の変形を弾性域で捉えることがで

き、ドアパッド材の組み合わせ順序によらず乗員の傷

害値は両者でほぼ同等になったものと考えられる。 

このとき、ドアパッド材C+Aでは素材Cに永久変形

が見られなかったことから、同一のドアパッド材を繰

り返し使える可能性があると考えられる。 

 

４．ISOFIXアンカレッジの状態による比較調査 

新基準の側面衝突試験では ISOFIX CRS をスレッド

上のシートの ISOFIX アンカレッジに固定し、その

ISOFIXアンカレッジは可動する構造となっており、実

際の車両とは異なっている。そこで、ISOFIX アンカ

レッジを固定にした条件と、ISOFIXアンカレッジを可

動にした条件でそれぞれ側面衝突実験を行い、ISOFIX

アンカレッジの固定／可動による乗員の傷害値の違

いを調べた。 

2.3節と同様、ISOFIXアンカレッジ固定／可動で側

面衝突実験を行ったときのダミーの各部位の最大傷

害値を表4、ダミーの頭部の合成加速度の時間履歴を

図7にそれぞれ示す。表4より各傷害指標の最大傷害

値は ISOFIX アンカレッジ可動／固定にかかわらず同

等であることが分かる。同様に、図7よりダミーの頭

部加速度は ISOFIX アンカレッジの可動／固定によら

ずほぼ同様の波形となっていることが分かる。なお、

ダミーの胸部、腰部の各合成加速度についても両者で

ほぼ同様の波形となっていることを確認した。このこ

とから、新基準の側面衝突試験で ISOFIX アンカレッ

ジを可動とすることは実際の車両での状態とは異な

るが、乗員の傷害評価には問題ないと考えられる。 

また、ISOFIXアンカレッジが可動の場合はCRSが大

きく移動するため、CRS側のISOFIX固定部に損傷は見

られず、実験後のCRSの取り外しが容易であったが、

ISOFIXアンカレッジ固定の場合はCRS側のISOFIX固

定部に損傷が見られ、実験後の取り外しが困難であっ

た。ISOFIXアンカレッジ可動／固定での傷害値が同等

であることから、ISOFIXアンカレッジを可動とする方

が側面衝突試験を効率的に実施できると考えられる。 

 
５．おわりに 

本研究では新基準による側面衝突試験法に沿って、

ドアパッド材による乗員の傷害値の違い及び ISOFIX

アンカレッジの固定／可動による乗員の傷害値の違

いについて調べた。以下に結果をまとめる。 

(1) 4 種類のドアパッド材は、素材 A の長期使用

による特性の変化などにより、いずれも性能

要件を満たさなかった。また、半球体インパ

クタ落下実験の結果には差が見られたもの

の、側面衝突実験でのダミーの傷害値には差

は見られず、ドアパッド材の選定方法は引き

続き検討すべき課題となった。 

(2) 2 種類の素材の組み合わせの順序を入れ替え

て同様の実験を行ったところ、結果に差は見

られず、同一のドアパッド材を繰り返し使え

る可能性があることを示したが、繰り返し使

えるか否かの判定については今後検討すべき

課題である。 

(3) ISOFIXアンカレッジを可動状態と固定状態に

して側面衝突実験を行ったところ、ダミーの

傷害値に差は見られず、ISOFIXアンカレッジ

の状態が傷害値に与える影響は小さい。 
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表 4 ダミー最大傷害値 

（ISOFIXアンカレッジ可動／固定） 

ISOFIXアンカレッジ 
部位 傷害値 単位

可動 固定 

HPC15 － 523 533 
頭部

3ms加速度 m/s2 798.7 809.5 

胸たわみ mm 18.9 16.1 
胸部

3ms加速度 m/s2 461.6 469.4 

腰部 3ms加速度 m/s2 818.3 877.1 
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 ドライバ支援のための車室内音源定位に関する検討 
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１．はじめに 

自動車のドライバへ警報によって注意喚起する運

転支援システムの研究・開発が現在数多く進められて

いる。自動車の安全基準及び認証の国際的な調和を目

的とした国連欧州経済委員会傘下の自動車基準調和

世界フォーラム（UN/ECE/WP29）から公表されている

運転支援の警報に関するガイドラインでは、危険発生

が予想されることだけでなく、危険発生が予想される

方向の情報もドライバに伝えるべきであると記され

ており、これに沿った運転支援システムが望ましい。 

著者らは運転支援方法の一つとして、警報音とその

音源位置を組み合わせて危険発生の予想及び発生が

予想される方向の情報をドライバに伝達する手法を

検討している。例えば、図1のように、見通しの悪い

交差点を左側から他車両が接近している場合は車内

左側のスピーカから警報音を鳴らし、ドライバに左側

から他車両が接近していることを知らせる。このよう

に、警報音と音源位置の組み合わせによって危険発生

が予想される方向の情報をドライバに伝えられれば、

その方向にドライバの注意を引くことができ、事故の

未然防止に寄与できると考えられる。  

本研究では上述の運転支援方法の実現可能性を検

討するため、自動車の車室内に配置したスピーカから

数種類の警報音を鳴らしてドライバが音源位置を特

定する実験を行い、その結果から、窓ガラスなどに

よって音が反射しやすい音環境である自動車の車室

内での音源定位の正確さについて調べる。 

２．無響室内実験 

２．１．実験方法 

初めに、実験車両を天井及び周囲の壁に吸音材が備

わった半無響室の中に定置して実験を行った 1)。 

実験車両内部には前方に3個、後方に3個のスピー

カが設置されており、各々から警報音が鳴る（図2）。 

警報音は純音である 1kHz、2kHz と、基音と倍音を

組み合わせた複合音である1kHzと2kHzの音の組み合

わせ、2kHz と 4kHz の音の組み合わせ、1kHz と 2kHz

と 4kHz の音の組み合わせの 5 種類を設定した。警報

音の持続時間は0.5秒と1.0秒の2種類で、持続時間

0.5 秒は 4回、1.0 秒は 8回音が鳴る。警報音の音圧

は40dB、50dB、60dBの 3種類を設定した。 

実験では、被験者は運転席に座り、警報音が鳴った

らどのスピーカから音が鳴っているかを特定し、ス

ピーカの番号を口頭で答えた。 

被験者は運転免許を有する20～30代 15名、65歳以

上15名の計30名で外部から参加している。なお、当

研究所における実験倫理規定に基づき、各被験者に対

して実験前に実験の内容を説明し、文書により実験参

加の同意を得てから実験を行っている。後述の実車走

行実験も同様である。 

２．２．実験結果 

 本節では実験データの有意差検定方法の一つであ

る分散分析を用いた検討結果を中心に述べる。 

警報音の持続時間（2水準）について分散分析を行っ

たところ、有意水準5%でこの要因による有意差はなし

との結果が得られた。そこで、解析を容易にするため、
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永久変形は見られず、Cの永久変形量はA+Cでは小さ

く、C+Aでは見られなかったことを観察している。よっ

て、ドアパッド材の変形を弾性域で捉えることがで

き、ドアパッド材の組み合わせ順序によらず乗員の傷

害値は両者でほぼ同等になったものと考えられる。 

このとき、ドアパッド材C+Aでは素材Cに永久変形

が見られなかったことから、同一のドアパッド材を繰

り返し使える可能性があると考えられる。 

 

４．ISOFIXアンカレッジの状態による比較調査 

新基準の側面衝突試験では ISOFIX CRS をスレッド

上のシートの ISOFIX アンカレッジに固定し、その

ISOFIXアンカレッジは可動する構造となっており、実

際の車両とは異なっている。そこで、ISOFIX アンカ

レッジを固定にした条件と、ISOFIXアンカレッジを可

動にした条件でそれぞれ側面衝突実験を行い、ISOFIX

アンカレッジの固定／可動による乗員の傷害値の違

いを調べた。 

2.3節と同様、ISOFIXアンカレッジ固定／可動で側

面衝突実験を行ったときのダミーの各部位の最大傷

害値を表4、ダミーの頭部の合成加速度の時間履歴を

図7にそれぞれ示す。表4より各傷害指標の最大傷害

値は ISOFIX アンカレッジ可動／固定にかかわらず同

等であることが分かる。同様に、図7よりダミーの頭

部加速度は ISOFIX アンカレッジの可動／固定によら

ずほぼ同様の波形となっていることが分かる。なお、

ダミーの胸部、腰部の各合成加速度についても両者で

ほぼ同様の波形となっていることを確認した。このこ

とから、新基準の側面衝突試験で ISOFIX アンカレッ

ジを可動とすることは実際の車両での状態とは異な

るが、乗員の傷害評価には問題ないと考えられる。 

また、ISOFIXアンカレッジが可動の場合はCRSが大

きく移動するため、CRS側のISOFIX固定部に損傷は見

られず、実験後のCRSの取り外しが容易であったが、

ISOFIXアンカレッジ固定の場合はCRS側のISOFIX固

定部に損傷が見られ、実験後の取り外しが困難であっ

た。ISOFIXアンカレッジ可動／固定での傷害値が同等

であることから、ISOFIXアンカレッジを可動とする方

が側面衝突試験を効率的に実施できると考えられる。 

 
５．おわりに 

本研究では新基準による側面衝突試験法に沿って、

ドアパッド材による乗員の傷害値の違い及び ISOFIX

アンカレッジの固定／可動による乗員の傷害値の違

いについて調べた。以下に結果をまとめる。 

(1) 4 種類のドアパッド材は、素材 A の長期使用

による特性の変化などにより、いずれも性能

要件を満たさなかった。また、半球体インパ

クタ落下実験の結果には差が見られたもの

の、側面衝突実験でのダミーの傷害値には差

は見られず、ドアパッド材の選定方法は引き

続き検討すべき課題となった。 

(2) 2 種類の素材の組み合わせの順序を入れ替え

て同様の実験を行ったところ、結果に差は見

られず、同一のドアパッド材を繰り返し使え

る可能性があることを示したが、繰り返し使

えるか否かの判定については今後検討すべき

課題である。 

(3) ISOFIXアンカレッジを可動状態と固定状態に

して側面衝突実験を行ったところ、ダミーの

傷害値に差は見られず、ISOFIXアンカレッジ

の状態が傷害値に与える影響は小さい。 
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表 4 ダミー最大傷害値 

（ISOFIXアンカレッジ可動／固定） 

ISOFIXアンカレッジ 
部位 傷害値 単位

可動 固定 

HPC15 － 523 533 
頭部

3ms加速度 m/s2 798.7 809.5 

胸たわみ mm 18.9 16.1 
胸部

3ms加速度 m/s2 461.6 469.4 

腰部 3ms加速度 m/s2 818.3 877.1 

 

図 7 頭部合成加速度 
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１．はじめに 

自動車のドライバへ警報によって注意喚起する運

転支援システムの研究・開発が現在数多く進められて

いる。自動車の安全基準及び認証の国際的な調和を目

的とした国連欧州経済委員会傘下の自動車基準調和

世界フォーラム（UN/ECE/WP29）から公表されている

運転支援の警報に関するガイドラインでは、危険発生

が予想されることだけでなく、危険発生が予想される

方向の情報もドライバに伝えるべきであると記され

ており、これに沿った運転支援システムが望ましい。 

著者らは運転支援方法の一つとして、警報音とその

音源位置を組み合わせて危険発生の予想及び発生が

予想される方向の情報をドライバに伝達する手法を

検討している。例えば、図1のように、見通しの悪い

交差点を左側から他車両が接近している場合は車内

左側のスピーカから警報音を鳴らし、ドライバに左側

から他車両が接近していることを知らせる。このよう

に、警報音と音源位置の組み合わせによって危険発生

が予想される方向の情報をドライバに伝えられれば、

その方向にドライバの注意を引くことができ、事故の

未然防止に寄与できると考えられる。  

本研究では上述の運転支援方法の実現可能性を検

討するため、自動車の車室内に配置したスピーカから

数種類の警報音を鳴らしてドライバが音源位置を特

定する実験を行い、その結果から、窓ガラスなどに

よって音が反射しやすい音環境である自動車の車室

内での音源定位の正確さについて調べる。 

２．無響室内実験 

２．１．実験方法 

初めに、実験車両を天井及び周囲の壁に吸音材が備

わった半無響室の中に定置して実験を行った 1)。 

実験車両内部には前方に3個、後方に3個のスピー

カが設置されており、各々から警報音が鳴る（図2）。 

警報音は純音である 1kHz、2kHz と、基音と倍音を

組み合わせた複合音である1kHzと2kHzの音の組み合

わせ、2kHz と 4kHz の音の組み合わせ、1kHz と 2kHz

と 4kHz の音の組み合わせの 5 種類を設定した。警報

音の持続時間は0.5秒と1.0秒の2種類で、持続時間

0.5 秒は 4回、1.0 秒は 8回音が鳴る。警報音の音圧

は40dB、50dB、60dBの 3種類を設定した。 

実験では、被験者は運転席に座り、警報音が鳴った

らどのスピーカから音が鳴っているかを特定し、ス

ピーカの番号を口頭で答えた。 

被験者は運転免許を有する20～30代 15名、65歳以

上15名の計30名で外部から参加している。なお、当

研究所における実験倫理規定に基づき、各被験者に対

して実験前に実験の内容を説明し、文書により実験参

加の同意を得てから実験を行っている。後述の実車走

行実験も同様である。 

２．２．実験結果 

 本節では実験データの有意差検定方法の一つであ

る分散分析を用いた検討結果を中心に述べる。 

警報音の持続時間（2水準）について分散分析を行っ

たところ、有意水準5%でこの要因による有意差はなし

との結果が得られた。そこで、解析を容易にするため、
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図1 警報音と音源位置による情報提供手法 
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図2 実験車両内部のスピーカ配置 
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被験者の年齢（若年、高齢の 2 水準）、警報音の音圧

（3 水準）、スピーカ位置（6 水準）、警報音の種類（5

水準）の4要因で分散分析を行ったところ、各要因と

もに単独で有意差があった。また、被験者の年齢とス

ピーカ位置、被験者の年齢と警報音の種類、スピーカ

位置と警報音の音圧、スピーカ位置と警報音の種類、

被験者の年齢と警報音の音圧及び種類、スピーカ位置

と警報音の音圧及び種類の各組み合わせにおいて交

互作用があった。その他の要因の組み合わせによる交

互作用はなかった。 

以下に交互作用の特徴的な点を述べる。警報音の音

圧とスピーカ位置に関する交互作用を図3に、スピー

カ位置と警報音の種類に関する交互作用を図4にそれ

ぞれ示す。図 3 より前方のスピーカ（1,2,3）では警

報音の音圧による正答率の差が大きいが、後方のス

ピーカ（4,5,6）では正答率の差が小さい。よって、

警報音の音圧が及ぼす影響は前方のスピーカでは大

きく、後方のスピーカでは小さいといえる。また，図

4より警報音の種類についても同様のことがいえる。 

 

３．実車走行実験 

３．１．実験方法 

次に、テストコースを用い、実験車両の前を先行車

両が 60km/h で走行し、被験者は先行車両に追従する

ように実験車両を運転しながら音源定位を行った。ま

た，実験車両を停車させた状態で音源定位を行った。

警報音の音圧は 60dB に設定した。その他の実験条件

は無響室内実験を踏襲した。被験者は運転免許を有す

る20～40代 17名で外部から参加している。 

３．２．実験結果 

2.2節と同様に実験データの有意差検定方法の一つ

である分散分析を用いた検討結果を中心に述べる。停

車中／運転中（2 水準）、スピーカ位置（6 水準）、警

報音の種類（5水準）の3 要因で分散分析を行ったと

ころ、各要因ともに単独で有意差があった。また，ス

ピーカ位置と警報音の種類の組み合わせにおいて交

互作用があった。その他の要因の組み合わせによる交

互作用はなかった。 

図5にスピーカ位置と警報音の種類に関する交互作

用を示す。この図より，前方のスピーカ（1,2,3）で

は警報音の種類による正答率の差が大きいが、後方の

スピーカ（4,5,6）では正答率の差が小さい。よって、

警報音の種類が及ぼす影響は前方のスピーカでは大

きく、後方のスピーカでは小さいといえる。 

なお、図4と図5より、無響室内実験結果と実車走

行実験結果でほぼ同様の傾向を示しているといえる。 

 

４．おわりに 

本稿では、自動車の車室内に配置したスピーカから

数種類の警報音を鳴らし、ドライバが音源位置を特定

する実験の結果に対して分散分析を用いた検討結果

を中心に述べた。今後より詳細に実験結果の考察と検

討を行い、自動車の車室内における音源定位の正確さ

や適切な警報音について明らかにしたい。 
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図 3 警報音の音圧とスピーカ位置に関する交互

作用（無響室内実験） 

図 4 スピーカ位置と警報音の種類に関する交互

作用（無響室内実験） 

図 5 スピーカ位置と警報音の種類に関する交互

作用（実車走行実験） 
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１．はじめに 
 日本における2012年の交通事故死亡者数（4,411人）

のうち歩行中の死亡者数は1,634人（37 %）であり、そ

の割合は近年高まる傾向にある 1)。政府は 2018 年まで

に交通事故死亡者数を年間 2,500 人以下とする目標を掲

げており、歩行者事故への対策が重要課題となる。歩行

者死亡事故の中で、特に 65 歳以上の高齢者の占める割

合は68%と高く、その対策も望まれる。歩行者死亡事故

のうち 72% が道路横断中に発生しており、横断特性に

基づき事故防止のための対策を講じる必要がある。 
 本研究では高齢歩行者の行動、心理特性を把握し、事

故低減に向けた方策を提案するための基礎資料を作成

することを目的とし、横断タイミング、道路利用時の心

理特性から高齢歩行者の行動特性を分析する。なお、実

験参加者を対象とした実験は、当研究所の倫理委員会の

承認を得て遂行した。 
 

２．心理 - 歩行者の生活習慣と行動特性 
高齢歩行者の心理調査として東京都内在住の約 2,400

人の高齢者を対象にアンケートを実施し、1,343 通の回

答（回収率は約 56％）を得た。年齢層を細分化し横断

特性を定量的に調査した一部結果を図 1に示す。年齢と

ともに接近する車両を見落とす場合が増加した。約 40
～50%の高齢者は前照灯を眩しく感じる傾向があり、高

齢者特有の眼球の水晶体の白濁化により眼球内への入

射光が拡散することも考えられる。 
 

３．横断タイミング 
３．１．実車による調査 
 高齢歩行者がどのようなタイミングで道路を横断す

るのか、ここでは実車を用いて特徴を把握する。実験参

加者（高齢歩行者）が片側1車線、幅7mの道路を横断

するタイミングを、時間帯（昼間、夜間）や車の接近速

度を変化させて調査した。20、30、40、45 km/hの所定

の速度で接近する車両に対し、この距離でぎりぎり横断

できる（これ以上近づけば横断をあきらめる）と判断し

た瞬間にボタンを押し、その時の歩行者と車両との距離

（以下、「歩車間距離」と呼称）を計測した。実験参加

者は高齢者 19 名とし、実験の繰り返し回数は条件毎に

3回とした。実験では、接近する車両から見て道路左側

から横断を試みようとする実験参加者を左側歩行者、右

側から横断を試みようとする場合を右側歩行者とし、走

行車両に対して両者が同時に評価している（図 2）。 
当研究所では同様の実験条件下で、20～40 代の若年

者を対象とした実験を実施 2)しており、ここでは同調査

結果も合わせて示す。実験参加者がぎりぎり横断できる

と判断したときの歩車間距離を図 3に示す。昼間(a)の場

合、左側歩行者については高齢者、若年者共に近似する

傾向を示した。一方、右側歩行者については、高速度条

件（40、45 km/h）において高齢者は若年者より歩車間

距離が短くなり、判断が緩慢になる傾向が示された。 
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図1 アンケート結果例 
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被験者の年齢（若年、高齢の 2 水準）、警報音の音圧

（3 水準）、スピーカ位置（6 水準）、警報音の種類（5

水準）の4要因で分散分析を行ったところ、各要因と

もに単独で有意差があった。また、被験者の年齢とス

ピーカ位置、被験者の年齢と警報音の種類、スピーカ

位置と警報音の音圧、スピーカ位置と警報音の種類、

被験者の年齢と警報音の音圧及び種類、スピーカ位置

と警報音の音圧及び種類の各組み合わせにおいて交

互作用があった。その他の要因の組み合わせによる交

互作用はなかった。 

以下に交互作用の特徴的な点を述べる。警報音の音

圧とスピーカ位置に関する交互作用を図3に、スピー

カ位置と警報音の種類に関する交互作用を図4にそれ

ぞれ示す。図 3 より前方のスピーカ（1,2,3）では警

報音の音圧による正答率の差が大きいが、後方のス

ピーカ（4,5,6）では正答率の差が小さい。よって、

警報音の音圧が及ぼす影響は前方のスピーカでは大

きく、後方のスピーカでは小さいといえる。また，図

4より警報音の種類についても同様のことがいえる。 

 

３．実車走行実験 

３．１．実験方法 

次に、テストコースを用い、実験車両の前を先行車

両が 60km/h で走行し、被験者は先行車両に追従する

ように実験車両を運転しながら音源定位を行った。ま

た，実験車両を停車させた状態で音源定位を行った。

警報音の音圧は 60dB に設定した。その他の実験条件

は無響室内実験を踏襲した。被験者は運転免許を有す

る20～40代 17名で外部から参加している。 

３．２．実験結果 

2.2節と同様に実験データの有意差検定方法の一つ

である分散分析を用いた検討結果を中心に述べる。停

車中／運転中（2 水準）、スピーカ位置（6 水準）、警

報音の種類（5水準）の3 要因で分散分析を行ったと

ころ、各要因ともに単独で有意差があった。また，ス

ピーカ位置と警報音の種類の組み合わせにおいて交

互作用があった。その他の要因の組み合わせによる交

互作用はなかった。 

図5にスピーカ位置と警報音の種類に関する交互作

用を示す。この図より，前方のスピーカ（1,2,3）で

は警報音の種類による正答率の差が大きいが、後方の

スピーカ（4,5,6）では正答率の差が小さい。よって、

警報音の種類が及ぼす影響は前方のスピーカでは大

きく、後方のスピーカでは小さいといえる。 

なお、図4と図5より、無響室内実験結果と実車走

行実験結果でほぼ同様の傾向を示しているといえる。 

 

４．おわりに 

本稿では、自動車の車室内に配置したスピーカから

数種類の警報音を鳴らし、ドライバが音源位置を特定

する実験の結果に対して分散分析を用いた検討結果

を中心に述べた。今後より詳細に実験結果の考察と検

討を行い、自動車の車室内における音源定位の正確さ

や適切な警報音について明らかにしたい。 
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図 3 警報音の音圧とスピーカ位置に関する交互

作用（無響室内実験） 

図 4 スピーカ位置と警報音の種類に関する交互

作用（無響室内実験） 

図 5 スピーカ位置と警報音の種類に関する交互

作用（実車走行実験） 
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１．はじめに 
 日本における2012年の交通事故死亡者数（4,411人）

のうち歩行中の死亡者数は1,634人（37 %）であり、そ

の割合は近年高まる傾向にある 1)。政府は 2018 年まで

に交通事故死亡者数を年間 2,500 人以下とする目標を掲

げており、歩行者事故への対策が重要課題となる。歩行

者死亡事故の中で、特に 65 歳以上の高齢者の占める割

合は68%と高く、その対策も望まれる。歩行者死亡事故

のうち 72% が道路横断中に発生しており、横断特性に

基づき事故防止のための対策を講じる必要がある。 
 本研究では高齢歩行者の行動、心理特性を把握し、事

故低減に向けた方策を提案するための基礎資料を作成

することを目的とし、横断タイミング、道路利用時の心

理特性から高齢歩行者の行動特性を分析する。なお、実

験参加者を対象とした実験は、当研究所の倫理委員会の

承認を得て遂行した。 
 

２．心理 - 歩行者の生活習慣と行動特性 
高齢歩行者の心理調査として東京都内在住の約 2,400

人の高齢者を対象にアンケートを実施し、1,343 通の回

答（回収率は約 56％）を得た。年齢層を細分化し横断

特性を定量的に調査した一部結果を図 1に示す。年齢と

ともに接近する車両を見落とす場合が増加した。約 40
～50%の高齢者は前照灯を眩しく感じる傾向があり、高

齢者特有の眼球の水晶体の白濁化により眼球内への入

射光が拡散することも考えられる。 
 

３．横断タイミング 
３．１．実車による調査 
 高齢歩行者がどのようなタイミングで道路を横断す

るのか、ここでは実車を用いて特徴を把握する。実験参

加者（高齢歩行者）が片側1車線、幅7mの道路を横断

するタイミングを、時間帯（昼間、夜間）や車の接近速

度を変化させて調査した。20、30、40、45 km/hの所定

の速度で接近する車両に対し、この距離でぎりぎり横断

できる（これ以上近づけば横断をあきらめる）と判断し

た瞬間にボタンを押し、その時の歩行者と車両との距離

（以下、「歩車間距離」と呼称）を計測した。実験参加

者は高齢者 19 名とし、実験の繰り返し回数は条件毎に

3回とした。実験では、接近する車両から見て道路左側

から横断を試みようとする実験参加者を左側歩行者、右

側から横断を試みようとする場合を右側歩行者とし、走

行車両に対して両者が同時に評価している（図 2）。 
当研究所では同様の実験条件下で、20～40 代の若年

者を対象とした実験を実施 2)しており、ここでは同調査

結果も合わせて示す。実験参加者がぎりぎり横断できる

と判断したときの歩車間距離を図 3に示す。昼間(a)の場

合、左側歩行者については高齢者、若年者共に近似する

傾向を示した。一方、右側歩行者については、高速度条

件（40、45 km/h）において高齢者は若年者より歩車間

距離が短くなり、判断が緩慢になる傾向が示された。 
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図1 アンケート結果例 
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すれ違いビーム（ロービーム）を点灯した夜間(b)の場

合、左側の高齢歩行者は 20 km/hにおいて若年者と比べ

歩車間距離が長くなった。  
走行ビーム（ハイビーム）を点灯した夜間(c)の場合、

左側の高齢歩行者は各走行速度条件において若年者よ

り歩車間距離が長くなった。さらに、右側歩行者の場合、

30、40、45 km/hにおいて高齢者は若年者と近似する傾

向が示された。前照灯を走行ビームにすると、高齢者は

眩しさに伴い昼間や夜間すれ違いビームの車の位置よ

りも近くに感じる傾向（より安全となる傾向）のあるこ

とが推察される。この結果から、夜間における前照灯の

走行ビーム点灯条件は、高齢者が歩車間距離を確保する

有効な一手法と考える。 

３．２．車モデルによる調査 

 車モデルを用いた仮想交通環境では歩行者が実際に

仮想道路を横断し、車の接近速度が高齢歩行者の横断判

断に及ぼす影響を調査した。実験参加者は高齢者16名、

若年者8名である。仮想交通環境において、実験参加者

が仮想道路を横断し車モデルと接触する場合を事故発

生と仮定し、試行回数の中で事故発生した回数の割合を

事故発生率と呼称する。車両走行速度と事故発生率の関

係を図4に示す。若年者、高齢者ともに速度が上がるに

つれて交通事故発生率が増加した。特に高齢者が右側歩

行者の場合、交通事故発生率は高く、速度が 40km/h 及

び45km/h では発生率も45%及び55%に増加した。全事

故発生件数に占める左側歩行者と右側歩行者の割合は、

若年者・高齢者ともに右側歩行者の事故発生率（約 75%）

が左側歩行者（約25%）と比べて高いことがわかる。 
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図4 車の速度に対する交通事故発生率 

 

４．おわりに 
 本研究では、高齢者の心理状況を含む行動特性を把握

し、事故防止のための施策を講じるための基礎データを

構築することができた。導出された結果が「高齢者への

教育・啓蒙活動」、「車両に求められる要件」、「交通

インフラに求められる施策」へ反映され、統合的に安全

対策が講じられることで、交通事故死傷者低減の目標達

成が大いに期待される。 
 なお、実車を用いた実験を遂行するにあたり、三鷹市

老人クラブ連合会にご協力いただいた。本研究は、平成

23、24 年度タカタ財団助成研究「死傷事故低減に向け

た高齢歩行者における行動特性の究明と対策について」

により実施したものである。記して謝意を表す。 
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１．はじめに 
2010 年のデータでは、出会い頭による死亡事故件

数は 750 件で死亡事故全体の 15.9％、同重傷事故件

数は 14,250 件で重症事故全体の 28.8％、同軽傷事故

件数は 178,952 件で軽傷事故全体の 26.6％であり、

死亡、重症及び軽傷のいずれの事故においても出会い

頭の事故は全体に対して高い割合を示している(1)。こ

のような事故実態から、交差点通過時におけるドライ

バの運転行動を支援することによって出会い頭事故

を防止するシステムが求められており、その開発と普

及が進もうとしている。現在、これを実現する有力な

システムとして注目されているのが通信利用型出会

い頭衝突防止支援システムである。この支援システム

は、交差点において車車間通信や路車間通信などの通

信技術を用いて互いの位置情報等を共有することに

よって出会い頭の衝突に対する注意喚起情報や警報

をドライバに提供するシステムである。 
一方、この通信利用型出会い頭衝突防止支援システ

ムに代表される予防安全運転支援システムの開発、普

及促進を考えた場合、欠かすことができないプロセス

が定量的な効果評価である。現在、我々はこのような

システムの事故低減効果の評価を行うシミュレータ

ASSESS（A Survey Simulator to Evaluate Safety 
Systems）の開発を進めている。そこで、今回我々は、

対象とする事故形態を車両同士の出会い頭事故とし、

この ASSESS に車車間通信を利用した出会い頭衝突

防止支援システムの効果評価を可能とする新機能を

組み込むことによってこの効果評価を行うこととし

た。本報告では、まず、この出会い頭衝突防止支援シ

ステムの効果評価を実現するために開発した

ASSESS の新機能を示し、この機能を追加した

ASSESS を用いて行った本支援システムの効果評価

結果について述べる。 

２．通信利用型出会い頭衝突防止支援システム 
今回、評価に用いた通信利用型出会い頭衝突防止支

援システムは、以下のプロセスによって支援を行うシ

ステムである。①自車両が、一時停止規制のある交差

点に向かって進行する。②自車両が通信エリアに入り、

相手車両の情報を受信可能となる。③自車両の位置、

速度、ブレーキ操作などから、自車両が一時停止線付

近で一旦停止したと判定したのち、受信した相手車両

に関する支援を開始する。④自車両の位置、速度、ブ

レーキ操作、アクセル操作などから、自車両が発進し

たと判断できたとき、支援を終了する。なお、今回の

評価では、出会い頭衝突防止支援システムの支援タイミ

ングを交差車両の到達余裕時間（交差車両が自車との会

合点に到達するまでの余裕時間）が8秒となった時点に

設定し、例えば、「右から車が来ます」のように車両の

接近方向と存在を提供するものとした。 
 

３．ASSESSの概要	
ASSESS は、評価対象とする予防安全支援システム

の機能を搭載し、かつ、自律走行可能な車両（エージェ

ント）を、計算機内に構築した仮想空間内に出現させる

マルチエージェントシステムで構成されている（図１）(2)。

ASSESS を形成するこのマルチエージェントシステム

は、交通環境を再現する環境モデル、ドライバの運転行

動を模擬するドライバモデル、車両の運動を模擬する車

両モデルの 3 つのプログラムとこれらを制御する統括

プログラムによって構成されている。 
ドライバモデルは、ドライバの運転行動である認知／

判断／操作を模擬し実行するプログラムである。このド

ライバモデルは、まず仮想空間に構築された交通環境を

三次元的に認知する。次いで、その情報をもとに運転戦

略を決定し、その運転戦略に求められる運転操作量を車

両モデルに出力する。 
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向が示された。前照灯を走行ビームにすると、高齢者は

眩しさに伴い昼間や夜間すれ違いビームの車の位置よ

りも近くに感じる傾向（より安全となる傾向）のあるこ

とが推察される。この結果から、夜間における前照灯の

走行ビーム点灯条件は、高齢者が歩車間距離を確保する
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 車モデルを用いた仮想交通環境では歩行者が実際に

仮想道路を横断し、車の接近速度が高齢歩行者の横断判

断に及ぼす影響を調査した。実験参加者は高齢者16名、

若年者8名である。仮想交通環境において、実験参加者

が仮想道路を横断し車モデルと接触する場合を事故発

生と仮定し、試行回数の中で事故発生した回数の割合を

事故発生率と呼称する。車両走行速度と事故発生率の関

係を図4に示す。若年者、高齢者ともに速度が上がるに

つれて交通事故発生率が増加した。特に高齢者が右側歩

行者の場合、交通事故発生率は高く、速度が 40km/h 及

び45km/h では発生率も45%及び55%に増加した。全事

故発生件数に占める左側歩行者と右側歩行者の割合は、

若年者・高齢者ともに右側歩行者の事故発生率（約 75%）

が左側歩行者（約 25%）と比べて高いことがわかる。 
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成が大いに期待される。 
 なお、実車を用いた実験を遂行するにあたり、三鷹市
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１．はじめに 
2010 年のデータでは、出会い頭による死亡事故件

数は 750 件で死亡事故全体の 15.9％、同重傷事故件

数は 14,250 件で重症事故全体の 28.8％、同軽傷事故

件数は 178,952 件で軽傷事故全体の 26.6％であり、

死亡、重症及び軽傷のいずれの事故においても出会い

頭の事故は全体に対して高い割合を示している(1)。こ

のような事故実態から、交差点通過時におけるドライ

バの運転行動を支援することによって出会い頭事故

を防止するシステムが求められており、その開発と普

及が進もうとしている。現在、これを実現する有力な

システムとして注目されているのが通信利用型出会

い頭衝突防止支援システムである。この支援システム

は、交差点において車車間通信や路車間通信などの通

信技術を用いて互いの位置情報等を共有することに

よって出会い頭の衝突に対する注意喚起情報や警報

をドライバに提供するシステムである。 
一方、この通信利用型出会い頭衝突防止支援システ

ムに代表される予防安全運転支援システムの開発、普

及促進を考えた場合、欠かすことができないプロセス

が定量的な効果評価である。現在、我々はこのような

システムの事故低減効果の評価を行うシミュレータ

ASSESS（A Survey Simulator to Evaluate Safety 
Systems）の開発を進めている。そこで、今回我々は、

対象とする事故形態を車両同士の出会い頭事故とし、

この ASSESS に車車間通信を利用した出会い頭衝突

防止支援システムの効果評価を可能とする新機能を

組み込むことによってこの効果評価を行うこととし

た。本報告では、まず、この出会い頭衝突防止支援シ

ステムの効果評価を実現するために開発した

ASSESS の新機能を示し、この機能を追加した

ASSESS を用いて行った本支援システムの効果評価

結果について述べる。 

２．通信利用型出会い頭衝突防止支援システム 
今回、評価に用いた通信利用型出会い頭衝突防止支

援システムは、以下のプロセスによって支援を行うシ

ステムである。①自車両が、一時停止規制のある交差

点に向かって進行する。②自車両が通信エリアに入り、

相手車両の情報を受信可能となる。③自車両の位置、

速度、ブレーキ操作などから、自車両が一時停止線付

近で一旦停止したと判定したのち、受信した相手車両

に関する支援を開始する。④自車両の位置、速度、ブ

レーキ操作、アクセル操作などから、自車両が発進し

たと判断できたとき、支援を終了する。なお、今回の

評価では、出会い頭衝突防止支援システムの支援タイミ

ングを交差車両の到達余裕時間（交差車両が自車との会

合点に到達するまでの余裕時間）が8秒となった時点に

設定し、例えば、「右から車が来ます」のように車両の

接近方向と存在を提供するものとした。 
 

３．ASSESSの概要	
ASSESS は、評価対象とする予防安全支援システム

の機能を搭載し、かつ、自律走行可能な車両（エージェ

ント）を、計算機内に構築した仮想空間内に出現させる

マルチエージェントシステムで構成されている（図１）(2)。

ASSESS を形成するこのマルチエージェントシステム

は、交通環境を再現する環境モデル、ドライバの運転行

動を模擬するドライバモデル、車両の運動を模擬する車

両モデルの 3 つのプログラムとこれらを制御する統括

プログラムによって構成されている。 
ドライバモデルは、ドライバの運転行動である認知／

判断／操作を模擬し実行するプログラムである。このド

ライバモデルは、まず仮想空間に構築された交通環境を

三次元的に認知する。次いで、その情報をもとに運転戦

略を決定し、その運転戦略に求められる運転操作量を車

両モデルに出力する。 
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図１ ASSESSの概要 
 

車両モデルは、ドライバモデルから入力される運転操

作量（ブレーキペダル踏力等）をもとに最終的に車両の

位置を算出するプログラム（等価二輪車モデル）である。 
環境モデルは、各エージェントの発生スケジュールと

それら個々に搭載されるドライバモデル及び車両モデ

ルの特性を割り当てるプログラムである。すなわち、環

境モデルによって割り当てられた特性に基づいて各エ

ージェントの運転行動と車両性能が変化し、車両の挙動

に個体差が生じることとなる。 
 

４．評価環境 

本研究では、まず、出会い頭衝突防止支援システムの

効果評価を行うにあたって、評価を行うべき環境（以下、

評価環境）の決定と新たに ASSESS に求められるドラ

イバモデルの機能を明らかにするために、出会い頭事故

の分析を行った。 
４．１．出会い頭衝突防止支援システムの評価環境 

出会い頭事故の環境要因の分析(3)から出会い頭衝突防

止支援システムを以下の道路環境（図２）にて評価を行

うこととし、その選定理由を合わせて示す。 
①優先道路と非優先道路が交差する交差点 
選定理由：出会い頭衝突防止支援システムは発進待機支

援であり、支援を受ける車両が走行する道路

には一時停止線が存在するため。  
②信号なし交差点 
選定理由：出会い頭事故の 70％以上が信号なし交差点

で発生しているため。 
③車道幅員が 5.5[m]以上 13[m]未満と 5.5[m]未満の組

み合わせの交差点 
選定理由：交差点の形状が①を満たし、かつ、その中で

も出会い頭事故が多く（28.1％）発生してい

る交差点の大きさのため。 
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④見通しが悪い。 
選定理由：環境要因として見通しの悪さが高い割合を示

すと共に、出会い頭衝突防止支援システムが

効果を想定している環境であるため。 
なお、今回の評価では、優先道路を走行する車両は、

非優先道路を走行する車両の右側から接近するものの

みとした。 
４．２．支援が影響を及ぼすドライバの認知・判断機能 
出会い頭事故の人的要因の分析(4)と出会い頭衝突

防止支援システムの機能より、ドライバモデルの認知

機能として以下の機能を新たに組み込むこととした。 

①左右確認行動 

理由：交差車両に対する認知エラーが生じる大きな要

因は「左右確認不十分」であり、出会い頭衝突

防止支援システムはこの「左右確認不十分」を

防ぐ効果が予想されるため。 

②視認時間 

理由：本支援システムの目的は、交差車両の接近情報

を事前にドライバへ提供することである。よっ

て、この支援で影響を受けるドライバの認知・

判断機能としては上記の左右確認行動に加え

「ドライバが交差車両を視認するまでに要する

時間（以下、視認時間）」が考えられるため。 

③思い込み 

理由：ドライバの左右確認行動は支援によって効果が

期待されるものの、正常で正確な支援が常態化

した場合に思い込みが発生し、これによって判

断や行動が変化する可能性があるため。 

以上、本研究では、この３つ（左右確認行動、視認

時間、思い込み）のドライバの認知・判断機能に着目

し、これらの定量化及びモデル化を図り ASSESS のド

ライバモデルに新機能として組み込むこととした。 

 

 

５．被験者実験による認知・判断機能のモデル化 
上記3つのドライバの認知・判断機能のモデル化及び

パラメータ値の決定にあたっては、ドライビングシミュ

レータを使用して、認知・判断機能に関する被験者実験

を実施した。なお、実験に先だって、当研究所の人間を

対象とする実験に関する倫理規定による承認を受けた。 
５．１．左右確認行動モデル 

ドライバの左右確認行動を分析する実験では、複数個

（4~6個）の交差点を横断するシナリオを用意し、交差

点通過時に行われる被験者の左右確認行動（首振り状

態）を支援なし及び支援ありの条件で観測した。その結

果、被験者の9割で、左右確認は右、左、右の順番で行

われること、また、左右問わず首振りが開始されると途

中で止まることなく大きく最後まで振り切られること

が確認された。このような統一的傾向が現れたのは、交

差点横断時には、右、左の順番で交差車両が危険な対象

となること、加えて、交差点の見通しが悪いためドライ

バは左右確認を交差点の直前で素早く行わなければな

らないとことが要因であると考えられる。 
これらの結果を踏まえ、左右確認行動のモデル化では、

同時に可視判定ができる一定の視野角（以下、可視角）

を設定し、この可視角の中心方向が①正面→②右端→③

右端停留→④左端→⑤左端停留→⑥右端→⑦右端停留

→⑧正面のプロセスで時間とともに変化することを基

本とする機能を持たせることとした。可視角の大きさは、

注視点が迅速に安定して見ることができると考えられ

ている安定注視野とし、視野の中心から水平±45°とした。

また、ドライバの首振りにあたる可視角の中心方向の振

り幅は、人が首振りすることが出来る最大角度といわれ

ている±60°とした。可視角の中心方向の振れの周期は、

実験で観測された首振りの周期の平均値を用いること

とした。 
５．２．視認時間モデル 

非優先道路を走行するドライバの交差車両に対する

視認時間を交差点中央から交差車両（停止状態）までの

距離を変えて計測した。ドライバ（被験者）には、交差

点で車両を視認した場合にパッシング操作で視認を申

告させた。本実験は、支援なし及び支援ありの条件で視

認時間の計測を行った。交差車両は、自車両との会合点

から右側に 75.4[m]､ 111.3[m]､ 147.3[m]及び 219.1[m]
の距離に一定の順番で現れる（自車からの視野角では、

85[ﾟ]､ 87[ﾟ]､ 88.5[ﾟ]及び 89[ﾟ]に相当）。 
視認時間のモデル化では、被験者実験で得られた距離

に対する視認時間結果に対して回帰分析を行い、その回

帰直線から視認した距離に対する視認時間を推定する

こととした。 
５．３．思い込みの再現 

左右確認行動の被験者実験において交差点を 25 個に

増やした場合、23 個目の交差点（交差車両が出現しな

い交差点）では、約半数の被験者が通常の左右確認の最

後の⑥、⑦の右側確認を省略し、①正面→②右端→③右

端停留→④左端→⑤左端停留→⑧正面となることが確

認された。これは、このような左右確認を行った被験者

へのインタビューにより、それまでの支援の経験で支援

が無い場合は交差車両がいないことがわかるため、左右

確認の最後の右側確認を省略したとのことであった。 
さらに、交差道路端に到達したとほぼ同時に支援があ

るような交差車両が出現する交差点でも、約半数の被験

者が同様に左右確認の最後の右側確認を省略し、①正面

→②右端→③右端停留→④左端→⑤左端停留→⑧正面

となることが確認された。これは、既に左右確認を行え

るような十分視認できる状態で支援を受けた場合、支援

時の交差車両の位置はこれまでの支援の経験で横断す

るのに十分離れた距離にいることがわかるために視認

を行わなかったとのことであった。 
そこで、“支援が無いということは、交差車両が存在

しない”という思いこみや、既に視野が確保できている

位置に到達してから支援をもらった場合“車両は十分遠

くにいる”という思い込みを再現するために左右確認を

開始するまでに出会い頭衝突防止支援システムの支援

が無ければ左右確認の最後の右側確認を省略するアル

ゴリズムを実装することとした。 
 

６．出会い頭衝突防止支援システムの効果評価 

６．１．効果評価の方針 

本評価では、出会い頭事故が想定される交通状況を想

定し、その状況で発生する衝突件数とシステムの普及率

との関係を算出することで効果評価を行うこととした。 
一方、本支援システムの支援タイミングの精度は各車

両の位置の測位精度に依存するため各車両に搭載され

ている GPS の測位精度に依存する。現在、ガイドライ

ンでは、この GPS の精度別に４つのクラスが定義され

ている（Sクラス：誤差0.1[m]、Aクラス：誤差5.0[m]、
Bクラス：誤差15[m]、Cクラス：誤差30[m]）。そこで、

本評価でもこのクラス別にこの誤差の分だけ支援タイ

ミングが遅れた場合の評価を GPS の精度による影響と
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点通過時に行われる被験者の左右確認行動（首振り状

態）を支援なし及び支援ありの条件で観測した。その結

果、被験者の9割で、左右確認は右、左、右の順番で行

われること、また、左右問わず首振りが開始されると途

中で止まることなく大きく最後まで振り切られること

が確認された。このような統一的傾向が現れたのは、交

差点横断時には、右、左の順番で交差車両が危険な対象

となること、加えて、交差点の見通しが悪いためドライ

バは左右確認を交差点の直前で素早く行わなければな

らないとことが要因であると考えられる。 
これらの結果を踏まえ、左右確認行動のモデル化では、

同時に可視判定ができる一定の視野角（以下、可視角）

を設定し、この可視角の中心方向が①正面→②右端→③

右端停留→④左端→⑤左端停留→⑥右端→⑦右端停留

→⑧正面のプロセスで時間とともに変化することを基

本とする機能を持たせることとした。可視角の大きさは、

注視点が迅速に安定して見ることができると考えられ

ている安定注視野とし、視野の中心から水平±45°とした。

また、ドライバの首振りにあたる可視角の中心方向の振

り幅は、人が首振りすることが出来る最大角度といわれ

ている±60°とした。可視角の中心方向の振れの周期は、

実験で観測された首振りの周期の平均値を用いること

とした。 
５．２．視認時間モデル 

非優先道路を走行するドライバの交差車両に対する

視認時間を交差点中央から交差車両（停止状態）までの

距離を変えて計測した。ドライバ（被験者）には、交差

点で車両を視認した場合にパッシング操作で視認を申

告させた。本実験は、支援なし及び支援ありの条件で視

認時間の計測を行った。交差車両は、自車両との会合点

から右側に 75.4[m]､ 111.3[m]､ 147.3[m]及び 219.1[m]
の距離に一定の順番で現れる（自車からの視野角では、

85[ﾟ]､ 87[ﾟ]､ 88.5[ﾟ]及び 89[ﾟ]に相当）。 
視認時間のモデル化では、被験者実験で得られた距離

に対する視認時間結果に対して回帰分析を行い、その回

帰直線から視認した距離に対する視認時間を推定する

こととした。 
５．３．思い込みの再現 

左右確認行動の被験者実験において交差点を 25 個に

増やした場合、23 個目の交差点（交差車両が出現しな

い交差点）では、約半数の被験者が通常の左右確認の最

後の⑥、⑦の右側確認を省略し、①正面→②右端→③右

端停留→④左端→⑤左端停留→⑧正面となることが確

認された。これは、このような左右確認を行った被験者

へのインタビューにより、それまでの支援の経験で支援

が無い場合は交差車両がいないことがわかるため、左右

確認の最後の右側確認を省略したとのことであった。 
さらに、交差道路端に到達したとほぼ同時に支援があ

るような交差車両が出現する交差点でも、約半数の被験

者が同様に左右確認の最後の右側確認を省略し、①正面

→②右端→③右端停留→④左端→⑤左端停留→⑧正面

となることが確認された。これは、既に左右確認を行え

るような十分視認できる状態で支援を受けた場合、支援

時の交差車両の位置はこれまでの支援の経験で横断す

るのに十分離れた距離にいることがわかるために視認

を行わなかったとのことであった。 
そこで、“支援が無いということは、交差車両が存在

しない”という思いこみや、既に視野が確保できている

位置に到達してから支援をもらった場合“車両は十分遠

くにいる”という思い込みを再現するために左右確認を

開始するまでに出会い頭衝突防止支援システムの支援

が無ければ左右確認の最後の右側確認を省略するアル

ゴリズムを実装することとした。 
 

６．出会い頭衝突防止支援システムの効果評価 

６．１．効果評価の方針 

本評価では、出会い頭事故が想定される交通状況を想

定し、その状況で発生する衝突件数とシステムの普及率

との関係を算出することで効果評価を行うこととした。 
一方、本支援システムの支援タイミングの精度は各車

両の位置の測位精度に依存するため各車両に搭載され

ている GPS の測位精度に依存する。現在、ガイドライ

ンでは、この GPS の精度別に４つのクラスが定義され

ている（Sクラス：誤差0.1[m]、Aクラス：誤差5.0[m]、
Bクラス：誤差15[m]、Cクラス：誤差30[m]）。そこで、

本評価でもこのクラス別にこの誤差の分だけ支援タイ

ミングが遅れた場合の評価を GPS の精度による影響と
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して行うこととした。 
６．２．効果評価 

今回の効果評価では、図３に示すように非優先道路を

走行する車両（以下、非優先車両）に対し、優先道路を

走行する交差車両（以下、交差車両）が 1台右側から接

近する場合を想定することとした。交差車両の初期速度

は、20[km/h] ~ 60[km/h]まで2.0[km/h]刻み、また、到達

余裕時間は、10[s]~20[s]まで0.2[s]刻みとして出現パター

ンを網羅的に生成した。非優先車両の初期速度は

40[km/h]とした。同車両のドライバモデルは、上記の認

知・判断機能の新機能が搭載され、交差車両のドライバ

モデルは優先意識が高い状態（交差点では減速しない状

態）を模擬した。 
図４に本システムの普及率に対して推定される衝突

発生件数を示す。なお、図中の各線は GPS に測位誤差

が生じた場合に推定される衝突件数の推移を誤差が無

い場合と誤差クラス毎に示したものである。これより、

今回の評価環境及び評価条件では、本システムが普及す

るのに従って衝突発生件数が GPS の精度によらず減少

することが推定された。 
また、普及率が 0%から 100％へ変化した場合の衝突

件数の推移をGPSの誤差クラス毎に比較すると、Sクラ

スでは誤差が無い場合と変わらず衝突件数は 34件とな 

 

図３ 評価環境 

 
図４ 評価結果 

り56件（62.2％）削減されることが確認された。さらに、

A クラスと B クラスでは衝突件数は 36 件となり 54 件

（60％）削減されることが確認された。一方、Cクラス

では衝突件数は 77 件となり、削減される衝突件数が他

のクラスと比較して著しく少ないことが確認された。 
 

７．まとめ 

本報告では、通信利用型出会い頭衝突防止支援システ

ムの効果評価を行うために予防安全支援システム効果

評価シミュレータASSESS の新機能を開発し、ASSESS
を用いて本支援システムの効果評価を行った。その結果、

本支援システムが普及することによって衝突件数が約6
割削減される交通環境が存在することが確認された。ま

た、この交通環境では、GPSの精度に誤差が発生するこ

とによって衝突事故の削減数が減ることが確認される

一方で、GPS の測位誤差が C クラスの場合は衝突の削

減効果が著しく低下することが確認された。 
今回、効果評価を実現するために新たにASSESSに組

み込んだ機能は、被験者実験の結果がベースとなってい

る。よって、今後さらに効果評価の精度を高めるために

は、この被験者実験データの拡充が課題である。また、

出会い頭事故が起こる状況は、今回設定した交通環境以

外にも考えられ、そのような環境での評価が必要である。

また、本評価では交通流パターンを網羅的に生成して評

価を行ったが、各パターンには発生頻度が存在すると考

えられる。今後は、これらの点も考慮して効果評価を行

う必要があると考えている。 
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１．はじめに 
近年自動車において車載モニタシステム（図 1）の

活用が進められており、ドアミラーについてもその機

能を代替するカメラモニタシステム（CMS）の開発（図

21））が行われている。UN/ECEのWP29においても、

これまで認められていなかったドアミラーの CMSへ

の代替を認めるどうかの検討が始まっている。 

CMSの技術が実現されてドアミラーが除去されると、急

な車線変更による追突事故、左折時巻き込み事故など

の低減が期待できるほか、デザインの自由度や空力特性

の改善も可能になる。 

その一方、CMSの使用に関しては、ドアミラーと条

件が異なるため、懸念点もいくつか存在する。モニタ

サイズ等の条件により距離感に違いが出ると考えら

れるが、条件によりどの程度変化し、また何を安全基

準と考えるべきか等、十分な知見が得られていない。 

本研究では、CMS について走行実験を行い、後続

車に対する車線変更の判断がドアミラーと比べてど

のように変化するのかを条件別に評価した。 

 
２．ドアミラーの代替としてのCMS 

ドアミラーと異なり CMSの場合、視覚情報がカメ

ラとモニタを通して表示されるため、その見え方はハ

ードの仕様や性能に依存することとなる。当研究所で

はこれまで、ドアミラーの代替としての CMSの課題

点の抽出を行い、視認性や距離感についての評価実験

を実施し、ドアミラーと比較した 2)3)。この実験によ

り、モニタサイズが距離感に影響を及ぼすことが明ら

かになっている。本研究では、距離感が安全性にどう

影響するのか、また夜間と昼間では評価結果に違いが

生じるのかを評価することとした。 

 

 

 

 

 

図1 従来のモニタシステム 図2 ドアミラー代替CMS 

３．実験方法 

今回の研究では、実走行中の車線変更判断がモニタ

サイズ等の条件によりどのように変化するのかを調

べるため、実車走行による評価実験を実施した。  
実験は当研究所自動車試験場のテストコースで昼

間及び夜間において実施した。その実験状況を図 3に
示す。実験参加者は 9名である。実験参加者は、当研

究所実験倫理規定に基づき、実験参加の同意を得た。 
 
 
 
 
 

 
(a)昼間実験         (b)夜間実験 

図 3 走行実験状況 

 

３．１． 実験システム 

 今回の実験では市販されているカメラとモニタを

使い CMS を構築した（図 4 参照）。その仕様を表 1
に示す。モニタの設置位置はドライバから見てフェン

ダーミラー方向とした。カメラはドアミラー上部に取

り付け、ドアミラーによる間接視界と出来るだけ差が

出ないように設置した。 
 

 

 

 

 

(a)CMS カメラ     (b)CMS モニタ 
図４ CMS 実験システム 

 
表1 カメラモニタシステム仕様 
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して行うこととした。 
６．２．効果評価 

今回の効果評価では、図３に示すように非優先道路を

走行する車両（以下、非優先車両）に対し、優先道路を

走行する交差車両（以下、交差車両）が 1台右側から接

近する場合を想定することとした。交差車両の初期速度

は、20[km/h] ~ 60[km/h]まで2.0[km/h]刻み、また、到達

余裕時間は、10[s]~20[s]まで0.2[s]刻みとして出現パター

ンを網羅的に生成した。非優先車両の初期速度は

40[km/h]とした。同車両のドライバモデルは、上記の認

知・判断機能の新機能が搭載され、交差車両のドライバ

モデルは優先意識が高い状態（交差点では減速しない状

態）を模擬した。 
図４に本システムの普及率に対して推定される衝突

発生件数を示す。なお、図中の各線は GPS に測位誤差

が生じた場合に推定される衝突件数の推移を誤差が無

い場合と誤差クラス毎に示したものである。これより、

今回の評価環境及び評価条件では、本システムが普及す

るのに従って衝突発生件数が GPS の精度によらず減少

することが推定された。 
また、普及率が 0%から 100％へ変化した場合の衝突

件数の推移をGPSの誤差クラス毎に比較すると、Sクラ

スでは誤差が無い場合と変わらず衝突件数は 34件とな 

 

図３ 評価環境 

 
図４ 評価結果 

り56件（62.2％）削減されることが確認された。さらに、

A クラスと B クラスでは衝突件数は 36 件となり 54 件

（60％）削減されることが確認された。一方、Cクラス

では衝突件数は 77 件となり、削減される衝突件数が他

のクラスと比較して著しく少ないことが確認された。 
 

７．まとめ 

本報告では、通信利用型出会い頭衝突防止支援システ

ムの効果評価を行うために予防安全支援システム効果

評価シミュレータASSESS の新機能を開発し、ASSESS
を用いて本支援システムの効果評価を行った。その結果、

本支援システムが普及することによって衝突件数が約6
割削減される交通環境が存在することが確認された。ま

た、この交通環境では、GPSの精度に誤差が発生するこ

とによって衝突事故の削減数が減ることが確認される

一方で、GPS の測位誤差が C クラスの場合は衝突の削

減効果が著しく低下することが確認された。 
今回、効果評価を実現するために新たにASSESSに組

み込んだ機能は、被験者実験の結果がベースとなってい

る。よって、今後さらに効果評価の精度を高めるために

は、この被験者実験データの拡充が課題である。また、

出会い頭事故が起こる状況は、今回設定した交通環境以

外にも考えられ、そのような環境での評価が必要である。

また、本評価では交通流パターンを網羅的に生成して評

価を行ったが、各パターンには発生頻度が存在すると考

えられる。今後は、これらの点も考慮して効果評価を行

う必要があると考えている。 
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１．はじめに 
近年自動車において車載モニタシステム（図 1）の

活用が進められており、ドアミラーについてもその機

能を代替するカメラモニタシステム（CMS）の開発（図

21））が行われている。UN/ECEのWP29においても、

これまで認められていなかったドアミラーの CMSへ

の代替を認めるどうかの検討が始まっている。 

CMSの技術が実現されてドアミラーが除去されると、急

な車線変更による追突事故、左折時巻き込み事故など

の低減が期待できるほか、デザインの自由度や空力特性

の改善も可能になる。 

その一方、CMSの使用に関しては、ドアミラーと条

件が異なるため、懸念点もいくつか存在する。モニタ

サイズ等の条件により距離感に違いが出ると考えら

れるが、条件によりどの程度変化し、また何を安全基

準と考えるべきか等、十分な知見が得られていない。 

本研究では、CMS について走行実験を行い、後続

車に対する車線変更の判断がドアミラーと比べてど

のように変化するのかを条件別に評価した。 

 
２．ドアミラーの代替としてのCMS 

ドアミラーと異なり CMSの場合、視覚情報がカメ

ラとモニタを通して表示されるため、その見え方はハ

ードの仕様や性能に依存することとなる。当研究所で

はこれまで、ドアミラーの代替としての CMSの課題

点の抽出を行い、視認性や距離感についての評価実験

を実施し、ドアミラーと比較した 2)3)。この実験によ

り、モニタサイズが距離感に影響を及ぼすことが明ら

かになっている。本研究では、距離感が安全性にどう

影響するのか、また夜間と昼間では評価結果に違いが

生じるのかを評価することとした。 

 

 

 

 

 

図1 従来のモニタシステム 図2 ドアミラー代替CMS 

３．実験方法 

今回の研究では、実走行中の車線変更判断がモニタ

サイズ等の条件によりどのように変化するのかを調

べるため、実車走行による評価実験を実施した。  
実験は当研究所自動車試験場のテストコースで昼

間及び夜間において実施した。その実験状況を図 3に
示す。実験参加者は 9名である。実験参加者は、当研

究所実験倫理規定に基づき、実験参加の同意を得た。 
 
 
 
 
 

 
(a)昼間実験         (b)夜間実験 

図 3 走行実験状況 

 

３．１． 実験システム 

 今回の実験では市販されているカメラとモニタを

使い CMS を構築した（図 4 参照）。その仕様を表 1
に示す。モニタの設置位置はドライバから見てフェン

ダーミラー方向とした。カメラはドアミラー上部に取

り付け、ドアミラーによる間接視界と出来るだけ差が

出ないように設置した。 
 

 

 

 

 

(a)CMS カメラ     (b)CMS モニタ 
図４ CMS 実験システム 

 
表1 カメラモニタシステム仕様 
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３．２．走行条件 

 実験は、2 台の車両（先行車両及び後続車両）をテ

ストコース上（直線区間）において 1 車線分ずらした、

となりの車線を追従走行させる。先行車両及び後続車

両を一定速度（40km/h)、一定間隔で追従走行させる

等速度実験、後続車両を先行車両よりも速い速度で走

行させ車両間隔が接近していく相対速度実験（相対速

度は 10km/h または 20km/h。先行車は 30km/h）を実施

した。  

 

４．実験結果 

 実験参加者が“ぎりぎり車線変更できると判断した

時の後続車までの距離（車間距離）“の平均値を算出

した。その結果を図 5、図 6 に示す。 
 図 5 より、昼間の場合、CMS では、モニタサイズ

が7インチの場合だけでなく5インチの場合において

もミラーによる場合よりも車間距離が長くなってい

る。昼間の場合は CMS のモニタサイズが 5 インチで

もドライバはより安全な評価をする。 
 図6より、夜間の場合の後続車までの距離は、5イン

チの場合においてはミラーの場合を下回っている場合

がある。夜間ではモニタサイズが小さいと、後続車両

が接近しているのに車線変更するような危険な判断が

起こりやすいことが示された。また、昼間時と異なり

夜間の場合には、相対速度が+20km/hの結果が+10km/h
の場合よりも”ぎりぎり車線変更できると判断した時

の後続車までの距離“が短くなるケース（7インチ時）

も見られる。このような結果になった理由としては、

今回の条件においては夜間の場合、速度認知の判断力

が低下しているのではないかと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 図 5 「ぎりぎり車線変更できる」と判断した 

後続車までの距離（昼間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図6 「ぎりぎり車線変更できる」と判断した後続車 

までの距離（夜間） 

 

５．最後に 

本研究では実験参加者による評価実験により、後続

車に対する車線変更の判断がドアミラーと比べてど

のように変化するのかを条件別に調べた。その結果、

以下のことが明らかになった。 

(1) 昼間の実車走行では CMS による車線変更の判断

はドアミラーよりも慎重になり、“ぎりぎり車線変

更できると判断した後続車までの距離“は長くな

る傾向となった。このことより、昼間に関しては

CMS のモニタサイズが 5 インチでも安全サイド

の評価となるものと考えられる。 
(2) 夜間では CMS のモニタサイズが小さいと危険な

車線変更の判断が起こりやすくなる 
 
今後もカメラモニタシステムについて評価実験を

実施し、安全性を確保するための要件を明らかにす

る。 
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 自動車検査の制動力測定における 
ブレーキローラの改善に関する研究 

 
自動車安全研究領域   ※塚田 由紀、松島 和男、岡田 竹雄、岩瀬 常利 

 
１．はじめに 

自動車検査で使用しているブレーキテスタの制動

力測定用ローラ（以下「ブレーキローラ」という）は、

タイヤとの間に一定の摩擦が生じるよう、ローラ表面

に凹凸（溝）を有している。しかし、処理台数が増加

するほど凸部分の表面や角部が摩耗し、摩擦係数が低

下することや、この凹凸が試験車両のタイヤへ損傷を

与える等の問題がおきている。 

そこで、ブレーキローラの適切な交換時期を推定す

るため、ブレーキローラの摩耗と処理台数の関係を調

査した。また、現行の溝付きブレーキローラの代替品

として有望とされている摩擦係数の高いコーティン

グローラについて、その耐久性等を調査した。 
 
２．溝付きブレーキローラの摩擦係数の変化 

２．１．概要 
試験車両を用いて、処理台数の異なるブレーキロー

ラによる制動力測定を行い、結果を比較した。同時に、

測定したブレーキローラの凸部の摩耗量及び摩擦係

数を測定し、これらからブレーキローラの交換時期が

推定できるかどうか検討した。 

２．２．実験条件 
本調査において測定した項目を表１に示す。摩擦係

数は、試験車両のタイヤに取り付けた六分力計の値か

ら計算により求めただけでなく、当所で開発中の簡易

型振り子式摩擦係数測定器を用いて測定した。 

ブレーキローラの摩耗量は輪郭形状測定器を用い、

ブレーキローラ表面の凸部の角が元の形状から何 mm

減っているかを測定した値とした。 

試験車両は、本調査を通じて同じ車両（スズキ、ワ

ゴンＲ、平成 15 年）を使用し、ここで報告するデー

タは全て同一ドライバから得た値とした。 

２．３．実験結果 
検査処理台数に依存した摩擦係数の変化を図１に

示す。この値は、試験車両のタイヤに取り付けた六分

力計の値から計算により求めた摩擦係数で、横軸は検

査台数、縦軸は摩擦係数を示している。図中白抜きの 

表１ 調査項目 

 項目 計測器 
ブレーキ 
（試験車両） 

制動力 六分力計 
ブレーキテスタ 

摩擦係数 六分力計 
簡易型振り子式摩擦係

数測定器 

ブレーキ 
ローラ 
（検査機器） 

摩耗量 輪郭形状測定器 
 

記号で表したデータは、試験当日は大雪で、ブレーキ

ローラとタイヤをブロアー等で乾燥させて測定した

ものの、通常よりは湿った状態であったこと、外気温

が0度又は5度と非常に低かった中での結果である。

湿潤時には摩擦係数が低く計測されるため、この値も

少なからず影響を受けていると考えられる。この図か

ら、検査台数が増加するにつれて摩擦係数が低下する

傾向がみられる。 
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図１ 検査処理台数に依存した摩擦係数の変化 

 

図２に、振り子式摩擦係数測定器で測定した摩擦係数

を示す。この値は、ローラと測定器の摩擦面（ナイロン）

との間の摩擦係数であるため、図１の値とは異なるが、

繰り返しの測定誤差は小さく、推定された減少傾向を示

している。 

次に、振り子式摩擦係数測定器による摩擦係数（図

２)と、ブレーキローラ表面の凸部の摩耗量の関係を 
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３．２．走行条件 

 実験は、2 台の車両（先行車両及び後続車両）をテ

ストコース上（直線区間）において 1 車線分ずらした、

となりの車線を追従走行させる。先行車両及び後続車

両を一定速度（40km/h)、一定間隔で追従走行させる

等速度実験、後続車両を先行車両よりも速い速度で走

行させ車両間隔が接近していく相対速度実験（相対速

度は 10km/h または 20km/h。先行車は 30km/h）を実施

した。  

 

４．実験結果 

 実験参加者が“ぎりぎり車線変更できると判断した

時の後続車までの距離（車間距離）“の平均値を算出

した。その結果を図 5、図 6 に示す。 
 図 5 より、昼間の場合、CMS では、モニタサイズ

が7インチの場合だけでなく5インチの場合において

もミラーによる場合よりも車間距離が長くなってい

る。昼間の場合は CMS のモニタサイズが 5 インチで

もドライバはより安全な評価をする。 
 図6より、夜間の場合の後続車までの距離は、5イン

チの場合においてはミラーの場合を下回っている場合

がある。夜間ではモニタサイズが小さいと、後続車両

が接近しているのに車線変更するような危険な判断が

起こりやすいことが示された。また、昼間時と異なり

夜間の場合には、相対速度が+20km/hの結果が+10km/h
の場合よりも”ぎりぎり車線変更できると判断した時

の後続車までの距離“が短くなるケース（7インチ時）

も見られる。このような結果になった理由としては、

今回の条件においては夜間の場合、速度認知の判断力

が低下しているのではないかと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 図 5 「ぎりぎり車線変更できる」と判断した 

後続車までの距離（昼間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図6 「ぎりぎり車線変更できる」と判断した後続車 

までの距離（夜間） 
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本研究では実験参加者による評価実験により、後続

車に対する車線変更の判断がドアミラーと比べてど

のように変化するのかを条件別に調べた。その結果、

以下のことが明らかになった。 

(1) 昼間の実車走行では CMS による車線変更の判断

はドアミラーよりも慎重になり、“ぎりぎり車線変

更できると判断した後続車までの距離“は長くな

る傾向となった。このことより、昼間に関しては

CMS のモニタサイズが 5 インチでも安全サイド

の評価となるものと考えられる。 
(2) 夜間では CMS のモニタサイズが小さいと危険な

車線変更の判断が起こりやすくなる 
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に凹凸（溝）を有している。しかし、処理台数が増加

するほど凸部分の表面や角部が摩耗し、摩擦係数が低

下することや、この凹凸が試験車両のタイヤへ損傷を

与える等の問題がおきている。 
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るため、ブレーキローラの摩耗と処理台数の関係を調

査した。また、現行の溝付きブレーキローラの代替品

として有望とされている摩擦係数の高いコーティン

グローラについて、その耐久性等を調査した。 
 
２．溝付きブレーキローラの摩擦係数の変化 

２．１．概要 
試験車両を用いて、処理台数の異なるブレーキロー

ラによる制動力測定を行い、結果を比較した。同時に、
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図１ 検査処理台数に依存した摩擦係数の変化 

 

図２に、振り子式摩擦係数測定器で測定した摩擦係数

を示す。この値は、ローラと測定器の摩擦面（ナイロン）

との間の摩擦係数であるため、図１の値とは異なるが、

繰り返しの測定誤差は小さく、推定された減少傾向を示

している。 
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測定器による測定値で、ブレーキローラの摩耗を予測

することができることを示唆している。 
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３．高摩擦コーティングローラの耐久性 
３．１．概要 
高摩耗ブレーキローラの耐久性を検討するため、30

万回の繰返し耐久摩耗試験を行った。 

３．２．実験条件 
試験対象の高摩擦コーティングローラは、ボーキサ

イト等の小さい破片をローラ表面に付着させて固め

た物を使用した。 

制動力の測定には、試験車両を使用し、シリンダー

型のブレーキロボットを用いて、自動でブレーキペダ

ルを毎回同じ踏力、タイミングで踏ませることで制動

効率 50%相当の制動力を発生させた。これより得られ

た制動力を車両の軸重で割った値を最大制動効率と

し、結果を整理した。 

３．３．結果 
まず、高摩擦コーティングローラの基本的性能とし

て、最大静止摩擦係数を測定すると 0.94 であった。

この値は現行の溝付きブレーキローラの最大静止摩

擦係数 0.74 よりも高いが、アスファルトの最大静止

摩擦係数1.08には及んでいない。 
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図４ 処理台数に対する最大制動効率の変化 
 

図４に30万回(処理台数で表す）耐久性試験の結果

を示す。最大制動効率は 30 万回繰り返す間に 81%～

89%の間で変動した。線形近似を行うと、その傾きは

0.7×10-5となり、最大制動効率は 30 万回の間にほぼ

変化していないことになる。 
試験を繰り返すと、タイヤ表面に小さい傷が広がった

が、これらの傷は非常に小さく、タイヤの弾性により試

験後には目立たなくなる傾向がみられた。 
 

４．まとめ 
ブレーキローラの摩耗と制動力の関係を調査した

結果、検査台数が増加するほど摩擦係数が低下し、計

測される制動力の値が減少することが分かった。ブレ

ーキローラの摩耗の度合いは振り子式摩擦係数測定

器を用いて定量的に計測することができ、交換時期を

予測できることが示唆された。 
摩擦係数の高いコーティングローラは、十分な耐久

性を有していることが分かった。更に、試験車両のタ

イヤ損傷についても、試験後には目立たなくなる傾向

がみられ、タイヤ損傷に対する問題も改善されること

が示唆された。 
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１．まえがき 
近年、自動車の使用期間が延びる傾向が顕著 1)であ

り、車両の高齢化が進んでくると各部品の劣化が進行

することは回避しがたく、適切なメンテナンスを実施

しなければ、いずれは故障に至り、場合によっては、

重大な事故に至る可能性がある。 
今回、エンジンオイルに焦点を当てて事故事例を分

析したところ、「エンジン内部でオイルの詰まりが生

じ、エンジンが焼き付き、破損した」、「ピストンが焼

き付き、コンロッドがシリンダーブロックを破り、火

災が発生した」など、エンジンオイルのメンテナンス

不足による潤滑不足が原因とみられる故障や火災が

発生した事例が見受けられた。 
そこで、使用過程車からエンジンオイルのメンテナ

ンスが十分でない事例を収集したところ、エンジンオ

イルの循環が不十分と考えられるほどスラッジ（エン

ジンオイルの劣化により沈殿している不純物）が堆積

している事例が認められた。このため、エンジンオイ

ルの流量を故意に変更したときの潤滑性能について

実験的に検証するとともに、エンジンオイルのメンテ

ナンス不足状態で走行を続けたときの事象を再現す

る実験を実施することにより、エンジンオイルのメン

テナンス不足状態で走行を続けた場合に故障や火災

に至るメカニズムと危険性について再確認すること

ができたので、その概要を報告する。 
 

２．使用過程車の事例収集 
長期間使用された自動車を２台（表１参照）入手し、

エンジンの内部状態を調査した。実験車１のオイルパ

ン内部並びにエンジンブロック内部及びオイルスト

レーナの状況を図１に、実験車２のオイルパン内部並

びにエンジンブロック内部及びオイルストレーナの

状況を図２に示す。 
実験車１は車齢９年でエンジンオイルのメンテナ

ンスがほとんど実施されていないものと考えられ、多

量のスラッジが堆積しており、スラッジによりオイル

ストレーナの表面の約７０％が閉塞していることが

わかった。一方、実験車２は車齢１２年であるにもか

かわらずエンジン内部にスラッジはほとんど堆積し

ておらず、適切なメンテナンスが実施されていたもの

と考えられる。 
 

表１ 実験車の緒元 

 

図１ 実験車１のエンジン内部 
 

図２ 実験車２のエンジン内部 
 

３．再現実験 
３．１．潤滑不良の模擬 
潤滑不足になった状態を模擬する方法として、図３

に示すようにオイルストレーナの開口部を薄い鉄板

により塞ぐこととした。 
 

図３ 模擬閉塞オイルストレーナ 

初度登録年 車齢（年） 走行距離（ｋｍ） エンジンオイル交換時期

実験車１ H14 9 111,065 H22/4

実験車２ H8 15 108,620 H23/11

オイルパン内部 
エンジンブロック内部 
及びオイルストレーナ 

オイルパン内部 
エンジンブロック内部 
及びオイルストレーナ 

1/4開口 1/16開口 



－ 99 －

 

 

0.20

0.40

0.60

0.80

0 100,000 200,000 300,000 400,000

検査台数（台）

摩
擦

係
数

（
振

り
子

式
測

定
器

）

 
図２ 振り子式摩擦係数測定器による 

摩擦係数の変化 

 

図３に示す。横軸は摩耗量、縦軸は摩擦係数を示して

いる。２つの値には相関がみられ、振り子式摩擦係数

測定器による測定値で、ブレーキローラの摩耗を予測

することができることを示唆している。 

y = -0.4074x + 0.7485

R
2
 = 0.6448

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

摩耗量[mm]

摩
擦

係
数

(振
り

子
式

摩
擦

係
数

測
定

器
）

 

図３ 摩擦係数と摩耗量の関係 

 

３．高摩擦コーティングローラの耐久性 
３．１．概要 
高摩耗ブレーキローラの耐久性を検討するため、30

万回の繰返し耐久摩耗試験を行った。 

３．２．実験条件 
試験対象の高摩擦コーティングローラは、ボーキサ

イト等の小さい破片をローラ表面に付着させて固め

た物を使用した。 

制動力の測定には、試験車両を使用し、シリンダー

型のブレーキロボットを用いて、自動でブレーキペダ

ルを毎回同じ踏力、タイミングで踏ませることで制動

効率 50%相当の制動力を発生させた。これより得られ

た制動力を車両の軸重で割った値を最大制動効率と

し、結果を整理した。 

３．３．結果 
まず、高摩擦コーティングローラの基本的性能とし

て、最大静止摩擦係数を測定すると 0.94 であった。

この値は現行の溝付きブレーキローラの最大静止摩

擦係数 0.74 よりも高いが、アスファルトの最大静止

摩擦係数1.08には及んでいない。 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000
処理台数 (台)

最
大

制
動

効
率

 (
%
)

 

図４ 処理台数に対する最大制動効率の変化 
 

図４に30万回(処理台数で表す）耐久性試験の結果

を示す。最大制動効率は 30 万回繰り返す間に 81%～

89%の間で変動した。線形近似を行うと、その傾きは

0.7×10-5となり、最大制動効率は 30 万回の間にほぼ

変化していないことになる。 
試験を繰り返すと、タイヤ表面に小さい傷が広がった

が、これらの傷は非常に小さく、タイヤの弾性により試

験後には目立たなくなる傾向がみられた。 
 

４．まとめ 
ブレーキローラの摩耗と制動力の関係を調査した

結果、検査台数が増加するほど摩擦係数が低下し、計

測される制動力の値が減少することが分かった。ブレ

ーキローラの摩耗の度合いは振り子式摩擦係数測定

器を用いて定量的に計測することができ、交換時期を

予測できることが示唆された。 
摩擦係数の高いコーティングローラは、十分な耐久

性を有していることが分かった。更に、試験車両のタ

イヤ損傷についても、試験後には目立たなくなる傾向

がみられ、タイヤ損傷に対する問題も改善されること

が示唆された。 

 

 

 
 
 エンジンオイルのメンテナンス不足が潤滑性能に与える影響について 

 
自動車安全研究領域   ※伊藤 紳一郎  田代 綾夫  吉田 宏  松島 和男 

 
 

１．まえがき 
近年、自動車の使用期間が延びる傾向が顕著 1)であ

り、車両の高齢化が進んでくると各部品の劣化が進行

することは回避しがたく、適切なメンテナンスを実施

しなければ、いずれは故障に至り、場合によっては、

重大な事故に至る可能性がある。 
今回、エンジンオイルに焦点を当てて事故事例を分

析したところ、「エンジン内部でオイルの詰まりが生

じ、エンジンが焼き付き、破損した」、「ピストンが焼

き付き、コンロッドがシリンダーブロックを破り、火

災が発生した」など、エンジンオイルのメンテナンス

不足による潤滑不足が原因とみられる故障や火災が

発生した事例が見受けられた。 
そこで、使用過程車からエンジンオイルのメンテナ

ンスが十分でない事例を収集したところ、エンジンオ

イルの循環が不十分と考えられるほどスラッジ（エン

ジンオイルの劣化により沈殿している不純物）が堆積

している事例が認められた。このため、エンジンオイ

ルの流量を故意に変更したときの潤滑性能について

実験的に検証するとともに、エンジンオイルのメンテ

ナンス不足状態で走行を続けたときの事象を再現す

る実験を実施することにより、エンジンオイルのメン

テナンス不足状態で走行を続けた場合に故障や火災

に至るメカニズムと危険性について再確認すること

ができたので、その概要を報告する。 
 

２．使用過程車の事例収集 
長期間使用された自動車を２台（表１参照）入手し、

エンジンの内部状態を調査した。実験車１のオイルパ

ン内部並びにエンジンブロック内部及びオイルスト

レーナの状況を図１に、実験車２のオイルパン内部並

びにエンジンブロック内部及びオイルストレーナの

状況を図２に示す。 
実験車１は車齢９年でエンジンオイルのメンテナ

ンスがほとんど実施されていないものと考えられ、多

量のスラッジが堆積しており、スラッジによりオイル

ストレーナの表面の約７０％が閉塞していることが

わかった。一方、実験車２は車齢１２年であるにもか

かわらずエンジン内部にスラッジはほとんど堆積し

ておらず、適切なメンテナンスが実施されていたもの

と考えられる。 
 

表１ 実験車の緒元 

 

図１ 実験車１のエンジン内部 
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３．１．潤滑不良の模擬 
潤滑不足になった状態を模擬する方法として、図３

に示すようにオイルストレーナの開口部を薄い鉄板

により塞ぐこととした。 
 

図３ 模擬閉塞オイルストレーナ 

初度登録年 車齢（年） 走行距離（ｋｍ） エンジンオイル交換時期

実験車１ H14 9 111,065 H22/4

実験車２ H8 15 108,620 H23/11

オイルパン内部 
エンジンブロック内部 
及びオイルストレーナ 

オイルパン内部 
エンジンブロック内部 
及びオイルストレーナ 

1/4開口 1/16開口 



－ 100 －

 

 

回収時の実験車１の潤滑状態を模擬する1/4開口と

さらにスラッジが堆積した状態を模擬する 1/16 開口

の模擬閉塞オイルストレーナを使用することとした。 
測定においては、車速、油圧、油圧警告灯の状態、

メタル軸受の温度、エンジンオイル温度、排気管温度、

触媒温度、エンジンブロック温度、エンジンヘッドカ

バー温度を測定した。 
 

３．２．台上走行実験 
走行実験は、適切な慣性負荷を設定した高速ブレー

キテスタ上で実施した。 
実験車１を回収した状態で走行実験を実施したと

ころ、すぐにメタル軸受温度の異常上昇が認められた

ので、最初にエンジン内部の洗浄を実施したあと、潤

滑不良の状態を模擬して台上走行実験を実施した。 
走行実験の１例として、エンジンの内部洗浄後に新

品のオイルストレーナを使用して80km/hで走行した

ときの測定結果を図４の左に示す。この場合には、メ

タル温度が 130℃近くまで上昇したものの、焼き付き

が発生するような兆候はみられなかった。 
次に、回収状態を模擬するために 1/4 開口模擬閉塞

オイルストレーナを使用して、20、60、80、100km/h
と速度を上げながら定速走行を続ける耐久走行実験

を実施した場合の測定結果を図４の右に示す。油圧は

低下を続け、ほぼ 0 に近づいた時点で油圧警告灯が点

灯した。また、メタル温度は上昇を続け、80km/h 走

行中に 150℃に達し、100km/h に速度を上げた時点で

一時的に 350℃に達したものがあった。この時点で焼

き付きが発生したものとみられ、実験終了後に分解調

査をしたところ、焼き付きが確認できた。 

また、実験車２に 1/16 開口模擬閉塞オイルストレ

ーナを使用して、極端な潤滑不足状態を再現したとこ

ろ、アイドル状態で 5 分間暖機した後、20km/h で慣

らし運転していたところ約 3 分でエンジン破損及び

発火（すぐに自然消火した）が認められた（図５）。 
 

図５ エンジン破損及び発火事例 
 

４．あとがき 
エンジンオイルの十分なメンテナンスを実施しな

いで走行を続けると、エンジン内にスラッジが堆積し

て潤滑不足になり、メタル軸受が焼き付いてエンジン

が破損して走行不能になり、さらに、エンジン破損時

に、高温のエンジンオイルが排気管等の高温部分に漏

れた場合、発火に至る可能性があることがわかった。 
このため、メーカーが車両毎に推奨する交換時期や

走行距離を参考にして、整備工場等で適切なメンテナ

ンスを実施することが必要である。詳細については、

国土交通省報道発表資料 2)を参照されたい。 
最後に、本研究を実施するに当たり、協力を頂いた

関係者の皆様に感謝致します。 
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図４ 実験結果例（左：1/4 開口模擬閉塞ストレーナ、右：1/16 開口模擬閉塞ストレーナ） 
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 セミトレーラーの横転抑制のための制動制御システム 
 

自動車安全研究領域   ※波多野 忠 

 

１．はじめに 

加害性の大きい大型貨物自動車の横転事故防止は、

車両安全対策の中では重要なもののひとつである。今

回注目している国際海上コンテナセミトレーラーで

の横転事故(1)の原因をみると、道路工作物への衝突後

のつまずき等とは違い操舵によるものが考えられる。

これは、連結車ということと、コンテナの扉が封印さ

れているためドライバが現場でコンテナ内部を確認

することが不可能であることから、セミトレーラーの

横転特性がつかみにくいことが要因と考えられる。こ

のため、セミトレーラー用に横転抑制のための制動制

御システムが市販(2)(3)されている。このシステムは、

ABS付き制動操作であり、横加速度によって作動開始

条件が決定される。また、このシステムは、主に車体

の前後方向速度を低下させて横転を抑制するものと

考えられる。 

今回新たに開発した制御システムは、低中速域限定

として、トラクタ後軸及びセミトレーラー軸のタイヤ

をロックすることによりタイヤ横力を低減させ、横転

を抑制するシステムである。本システムが作動すると

タイヤロックが発生し、トレーラは曲線路外側に膨らむ

可能性がある。しかし、低中速域の連結車の場合には、

曲線路では、トレーラはトラクタに比べて常に内側を走

行するため、曲線路外側にトレーラが走行できる空間が

若干存在する。このため、本システムが作動してトレー

ラが曲線路外側に若干膨らんでも、低中速域限定とした

場合、この空間を利用することにより、連結車は安全に

停止できる可能性がある。 

この制御システムについて、PC上で走行シミュレー

ションを実施し、従来からあるシステムと比較検討し

た結果を報告する。 

 

２．横転抑制のための制動制御システム 

今回新たに開発したシミュレーションモデルであ

る横転抑制のための制動制御システム（以下、横転抑

制システムという）の基本的な動作については、セミ

トレーラーの左右サスペンションのバネ変位の差を

検知して、横転が始まる前にトラクタの後軸とセミト

レーラー軸のタイヤをロックさせ、その後ブレーキチ

ャンバーの空気圧を低減させて低制動力を維持し車

両が停止するまで制動を行うシステムである。横転抑

制システムの作動は、セミトレーラーの左右サスペン

ションのバネ変位の差及びその時間微分値がそれぞ

れ一定値を超えた時点から始まるようにした。これに

ついて、MATLAB Simulink上で構築し、TruckSimを用

いて走行シミュレーションを実施した。 

 

３．走行シミュレーション及び結果 

走行シミュレーションは、初速度を一定として半径

30ｍのＵターン走行を模擬し、その後、徐々に初速度

を上げて横転をするまで実施した。車両は、TruckSim

に標準で搭載されているトラクタ2軸車、フラットベ

ットトレーラ2軸車を使用し、トラクタとセミトレー

ラーのホイールベースを、40ft国際海上コンテナを搭

載する連結車両相当に変更したものを用いた(トラク

タ軸距; 3.18m、トレーラ軸距; 8.0+1.5m)。積載物は

表１に示すとおりとし、積載物の重心位置は前方と中

央と後方の三種類を設定した。晴天時と雨天時を模擬

するために、走行路面の摩擦係数は0.85、0.5の 2種

類とした。走行速度の制御については、常に一定にな

るようにクローズドループ制御を用いた。 

 

積載位置
前後方向
(キングピン軸
を原点; m)

左右方向
(車両中心位置
を原点; m)

上下方向
(地面を原点;
m)

積載荷重
(t)

前方 4 0.15 2.65 18
中央 6 0.15 2.65 18

後方 7.5 0.15 2.65 18  
また、横転抑制システムを評価するために、現状で

市販されているシステムを模擬したABS付き制動を、

作動開始点を同一にして作動させ、本システムとABS

付き制動を比較検討した。ABSの制動制御は、TrckSim

に標準で搭載されているシステムを使用した。なお、

車両の操舵制御は、ドライバモデルを含めたクローズ

ドループ制御を用いた。ドライバモデルの中のドライ

バ予見時間は1.5秒とした。 

Ｕターン走行を模擬した結果を図1に示す。下図(路

面摩擦係数0.5)の中の四角枠内の注釈の「極低速の軌

表１ 積載物の搭載条件 
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回収時の実験車１の潤滑状態を模擬する1/4開口と

さらにスラッジが堆積した状態を模擬する 1/16 開口

の模擬閉塞オイルストレーナを使用することとした。 
測定においては、車速、油圧、油圧警告灯の状態、

メタル軸受の温度、エンジンオイル温度、排気管温度、

触媒温度、エンジンブロック温度、エンジンヘッドカ

バー温度を測定した。 
 

３．２．台上走行実験 
走行実験は、適切な慣性負荷を設定した高速ブレー

キテスタ上で実施した。 
実験車１を回収した状態で走行実験を実施したと

ころ、すぐにメタル軸受温度の異常上昇が認められた

ので、最初にエンジン内部の洗浄を実施したあと、潤

滑不良の状態を模擬して台上走行実験を実施した。 
走行実験の１例として、エンジンの内部洗浄後に新

品のオイルストレーナを使用して80km/hで走行した

ときの測定結果を図４の左に示す。この場合には、メ

タル温度が 130℃近くまで上昇したものの、焼き付き

が発生するような兆候はみられなかった。 
次に、回収状態を模擬するために 1/4 開口模擬閉塞

オイルストレーナを使用して、20、60、80、100km/h
と速度を上げながら定速走行を続ける耐久走行実験

を実施した場合の測定結果を図４の右に示す。油圧は

低下を続け、ほぼ 0 に近づいた時点で油圧警告灯が点

灯した。また、メタル温度は上昇を続け、80km/h 走

行中に 150℃に達し、100km/h に速度を上げた時点で

一時的に 350℃に達したものがあった。この時点で焼

き付きが発生したものとみられ、実験終了後に分解調

査をしたところ、焼き付きが確認できた。 

また、実験車２に 1/16 開口模擬閉塞オイルストレ

ーナを使用して、極端な潤滑不足状態を再現したとこ

ろ、アイドル状態で 5 分間暖機した後、20km/h で慣

らし運転していたところ約 3 分でエンジン破損及び

発火（すぐに自然消火した）が認められた（図５）。 
 

図５ エンジン破損及び発火事例 
 

４．あとがき 
エンジンオイルの十分なメンテナンスを実施しな

いで走行を続けると、エンジン内にスラッジが堆積し

て潤滑不足になり、メタル軸受が焼き付いてエンジン

が破損して走行不能になり、さらに、エンジン破損時

に、高温のエンジンオイルが排気管等の高温部分に漏

れた場合、発火に至る可能性があることがわかった。 
このため、メーカーが車両毎に推奨する交換時期や

走行距離を参考にして、整備工場等で適切なメンテナ

ンスを実施することが必要である。詳細については、

国土交通省報道発表資料 2)を参照されたい。 
最後に、本研究を実施するに当たり、協力を頂いた

関係者の皆様に感謝致します。 
 

参考文献 
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図４ 実験結果例（左：1/4 開口模擬閉塞ストレーナ、右：1/16 開口模擬閉塞ストレーナ） 
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加害性の大きい大型貨物自動車の横転事故防止は、

車両安全対策の中では重要なもののひとつである。今

回注目している国際海上コンテナセミトレーラーで

の横転事故(1)の原因をみると、道路工作物への衝突後

のつまずき等とは違い操舵によるものが考えられる。

これは、連結車ということと、コンテナの扉が封印さ

れているためドライバが現場でコンテナ内部を確認

することが不可能であることから、セミトレーラーの

横転特性がつかみにくいことが要因と考えられる。こ

のため、セミトレーラー用に横転抑制のための制動制

御システムが市販(2)(3)されている。このシステムは、

ABS付き制動操作であり、横加速度によって作動開始

条件が決定される。また、このシステムは、主に車体

の前後方向速度を低下させて横転を抑制するものと

考えられる。 

今回新たに開発した制御システムは、低中速域限定

として、トラクタ後軸及びセミトレーラー軸のタイヤ

をロックすることによりタイヤ横力を低減させ、横転

を抑制するシステムである。本システムが作動すると

タイヤロックが発生し、トレーラは曲線路外側に膨らむ

可能性がある。しかし、低中速域の連結車の場合には、

曲線路では、トレーラはトラクタに比べて常に内側を走

行するため、曲線路外側にトレーラが走行できる空間が

若干存在する。このため、本システムが作動してトレー

ラが曲線路外側に若干膨らんでも、低中速域限定とした

場合、この空間を利用することにより、連結車は安全に

停止できる可能性がある。 

この制御システムについて、PC上で走行シミュレー

ションを実施し、従来からあるシステムと比較検討し

た結果を報告する。 

 

２．横転抑制のための制動制御システム 

今回新たに開発したシミュレーションモデルであ

る横転抑制のための制動制御システム（以下、横転抑

制システムという）の基本的な動作については、セミ

トレーラーの左右サスペンションのバネ変位の差を

検知して、横転が始まる前にトラクタの後軸とセミト

レーラー軸のタイヤをロックさせ、その後ブレーキチ

ャンバーの空気圧を低減させて低制動力を維持し車

両が停止するまで制動を行うシステムである。横転抑

制システムの作動は、セミトレーラーの左右サスペン

ションのバネ変位の差及びその時間微分値がそれぞ

れ一定値を超えた時点から始まるようにした。これに

ついて、MATLAB Simulink上で構築し、TruckSimを用

いて走行シミュレーションを実施した。 

 

３．走行シミュレーション及び結果 

走行シミュレーションは、初速度を一定として半径

30ｍのＵターン走行を模擬し、その後、徐々に初速度

を上げて横転をするまで実施した。車両は、TruckSim

に標準で搭載されているトラクタ2軸車、フラットベ

ットトレーラ2軸車を使用し、トラクタとセミトレー

ラーのホイールベースを、40ft国際海上コンテナを搭

載する連結車両相当に変更したものを用いた(トラク

タ軸距; 3.18m、トレーラ軸距; 8.0+1.5m)。積載物は

表１に示すとおりとし、積載物の重心位置は前方と中

央と後方の三種類を設定した。晴天時と雨天時を模擬

するために、走行路面の摩擦係数は0.85、0.5の 2種

類とした。走行速度の制御については、常に一定にな

るようにクローズドループ制御を用いた。 

 

積載位置
前後方向
(キングピン軸
を原点; m)

左右方向
(車両中心位置
を原点; m)

上下方向
(地面を原点;
m)

積載荷重
(t)

前方 4 0.15 2.65 18
中央 6 0.15 2.65 18

後方 7.5 0.15 2.65 18  
また、横転抑制システムを評価するために、現状で

市販されているシステムを模擬したABS付き制動を、

作動開始点を同一にして作動させ、本システムとABS

付き制動を比較検討した。ABSの制動制御は、TrckSim

に標準で搭載されているシステムを使用した。なお、

車両の操舵制御は、ドライバモデルを含めたクローズ

ドループ制御を用いた。ドライバモデルの中のドライ

バ予見時間は1.5秒とした。 

Ｕターン走行を模擬した結果を図1に示す。下図(路

面摩擦係数0.5)の中の四角枠内の注釈の「極低速の軌

表１ 積載物の搭載条件 
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跡」は、極低速(8km/h)で走行した時のトラクタ右前

端部の軌跡である。また、「極低速の軌跡より2mを超

えた」は、軌跡の膨らみ具合を、横転抑制システムで

はセミトレーラーの右後端、ABS付き制動ではセミト

レーラーの右前端の軌跡を算出し、極低速の軌跡との

差から膨らみ具合の最大値を算出した。道路構造令に

よると路肩の幅は1.8から2.5mなので、膨らみが2m

を超えるものについては、その他の障害物に接触する

可能性が大きくなると考えられる。このため、車両の

走行軌跡の膨らみを最大 2m までとし、この時の初速

度を図に示した。 

横転抑制システムは、路面摩擦係数と積載方法の条

件のすべてにおいて、システムが作動すると連結車両

の横転特性が安全側に向上していることがわかる。図

の横転時の初速度でみると、横転抑制システム有りの

場合は、10 ㎞/h 程度以上向上している。但し、路面

摩擦係数が0.5の場合では、横転はしないが曲線路外

側に膨らむ傾向が出る。 

横転抑制システムと市販品を模擬したABS付き制動

を比較すると、路面摩擦係数が 0.85 では横転抑制シ

ステムの方が若干安全な方向にある。しかし、路面摩

擦係数が0.5では、セミトレーラーがABS付き制動よ

り大きく膨らむ傾向のため、横転抑制システムは初速

度が低い傾向になる。 

図2は、横転抑制システム無し、ABS付き制動及び

横転抑制システム有りの場合でのセミトレーラーの

最大膨らみ量を、前述の極低速での軌跡との差から算

出したものを示す。横転抑制システム無しの場合の最

大膨らみ量は、曲線路最後から直線路に戻るときに発

生し、セミトレーラーの右前端の軌跡の中での最大値

である。図の最大膨らみ量が 5m 前後のものは、横転

した場合である。中央積載、路面摩擦係数 0.85 の場

合には、最大膨らみ量は横転抑制システム有り、ABS

付き制動とも横転前までは1m以内に収まっている。 

 

４．まとめ 

今回新たに開発したトラクタ後軸及びセミトレー

ラー軸のタイヤをロックさせタイヤ横力を低減する

ことにより横転を抑制するシステムについて、タイヤ

ロック１回のみの制動制御アルゴリズムを構築して、

PC上で走行シミュレーションを実施した。その結果、

路面の摩擦係数が低い場合を除いて、車両の横転特性

が安全側に向上することがわかった。なお、路面の摩

擦係数が低い場合には、車両は横転しないが、曲線路

外側に大きく膨らむために使用することが困難にな

る場合があることがわかった。また、横転時の初速度

の改善は、市販のものと比べて2km/h程度であり、顕

著な改善は見られなかった。 
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１．は じ め に 
近年、低燃費車の開発や普及が急速に進むにつれ

て、審査値である公表燃費値が取り上げられる機会が

増加している。公表燃費値の平均は年々、向上してい

る一方で、自動車の使用者（ユーザ）が実際に車両を

使用した際の燃費（実燃費）は公表燃費値と大きく乖

離しているという指摘も少なくない。自動車ユーザへ

正確な情報を提供するだけでなく、CO2排出量の直接

的な低減に繋がるため、それらの乖離は解消されるこ

とが望ましい。そのような乖離を生む要因は既報 1)  2)

で示したように多岐にわたるが、本報では自動車の使

用環境の中でも「道路の混み具合」といった道路状況

に着目し、複数路線における実路走行試験から、道路

状況による燃費の変動を評価した。 
２．道路状況が燃費の変動に及ぼす影響 

２．１．使用環境による燃費変動の一傾向 
実路走行試験に先立ち、使用環境に起因した燃費変

動の傾向を把握するため、e 燃費のデータ（2012 年）

を活用し、各地方の実燃費を確認した。図 1 に、排気

量 1.0L クラスのコンパクトカーA を対象にした各地

方の平均燃費値（年間平均）の全国平均に対する比率

と国内 8 地方の年間平均気温を示す。なお、2012 年

式の当該車両の公表燃費値（JC08 モード）は 19.0～
21.2km/L である。図 1 より、コンパクトカーA の全

国平均燃費（14.2km/L）に対して、－19～＋7%と大

きな燃費変動を示している。ただし、この変動には道

路状況だけでなく気温や運転操作など多くの影響因

子を含む。そこで、平均気温の近い東京都と愛媛県に

着目して、それぞれの年間平均燃費と 1 月および 7 月

の月平均値を比較して図 2 に示す。東京と愛媛は全国

の中でもそれぞれ下位と上位の燃費値であったが、い

ずれも公表燃費には及ばず、東京においては公表燃費

から 50%近い乖離が見られる。また、それぞれの年間

平均値は全国平均に対し、－30%、＋14%ほど異なっ

ており、その差は大きい。平均気温が近いことから、

気温の影響を受ける車両の走行抵抗やエアコンの使

用状況は概ね同様と見なすことで、上述の燃費変動は

道路状況と運転操作が主な要因として考えられる。 
２．２．実路走行試験から燃費変動の評価 
 ２．１．節の結果を踏まえ、気温は近いが燃費差の

大きい東京と四国において実路走行試験を実施し、道

路状況が燃費に及ぼす影響を評価した。試験は以下の

4 路線において実施した。 
・東京 1：新宿を発着点とし、都心の主要道路を走行

する約 20km の路線 
・東京 2：交通安全環境研究所から新宿まで幹線道路

を走行する約 13km の路線 
・四国 1：高知駅前を出発し、高知市の中心地を走行

する約 5km の路線 
・四国 2：土佐市から須崎市まで郊外の幹線道路を走

行する約 20km の路線 
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跡」は、極低速(8km/h)で走行した時のトラクタ右前

端部の軌跡である。また、「極低速の軌跡より2mを超

えた」は、軌跡の膨らみ具合を、横転抑制システムで

はセミトレーラーの右後端、ABS付き制動ではセミト

レーラーの右前端の軌跡を算出し、極低速の軌跡との

差から膨らみ具合の最大値を算出した。道路構造令に

よると路肩の幅は1.8から2.5mなので、膨らみが2m

を超えるものについては、その他の障害物に接触する

可能性が大きくなると考えられる。このため、車両の

走行軌跡の膨らみを最大 2m までとし、この時の初速

度を図に示した。 

横転抑制システムは、路面摩擦係数と積載方法の条

件のすべてにおいて、システムが作動すると連結車両

の横転特性が安全側に向上していることがわかる。図

の横転時の初速度でみると、横転抑制システム有りの

場合は、10 ㎞/h 程度以上向上している。但し、路面

摩擦係数が0.5の場合では、横転はしないが曲線路外

側に膨らむ傾向が出る。 

横転抑制システムと市販品を模擬したABS付き制動

を比較すると、路面摩擦係数が 0.85 では横転抑制シ

ステムの方が若干安全な方向にある。しかし、路面摩

擦係数が0.5では、セミトレーラーがABS付き制動よ

り大きく膨らむ傾向のため、横転抑制システムは初速

度が低い傾向になる。 

図2は、横転抑制システム無し、ABS付き制動及び

横転抑制システム有りの場合でのセミトレーラーの

最大膨らみ量を、前述の極低速での軌跡との差から算

出したものを示す。横転抑制システム無しの場合の最

大膨らみ量は、曲線路最後から直線路に戻るときに発

生し、セミトレーラーの右前端の軌跡の中での最大値

である。図の最大膨らみ量が 5m 前後のものは、横転

した場合である。中央積載、路面摩擦係数 0.85 の場

合には、最大膨らみ量は横転抑制システム有り、ABS

付き制動とも横転前までは1m以内に収まっている。 

 

４．まとめ 

今回新たに開発したトラクタ後軸及びセミトレー

ラー軸のタイヤをロックさせタイヤ横力を低減する

ことにより横転を抑制するシステムについて、タイヤ

ロック１回のみの制動制御アルゴリズムを構築して、

PC上で走行シミュレーションを実施した。その結果、

路面の摩擦係数が低い場合を除いて、車両の横転特性

が安全側に向上することがわかった。なお、路面の摩

擦係数が低い場合には、車両は横転しないが、曲線路

外側に大きく膨らむために使用することが困難にな

る場合があることがわかった。また、横転時の初速度

の改善は、市販のものと比べて2km/h程度であり、顕

著な改善は見られなかった。 
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近年、低燃費車の開発や普及が急速に進むにつれ

て、審査値である公表燃費値が取り上げられる機会が

増加している。公表燃費値の平均は年々、向上してい

る一方で、自動車の使用者（ユーザ）が実際に車両を

使用した際の燃費（実燃費）は公表燃費値と大きく乖

離しているという指摘も少なくない。自動車ユーザへ

正確な情報を提供するだけでなく、CO2排出量の直接

的な低減に繋がるため、それらの乖離は解消されるこ

とが望ましい。そのような乖離を生む要因は既報 1)  2)

で示したように多岐にわたるが、本報では自動車の使

用環境の中でも「道路の混み具合」といった道路状況

に着目し、複数路線における実路走行試験から、道路

状況による燃費の変動を評価した。 
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２．１．使用環境による燃費変動の一傾向 
実路走行試験に先立ち、使用環境に起因した燃費変

動の傾向を把握するため、e 燃費のデータ（2012 年）

を活用し、各地方の実燃費を確認した。図 1 に、排気

量 1.0L クラスのコンパクトカーA を対象にした各地

方の平均燃費値（年間平均）の全国平均に対する比率

と国内 8 地方の年間平均気温を示す。なお、2012 年

式の当該車両の公表燃費値（JC08 モード）は 19.0～
21.2km/L である。図 1 より、コンパクトカーA の全

国平均燃費（14.2km/L）に対して、－19～＋7%と大

きな燃費変動を示している。ただし、この変動には道

路状況だけでなく気温や運転操作など多くの影響因

子を含む。そこで、平均気温の近い東京都と愛媛県に

着目して、それぞれの年間平均燃費と 1 月および 7 月

の月平均値を比較して図 2 に示す。東京と愛媛は全国

の中でもそれぞれ下位と上位の燃費値であったが、い

ずれも公表燃費には及ばず、東京においては公表燃費

から 50%近い乖離が見られる。また、それぞれの年間

平均値は全国平均に対し、－30%、＋14%ほど異なっ

ており、その差は大きい。平均気温が近いことから、

気温の影響を受ける車両の走行抵抗やエアコンの使

用状況は概ね同様と見なすことで、上述の燃費変動は

道路状況と運転操作が主な要因として考えられる。 
２．２．実路走行試験から燃費変動の評価 
 ２．１．節の結果を踏まえ、気温は近いが燃費差の

大きい東京と四国において実路走行試験を実施し、道

路状況が燃費に及ぼす影響を評価した。試験は以下の

4 路線において実施した。 
・東京 1：新宿を発着点とし、都心の主要道路を走行

する約 20km の路線 
・東京 2：交通安全環境研究所から新宿まで幹線道路

を走行する約 13km の路線 
・四国 1：高知駅前を出発し、高知市の中心地を走行

する約 5km の路線 
・四国 2：土佐市から須崎市まで郊外の幹線道路を走

行する約 20km の路線 
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図 2 東京都と愛媛県のコンパクトカーA 平均燃費
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 試験はコンパクトカーA（アイドリングストップ機

能なし）を用いて、気温約 30℃かつ天候晴れの条件

において行った。また、全試験において試験車重量は

概ね等しく、エアコンの設定は同一とした。なお、実

路走行試験で使用した燃費計測装置は事前にシャシ

ダイナモ試験において精度を確認し、カーボンバラン

ス法による燃費と同等であることを確認している。 
 今回の実路走行試験における燃費および当該車両

を対象にしたe燃費データの全国平均燃費に対する比

率、平均車速、アイドリング時間比率、アイドリング

を除いた走行中の平均車速をまとめて図 3 に示す。都

心を走行する東京 1 の路線ではアイドリング時間比

率が 50%近くを示しているように信号待ち時間が長

いだけでなく、道路混雑によりアイドリングを除いた

走行中の車速も低いためエンジンは熱効率の低い領

域を使用することになり、燃費は悪い。一方、同じ東

京においても都心と郊外を結ぶ幹線道路を走行する

東京2の路線では東京1の路線に比べ大幅に燃費が良

くなっている。その要因として、この路線は一度の信

号待ち時間が長いためアイドリング比率は高いが、信

号待ちの頻度は少なく、信号待ちから次の信号待ちま

での間隔が長くなり、走行中は都心よりも高い車速が

維持されるためと考えられる。次に、高知市の中心地

を走行した四国1の路線は都心を走行する東京1と比

較し、アイドリング比率が低いことに加え、都心のよ

うな道路混雑がないためアイドリングを除いた走行

中の車速も 10km/h ほど高くなり、熱効率の高いエン

ジン運転領域が使用される頻度が増え、良い燃費値を

示している。また、郊外の幹線道路を走行した四国 2
の路線ではアイドリング比率が他の路線に比べ大幅

に低い。これは一度の信号待ち時間が短い上に、信号

待ちの頻度が少ないためである。その結果、加減速が

少なく、定常に近い状態での走行時間が長くなり、エ

アコンを使用しても公表燃費並の燃費値となった。以

上より、今回試験した東京と四国の一般的な道路状況

では e 燃費データの全国平均燃費値に対し、－27～ 

＋44%の燃費変動を生じることが明らかとなった。 
 ここで、今回試験した東京と四国における都市内と

郊外の燃費を2:1の割合で加重調和平均した値をそれ

ぞれ算出し、各地域の e 燃費データと比較した結果を

図 4 に示す。東京の年間平均燃費との比較では差異が

見られるが、試験時と同じ季節の実燃費とは東京と四

国共に数%程度の差となっており、相関が見られる。

つまり、東京と四国の実燃費の違いは先に述べた東京

と四国の都市内と郊外における道路状況が大きく影

響していると言える。ただし、今回はデータが限られ

ており、車両や地方、季節によって異なる傾向を示す

ことが考えられ、燃費の変動要因や変動幅を明確にす

るためには今後も引き続きデータを蓄積していくこ

とが必要である。 
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平均気温の近い東京都と愛媛県の平均燃費は全国

平均に対しそれぞれ－30%、＋14%ほど異なる。 
（2）東京と四国の一般的な道路状況における実路走行

試験から、都市内と郊外の燃費を加重調和平均した

値は実燃費と相関が見られ、東京と四国の実燃費の

違いはそれぞれの道路状況から説明可能である。 
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１．は じ め に 

二酸化炭素（CO2）排出量削減のため、車両運転時の

減速エネルギ等、回生可能な運動エネルギを活用するハ

イブリッド車や電気自動車を含む次世代自動車の研究開

発が積極的に行われている。商用車クラスにおいても、

ハイブリッドトラックの市場導入が進められている(1)。 

一般的に、ハイブリッドトラックは、電動モータにて

取得した減速エネルギを、加速時に駆動力のアシストエ

ネルギとして利用することで燃費向上を図っている(2)。

しかし、走行に必要なエンジンの仕事の一部を電動モー

タにより補うことから、エンジンの仕事量は減少し、排

出ガス温度は低下する。このことが、排出ガス後処理装

置の触媒浄化性能に影響を及ぼし、排出ガス特性を悪化

させてしまうことも考えられる。 

そこで、実エンジンを有する「ハイブリッド・パワー

トレイン台上試験システム(3)」を用いて様々なハイブリ

ッドアシスト制御によるハイブリッドトラックのパワー

トレインシステムを仮想的に再現し、JE05 モードを走行

した場合に排出ガス温度の低下を防ぎつつ燃費向上を図

るハイブリッドアシスト制御について考察した。 

 

２．ハイブリッドアシスト制御 

検討するハイブリッドトラックモデルは、商用車クラ

スにて主流であるパラレル方式とした。パワートレイン

の構成は「エンジン⇔クラッチ⇔電動モータ⇔トランス

ミッション⇔車軸」とした。車両諸元は、表 1 に示す中

型トラック（半積載状態：GVW 5.87t）とした。エンジ

ンは、4.7L ディーゼルエンジン（UD トラックス）で、

最高出力 158kW/2500rpm、最高トルク 628Nm/1400rpmを

発生する。電動モータは、永久磁石式同期電動機（澤藤

電機）で、最高出力 118kW/3300rpm、最高トルク

340Nm/0-3300rpm を発生する。駆動用バッテリは、市販

の小型ハイブリッドトラックが搭載する 1.9kWh（5.5Ah）

のリチウムイオンバッテリを想定し、バッテリの充電状

態（充電率，State Of Charge：SOC）に対する開放電圧と

内部抵抗をそれぞれ考慮したモデルを使用した。駆動用

バッテリの充電は、車両減速時に発生する回生エネルギ

のみとし、走行中のエンジン発電や外部給電による充電

は行わない条件とした。 

ハイブリッド制御は、以下に示す 3 種類とした。モデ

ル化した各種制御ロジックは、図 1 に示すハイブリッ

ド・パワートレイン台上試験システムに入力した。 

①市販ハイブリッドトラック相当車（モデル車 A） 

ハイブリッド制御のモデル化のため、シャシダイナモ

試験装置にて市販のハイブリッドトラック（2010 年式、

新長期排出ガス適合車両）を走行させ、ハイブリッド制

御ロジックを調査した。取得した電動モータの力行/回生

の電力データをもとにハイブリッド制御をモデル化し、
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図 1 ハイブリッド・パワートレイン台上試験システム
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では e 燃費データの全国平均燃費値に対し、－27～ 

＋44%の燃費変動を生じることが明らかとなった。 
 ここで、今回試験した東京と四国における都市内と

郊外の燃費を2:1の割合で加重調和平均した値をそれ
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図 4 に示す。東京の年間平均燃費との比較では差異が
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つまり、東京と四国の実燃費の違いは先に述べた東京

と四国の都市内と郊外における道路状況が大きく影

響していると言える。ただし、今回はデータが限られ

ており、車両や地方、季節によって異なる傾向を示す

ことが考えられ、燃費の変動要因や変動幅を明確にす

るためには今後も引き続きデータを蓄積していくこ

とが必要である。 
３．ま と め 

 公表燃費と実燃費の乖離について、道路状況に着目

し、燃費の変動に及ぼす影響を評価した。 
（1）コンパクトカーA を対象にした e 燃費データでは

平均気温の近い東京都と愛媛県の平均燃費は全国

平均に対しそれぞれ－30%、＋14%ほど異なる。 
（2）東京と四国の一般的な道路状況における実路走行

試験から、都市内と郊外の燃費を加重調和平均した

値は実燃費と相関が見られ、東京と四国の実燃費の

違いはそれぞれの道路状況から説明可能である。 
（3）燃費の変動要因や変動幅を明確にするため、今後

も引き続き、様々な車両や地方、季節におけるデー

タを蓄積していきたい。 
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１．は じ め に 

二酸化炭素（CO2）排出量削減のため、車両運転時の

減速エネルギ等、回生可能な運動エネルギを活用するハ

イブリッド車や電気自動車を含む次世代自動車の研究開

発が積極的に行われている。商用車クラスにおいても、

ハイブリッドトラックの市場導入が進められている(1)。 

一般的に、ハイブリッドトラックは、電動モータにて

取得した減速エネルギを、加速時に駆動力のアシストエ

ネルギとして利用することで燃費向上を図っている(2)。

しかし、走行に必要なエンジンの仕事の一部を電動モー

タにより補うことから、エンジンの仕事量は減少し、排

出ガス温度は低下する。このことが、排出ガス後処理装

置の触媒浄化性能に影響を及ぼし、排出ガス特性を悪化

させてしまうことも考えられる。 

そこで、実エンジンを有する「ハイブリッド・パワー

トレイン台上試験システム(3)」を用いて様々なハイブリ

ッドアシスト制御によるハイブリッドトラックのパワー

トレインシステムを仮想的に再現し、JE05 モードを走行

した場合に排出ガス温度の低下を防ぎつつ燃費向上を図

るハイブリッドアシスト制御について考察した。 

 

２．ハイブリッドアシスト制御 

検討するハイブリッドトラックモデルは、商用車クラ

スにて主流であるパラレル方式とした。パワートレイン

の構成は「エンジン⇔クラッチ⇔電動モータ⇔トランス

ミッション⇔車軸」とした。車両諸元は、表 1 に示す中

型トラック（半積載状態：GVW 5.87t）とした。エンジ

ンは、4.7L ディーゼルエンジン（UD トラックス）で、

最高出力 158kW/2500rpm、最高トルク 628Nm/1400rpmを

発生する。電動モータは、永久磁石式同期電動機（澤藤

電機）で、最高出力 118kW/3300rpm、最高トルク

340Nm/0-3300rpm を発生する。駆動用バッテリは、市販

の小型ハイブリッドトラックが搭載する 1.9kWh（5.5Ah）

のリチウムイオンバッテリを想定し、バッテリの充電状

態（充電率，State Of Charge：SOC）に対する開放電圧と

内部抵抗をそれぞれ考慮したモデルを使用した。駆動用

バッテリの充電は、車両減速時に発生する回生エネルギ

のみとし、走行中のエンジン発電や外部給電による充電

は行わない条件とした。 

ハイブリッド制御は、以下に示す 3 種類とした。モデ

ル化した各種制御ロジックは、図 1 に示すハイブリッ

ド・パワートレイン台上試験システムに入力した。 

①市販ハイブリッドトラック相当車（モデル車 A） 

ハイブリッド制御のモデル化のため、シャシダイナモ

試験装置にて市販のハイブリッドトラック（2010 年式、

新長期排出ガス適合車両）を走行させ、ハイブリッド制

御ロジックを調査した。取得した電動モータの力行/回生

の電力データをもとにハイブリッド制御をモデル化し、
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図 1 ハイブリッド・パワートレイン台上試験システム
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ハイブリッド・パワートレイン台上試験システムに入力

した。ここで、ハイブリッドトラックの実車両とモデル

車両のエンジンおよび電動モータの駆動状態を比較し

た結果を図 2 に示す。ハイブリッド・パワートレイン台

上試験システムにて構築したモデル車両のエンジン、電

動モータの動作状況は、実車両とほぼ同様であった。 

中型トラックの諸元に今回モデル化したハイブリッ

ド制御ロジックを組み合せ、モデル車 A とした。 

②市販ハイブリッドトラック相当車（モデル車 B） 

 最新の市販ハイブリッドトラックの中には、車両発進

時に電動モータ単独で走行する車両が存在する（ただし、

クラッチ断にてエンジンはアイドリング状態）。そこで、

「1-2 速ギア：電動モータ走行＋3 速ギア以上：ハイブリ

ッド走行（制御ロジックはモデル車 A と同等）」から成

る制御ロジックをモデル化し、モデル車 B とした。 

③エンジン高効率駆動ハイブリッドトラック 

（モデル車 C） 

 エンジンの高効率化を狙い、エンジン最適効率曲線上

にてエンジンが駆動するよう電動モータにて力行/回生

制御を行う(4)ハイブリッドトラックの登場も今後考えら

れる。そこで、供試エンジンの最適効率曲線を事前に調

査し、この曲線上にてエンジンを稼働させるようなハイ

ブリッド制御をモデル化し、モデル車 C とした。 

 

３．結果および考察 

3.1 燃費 

本実験では、ハイブリッド・パワートレイン台上試験

システムのエンジンは実機を、その他の要素機器に関し

てはモデルで対応を行った。ハイブリッドトラック（モ

デル車 A～C）の比較対象車両には、エンジンのみで運

転するモデル車両を用意した。走行パターンは、日本の

重量車用燃費・排出ガス試験で使われる JE05 モードで、

ホットスタート条件である。 

JE05 モード走行後のハイブリッドトラックの燃費値

と燃費改善率を表 2 にまとめた。なお、ハイブリッドト

ラックの燃費値は、モード走行開始と終了時のバッテリ

エネルギ差がゼロでの値である。従来ディーゼルトラッ

クに比べ、モデル車 B＜A＜C の順で燃費が改善した。

市販ハイブリッドトラック相当車（モデル車 A、B）に

おいては約 12%、エンジン高効率駆動ハイブリッドトラ

ック（モデル車 C）においては約 22%の燃費改善効果を

得た。この結果を、図 3 に示す各種ハイブリッドトラッ

クのエンジン回転数-トルク分布図にて考察する。3 車種

表 2 モデル車の燃費および燃費改善率 
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中一番燃費改善効果が小さいモデル車 B においては、発

進時に電動モータ単独で走行することからバッテリエネ

ルギを多く消費する。3 速ギア以上のハイブリッド走行

時には、モード走行開始と終了時のバッテリエネルギ差

をゼロとしたため、電動モータによるアシスト量を減少

させる必要があった。つまり、3 速ギア以上でモデル車

A と同様のハイブリッド制御ロジックを有するモデル車

B は、より多くのエンジン仕事量を必要とすることから、

燃費改善率がモデル車 A より低下したと考えられる。一

方、燃費改善効果が一番大きいモデル車 C については、

図 3 の分布図から分かるように、他の車両とエンジン回

転数-トルクの分布傾向が異なり、エンジン高熱効率曲線

付近にて運転する。このように、エンジンの最適効率曲

線上にてエンジンが駆動するよう電動モータにて制御す

ることで、燃費が大幅に改善することが分かった。 

 
3.2 排出ガス温度 

モデル化を行ったディーゼルトラックとハイブリッド

トラック（モデル車 A～C）のモード走行時の排出ガス

温度を調査した。排出ガス温度の計測個所は、図 4 に示

す通りエンジン出口直下とした。 

図 5 に JE05 モード走行時の排出ガス温度履歴を、表 3

に JE05 モード全体の排出ガス温度の平均値、排出ガス温

度 150℃以下または 200℃以下が占める時間をモード全

時間に対する割合で算出した値を示す。平均排出ガス温

度は、ディーゼルトラック＞モデル車 C＞A＞B の順に

小さくなった。ディーゼルトラックに比べ、モデル車 A、

B の排出ガス温度履歴はモード全域で低くなり、平均排

出ガス温度は約 10℃低下することを確認した。また、モ

デル車 A、B の各温度時間割合についても悪化傾向を示

した。これは、モデル車 A、B が車両の駆動仕事量を単

純にエンジンと電気モータとで分け合ったため、エンジ

ンの仕事量が減少したからである。モデル車 A、B の各

温度時間割合に着目すると、150℃ではモデル車 B の割

合が多く、200℃においてはモデル車 A が多くなる関係

であった。これは以下の理由によるものと考えられる。

発進時に電動モータ単独で走行するモデル車Bにおいて

は、発進時にはエンジンがアイドル状態を保つため、排

出ガス温度は発進毎に他の条件に比べ低くなる。発進後

の走行においては、3.1 で述べた通り、モデル車 A に比

べより多くのエンジン仕事量を必要としたからである。

次に、モデル車 C に着目すると、図 3 に示した通りエン

ジンを低回転・高負荷領域にて使用したため、モデル車

A、B よりも排出ガス温度が常に増加した。表 3 の 200℃

以下に占める温度割合に着目すると、全車両中一番小さ

かった。特徴的な個所として、高速走行時の排出ガス温

度履歴が挙げられる。そこで JE05 モードの高速路に着目

し、ディーゼルトラックとハイブリッドトラック（モデ

ル車 A、C）のエンジン回転数、エンジントルク、電動

モータトルクを時系列で図 6 に示す。モデル車 A は、時
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150，200℃以下の排出ガス温度が占める時間割合 
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ハイブリッド・パワートレイン台上試験システムに入力

した。ここで、ハイブリッドトラックの実車両とモデル
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た結果を図 2 に示す。ハイブリッド・パワートレイン台

上試験システムにて構築したモデル車両のエンジン、電

動モータの動作状況は、実車両とほぼ同様であった。 
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ド制御ロジックを組み合せ、モデル車 A とした。 

②市販ハイブリッドトラック相当車（モデル車 B） 

 最新の市販ハイブリッドトラックの中には、車両発進

時に電動モータ単独で走行する車両が存在する（ただし、

クラッチ断にてエンジンはアイドリング状態）。そこで、

「1-2 速ギア：電動モータ走行＋3 速ギア以上：ハイブリ

ッド走行（制御ロジックはモデル車 A と同等）」から成

る制御ロジックをモデル化し、モデル車 B とした。 

③エンジン高効率駆動ハイブリッドトラック 

（モデル車 C） 

 エンジンの高効率化を狙い、エンジン最適効率曲線上

にてエンジンが駆動するよう電動モータにて力行/回生

制御を行う(4)ハイブリッドトラックの登場も今後考えら

れる。そこで、供試エンジンの最適効率曲線を事前に調

査し、この曲線上にてエンジンを稼働させるようなハイ

ブリッド制御をモデル化し、モデル車 C とした。 

 

３．結果および考察 

3.1 燃費 

本実験では、ハイブリッド・パワートレイン台上試験

システムのエンジンは実機を、その他の要素機器に関し

てはモデルで対応を行った。ハイブリッドトラック（モ

デル車 A～C）の比較対象車両には、エンジンのみで運

転するモデル車両を用意した。走行パターンは、日本の

重量車用燃費・排出ガス試験で使われる JE05 モードで、

ホットスタート条件である。 

JE05 モード走行後のハイブリッドトラックの燃費値

と燃費改善率を表 2 にまとめた。なお、ハイブリッドト

ラックの燃費値は、モード走行開始と終了時のバッテリ

エネルギ差がゼロでの値である。従来ディーゼルトラッ

クに比べ、モデル車 B＜A＜C の順で燃費が改善した。

市販ハイブリッドトラック相当車（モデル車 A、B）に

おいては約 12%、エンジン高効率駆動ハイブリッドトラ

ック（モデル車 C）においては約 22%の燃費改善効果を

得た。この結果を、図 3 に示す各種ハイブリッドトラッ

クのエンジン回転数-トルク分布図にて考察する。3 車種

表 2 モデル車の燃費および燃費改善率 
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中一番燃費改善効果が小さいモデル車 B においては、発

進時に電動モータ単独で走行することからバッテリエネ

ルギを多く消費する。3 速ギア以上のハイブリッド走行

時には、モード走行開始と終了時のバッテリエネルギ差

をゼロとしたため、電動モータによるアシスト量を減少

させる必要があった。つまり、3 速ギア以上でモデル車

A と同様のハイブリッド制御ロジックを有するモデル車

B は、より多くのエンジン仕事量を必要とすることから、

燃費改善率がモデル車 A より低下したと考えられる。一

方、燃費改善効果が一番大きいモデル車 C については、

図 3 の分布図から分かるように、他の車両とエンジン回

転数-トルクの分布傾向が異なり、エンジン高熱効率曲線

付近にて運転する。このように、エンジンの最適効率曲

線上にてエンジンが駆動するよう電動モータにて制御す

ることで、燃費が大幅に改善することが分かった。 

 
3.2 排出ガス温度 

モデル化を行ったディーゼルトラックとハイブリッド

トラック（モデル車 A～C）のモード走行時の排出ガス

温度を調査した。排出ガス温度の計測個所は、図 4 に示

す通りエンジン出口直下とした。 

図 5 に JE05 モード走行時の排出ガス温度履歴を、表 3

に JE05 モード全体の排出ガス温度の平均値、排出ガス温

度 150℃以下または 200℃以下が占める時間をモード全

時間に対する割合で算出した値を示す。平均排出ガス温

度は、ディーゼルトラック＞モデル車 C＞A＞B の順に

小さくなった。ディーゼルトラックに比べ、モデル車 A、

B の排出ガス温度履歴はモード全域で低くなり、平均排

出ガス温度は約 10℃低下することを確認した。また、モ

デル車 A、B の各温度時間割合についても悪化傾向を示

した。これは、モデル車 A、B が車両の駆動仕事量を単

純にエンジンと電気モータとで分け合ったため、エンジ

ンの仕事量が減少したからである。モデル車 A、B の各

温度時間割合に着目すると、150℃ではモデル車 B の割

合が多く、200℃においてはモデル車 A が多くなる関係

であった。これは以下の理由によるものと考えられる。

発進時に電動モータ単独で走行するモデル車Bにおいて

は、発進時にはエンジンがアイドル状態を保つため、排

出ガス温度は発進毎に他の条件に比べ低くなる。発進後

の走行においては、3.1 で述べた通り、モデル車 A に比

べより多くのエンジン仕事量を必要としたからである。

次に、モデル車 C に着目すると、図 3 に示した通りエン

ジンを低回転・高負荷領域にて使用したため、モデル車

A、B よりも排出ガス温度が常に増加した。表 3 の 200℃

以下に占める温度割合に着目すると、全車両中一番小さ

かった。特徴的な個所として、高速走行時の排出ガス温

度履歴が挙げられる。そこで JE05 モードの高速路に着目

し、ディーゼルトラックとハイブリッドトラック（モデ

ル車 A、C）のエンジン回転数、エンジントルク、電動

モータトルクを時系列で図 6 に示す。モデル車 A は、時
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速 65km/h 以上の加速時には電動モータによるアシスト

を停止し、エンジン単独にて駆動した。一方、モデル車

C は、エンジン最適効率曲線上にてエンジンを運転する

ように電動モータによる力行/回生制御を行った。これに

伴い、エンジン低回転・高トルク領域にてエンジンのト

ルク変動が抑えられた運転ができ、排出ガス温度が増加

したと考えられる。 

ここで、現状市販されているポスト新長期排出ガス規

制適合車両の多くに SCR 触媒が搭載され、NOx（窒素酸

化物）の浄化を行っている。この SCR 触媒の活性化温度

は約 200℃とされ、この温度域を下回ると SCR 触媒によ

る NOx 還元反応が十分に行われず NOx を低減すること

が困難となる(5)。本排出ガス温度結果はエンジン出口直

下のため純粋に触媒温度を示すものではないが、再度図

5 に注目すると、市販ハイブリッドトラックの制御を再

現させたモデル車 A、B の排出ガス温度は、郊外路の一

部や高速路を除き、多くが 200℃を下回っている。特に、

発進時に電気モータ単独走行を行うモデル車Bの市街地

走行では、モデル車 A の排出ガス温度よりもさらに低下

している。このことから、モデル車 A と B はディーゼル

トラックよりも燃費は改善するが、排出ガス特性は悪化

することが懸念される。 

参考として、2 章にてハイブリッド制御ロジックの調

査に用いた市販ハイブリッドトラックと市販ディーゼル

トラック（新長期排出ガス規制適合車両：EGR 機能付、

SCR 触媒なし）で、シャシダイナモ試験装置による排出

ガス試験を行った。ハイブリッドトラックの NOx 排出量

は、表 4 に示すようにコールド、ホットスタート条件と

もディーゼルトラックよりも悪化する傾向を確認してい

る。更なる NOx 低減には当該ハイブリッドトラックに

SCR 触媒を搭載する方法も考えられるが、排出ガス温度

低下の影響により十分に触媒が機能せず、NOx が低減で

きないことが懸念される。 
 

４．まとめ 

ハイブリッド・パワートレイン台上試験システムにて、

ハイブリッドトラックを仮想的に再現し、JE05 モードを

走行した場合に排出ガス温度の低下を防ぎつつ燃費向上

を図るハイブリッドアシスト制御について考察した。 

（１）エンジン最適効率曲線上にてエンジンを運転させる

ハイブリッドトラックでは、ディーゼルトラックと同等

の排出ガス温度で、約 22%の燃費改善効果を得た。 

（２）市販ハイブリッドトラック相当の制御を行うと、デ

ィーゼルトラックに比べ燃費が約 12%改善した。一方、

平均排出ガス温度は約 10℃低下し、排出ガス後処理装置

の触媒活性化温度域への到達頻度が減少し、排出ガス後

処理装置による NOx 浄化性能が悪化すると考えられる。 

今後、ハイブリッド・パワートレイン台上試験システム

に排出ガス計測装置の整備を進め、各種制御を有するハイ

ブリッドトラックの排出ガス特性を調査する。 
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表 4 実ハイブリッドトラックの NOx 排出量（JE05）

Diesel Truck

HEV Truck

3.00

3.70

JE05 (Hot)

5.01

5.63

JE05 (Cold)NOx [g/kWh]

 

 

 
 

 重量車における環境性能の今後の方向性に関する調査 

 
環境研究領域       ※小林 雅行  新国 哲也  奥井 伸宜  小鹿 健一郎 

 
 

１．は じ め に 

トラックやバスなどこれら重量車に関して、排出ガス

の低減やCO2低減など環境性能を向上させるための研究

開発が 1990 年頃から 2010 年頃の間に盛んに行われ、こ

の結果ディーゼルエンジンを用いた重量車は排出ガスの

クリーン化が一層促進された。 

一方、天然ガスやバイオ燃料などを利用して石油燃料

の依存度低減によるエネルギーセキュリティー（以下：

セキュリティー）の向上を目的とした研究や、さらなる

低エミッションと低燃費を目的として進められたこれら

代替燃料を用いた次世代大型車両は、国主導のプロジェ

クトなどにより技術開発支援が行われてきたが市場での

普及は低迷している。 

本研究では、代替燃料を用いた次世代大型車両の普及

が低迷している要因とこれを踏まえた大型車両に関する

技術研究の方向性について検討した結果を報告する。 

 

２．代替燃料を用いた次世代大型車の開発と見通し 

2.1. 次世代大型車の開発  

国土交通省、経済産業省などが行ったプロジェクトに

より推進された代替燃料を用いた次世代大型車の開発に

ついて表 1 に示す。これまでに多種多様な燃料を用いて

ポスト新長期排出ガス規制を達成させるエンジン技術の

開発が行われた。また、代替燃料以外の技術開発も行わ

れ、中型車両やバスを対象としたハイブリッド車両の開

発や従来ディーゼルエンジンの技術開発も行われた。 

こうした代替燃料の導入や先進的なエンジン技術の開

発により、これまでに排出ガスや CO2の低減など環境性

能の向上、燃料の多様化によるセキュリティーの向上と

これら技術の蓄積が進んだ。当研究所ではこうした技術

開発の支援業務および技術評価と並行し、次世代車両に

関する技術基準策定などの業務を進めてきた。 

2.2. これまでの動向と将来の見通し 

前項に記したように、これまでに排出ガス低減や CO2

低減など環境性能向上技術の開発やセキュリティー向上

方策について、多種多様な方法により行うことが可能で

あることが、エンジンや車両を製作しベンチ評価や実車

走行評価により実証されてきた。こうした結果について

は管轄した各省庁や当研究所において報告されている。 

当研究所フォーラムでの報告では、こうして開発され

た技術や代替燃料がどのように導入され普及していくか

の見通しについても記している。2005 年の報告では、CO2

排出量の削減と PM、NOx の抜本的解決に対する代替燃

料の使用方法について研究開発を進めてきたことを記

し、各種燃料に対するエンジン性能や耐久性と排出ガス

性能の評価考察および課題出し、燃料の規格化やインフ

ラ整備に関する課題出しが行われ、基本技術の開発が完

了したことを報告した。将来の見通しとしては大枠とし

て世界の一次エネルギーについてバイオマスと天然ガス

由来の燃料割合が増加する（図 1）という予測を横目に

その他の燃料種も含め広い範囲でどういったことが可能

かを記した。 

Figure.1 自動車燃料とエンジンの現状と将来
（2005年報告資料より：当研究所員が独自に作成） 

技術開発 目的 技術や特徴

DMEトラック 低排出ガス DME用燃料噴射システム

GTLトラック 低排出ガス GTL対応エンジンシステム

FTDトラック
(BDF)

低排出ガス
FTDニート（100%）対応
エンジンシステム

CNGトラック
低排出ガス
低CO2排出
燃費向上

CNG用燃料噴射システム
（ポート噴射，筒内直接噴射）

LNGトラック
低排出ガス
低CO2排出
長距離走行

LNG用燃料供給システム

LPGトラック 低排出ガス LPG用燃料噴射システム

水素ｴﾝｼﾞﾝ 超低排出ガス 水素用燃料噴射システム

ｽｰﾊﾟｰｸﾘｰﾝ
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
(軽油ｴﾝｼﾞﾝ)

超低排出ガス
従来軽油エンジンに各種新技術
（高圧噴射，高圧低圧EGRなど）

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ
低排出ガス
燃費向上

CNG，DME，LNG＋モータシステム
キャパシタ，ハイブリッド制御

Table.1 各種技術開発とその特徴 
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速 65km/h 以上の加速時には電動モータによるアシスト

を停止し、エンジン単独にて駆動した。一方、モデル車

C は、エンジン最適効率曲線上にてエンジンを運転する

ように電動モータによる力行/回生制御を行った。これに

伴い、エンジン低回転・高トルク領域にてエンジンのト

ルク変動が抑えられた運転ができ、排出ガス温度が増加

したと考えられる。 

ここで、現状市販されているポスト新長期排出ガス規

制適合車両の多くに SCR 触媒が搭載され、NOx（窒素酸

化物）の浄化を行っている。この SCR 触媒の活性化温度

は約 200℃とされ、この温度域を下回ると SCR 触媒によ

る NOx 還元反応が十分に行われず NOx を低減すること

が困難となる(5)。本排出ガス温度結果はエンジン出口直

下のため純粋に触媒温度を示すものではないが、再度図

5 に注目すると、市販ハイブリッドトラックの制御を再

現させたモデル車 A、B の排出ガス温度は、郊外路の一

部や高速路を除き、多くが 200℃を下回っている。特に、

発進時に電気モータ単独走行を行うモデル車Bの市街地

走行では、モデル車 A の排出ガス温度よりもさらに低下

している。このことから、モデル車 A と B はディーゼル

トラックよりも燃費は改善するが、排出ガス特性は悪化

することが懸念される。 

参考として、2 章にてハイブリッド制御ロジックの調

査に用いた市販ハイブリッドトラックと市販ディーゼル

トラック（新長期排出ガス規制適合車両：EGR 機能付、

SCR 触媒なし）で、シャシダイナモ試験装置による排出

ガス試験を行った。ハイブリッドトラックの NOx 排出量

は、表 4 に示すようにコールド、ホットスタート条件と

もディーゼルトラックよりも悪化する傾向を確認してい

る。更なる NOx 低減には当該ハイブリッドトラックに

SCR 触媒を搭載する方法も考えられるが、排出ガス温度

低下の影響により十分に触媒が機能せず、NOx が低減で

きないことが懸念される。 
 

４．まとめ 

ハイブリッド・パワートレイン台上試験システムにて、

ハイブリッドトラックを仮想的に再現し、JE05 モードを

走行した場合に排出ガス温度の低下を防ぎつつ燃費向上

を図るハイブリッドアシスト制御について考察した。 

（１）エンジン最適効率曲線上にてエンジンを運転させる

ハイブリッドトラックでは、ディーゼルトラックと同等

の排出ガス温度で、約 22%の燃費改善効果を得た。 

（２）市販ハイブリッドトラック相当の制御を行うと、デ

ィーゼルトラックに比べ燃費が約 12%改善した。一方、

平均排出ガス温度は約 10℃低下し、排出ガス後処理装置

の触媒活性化温度域への到達頻度が減少し、排出ガス後

処理装置による NOx 浄化性能が悪化すると考えられる。 

今後、ハイブリッド・パワートレイン台上試験システム

に排出ガス計測装置の整備を進め、各種制御を有するハイ

ブリッドトラックの排出ガス特性を調査する。 
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表 4 実ハイブリッドトラックの NOx 排出量（JE05）
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トラックやバスなどこれら重量車に関して、排出ガス

の低減やCO2低減など環境性能を向上させるための研究

開発が 1990 年頃から 2010 年頃の間に盛んに行われ、こ

の結果ディーゼルエンジンを用いた重量車は排出ガスの

クリーン化が一層促進された。 

一方、天然ガスやバイオ燃料などを利用して石油燃料

の依存度低減によるエネルギーセキュリティー（以下：

セキュリティー）の向上を目的とした研究や、さらなる

低エミッションと低燃費を目的として進められたこれら

代替燃料を用いた次世代大型車両は、国主導のプロジェ

クトなどにより技術開発支援が行われてきたが市場での

普及は低迷している。 

本研究では、代替燃料を用いた次世代大型車両の普及

が低迷している要因とこれを踏まえた大型車両に関する

技術研究の方向性について検討した結果を報告する。 

 

２．代替燃料を用いた次世代大型車の開発と見通し 

2.1. 次世代大型車の開発  

国土交通省、経済産業省などが行ったプロジェクトに

より推進された代替燃料を用いた次世代大型車の開発に

ついて表 1 に示す。これまでに多種多様な燃料を用いて

ポスト新長期排出ガス規制を達成させるエンジン技術の

開発が行われた。また、代替燃料以外の技術開発も行わ

れ、中型車両やバスを対象としたハイブリッド車両の開

発や従来ディーゼルエンジンの技術開発も行われた。 

こうした代替燃料の導入や先進的なエンジン技術の開

発により、これまでに排出ガスや CO2の低減など環境性

能の向上、燃料の多様化によるセキュリティーの向上と

これら技術の蓄積が進んだ。当研究所ではこうした技術

開発の支援業務および技術評価と並行し、次世代車両に

関する技術基準策定などの業務を進めてきた。 

2.2. これまでの動向と将来の見通し 

前項に記したように、これまでに排出ガス低減や CO2

低減など環境性能向上技術の開発やセキュリティー向上

方策について、多種多様な方法により行うことが可能で

あることが、エンジンや車両を製作しベンチ評価や実車

走行評価により実証されてきた。こうした結果について

は管轄した各省庁や当研究所において報告されている。 

当研究所フォーラムでの報告では、こうして開発され

た技術や代替燃料がどのように導入され普及していくか

の見通しについても記している。2005 年の報告では、CO2

排出量の削減と PM、NOx の抜本的解決に対する代替燃

料の使用方法について研究開発を進めてきたことを記

し、各種燃料に対するエンジン性能や耐久性と排出ガス

性能の評価考察および課題出し、燃料の規格化やインフ

ラ整備に関する課題出しが行われ、基本技術の開発が完

了したことを報告した。将来の見通しとしては大枠とし

て世界の一次エネルギーについてバイオマスと天然ガス

由来の燃料割合が増加する（図 1）という予測を横目に

その他の燃料種も含め広い範囲でどういったことが可能

かを記した。 

Figure.1 自動車燃料とエンジンの現状と将来
（2005年報告資料より：当研究所員が独自に作成） 
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2007 年の報告では、これまでの技術の実用化と普及促

進を主とした新プロジェクトの中間報告と共に、代替燃

料について導入分野やどういった使われ方となるかを記

している。普及に関する記述では、CO2 低減を課題とし

たときに、「短中期的に石油系燃料の一部を CO2 排出量

のより少ない特性を有する非石油系燃料により代替しつ

つ、長期的には「再生可能エネルギー」への転換を進め、

「自然と調和した持続可能な社会」を形成していく必要が

ある」とした概念を説明したうえで、各種燃料の特徴と

技術的課題および研究の方向性と今後の展開について記

し、いずれの燃料種についても引き続き発展してくため

の方法を示した。 

また、この年は CO2排出削減を主体に記述が進められ

ており、日本における一次エネルギー消費量シナリオ（図

2）について紹介している。CO2排出を 70%削減するため

のシナリオを例として各種燃料の割合が示されている。

ここでは原子力の構成比率が高めであるのが特徴的に見

える。さらに、プロジェクト報告まとめにおいて、地球

温暖化対策に関して気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）の最新報告があったことを記し、これまでに主

として進めてきた低排出ガス技術の進展と共に燃費改善

（CO2低減）が重要課題であると記した。 

2009 年の報告では、技術的な報告はなく図 3 に示すよ

うなエネルギー源と燃料および動力システムの関係を示

し、CO2 排出をほぼセロとするための代替燃料の導入分

野について、大型車両に限らず走行距離などの車両の特

徴、排出ガスなどのエンジンの特徴を踏まえ具体的に記

している。また、代替エネルギーとしては天然ガスやバ

イオマスからの改質で得られる燃料種が多種ありこれら

を利用するときに排出されるCO2および消費エネルギー

を比較して低炭素化に対する有効性を記した（図 4）。 

2010 年の報告では、2009 年の報告内容にプラスして代

替燃料の環境性能の実験データを用いて熱効率、PM 排

出、CO2排出の相対的な関係を示し（図 5）、代替燃料自

動車をどういった用途で使用すべきか将来に向けた提案

を行っている。 

本研究所でのこれまでの報告では排出ガスやCO2に関

する課題の提起に始まり、その対策技術の開発状況や評

価の報告、さらに車両特性から実際にどういった分野（用

途）で使用すべきかの考察、製造から使用までの効率の

比較検討など、低炭素社会へ向けた方向性の提案を行っ

てきた。こうした技術動向の見通しは記述してきたが、

実際の普及見通しの予測は難しい。 

Figure.4 GHG 排出量と全エネルギー消費効率２）

（2009年報告資料より） 
Figure.2 日本における CO2排出 70%削減を

可能とするエネルギー構成例１）（2007年報告資料より） 

Figure.3 エネルギー資源と自動車用燃料および動力
システム（2009年報告資料より：当研究所員が独自に作成） 

Figure.5 新燃料自動車の適用範囲
（2010年報告資料より：当研究所員が独自に作成） 

 

 

３．エネルギーセキュリティーと総合効率 

第 2 章では、これまでに行ってきた報告内容を参照し、

次世代車両の技術開発動向や代替燃料について排出ガス

やCO2排出特性ならびに車両の適用範囲の考察や提案を

述べてきた。本章ではこれまでに述べきれていないセキ

ュリティーや車両の総合効率から見える次世代車両の方

向性について述べる。本調査で用いる総合効率は、

Well-to-Wheel（WtW）におけるエネルギー消費率を示す。 

3.1. エネルギーセキュリティー 

代替燃料のこれまでの報告では、代替としての技術的

方法の意味合いが強く、将来的な原油枯渇問題やオイル

ショックまたは震災などの非常時に対するセキュリティ

ーの意味合いは少ない。現在、自動車用燃料のほぼすべ

てが石油由来のガソリンと軽油であるため、石油依存度

の低減はセキュリティー向上の上で喫緊の課題である。 

重量車に対応する代表的な代替燃料の燃料インフラ、

燃料量、車両の生産数、燃料単体および WtT の CO2排出

率について表 2(左)に示す。なお、各項目について記号を

用いて軽油との相対関係を記した。「燃料量」については

天然ガスと LPG の生産量が多い。その他の燃料の生産量

はごく僅かであるが、DME、GTL、水素などは天然ガス

やその他の燃料源から製造が可能であるため、燃料の多

様化としては有効である。「インフラ」についてはタクシ

ーでの利用が多い LPG が比較的多い（約 1900 箇所３））。

続いて天然ガスが多く（314 箇所４））これらの利用がセ

キュリティーに有効であるが絶対数は少ない。LPG イン

フラは大型車乗り入れ対応の必要箇所が多い。DME は

LPG と特性が似ているとされるが、実際は LPG インフ

ラをそのまま使用できない。GTL や BDF は軽油との混

合を前提とすれば現状の軽油インフラが利用できる。 

 

このように代替燃料に関して、多様化はこれまでにも

報告があったように技術的問題はおおむねクリアされて

きている。一方で、生産量と供給設備数としてのセキュ

リティー向上の取り組みが引き続き必要である。近々の

情勢としてはシェールガス革命の動向を鑑みると天然ガ

スの利用がキュリティーとして効果的であると考える。 

3.2. 総合効率 

代替燃料車の導入により排出ガスやセキュリティーの

向上が技術的に行えることは記したとおりである。しか

しながら、図 4 で示したように WtW で CO2排出量が軽

油に対して増加する燃料を使用すると、セキュリティー

は向上できても低 CO2 化にはならない。この値は 2007

年作成であるため、最新の技術動向を踏まえて算出され

た 2011 年の WtW 値５）を表 2(右)に示す。バイオマス由

来のBDFはWtWでCO2排出を大幅に減らすことが可能

である。水素も CO2 排出を大幅に低減可能であるが、

WtTで示されるように燃料製造過程を上手に選択する必

要がある。これら BDF と水素は生産量やインフラの改善

によりセキュリティー向上と低CO2化の両立が可能であ

る。天然ガスもバイオマスや水素に次いで CO2排出低減

に有効であり、供給量としてはセキュリティーへの有効

性が高く前項で記したようにインフラの改善によって低

CO2化との両立が可能である。DME や GTL は製造過程

においてエネルギーを多く消費しCO2排出が軽油よりも

増加する結果となることから、製造技術の改善またはバ

イオマスからの生成によりセキュリティーの向上と低

CO2 化の両立が可能である。また、エネルギー消費が多

いことからコスト高になるためコスト低減に向けた取り

組みが必要である。なお、水素はエネルギー密度を考え

ると燃料電池の利用が想定されるがトラックでの実用化

はまだ遠いとされる。 

ｲﾝﾌﾗ 量

◎ ◎ ◎ ● 72.3 1.00 ○ 8.7 1.00 ● 132.0 1.00 ● 1.84 1.00

▲ △ ▲ △ 66.3 0.92 △ 17.4 2.00 △ 136.4 1.03 ▲ 2.46 1.34

▲ ▲ (軽油車） ● 70.7 0.98 △ 20.8 2.39 ▲ 149.1 1.13 ▲ 2.71 1.47

パ ▲ ▲ ◎ -66.8 -7.68 ◎ 15.4 0.12 ○ 1.80 0.98 パ

廃食 △ △ ◎ -74.3 -8.54 ◎ 3.1 0.02 ○ 1.68 0.91 廃食

CNG ● ○ ○ CNG

LNG ▲ ○ ▲ LNG

○ ● ● △ 66.1 0.91 ● 11.2 1.29 ● 130.6 0.99 △ 1.93 1.05

天 ▲ 108.4 12.46 ○ 79.1 0.60 ◎ 1.38 0.75 天

太 △ 19.3 2.22 ◎ 14.0 0.11 ◎ 1.15 0.62 太

BDF

11.3

LPG

水素

天然
ガス

●

◎ 0

56.4○

▲ ▲ ▲

76.2▲

GTL

DME

軽油

燃料
燃料

0.00

0.78

1.05

1.30

g-CO2/MJ-fue l

燃料単体CO2排出率

と軽油との比

g-CO2/MJ

Well-To-Tankと
軽油との比

MJ/MJ-fue l

燃料
生産
台数

(軽油車）

g-CO2/km

Well-To-Wheelと軽油との比
（1500cc乗用車JC08モード）

1.102.03△0.87114.4○

LPG

水素

天然
ガス

BDF

軽油

DME

GTL

Table.2 各種代替燃料の特性比較
パ：パーム油，廃食：廃食油，天：天然ガス改質，太：太陽光水電解，相対比較：▲→△→●→○→◎ 良 
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2007 年の報告では、これまでの技術の実用化と普及促

進を主とした新プロジェクトの中間報告と共に、代替燃

料について導入分野やどういった使われ方となるかを記

している。普及に関する記述では、CO2 低減を課題とし

たときに、「短中期的に石油系燃料の一部を CO2 排出量

のより少ない特性を有する非石油系燃料により代替しつ

つ、長期的には「再生可能エネルギー」への転換を進め、

「自然と調和した持続可能な社会」を形成していく必要が

ある」とした概念を説明したうえで、各種燃料の特徴と

技術的課題および研究の方向性と今後の展開について記

し、いずれの燃料種についても引き続き発展してくため

の方法を示した。 

また、この年は CO2排出削減を主体に記述が進められ

ており、日本における一次エネルギー消費量シナリオ（図
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のシナリオを例として各種燃料の割合が示されている。
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える。さらに、プロジェクト報告まとめにおいて、地球

温暖化対策に関して気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）の最新報告があったことを記し、これまでに主

として進めてきた低排出ガス技術の進展と共に燃費改善

（CO2低減）が重要課題であると記した。 

2009 年の報告では、技術的な報告はなく図 3 に示すよ

うなエネルギー源と燃料および動力システムの関係を示

し、CO2 排出をほぼセロとするための代替燃料の導入分

野について、大型車両に限らず走行距離などの車両の特

徴、排出ガスなどのエンジンの特徴を踏まえ具体的に記

している。また、代替エネルギーとしては天然ガスやバ

イオマスからの改質で得られる燃料種が多種ありこれら

を利用するときに排出されるCO2および消費エネルギー

を比較して低炭素化に対する有効性を記した（図 4）。 

2010 年の報告では、2009 年の報告内容にプラスして代

替燃料の環境性能の実験データを用いて熱効率、PM 排

出、CO2排出の相対的な関係を示し（図 5）、代替燃料自

動車をどういった用途で使用すべきか将来に向けた提案

を行っている。 

本研究所でのこれまでの報告では排出ガスやCO2に関

する課題の提起に始まり、その対策技術の開発状況や評

価の報告、さらに車両特性から実際にどういった分野（用

途）で使用すべきかの考察、製造から使用までの効率の

比較検討など、低炭素社会へ向けた方向性の提案を行っ

てきた。こうした技術動向の見通しは記述してきたが、

実際の普及見通しの予測は難しい。 

Figure.4 GHG 排出量と全エネルギー消費効率２）

（2009年報告資料より） 
Figure.2 日本における CO2排出 70%削減を

可能とするエネルギー構成例１）（2007年報告資料より） 

Figure.3 エネルギー資源と自動車用燃料および動力
システム（2009年報告資料より：当研究所員が独自に作成） 

Figure.5 新燃料自動車の適用範囲
（2010年報告資料より：当研究所員が独自に作成） 
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CO2化との両立が可能である。DME や GTL は製造過程
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組みが必要である。なお、水素はエネルギー密度を考え
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４．普及の現状と課題 

代替燃料を用いた次世代大型車の技術開発と実証評価

が 2010 年頃までに一段落し、これまで完了している車種

も含め現在これら次世代車両は普及段階にあると考えら

れる。2009 年時点における次世代トラックの保有台数４）

６）を図 6 に示す。なお、京都市などで BDF を用いた実

証試験が実施されているトラックやバスが 229 台ある

８）、このほか DME 車など実証評価段階の車両もあるが

含めていない。EV 車、ハイブリッド車を除く代替燃料

車はおよそ 5 万台ある。2009 年時の全国の自家用及び営

業用貨物自動車の保有台数が約 236 万台７）であることか

ら 2009 年の普及率は約 2%であり、4 年後の 2013 年時点

においても大幅に増加しているようには感じない。 

代替燃料次世代トラックの普及が低迷している理由と

して、既述内容を含め以下の要因が考えられる。 

燃料供給量が少ない、燃料が高い、インフラが少ない、

航続距離が短い、燃費が悪い、車両価格が高い、である。 

これらの要因により製造者、購入者が普及に対して消

極的になっているものと思われる。「燃料供給量」や「燃

料価格」については天然ガスや LPG は比較的安価である

が BDF は技術進歩や輸入量増加などにより生産コスト

の低減が課題である。このうち天然ガスは非在来型とさ

れていたシェールガスが増産されることからその影響が

期待される。「インフラ」については、天然ガスや水素ス

タンドを既存ガソリンスタンドとの併設が行いやすくす

るなど規制緩和による建設コスト低減が課題である。「航

続距離」については都市間輸送の車種で燃料タンクの増

設で対応しているがコスト増加が課題である。ただし、

CNG は技術的改良を含め LNG 化すると同一容積で長距

離化が可能である。「燃費」について、天然ガスエンジン

の熱効率改善技術が向上していることからそうした技術

への移行が課題である。「車両価格」については、乗用車

ほどに生産台数が多くないためコスト削減が難しいとい

う問題や、CNG タンクは海外の基準を用いると価格を抑

制できるなどインフラ同様に技術基準の規制緩和が課題

である。一方、規制緩和とは逆に排出ガス規制のように

代替燃料の部分的導入を定めるなどセキュリティー向上

に向けた量的規定も必要である。規制緩和についてはい

くつかの機関で検討を始めており、安全を維持しながら

の普及促進が期待される。このほか国や各協会などでは

補助金の助成により普及を促しており、既述した規制緩

和と並んで普及促進が期待される。 

 
５．まとめ 

代替燃料を用いた次世代大型車両の普及低迷の要因と

これを踏まえた大型車両に関する技術研究の方向性につ

いて調査を行ない普及に対する課題をまとめ今後の方向

性について検討した。 

(1) 国主導のプロジェクト等により代替燃料を用いたエ

ンジン技術は概ね完成している。今後はさらなる熱効

率向上技術の開発やコスト削減の取り組みと助成によ

り、導入者に対して購入意欲が湧く提案が必要である。 

(2) 規制緩和や助成などにより、製造者に対して製造意

欲が湧く提案が必要である。 

(3) 代替燃料増加のため、量的規定の検討が必要である。 

(4) 現状の技術レベルとセキュリティー向上および大幅

な CO2抑制のバランスを考え、短期的・中長期的に多

様な代替燃料および代替燃料車両の導入促進計画が必

要である。現在の技術レベルとして、短期的には天然

ガスが効果的と考え、数十年先の中長期では技術向上

によりバイオマス（BDF、GTL、DME など）や水素（EV、

燃料電池）による燃料の多様化が有効であると考える。 

 

参 考 文 献 

(1) 2050日本低炭素社会シナリオ-温室効果ガス70％削減

可能性検討-，P.6，2007 年 2 月，環境省 
(2) Well-tolWheels analysis of future automotive fuels and 

powertrains in the European context, JEC WTW study 
version 2c 03/2007, EUCAR/JRC/CONCAWE 

(3) 日本 LP ガス協会ホームページ， http://www.  

j-lpgas.gr.jp/kiki/unyu.html 
(4) 日 本 ガ ス 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ ， http:// 

www.gas.or.jp/ngvj/spread/ jpn_spread.html 
(5) 総合効率と GHG 排出の分析報告書，2011，日本自動

車研究所 
(6)LP ガス自動車普及促進協議会ホームページ，

http://www.lpgcar.jp/guide/mumber.html 
(7)自動車保有台数, 2009, 自動車検査登録情報協会 
(8)京都市ホームページ，http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo 

/page/0000000008.html 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000

LPG CNG Hybrid EV Methanol

（台） 乗用貨物含む

Figure.6 次世代トラック保有台数（資料 4）6)を元に作成）
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１．はじめに 
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は、従来の

内燃機関自動車に対して高い環境性能（例えば低排出

ガスや省エネルギーなど）を有する自動車として注目

されてきた。これらの自動車には制動時に走行エネ

ルギーを電力として回生し、次の走行に利用すること

で燃料や電力の消費を抑える技術が用いられてい

る。燃料や電力の使用量が減れば CO2排出量の削減に

つながる。 

適度な加減速の頻度がある市街地走行では回生に

よる省エネルギーの効果が高まるが、速度の変化が

少ない高速道路などでは回生の頻度が低下し十分な

効果が得られなくなる可能性がある。結果として CO2

排出量は交通状況に強く影響を受けると考えられる。

そこで EV と HEV を、都市内と郊外を模擬した 2つの

車速パターンで走行させ、車速パターンが CO2排出量

に与える影響を実験的に調査するとともに、走行状態

を反映したCO2排出量評価の方法について検討する。 

２．CO2排出量への走行状況の反映方法 

都市内の走行を想定した車速のパターンと郊外の

走行を想定した車速のパターンの 2 条件で、CO2排出

量にどの程度の差が生じるかを調査した。具体的な

方法として、JC08 (1)の低速部分と高速部分を切り出

して作成した 2 つのパターン（都市内走行模擬：図

1、郊外走行模擬：図 2）で実車を走行させて、CO2排

出量を比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 都市内走行模擬パターン 

 

 
 
 
 
 

図2 郊外走行模擬パターン 

３．実験方法 
実験には市販のHEVと EVを用いた（図3）。実験車

はシャシーダイナモメータに設置され、HEVについて

は一定速走行で暖機を行った後、図1及び図2の走行

模擬パターンで車両を駆動し、テールパイプからの

排出ガスを計測した。EV でも条件を揃えるため一定

速走行した後、同じ走行模擬パターンで車両を駆動

し、駆動用バッテリ電力を計測した。EV では駆動用

バッテリが出力した電力量と発電に関する CO2排出係

数0.55kg/kWh(2)によりCO2排出量を算出した。(なお、

この調査では充電時の電力損失等は考慮されない） 
実験車(HEV)仕様 
車両重量 1410kg 

総排気量又は 
定格出力 

1.79L 

定員 5名 
 

実験車(EV)仕様 
車両重量 1520kg 

総排気量又は 
定格出力 

80kW 

定員 5名 

図 3 実験車両の仕様 

４．結果 
図1及び図2に示したそれぞれの走行模擬パターン

でHEVおよびEV実験車を試験した結果、1kmあたりの

CO2排出量は表 1に示す通りとなった。EVと比較して

HEV では、走行模擬パターンに対する CO2排出量の変

化が顕著となった。このような違いについて検討す

るため、走行模擬パターン別に両車両での車速と CO2

排出量の変化を比較した（図4、図5）。なおEVでは

駆動用バッテリ電力を基に算出したため、電力回生が
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生じる箇所で、見かけ上CO2排出量が減っている。 

表1 各走行模擬パターンでのCO2排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 都市内走行模擬パターンでのCO2排出量変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 郊外走行模擬パターンでのCO2排出量変化 

今回の調査では EV の充電による損失は考慮されて

いないため、両車両での絶対値は議論せず CO2排出量

変化の傾向を比較する。図4の都市内走行模擬パター

ンでは両車両で大差が見られないが、図5の高速域で

比較すると、HEV における CO2排出量の増加度合いが

EV に対して大きくなることが分かった。今回の HEV

実験車の駆動方式ではエンジンの動力が車軸に出力

されており、高速域の加速でエンジンが作動していた

ためCO2排出量の増加につながったと考えられる。 

５．考察 
ここではCO2排出量が走行パターンにより強く影響

を受けたHEVについて、地域的な台数分布を考慮して

CO2排出量を求めるケーススタディを行った。このケ

ーススタディではHEVの台数分布として都道府県別

HEVの補助金申請件数(3)（図 6）を参考にして、都市

内と郊外の台数比を求めた。福岡県及びそれより人口

密度の高い都府県を都市内とし、その他を郊外として

都市内と郊外の台数比を求め、表1の結果に対し重み

付けをしてCO2排出量を計算した（表2）。参考として

今回のHEV実験車で実測したJC08の走行パターンでの

CO2排出量は73.7g/kmであり、この値よりも低い結果

となった。これは補助金申請件数で見た都市内の比率

は郊外より低いものの全体の40％を占めており、CO2

排出量が60.5g/kmと低かった都市内走行の状況が反

映されたためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 台数分布を考慮したHEVの CO2排出量 

６．まとめ 
都市内と郊外を想定した2つの車速パターンでHEV

およびEVのCO2排出量を実験的に比較した。今回のケ

ースではHEVの CO2排出量はEVと比較して走行パタ

ーンに対する感度が大きいことが示され、HEVでは交

通状況に影響を受けやすいことが予想された。HEVに

は他にシリーズハイブリッドなど異なる方式があり、

走行状況に対するCO2排出量の感度は方式によっても

変化すると考えられる。CO2排出量に関しては、車両

の特性と、今回のような交通特性を考慮した評価手法

が議論されるべきであると考える。 

参考文献 
(1) TRIAS 5－9－2009  軽・中量車燃料消費率試験方

法（JC08モード燃料消費率等試験方法） 

(2) 環境省：電気事業者別のCO2排出係数（2011年度） 

(3) 次世代自動車振興センター: 都道府県別補助金

交付状況（ハイブリッド自動車） 

(4) 総務省：平成22年国勢調査人口等基本集計結果 
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 バイオ水素製造過程の生成ガスを燃料とする 

水素内燃エンジン搭載ハイブリッドトラックの検討 
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１．まえがき 

現在、燃料電池自動車（FCV）は、2015 年の実車販

売を目指して車両開発、水素スタンドの整備等が進

められている。FCV用燃料の課題としては、燃料電池

が水素燃料中の微量のCO、H2S、NH3等の不純物により

劣化するため不純物除去が必要であること、この水素

高純度化工程で使用されるエネルギーにより CO2排出

量が増加して使用過程での CO2排出量の削減効果が低

下することが挙げられる。また、バイオ水素燃料はカ

ーボンニュートラルの特性により、CO2 排出抑止効果

を有するが、製造時のガス中に多くの不純物が含まれ

るため、水素高純度化工程で使用されるエネルギー量

が増加して、CO2排出抑止効果を減じる可能性がある。

本研究では、水素を燃料とする内燃エンジンが燃料

電池とは異なり高純度の水素を必要としないことに

着目し、CO、CH4 等を含むバイオ水素製造過程の生成

ガスを燃料とする内燃エンジンを搭載したハイブリ

ッドトラックを対象に、机上検討およびエンジンベン

チ試験を行った。燃料製造過程から車両走行過程

（Well to Wheel）までのCO2削減効果、排出ガス性能、

エンジン出力性能について調査および分析を行い、

水素燃料車としてのポテンシャルを探った。 

２．研究方法 

本研究は、以下に示す共同研究および共同試験の

成果をまとめたものである。先ず、東京理科大学と

の共同研究により、木質バイオマスのガス化プロセ

スによる水素製造に関して、実証プラント（ブルータ

ワーガス化プラント）による運転データ（１）を基に、

Well to TankでのCO2削減量等を検討した。次に、東

京都市大学と共同で行った水素内燃エンジンベンチ

試験によって、バイオ水素を内燃自動車用燃料とし

たときに、燃料組成がエンジン出力や排出ガス性能

に及ぼす影響を調査した。Well to Wheel での CO2削

減効果の推計には、東京都市大学が開発した水素内

燃エンジン搭載ハイブリッドトラックによる横浜市

内走行試験データから算出された実用走行燃費値を

用いた。 

３．考察 

３．１．FCV 用水素燃料規格と燃料製造過程での CO2

排出量 

 FCV 用の燃料仕様は、2012 年 12 月に国際規格

ISO14687-2 の発効により、国際標準化された。表 1

に、その FCV 用水素燃料規格の抜粋を示す。同表よ

り、要求される水素の純度は 99.97%と極めて高く、

不純物の CO と S については、それぞれ 0.2ppm、

0.004ppmが要求され、高純度の水素精製においては、

不純物除去触媒の交換頻度の増加や運用エネルギー

の増加により、間接あるいは直接的に投入エネルギー

の増加が懸念される。次に、上記仕様のバイオ水素

を製造するときに排出される CO2量を、図 1に示す。
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図１．水素製造過程でのCO2排出量（１）､（２）

仕様
ISO-14687-2

2012年
Grade D

純度 (%) 99.97
全炭化水素 (ppm) 2

H2O （ppm） 5
O2 （ppm） 5
He （ppm） 300
Ar,N2 (ppm) 100
CO2 (ppm) 2
CO (ppm) 0.2
S (ppm) 0 .004

NH3 (ppm) 0.1

表１．燃料電池用水素燃料規格（ISO14687-2)の抜粋
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生じる箇所で、見かけ上CO2排出量が減っている。 
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図 4 都市内走行模擬パターンでのCO2排出量変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 郊外走行模擬パターンでのCO2排出量変化 

今回の調査では EV の充電による損失は考慮されて
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り、要求される水素の純度は 99.97%と極めて高く、

不純物の CO と S については、それぞれ 0.2ppm、

0.004ppmが要求され、高純度の水素精製においては、

不純物除去触媒の交換頻度の増加や運用エネルギー

の増加により、間接あるいは直接的に投入エネルギー
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仕様
ISO-14687-2
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全炭化水素 (ppm) 2
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Ar,N2 (ppm) 100
CO2 (ppm) 2
CO (ppm) 0.2
S (ppm) 0 .004

NH3 (ppm) 0.1

表１．燃料電池用水素燃料規格（ISO14687-2)の抜粋
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木質バイオ由来のminとmaxは、原料の輸送距離およ

び含水率に幅を持たせて最小値と最大値を評価した

結果（１）である。現在、水素製造の主力パスである都

市ガス改質も文献により値が異なるため（２）幅を持た

せて示した。同図より、水素製造においては、軽油

精製に比べて多くのCO2が排出されることがわかる。 

３．２．バイオ水素製造過程の生成ガスを燃料とす

る水素内燃自動車の可能性 

図２に、木質バイオマス水素製造の各工程におけ

る CO2 排出量内訳を示す。ここでは、プラントから

50km 圏内で原料を確保できるとし、原料輸送距離を

5kmと 50kmに仮定した。同図より、原料の輸送に係る

CO2 排出が製造時の排出に大きく影響することがわか

る。また、プラントの運転に必要となる「所内動力」

の占める割合が大きいことがわかる。この中には、

生成ガス中の不純物を取り除いて水素を高純度化す

るPSA（圧力スイング吸着）工程が含まれ、この工程

が「所内動力」でのCO2排出の大半を占める。そこで、

水素内燃エンジンが CH4等を含むバイオ水素燃料を使

用できれば、PSA 工程を簡略化して CO2排出量を抑制

できる可能性がある。 

図３に、バイオ水素中の主要不純物である CH4 を

10%混合調整した H2-CH4混合燃料を、ハイブリッドト

ラック用の吸気管噴射水素内燃エンジン（排気量4L、

4気筒過給ディーゼルエンジンを改造）に用いて、エ

ンジン出力の変化を調べた結果を示す。同図より、

CH410%混合燃料は、H2100%燃料と同等の低 NOx 濃度を

保った上で、H2100%燃料使用時よりも概ね高い出力

が得られることがわかる。このように、バイオ水素

製造過程の生成ガスが、水素内燃エンジン用の燃料

として有効である可能性があることから、バイオ水

素製造過程の「所内動力」を削減して製造した不純物

を含む燃料を、水素内燃エンジン搭載ハイブリッド

トラック（水素内燃HV）に用いた場合の1km走行当た

りの CO2 排出量を試算した。その結果を、図４に示

す。「所内動力」の削減を進めることにより、CO2 排

出量が低減し、特にバイオ燃料製造エネルギーが最

小で「所内動力」を75%削減した場合（この条件で発

電機用エンジンの作動確認済み）、軽油ディーゼルハ

イブリッドトラック（カタログ燃費を使用）と比べて

も半分以下の排出量となっていることがわかる。 

４．まとめ 

バイオ水素製造過程において、高純度化工程（PSA

工程）での CO2排出量が大きいことから、PSA 工程を

削減して製造した生成ガスを水素内燃エンジンで活

用することを提案した。水素内燃エンジンベンチ試

験の結果から、CH410%混合燃料は、H2100%燃料と同等

の低NOx濃度を保った上で、H2100%燃料使用時よりも

概ね高い出力が得られることがわかり、燃料製造過

程の CO2削減とエンジン性能向上の可能性を示すこと

ができた。 
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１．はじめに 

再生可能エネルギーの導入量拡大は、地球温暖化対

策として必須であることはいうまでもない。運輸部門

において再生可能エネルギーの導入量を拡大するた

めには、非食用系の植物油や廃食用油を原料とした従

来のバイオディーゼル燃料のみならず、木質系等のバ

イオマスを原料とした燃料を導入する必要がある。 
 このような背景から、(独)交通安全環境研究所と

(株)マイクロ・エナジーは環境省が実施する地球温暖

化対策技術開発・実証研究事業に採択され、平成 24
年度から 3 ヵ年計画で「草木質・廃棄物等系バイオマ

スの燃料化による汎用燃料利用技術の開発」を開始し

た。本プロジェクトでは、主に木質バイオマスを原料

として炭化、ガス化を経て FT(Fischer-Tropsh)合成によ

り炭化水素燃料(BTL: Biomass to Liquid)を製造する技

術を開発しており、この中で当研究所は製造した燃料

の車両適用性(排出ガス・燃費)の評価および原料回収

および燃料製造工程を含めたライフサイクルアセス

メント(LCA)を実施している。本報では、平成 24 年度

に木質バイオマスを原料とする BTL の最新車両に対

して国内初で実施した適用性評価を中心に、その成果

を報告する。 
 

２．BTL製造プロセスの概要 
 図 1 に、本プロジェクトにおける BTL 製造プロセ

スの概略を示す。BTL に限らず、GTL(Gas to Liquid)
および CTL(Coal to Liquid)においても式(1)に示す FT
反応により炭化水素燃料を合成している。 
 
式(1)より、水素(H2)と一酸化炭素(CO)を適正な比率で

反応させる必要があり、バイオマスからこれらを得る

ためには、以下の化学反応式(2)に示すガス化反応によ

り水素(H2)と一酸化炭素(CO)を得なければならない。 
 
以上がガス化および FT 合成の基本であるが、原料

がバイオマスの場合は多量の水分を含んでいるため

(生木で水分率 50%以上、破砕後のチップで 30～60%
程度)、原料中の水分を除去することで安定した水素

(H2)と一酸化炭素(CO)を得ることを狙いとしている。

本プロジェクトにおいては、あらゆる草木質系のバイ

オマスを安定してガス化させるため、バイオマスの破

砕、乾燥行程の後に炭化行程を導入することで、90%
以上の炭素割合を有する炭化バイオマスを得ること

を特徴としている。 
 
 
 
 
 
 

３．燃料性状分析結果 
燃料製造試験にて得られた2種のサンプル燃料につ

いて性状分析を実施した。表 1 に結果を示す。BTL_A
および BTL_B の原料はそれぞれ竹および木であり、

原料のみならず製造条件も変えている。両燃料とも密

度、硫黄分、セタン指数、流動点、目詰まり点、10% 
 
 

試験項目 BTL_A BTL_B 2 号軽油 
JIS 規格 

密度@15℃ [g/cm3] 0.7785 0.7973 0.86 以下 
動粘度@30℃ [mm2/S] 2.281 3.180 2.5 以上 

引火点 [℃] <2.0 <2.0 50 以上 
硫黄分 [massppm] <1 <1 10 以下 

セタン価 69.5 65.7 － 
セタン指数 77.0 77.0 45 以上 
流動点 [℃] -12.5 -10.0 -7.5 以下 

目詰まり点 [℃] -15 -16 -5 以下 
10%残留炭素分 <0.01 <0.01 0.1 以下 

初留点 73.0 72.0 － 
10%留点 136.5 142.0 － 
50%留点 264.0 299.5 － 
90%留点 324.0 330.0 350 以下 

蒸留性状 
[℃] 

終点 349.5 353.5 － 
炭素分 85.0 85.5 － 
水素分 14.8 14.5 － 

CHO 分析

[mass%] 
酸素分 0.2 <0.1 － 

低位発熱量 [kJ/kg] 43,500 43,270 － 

図 1 BTL 製造プロセスの概略

OnHHCnCOHn nn 2222)12(   (1)

COHOHC  22 (2)

表 1 BTL の燃料性状分析結果 
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木質バイオ由来のminとmaxは、原料の輸送距離およ

び含水率に幅を持たせて最小値と最大値を評価した

結果（１）である。現在、水素製造の主力パスである都

市ガス改質も文献により値が異なるため（２）幅を持た

せて示した。同図より、水素製造においては、軽油

精製に比べて多くのCO2が排出されることがわかる。 

３．２．バイオ水素製造過程の生成ガスを燃料とす

る水素内燃自動車の可能性 

図２に、木質バイオマス水素製造の各工程におけ

る CO2 排出量内訳を示す。ここでは、プラントから

50km 圏内で原料を確保できるとし、原料輸送距離を

5kmと 50kmに仮定した。同図より、原料の輸送に係る

CO2 排出が製造時の排出に大きく影響することがわか

る。また、プラントの運転に必要となる「所内動力」

の占める割合が大きいことがわかる。この中には、

生成ガス中の不純物を取り除いて水素を高純度化す

るPSA（圧力スイング吸着）工程が含まれ、この工程

が「所内動力」でのCO2排出の大半を占める。そこで、

水素内燃エンジンが CH4等を含むバイオ水素燃料を使

用できれば、PSA 工程を簡略化して CO2排出量を抑制

できる可能性がある。 

図３に、バイオ水素中の主要不純物である CH4 を

10%混合調整した H2-CH4混合燃料を、ハイブリッドト

ラック用の吸気管噴射水素内燃エンジン（排気量4L、

4気筒過給ディーゼルエンジンを改造）に用いて、エ

ンジン出力の変化を調べた結果を示す。同図より、

CH410%混合燃料は、H2100%燃料と同等の低 NOx 濃度を

保った上で、H2100%燃料使用時よりも概ね高い出力

が得られることがわかる。このように、バイオ水素

製造過程の生成ガスが、水素内燃エンジン用の燃料

として有効である可能性があることから、バイオ水

素製造過程の「所内動力」を削減して製造した不純物

を含む燃料を、水素内燃エンジン搭載ハイブリッド

トラック（水素内燃HV）に用いた場合の1km走行当た

りの CO2 排出量を試算した。その結果を、図４に示

す。「所内動力」の削減を進めることにより、CO2 排

出量が低減し、特にバイオ燃料製造エネルギーが最

小で「所内動力」を75%削減した場合（この条件で発

電機用エンジンの作動確認済み）、軽油ディーゼルハ

イブリッドトラック（カタログ燃費を使用）と比べて

も半分以下の排出量となっていることがわかる。 

４．まとめ 

バイオ水素製造過程において、高純度化工程（PSA

工程）での CO2排出量が大きいことから、PSA 工程を

削減して製造した生成ガスを水素内燃エンジンで活

用することを提案した。水素内燃エンジンベンチ試

験の結果から、CH410%混合燃料は、H2100%燃料と同等

の低NOx濃度を保った上で、H2100%燃料使用時よりも

概ね高い出力が得られることがわかり、燃料製造過

程の CO2削減とエンジン性能向上の可能性を示すこと

ができた。 
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１．はじめに 

再生可能エネルギーの導入量拡大は、地球温暖化対

策として必須であることはいうまでもない。運輸部門

において再生可能エネルギーの導入量を拡大するた

めには、非食用系の植物油や廃食用油を原料とした従

来のバイオディーゼル燃料のみならず、木質系等のバ

イオマスを原料とした燃料を導入する必要がある。 
 このような背景から、(独)交通安全環境研究所と
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スの燃料化による汎用燃料利用技術の開発」を開始し

た。本プロジェクトでは、主に木質バイオマスを原料

として炭化、ガス化を経て FT(Fischer-Tropsh)合成によ

り炭化水素燃料(BTL: Biomass to Liquid)を製造する技

術を開発しており、この中で当研究所は製造した燃料

の車両適用性(排出ガス・燃費)の評価および原料回収

および燃料製造工程を含めたライフサイクルアセス

メント(LCA)を実施している。本報では、平成 24 年度

に木質バイオマスを原料とする BTL の最新車両に対

して国内初で実施した適用性評価を中心に、その成果

を報告する。 
 

２．BTL製造プロセスの概要 
 図 1 に、本プロジェクトにおける BTL 製造プロセ

スの概略を示す。BTL に限らず、GTL(Gas to Liquid)
および CTL(Coal to Liquid)においても式(1)に示す FT
反応により炭化水素燃料を合成している。 
 
式(1)より、水素(H2)と一酸化炭素(CO)を適正な比率で

反応させる必要があり、バイオマスからこれらを得る

ためには、以下の化学反応式(2)に示すガス化反応によ

り水素(H2)と一酸化炭素(CO)を得なければならない。 
 
以上がガス化および FT 合成の基本であるが、原料

がバイオマスの場合は多量の水分を含んでいるため

(生木で水分率 50%以上、破砕後のチップで 30～60%
程度)、原料中の水分を除去することで安定した水素

(H2)と一酸化炭素(CO)を得ることを狙いとしている。

本プロジェクトにおいては、あらゆる草木質系のバイ

オマスを安定してガス化させるため、バイオマスの破

砕、乾燥行程の後に炭化行程を導入することで、90%
以上の炭素割合を有する炭化バイオマスを得ること

を特徴としている。 
 
 
 
 
 
 

３．燃料性状分析結果 
燃料製造試験にて得られた2種のサンプル燃料につ

いて性状分析を実施した。表 1 に結果を示す。BTL_A
および BTL_B の原料はそれぞれ竹および木であり、

原料のみならず製造条件も変えている。両燃料とも密

度、硫黄分、セタン指数、流動点、目詰まり点、10% 
 
 

試験項目 BTL_A BTL_B 2 号軽油 
JIS 規格 

密度@15℃ [g/cm3] 0.7785 0.7973 0.86 以下 
動粘度@30℃ [mm2/S] 2.281 3.180 2.5 以上 

引火点 [℃] <2.0 <2.0 50 以上 
硫黄分 [massppm] <1 <1 10 以下 

セタン価 69.5 65.7 － 
セタン指数 77.0 77.0 45 以上 
流動点 [℃] -12.5 -10.0 -7.5 以下 

目詰まり点 [℃] -15 -16 -5 以下 
10%残留炭素分 <0.01 <0.01 0.1 以下 

初留点 73.0 72.0 － 
10%留点 136.5 142.0 － 
50%留点 264.0 299.5 － 
90%留点 324.0 330.0 350 以下 

蒸留性状 
[℃] 

終点 349.5 353.5 － 
炭素分 85.0 85.5 － 
水素分 14.8 14.5 － 

CHO 分析

[mass%] 
酸素分 0.2 <0.1 － 

低位発熱量 [kJ/kg] 43,500 43,270 － 

図 1 BTL 製造プロセスの概略

OnHHCnCOHn nn 2222)12(   (1)

COHOHC  22 (2)
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残留炭素分、および蒸留性状(90%留出温度)について

2 号軽油の JIS 規格を満足することができた。BTL_B
については上記に加えて動粘度も 2 号軽油の JIS 規格

を満足できている。引火点については両 BTL で JIS
規格より大幅に低くかつ常温以下となっていること

から、引火点を高めるような燃料の製造が今後の課題

となる。 
 

４．車両適用性評価 
 前章で分析した燃料をディーゼル重量車に使用し

た際の排出ガスおよび燃費特性を、シャシダイナモ試

験により評価した。図 2 に試験の様子を、表 2 に試験

車両の諸元を示す。試験条件は半積載を仮定した JE05
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上実験により燃焼特性を評価することで明らかにす

る予定である。これにより、NOx の増加を伴わない燃

料を製造するための課題を抽出する。同時に、LCA
を実施することで、温室効果ガス排出量の削減ポテン
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１．はじめに 
 IEA (International Energy Agency：国際エネルギー機

関)によると 2009 年の FAME(Fatty Acid Methyl Ester：
脂肪酸メチルエステル)世界年間生産量は石油換算で

1 290 万 t であり、2005 年の 291 万 t に対して 4 年間

で 4 倍以上も生産量が増大している。つまり、ここ数

年で、欧米を中心に世界各国でバイオ燃料に対する関

心が著しく高まっている。 
交通安全環境研究所においてもこれまで、FAME を

中心としたバイオ燃料を重量車あるいはディーゼル

エンジンに適用した際の環境性能の評価および排出

ガス低減技術の検討を、継続的に実施してきた(1)。ま

た、排出ガスの評価については、エンジン台上試験お

よびシャシダイナモ試験のみならず、車載式排出ガス

計 測 シ ス テ ム ( 以 下 PEMS: Portable Emission 
Measurement System)を用いた実路走行試験によるリ

アルワールドでの評価技術を開発してきた。 
この評価技術を国際的なバイオ燃料研究に活用す

ることを一つの目的とし、交通安全環境研究所は 2009
年から IEA における AMF（Advanced Motor Fuels：自

動車用先進燃料）研究開発実施協定に参画し、国際共

同研究“Evaluation of Environmental Impact of Biodiesel 
Vehicle in Real Traffic Conditions”(実路走行条件におけ

る BDF 車両の環境負荷評価) を実施してきた。この

研究では、エンジン台上試験やシャシダイナモ試験で

示されたバイオ燃料の排出ガス特性(1)とリアルワール

ドにおける排出ガス特性との差異を明らかにし、ディ

ーゼル重量車に適用可能なバイオ燃料の方向性を検

討すること、また、得られた知見を国際的に共有する

ことを目的としている。 
本プロジェクトはフェーズ1 (2009～2011年)とフェ

ーズ 2 (2012～2014 年)に分れている。Phase 1 では新長

期排出ガス規制適合のディーゼル重量車を用いて

FAME および HVO (Hydrotreated Vegetable Oil：水素化

バイオ軽油)の実路走行排出ガス評価を実施するこ

と、Phase 2 ではポスト新長期排出ガス規制適合のデ

ィーゼル重量車を用いてFAMEおよびHVOに加えて

BTL(Biomass to Liquid)についても実路走行排出ガス

評価を実施することが主な内容である。なお、現在は

フェーズ 2 の実施期間中であり、フェーズ 1 の主な成

果については前報(2)にて既に報告した。 
本報では、フェーズ 2 で評価している、ポスト新長

期排出ガス規制適合のディーゼル重量車における

FAME および HVO の実路走行排出ガス特性を、軽油

運転時と比較した結果について報告する。 
 

２．実路走行排出ガス試験の方法 
２．１．試験車両および車載式排出ガス計測システム 

本研究で使用した試験車両の諸元を表 1 に示す。本

車両は最大積載量 3 t の貨物重量車であり、排気量    
3 L のディーゼルエンジンを改造せずに搭載してい

る。後処理装置には酸化触媒とディーゼルパティキュ

レートフィルタを備えている。 
 実路走行時における排出ガスの計測を実施するた

め、本試験車両の荷室内に PEMS を搭載した。システ

ムの概略を図 1 に示す。PEMS には堀場製作所製

OBS-2200 を使用し、CO、CO2、THC、NOx を計測可 
 
 

車両タイプ カーゴトラック 

車両重量 3 530 kg 

最大積載量 3 000 kg 

車両総重量 6 585 kg 

全長×全幅×全高 6 600 mm ×2 220 mm ×2 450 mm 

変速機 6MT 

エンジンタイプ 直列 4気筒ターボディーゼルエンジン 

排気量 3 L 

最高出力 110 kW / 2 800 rpm 

最大トルク 375 Nm / 1 400~2 800 rpm 

後処理装置 酸化触媒、DPF 

排出ガス規制適合 ポスト新長期排出ガス規制適合 

表 1 試験車両の諸元 
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 図3に得られた排出ガスおよび軽油換算燃費の結果
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果であるため問題ないが、NOx に関しては著しく増加

する結果となった。これは、燃料の引火点が低いこと

から、低沸点成分の炭化水素が多いことが原因である

ものと推察される。 
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以上の評価により、今回試作した BTL については

軽油と同等の燃費および NOx を除く排出ガス性能を

確保できることが示された。NOx が著しく増加した要

因について、本試験車両と同一のエンジンを用いた台

上実験により燃焼特性を評価することで明らかにす

る予定である。これにより、NOx の増加を伴わない燃

料を製造するための課題を抽出する。同時に、LCA
を実施することで、温室効果ガス排出量の削減ポテン
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１．はじめに 
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1 290 万 t であり、2005 年の 291 万 t に対して 4 年間

で 4 倍以上も生産量が増大している。つまり、ここ数

年で、欧米を中心に世界各国でバイオ燃料に対する関

心が著しく高まっている。 
交通安全環境研究所においてもこれまで、FAME を

中心としたバイオ燃料を重量車あるいはディーゼル

エンジンに適用した際の環境性能の評価および排出

ガス低減技術の検討を、継続的に実施してきた(1)。ま

た、排出ガスの評価については、エンジン台上試験お

よびシャシダイナモ試験のみならず、車載式排出ガス

計 測 シ ス テ ム ( 以 下 PEMS: Portable Emission 
Measurement System)を用いた実路走行試験によるリ

アルワールドでの評価技術を開発してきた。 
この評価技術を国際的なバイオ燃料研究に活用す

ることを一つの目的とし、交通安全環境研究所は 2009
年から IEA における AMF（Advanced Motor Fuels：自

動車用先進燃料）研究開発実施協定に参画し、国際共

同研究“Evaluation of Environmental Impact of Biodiesel 
Vehicle in Real Traffic Conditions”(実路走行条件におけ

る BDF 車両の環境負荷評価) を実施してきた。この

研究では、エンジン台上試験やシャシダイナモ試験で

示されたバイオ燃料の排出ガス特性(1)とリアルワール

ドにおける排出ガス特性との差異を明らかにし、ディ

ーゼル重量車に適用可能なバイオ燃料の方向性を検

討すること、また、得られた知見を国際的に共有する

ことを目的としている。 
本プロジェクトはフェーズ1 (2009～2011年)とフェ

ーズ 2 (2012～2014 年)に分れている。Phase 1 では新長

期排出ガス規制適合のディーゼル重量車を用いて

FAME および HVO (Hydrotreated Vegetable Oil：水素化

バイオ軽油)の実路走行排出ガス評価を実施するこ

と、Phase 2 ではポスト新長期排出ガス規制適合のデ

ィーゼル重量車を用いてFAMEおよびHVOに加えて

BTL(Biomass to Liquid)についても実路走行排出ガス

評価を実施することが主な内容である。なお、現在は

フェーズ 2 の実施期間中であり、フェーズ 1 の主な成

果については前報(2)にて既に報告した。 
本報では、フェーズ 2 で評価している、ポスト新長

期排出ガス規制適合のディーゼル重量車における

FAME および HVO の実路走行排出ガス特性を、軽油

運転時と比較した結果について報告する。 
 

２．実路走行排出ガス試験の方法 
２．１．試験車両および車載式排出ガス計測システム 

本研究で使用した試験車両の諸元を表 1 に示す。本

車両は最大積載量 3 t の貨物重量車であり、排気量    
3 L のディーゼルエンジンを改造せずに搭載してい

る。後処理装置には酸化触媒とディーゼルパティキュ

レートフィルタを備えている。 
 実路走行時における排出ガスの計測を実施するた

め、本試験車両の荷室内に PEMS を搭載した。システ

ムの概略を図 1 に示す。PEMS には堀場製作所製

OBS-2200 を使用し、CO、CO2、THC、NOx を計測可 
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能とした。排出ガス流量は排気管に取り付けたピトー

管により計測した。排出ガスをシャシダイナモ試験時

やエンジン台上試験時と同様に[g/kWh]の単位で評価

するためには、エンジンの単位仕事量あたりの排出ガ

ス重量を把握する必要があり、これには車両の走行抵

抗を算出し、エンジントルクおよび仕事量を見積もら

なければならない。このため、ECU からの車速、エ

ンジン回転数信号をデータロガーに取り込んでいる。

さらに、勾配抵抗を見積もるため、ジャイロセンサと

ハイトセンサにより道路勾配を計測した。 
 
２．２．供試燃料 
 試験に使用した軽油、FAME、HVO の性状を表 2
に示す。本研究で使用した FAME は廃食用油を原料と

して製造したものである。HVO は動植物油を原料と

して水素化、脱酸素、異性化処理により得られる炭化

水素燃料であり、密度が軽油と比べてわずかに低いも

のの、セタン価が十分に高く、軽油の代替となり得る

燃料である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃料種 軽油 FAME HVO 
密度@15℃ [g/cm3] 0.8295 0.8853 0.7798 

動粘度 [mm2/S] 
3.655 

(30 ℃) 
4.605 

(40 ℃) 
3.708 

(30 ℃) 
引火点 [℃] 68.0 176.0 91.0 

硫黄分 [massppm] 8 2 <1 
セタン価 54.6 55.3 85.8 

流動点 [℃] -22.5 -2.5 -15.0 
初留点 168.0 207.0 153.5 

10%留点 210.0 353.0 267.5 
50%留点 279.5 353.0 281.5 
90%留点 337.5 358.0 294.0 

蒸留性状 
[℃] 

終点 358.5 486.0 303.5 
炭素分 86.3 77.1 84.8 
水素分 13.7 12.1 15.1 

CHO 分析 
[mass%] 

酸素分 <0.1 10.8 <0.1 
低位発熱量 [kJ/kg] 43 170 37 340 44 110 

２．３．試験走行ルートおよび試験方法 
 図 2 に試験走行ルートを示す。本ルートは交通安全

環境研究所を発着点とする約 22 km のルートであり、

片側 2 車線以上の幹線路、中央線のない狭路、勾配路

等の様々な道路を含んでいる。 
 試験は軽油、FAME、HVO、軽油と FAME の混合燃

料(FAME 5%)、軽油と HVO の混合燃料(HVO 5%、7%、

20%、50%)について実施した。期間は主に 8 月～12
月の日中における様々な気温、湿度環境下にて実施

し、運転操作は、エコドライブ(ふんわりアクセル、

早めのシフトアップによるエンジン回転数 2000 rpm
以下の維持)を意識した場合と意識しない場合の様々

な加速条件下にて行った。 
 
２．４．エンジントルクの算出方法 

 エンジントルク Te は、車両にかかる走行抵抗を計

測し、以下の式を用いて見積もった。 
 
 
 
 
 
 
 
ここで、A：前面投影面積[m2]、g：重力加速度[m/s2]、
if：終減速機ギア比[-]、im：変速機ギア比、r：タイヤ
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３．実路走行排出ガス試験結果および考察 
３．１．実路走行排出ガス特性の把握 
 実路走行においては、試験日および試験場所により

気象条件が様々となる。また、道路の混雑状況および

信号によって、加減速のタイミングおよびその大小、

車速等が試験毎に異なってしまう。したがって、得ら

れた排出ガス計測結果は毎回条件が変化するため、評

価が困難である。そこで、燃料間での排出ガス特性を

比較する前に、軽油運転時における実路走行での排出

ガス特性のばらつきを把握した。なお、本報において

は各種排出ガス成分のうち、NOx のみに着目した。 
 図 3 に、軽油運転時における全 NOx 排出量の計測

結果を示す。同図より、試験日や運転操作によって、

得られる NOx 排出量のばらつきが大きいことがわか

る。このような試験日や運転操作の違いによる NOx
排出量への影響を把握し、適切に実路走行排出ガス試

験結果を評価するため、NOx に影響を及ぼす代表的な

因子を用いて重回帰分析を実施した。 
 まず、NOx 排出量に影響を及ぼすと思われる代表的

な説明変数を検討する。車両の走行に係る主な説明変

数として、車速、加速度、アクセル開度、エンジン回

転数、エンジントルク、気象条件に係る主な説明変数

として大気圧、大気温度、および湿度等が候補に挙げ

られる。重回帰分析を実施する際に説明変数同士に高

い相関があると多重共線性が生じてしまうため、以上

の候補から最も重量な説明変数のみを使用しなけれ

ばならない。ここでは、排出ガス特性はエンジンの挙

動のみで概ね説明できることを考え、車両の走行に係

る変数のうちエンジン回転数 Ne[rpm]およびエンジン

トルク Te[N·m]を使用した。また、NOx 排出量は湿度

の影響を大きく受けることが知られているため、環境

条件に係る変数については湿度のみを使用した。ただ

し、湿度については水蒸気分圧 Pw[kPa]の平均値 Pwと

し、Neおよび Teについては加速時のみの平均値 Ne、

Teを使用した。また、各説明変数による影響は必ずし 
 
 
 
 
 
 
 
 

も線形関係ではないことが予想されるため、各変数の

2 乗項も説明変数に加えた。 
 このように選定した変数を用いて、NOx 排出量の結

果を重回帰分析すると、以下の式(6)が得られる。 
 
 
 
 
 
 図 4 に、上記式から得られる NOx 排出量の予測値

と試験で得られた実測値との関係を示す。参考までに

説明変数に2乗項を含める場合と含めない場合の両方

で重回帰分析をした結果についても示した。同図よ

り、説明変数に 2 乗項を含めた場合において精度の高

い重回帰分析結果が得られていることがわかる。 
以上より、実路走行における NOx 排出量の変化は、

エンジン回転数、エンジントルク、および水蒸気分圧

といった因子の変化により概ね説明できることが示

された。以降、実路走行における NOx 排出特性につ

いては、エンジン回転数、エンジントルク、および水

蒸気分圧の試験毎の違いが NOx 排出量に及ぼす影響

を重回帰分析により把握した上で評価する。 
 
３．２．FAMEおよびHVOの排出ガス特性 
 FAME および HVO で実路走行排出ガス試験を実施

した際の NOx 排出量の計測結果について、前節と同

様に重回帰分析を実施した。ただし、ここでは燃料種

の違いによる NOx 排出量への影響を評価する必要が

あるため、前節で使用した説明変数に加えて、燃料性

状に係る説明変数を使用した。既報(1)より、NOx 排出

特性に影響を与える軽油代替燃料の性状因子として、

単位体積当たりの低位発熱量Hf [kJ/L]および燃料中の

H/C 比が挙げられる。したがって、ここではこれらを 
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能とした。排出ガス流量は排気管に取り付けたピトー

管により計測した。排出ガスをシャシダイナモ試験時

やエンジン台上試験時と同様に[g/kWh]の単位で評価

するためには、エンジンの単位仕事量あたりの排出ガ

ス重量を把握する必要があり、これには車両の走行抵

抗を算出し、エンジントルクおよび仕事量を見積もら

なければならない。このため、ECU からの車速、エ

ンジン回転数信号をデータロガーに取り込んでいる。

さらに、勾配抵抗を見積もるため、ジャイロセンサと

ハイトセンサによる道路勾配を計測した。 
 
２．２．供試燃料 
 試験に使用した軽油、FAME、HVO の性状を表 2
に示す。本研究で使用した FAME は廃食用油を原料と

して製造したものである。HVO は動植物油を原料と

して水素化、脱酸素、異性化処理により得られる炭化

水素燃料であり、密度が軽油と比べてわずかに低いも

のの、セタン価が十分に高く、軽油の代替となり得る

燃料である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃料種 軽油 FAME HVO 
密度@15℃ [g/cm3] 0.8295 0.8853 0.7798 

動粘度 [mm2/S] 
3.655 

(30 ℃) 
4.605 

(40 ℃) 
3.708 

(30 ℃) 
引火点 [℃] 68.0 176.0 91.0 

硫黄分 [massppm] 8 2 <1 
セタン価 54.6 55.3 85.8 

流動点 [℃] -22.5 -2.5 -15.0 
初留点 168.0 207.0 153.5 

10%留点 210.0 353.0 267.5 
50%留点 279.5 353.0 281.5 
90%留点 337.5 358.0 294.0 

蒸留性状 
[℃] 

終点 358.5 486.0 303.5 
炭素分 86.3 77.1 84.8 
水素分 13.7 12.1 15.1 

CHO 分析 
[mass%] 

酸素分 <0.1 10.8 <0.1 
低位発熱量 [kJ/kg] 43 170 37 340 44 110 

２．３．試験走行ルートおよび試験方法 
 図 2 に試験走行ルートを示す。本ルートは交通安全

環境研究所を発着点とする約 22 km のルートであり、

片側 2 車線以上の幹線路、中央線のない狭路、勾配路

等の様々な道路を含んでいる。 
 試験は軽油、FAME、HVO、軽油と FAME の混合燃

料(FAME 5%)、軽油と HVO の混合燃料(HVO 5%、7%、

20%、50%)について実施した。期間は主に 8 月～12
月の日中における様々な気温、湿度環境下にて実施

し、運転操作は、エコドライブ(ふんわりアクセル、

早めのシフトアップによるエンジン回転数 2000 rpm
以下の維持)を意識した場合と意識しない場合の様々

な加速条件下にて行った。 
 
２．４．エンジントルクの算出方法 

 エンジントルク Te は、車両にかかる走行抵抗を計

測し、以下の式を用いて見積もった。 
 
 
 
 
 
 
 
ここで、A：前面投影面積[m2]、g：重力加速度[m/s2]、
if：終減速機ギア比[-]、im：変速機ギア比、r：タイヤ

動的負荷半径[m]、m：車両重量[kg]、Ra：加速抵抗[N]、
Rl：空気抵抗[N]、Rr：転がり抵抗[N]、Rs：登坂抵抗[N]、
Te：エンジントルク[N·m]、V：車両速度[m/s]、：車

両加速度[m/s2]、m：回転部分相当重量[kg]、f：終減

速機伝達効率[-]、m：変速機伝達効率[-]、a：空気抵

抗係数[N/(m2·(m/s)2)]、r：転がり抵抗係数[N/kg]、：
道路勾配[deg.] 
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３．実路走行排出ガス試験結果および考察 
３．１．実路走行排出ガス特性の把握 
 実路走行においては、試験日および試験場所により

気象条件が様々となる。また、道路の混雑状況および

信号によって、加減速のタイミングおよびその大小、

車速等が試験毎に異なってしまう。したがって、得ら

れた排出ガス計測結果は毎回条件が変化するため、評

価が困難である。そこで、燃料間での排出ガス特性を

比較する前に、軽油運転時における実路走行での排出

ガス特性のばらつきを把握した。なお、本報において

は各種排出ガス成分のうち、NOx のみに着目した。 
 図 3 に、軽油運転時における全 NOx 排出量の計測

結果を示す。同図より、試験日や運転操作によって、

得られる NOx 排出量のばらつきが大きいことがわか

る。このような試験日や運転操作の違いによる NOx
排出量への影響を把握し、適切に実路走行排出ガス試

験結果を評価するため、NOx に影響を及ぼす代表的な

因子を用いて重回帰分析を実施した。 
 まず、NOx 排出量に影響を及ぼすと思われる代表的

な説明変数を検討する。車両の走行に係る主な説明変

数として、車速、加速度、アクセル開度、エンジン回

転数、エンジントルク、気象条件に係る主な説明変数

として大気圧、大気温度、および湿度等が候補に挙げ

られる。重回帰分析を実施する際に説明変数同士に高

い相関があると多重共線性が生じてしまうため、以上

の候補から最も重量な説明変数のみを使用しなけれ

ばならない。ここでは、排出ガス特性はエンジンの挙

動のみで概ね説明できることを考え、車両の走行に係

る変数のうちエンジン回転数 Ne[rpm]およびエンジン

トルク Te[N·m]を使用した。また、NOx 排出量は湿度

の影響を大きく受けることが知られているため、環境

条件に係る変数については湿度のみを使用した。ただ

し、湿度については水蒸気分圧 Pw[kPa]の平均値 Pwと

し、Neおよび Teについては加速時のみの平均値 Ne、

Teを使用した。また、各説明変数による影響は必ずし 
 
 
 
 
 
 
 
 

も線形関係ではないことが予想されるため、各変数の

2 乗項も説明変数に加えた。 
 このように選定した変数を用いて、NOx 排出量の結

果を重回帰分析すると、以下の式(6)が得られる。 
 
 
 
 
 
 図 4 に、上記式から得られる NOx 排出量の予測値

と試験で得られた実測値との関係を示す。参考までに

説明変数に2乗項を含める場合と含めない場合の両方

で重回帰分析をした結果についても示した。同図よ

り、説明変数に 2 乗項を含めた場合において精度の高

い重回帰分析結果が得られていることがわかる。 
以上より、実路走行における NOx 排出量の変化は、

エンジン回転数、エンジントルク、および水蒸気分圧

といった因子の変化により概ね説明できることが示

された。以降、実路走行における NOx 排出特性につ

いては、エンジン回転数、エンジントルク、および水

蒸気分圧の試験毎の違いが NOx 排出量に及ぼす影響

を重回帰分析により把握した上で評価する。 
 
３．２．FAMEおよびHVOの排出ガス特性 
 FAME および HVO で実路走行排出ガス試験を実施

した際の NOx 排出量の計測結果について、前節と同

様に重回帰分析を実施した。ただし、ここでは燃料種

の違いによる NOx 排出量への影響を評価する必要が

あるため、前節で使用した説明変数に加えて、燃料性

状に係る説明変数を使用した。既報(1)より、NOx 排出

特性に影響を与える軽油代替燃料の性状因子として、

単位体積当たりの低位発熱量Hf [kJ/L]および燃料中の

H/C 比が挙げられる。したがって、ここではこれらを 
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説明変数に加えた。 
 軽油、FAME、HVO での実路走行における全 80 デ

ータの NOx 排出量の結果を、以上に挙げた説明変数

を用いて重回帰分析を実施した。これにより得られた

予測式を式(7)に示す。 
 
 
 
 
 
 
 また、図 5 に上記式から得られる NOx 排出量の予

測値と試験で得られた実測値との関係を示す。図 4 に

示した軽油のみを燃料とした場合の結果と比較して

決定係数 R2 は低いが、それでもなお式(7)は精度よく

NOx 排出量を予測できている。したがって、重回帰分

析により得られた式(7)は実路走行時における NOx 排

出傾向を十分に捉えられていると判断できる。 
 式(7)を用いて、実路走行の代表的な条件として以下

の A～D を想定し、完全に同一の条件下を仮定して各

種燃料における NOx 排出量レベルを予測した。 
 A. 夏期、エコドライブを意識しない運転操作 

(Pw = 2.5 kPa、Ne = 1 650 rpm、Te = 150 Nm) 
 B. 夏期、エコドライブを意識した運転操作 

(Pw = 2.5 kPa、Ne = 1 350 rpm、Te = 130 Nm) 
 C. 冬期、エコドライブを意識しない運転操作 
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 D. 冬期、エコドライブを意識した運転操作 

(Pw = 0.5 kPa、Ne = 1 350 rpm、Te = 130 Nm) 
ただし、条件 A～D の Pw 、Ne 、および Teの値は、

各条件で図2に示す試験走行ルートを実際に走行した

際の平均的な値である。 
 図 6 に、条件 A～D において各種燃料で予測した

NOx 排出レベルを示す。この結果、FAME 100%にお

いては軽油運転時と比較して明らかな NOx 排出量の

増加が、HVO 100%においては軽油運転時とほぼ同等

の結果が示された。また、湿度の低い冬期の運転、あ

るいはエコドライブを意識しない運転において、ポス

ト新長期排出ガス規制値上限値 0.9 g/kWh を大幅に超

える NOx 排出レベルとなった。燃料間における NOx
排出量の差異については前報(1)で述べた要因が考えら

れ、燃料の体積あたりの発熱量の差異、理論空燃比の

差異、H/C 比の差異等によるものと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．おわりに 
 以上、実路走行排出ガス試験における NOx 排出特

性の評価手法を述べた上で、様々な気象条件および運

転操作において、軽油、FAME、および HVO を燃料

として実路走行を実施した際の NOx 排出特性の実態

を評価した。今後は、これらの燃料に加えて BTL に

ついても同様に評価を実施する。 
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１．まえがき 
ハイブリッド車及び電気自動車等は、低炭素社会を

進める上で、普及促進を図ることとされており、近年

急増傾向にあり、今後さらに増加が見込まれる。一方、

これらの自動車は、モーターのみで走行している時

は、構造的に従来のエンジン音及び排気系の音が発生

しないため、車両の接近に気付かず危険を感じるとの

意見が、視覚障害者団体やユーザー等から国土交通省

に寄せられた。そのため、国土交通省は平成 21 年 7
月に検討会を設置し、検討会の報告を基に平成 22 年

1 月に「ハイブリッド車等の静音性に関するガイドラ

イン」を公表した。このガイドラインでは、モーター

のみで低速走行しているときは音で車両の接近を知

らせることとしており、車両接近通報装置が満たすべ

き要件を示したものである。 
当該ガイドラインでは、規制内容等必要な検討を行

った上で、新車に可能な限り早期に車両接近通報装置

の義務づけをすることとしており、国土交通省では基

準化のための検討を行っているところである。 
２．車両接近通報装置の要件に関する検討 

車両接近通報装置の基準化については、国連欧州経

済 委 員 会 自 動 車 基 準 調 和 世 界 フ ォ ー ラ ム

（UN/ECE/WP29）に設置された gtr（世界統一基準）

のためのインフォーマル会議で議論されている。ここ

では、各国で行った調査結果や、人間の耳の聴覚特性

に関する報告 1)が行われ、それらを基に接近音の要件

について検討が行われている。 
一般に、正常な聴力を有する成人は、1kHz から

5kHz までの音に対しては感度が良い。従って、この

周波数帯域にある程度以上のレベルの音が存在すれ

ば、その音は認知されやすいと考えられる。一方、高

齢者は、2kHz 以上の音に対する聴力が低下すること

が分かっている。従って、聴力の低下の少ない 1kHz

以下の低い周波数帯域にもある程度以上のレベルの

音が存在すれば、高齢者にとってもその音は認知され

やすいと考えられる。 
また、接近音が認知できるかどうかについては、暗

騒音も影響する。図 1 に暗騒音の周波数特性のイメー

ジ図を示す。一般に暗騒音は 1kHz 前後のレベルが大

きい。接近音が認知されるためには暗騒音のレベルよ

りも卓越したレベルでなければならないため、暗騒音

のレベルが小さい周波数で音を出せば、必要以上に大

きな音を出す必要がなく、環境騒音の悪化を回避でき

ると考えられる。 
この考えに基づき、日本は、1/3 オクターブバンド

で、1.25kHz 以上と、800Hz 以下のそれぞれに、少

なくとも１つ卓越したバンドをもつという、2 バンド

のコンセプトをインフォーマル会議で主張しており、

このような音であれば、オーバーオールの音量（騒音

レベル）と、音が聞こえる距離（認知距離）は比例関

係にあるということを主張している。 
本報告では、接近音の音量を規定するために、2 バ

ンドの接近音のサンプルを試作し、オーバーオールの

騒音レベルと認知距離を調べることにより、日本が主

張している 2 バンドコンセプトの妥当性について検

証を行った結果を報告する。 

図 1 暗騒音と接近音の周波数特性のイメージ 
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３．2 バンドコンセプトの検証 
まず、2 バンドを有する接近音のサンプル音を作成

した。可聴域の周波数帯において、1.25kHz 以上と

800Hz 以下から、それぞれ一つの 1/3 オクターブバン

ドを選ぶとその組み合わせは 200 以上となる。そこ

で、今回は 1.25kHz 以上からは 2kHz と 5kHz の 2
つを、また、800Hz 以下からは 200Hz と 500Hz の 2
つを選び、その組み合わせとして、200Hz＋2kHz、
200Hz＋5kHz、800Hz＋2kHz、800Hz＋5kHz の 4
種類の接近音を作成した。選択した周波数のバンドは

国内の自動車メーカーが作成した既存の接近音を参

考にした。接近音の音量は、2 バンドのレベルがほぼ

同じレベルになるようにした上で、オーバーオールの

音量を 46dB(A)、52dB(A)、58dB(A)を目標に調節し

た。周波数が 4 種類､音量が 3 種類で、計 12 種類の接

近音を作成し、それぞれの認知性を評価した。 
電気自動車の先端に固定したスピーカから接近音

を発音し、10km/h で接近しているときの認知距離を

被験者実験により測定した。測定を行った場所は、日

本自動車研究所城里テストセンターのテストコース

で、暗騒音が 25dB 程度で、十分静かな場所であった。

被験者に提示する暗騒音の条件を統一するために、米

国運輸省のNHTSAにより公表されたNPRM（Notice 
of Rulemaking）で規定されている暗騒音をスピーカ

により発音し、被験者の耳元で 55dB となるように調

整した。図 2 に、NPRM で規定されている暗騒音と、

スピーカから発生させた暗騒音の周波数特性を比較

した結果を示す。両者がよく一致していることが分か

る。実験参加者は、30 代から 60 代の健常者 12 名で、

交通安全環境研究所における人間を対象とする実験

に関する倫理規程に基づいて実施した。テストコース

の車両中心線から横方向に 2m、高さ 1.2m の位置付

近に被験者の耳が来るようにし、2 台のスピーカから

NPRM 規定の暗騒音を発生させ、被験者の耳の位置

で 55dB となるように調整した。写真 1 に認知性試験

の様子を示す。被験者はアイマスクを装着して写真中

央の椅子に座り、接近音に気がついたら、手元のスイ

ッチを押してもらい、そのときの被験者と車両との距

離を求め、認知距離とした。 
図 3 に、今回の使用した 12 種類の接近音の認知距

離の結果を示す。横軸は接近音のオーバーオールのレ
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関係にあることが認められた。従って、2 バンドコン

セプトに基づく接近音であれば、必要とされる認知距

離が決まれば、必要とされる接近音の騒音レベルを求

めることができ、音量を基準化（定量化）できると考
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１．はじめに 
 我が国の新型二輪車の加速走行騒音試験法は、平成

25 年 1 月に、日本も参画する国連欧州経済委員会自

動車基準調和世界フォーラムにおいて策定された

ECE Regulation No.41 Revision 4を国内導入する形

で改訂された（以下、新試験法）。これを受け、交換

用マフラーの騒音防止性能等を事前確認する目的で

創設されたマフラー性能等確認制度においても、二輪

車の加速走行騒音試験法の変更に向けた作業が開始

されるところである。また同様に、近接排気騒音試験

法についても、国際基準調和を視野に入れた見直し作

業が開始されるところである。近接排気騒音試験法

は、排気騒音の異常検知や路上での取締りに用いられ

る試験法である。日欧での試験法を比較すると、試験

方法自体に大きな違いはないものの、規制値に対する

考え方に大きな違いがある。図 1 に、日欧の近接排気

騒音試験法の規制値に対する考え方の違いを示す。我

が国の規制では、車種区分ごとに、測定された騒音レ

ベルに対して絶対値による規制値を設けることによ

り実施されており、(以下、絶対値規制）新車および

使用過程車の両者が規制対象となる。一方、欧州の規

制では、騒音を新車時より増加させないという観点か

ら、ECE Regulation No.41 Revision 4 にて新車の近

接排気騒音の認証値（基準値）を測定し、ECE 
Regulation No.92 Revision 1（交換用消音装置（二輪

車））において、使用過程車の近接排気騒音を「基準

値＋ばらつき許容限度幅」以下に制限する方法（以下、

相対値規制）を採用している。従って、規制対象は使

用過程車のみである。このような背景を踏まえ、本研

究では、近接排気騒音試験の相対値規制について、加

速走行騒音試験法との関係を中心に検討を行ったの

で、その結果を報告する。 
２．近接排気騒音試験法概要 

二輪車の近接排気騒音試験法は、無負荷運転にてエ

ンジン回転数を最高出力回転数の 75%（最高出力時回

転数が 5000rpm を超えるものは 50%）の回転数にて

5 秒間ほど一定に保持し、アクセルを急速に放す。そ

の間の騒音を、マフラーの開口部の中心から排気流の

方向に対して外側に 45°の方向で、開口部から 0.5m
離れた位置において測定する。なお、この近接排気騒

音試験法については、平成 25 年 1 月の加速走行試験

法の改定とあわせて、規定回転数の保持時間やマイク

の設置位置が、国際基準調和のため微修正されてい

る。この近接排気騒音試験法は、加速走行騒音試験と

は異なり、車両を走行させる必要がなくテストコース

を必要としない。 
３．調査内容 

試験車両は、いずれも改造がなく法定点検を実施し

たものであり、各車 1 本ずつ交換用マフラーを用意し

た。試験は、標準マフラーと交換用マフラーを装着し

た状態において、新試験法、保安基準改定前の加速走

行騒音試験法(以下、旧試験法）、近接排気騒音試験法

をそれぞれ実施した。旧試験法および新試験法の概要

については、参考文献 1)を参照されたい。また、近接

排気騒音試験法は、平成 25 年 1 月の改定前の試験法

にて実施した。なお、本研究において相対値規制の基

準値には、標準マフラーの結果を用いた。 
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４．調査結果 
まずは、新試験法と旧試験法の結果を述べる。図 2

は、各試験の結果を規制値と比較するため、横軸を近

接排気騒音試験の測定値から各車両の規制値を引い

た値とし、縦軸を旧試験法の結果から規制値を引いた

値として示したものである。一方、図 3 は、横軸を図

2 と同じとし、縦軸を新試験法の結果から規制値を引

いた値として示したものである。両図ともに交換用マ

フラーを装着した場合の結果のみを示しており、図中

の赤の破線は、絶対値規制の規制ラインを表してい

る。なお、交換用マフラー装着時の新試験法における

規制値は未定であるため、ここでは仮に新車時の規制

値を用いた。旧試験法および近接排気騒音試験法で

は、図 2 より、すべての交換用マフラーについて規制

値以下となり、今回用いた交換用マフラーは、現行の

マフラー性能等確認制度の要件を満たしていること

が確認できた。一方、新試験法は現在のマフラー性能

等確認制度にて満たすべき要件とはなっていないが、

図 3 より、4 種類の交換用マフラー（C 車、E 車、G
車、H 車）が規制値を超過することがわかる。 
次に、近接排気騒音試験の相対値規制について検討

を行うため、図 3 の横軸を、近接排気騒音試験につい

て交換用マフラーの結果から標準マフラーの結果を

差し引いた値（相対値）とし、図 4 に示す。ここでは、

相対値規制のばらつき許容限度幅を、ECE R.E.3（車

両構造に関する統合決議）に記載されている 5dB と

した。図 3 の近接排気騒音試験の結果を絶対値規制で

整理した場合では、近接排気騒音試験法が規制値を超

えるものがないため、近接排気騒音試験の結果から新

試験法の合否を推測することは出来ない。一方、図 4
では、近接排気騒音試験の結果を相対値にて整理する

ことにより、近接排気騒音試験法の結果のみから、新

試験法が規制値超過となる車両を 2 台（C 車、E 車）

検出することができる。今回の結果から、新試験法と

近接排気騒音試験法の相対値規制を組み合わせるこ

とにより、路上等における使用過程車の試験におい

て、さらに効果的に大きな騒音を発するマフラーを検

出できる可能性があることがわかった。 
５．おわりに 

 二輪車のマフラー性能等確認制度について、その試

験法の変更を検討すべく、二輪車 8 台について、標準

マフラーと交換用マフラーを装着した状態で、加速走

行騒音試験と近接排気騒音試験を実施した。その結

果、新試験法の規制値を適切に設定し、近接排気騒音

試験法の相対値規制を組み合わせることによって、よ

り効率的に大きな騒音を発するマフラーを検出でき

る可能性を示した。 
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１．まえがき 
ハイブリッド車や電気自動車がモーターのみで低

速走行している時は音が小さいため、車両の接近に気

がつかず危険との意見が視覚障害者団体等から寄せ

られたため、国土交通省では対策のガイドラインを定

め、音で接近を知らせることとした。しかし、このよ

うな電動車両は今後ますます普及することから、音に

よらない方法も求められている。その一つとして、こ

こ数年で急速に開発が進んでいる IT 技術を活用し

て、通信により自動車の接近を歩行者に知らせる方法

が考えられる。しかし、現状の IT 技術では、視覚障

害者が必要とする接近の方向や速度までを伝えるこ

とは困難とも言われている。 
本研究は、IT 技術を活用した歩車間通信を用いて、

歩行者と自動車の位置情報と進行方向から、歩行者、

特に視覚障害者に自動車の接近を知らせることによ

り、人と車の安全の確保を目指すシステムのあり方を

検討するとともに、実用化へ向けた課題を検討するこ

とを目的とする。本報では、通信端末として、最近急

速に普及しているスマートフォンを用いて、スマート

フォンのセンサで位置情報を求め、車両の接近情報を

歩行者に知らせることを可能するシステムを試作し、

このシステムを用いて広島市内で検証実験を行った

ので、その概要について述べる。 
２．歩車間通信の検討の進め方 

IT 技術を用いた歩車間通信の第一段階として、鉄

道分野ですでに検討が進められ、実用化を目指してい

る鉄道車両位置検出技術を適用したシステムを試作

し、実用化のための課題の検討を行うこととした。課

題として、歩行者及び車両の位置精度、通信速度、通

信できる範囲等が考えられる。第一段階として、歩行

者－自動車間の通信を達成することを目標として、ス

マートフォン同士の 1 対 1 の通信を可能とし、それぞ

れの GPS から得た位置情報を双方に伝え、その距離

によって情報を提供するシステムの設計を行う。第二

段階は、スマートフォンを身につけている歩行者に電

動車両が接近したときだけ音を出すようにし、車両が

接近しているという情報を必要としている人だけに

接近音を発するシステムの設計及び試作を行い、実際

の交通環境で実用化するための課題の検討を行うこ

ととする。 
 また、国土交通省で実施されている ASV（先進安

全自動車）の調査において、歩車間通信によりドライ

バーへ歩行者の存在を知らせる検討を実施している

ので、これらの結果も参考にして検討を行う。 
３．試作システムの概要 

通信機能を有する携帯端末として、様々なセンサが

組み込まれているスマートフォンがあり、ユーザーが

それらを活用するためのプログラムを組み込むこと

が出来る。そのため、スマートフォンは歩車間通信端

末の有力な候補とされている。本システムは、スマー

トフォンに内蔵されているセンサによって、スマート

フォンを携帯している歩行者及びドライバーの位置

情報を高精度に求めるとともに、その情報を歩行者及

びドライバーの双方に伝える通信システム（1 対 1 の

通信）を試作した。図 1 にシステムの概要を示す。今

回試作したシステムの主な機能は以下の通りである。 
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４．調査結果 
まずは、新試験法と旧試験法の結果を述べる。図 2

は、各試験の結果を規制値と比較するため、横軸を近

接排気騒音試験の測定値から各車両の規制値を引い

た値とし、縦軸を旧試験法の結果から規制値を引いた

値として示したものである。一方、図 3 は、横軸を図

2 と同じとし、縦軸を新試験法の結果から規制値を引

いた値として示したものである。両図ともに交換用マ

フラーを装着した場合の結果のみを示しており、図中

の赤の破線は、絶対値規制の規制ラインを表してい

る。なお、交換用マフラー装着時の新試験法における

規制値は未定であるため、ここでは仮に新車時の規制

値を用いた。旧試験法および近接排気騒音試験法で

は、図 2 より、すべての交換用マフラーについて規制

値以下となり、今回用いた交換用マフラーは、現行の

マフラー性能等確認制度の要件を満たしていること

が確認できた。一方、新試験法は現在のマフラー性能

等確認制度にて満たす要件とはなっていないが、図 3
より、4 種類の交換用マフラー（C 車、E 車、G 車、

H 車）が規制値を超過することがわかる。 
次に、近接排気騒音試験の相対値規制について検討

を行うため、図 3 の横軸を、近接排気騒音試験につい

て交換用マフラーの結果から標準マフラーの結果を

差し引いた値（相対値）とし、図 4 に示す。ここでは、

相対値規制のばらつき許容限度幅を、ECE R.E.3（車

両構造に関する統合決議）に記載されている 5dB と

した。図 3 の近接排気騒音試験の結果を絶対値規制で

整理した場合では、近接排気騒音試験法が規制値を超

えるものがなく、新試験法との相関も悪いため、近接

排気騒音試験の結果から新試験法の合否を推測する

ことは出来ない。一方、図 4 では、近接排気騒音試験

の結果を相対値にて整理することにより、近接排気騒

音試験法の結果のみから、新試験法が規制値超過とな

る車両を 2 台（C 車、E 車）検出することができる。

今回の結果から、新試験法と近接排気騒音試験法の相

対値規制を組み合わせることにより、路上等における

使用過程車の試験において、さらに効果的に大きな騒

音を発するマフラーを検出できる可能性があること

がわかった。 
５．おわりに 

 二輪車のマフラー性能等確認制度について、その試

験法の変更を検討すべく、二輪車 8 台について、標準

マフラーと交換用マフラーを装着した状態で、加速走

行騒音試験と近接排気騒音試験を実施した。その結

果、新試験法の規制値を適切に設定し、近接排気騒音

試験法の相対値規制を組み合わせることによって、よ

り効率的に大きな騒音を発するマフラーを検出でき

る可能性を示した。 
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(1) データ通信機能 
 携帯電話回線からインターネットを経由して、自端

末の位置情報、速度情報、進行方向（方位情報）等を、

相手端末と送受信する。送受信は 1 秒周期を基本とし

て、500、250、100 msec を選択可能としている。 
(2) 位置検知機能 
端末内蔵の GPS 受信機の情報を元に、地図上に自

端末と相手端末の位置を 1 秒周期で表示する。 
(3) 端末間情報算出機能及び情報提供機能 
検知した端末の位置を、地図上に設定した直近の交

差点上にマップマッチング補正 2)を行い表示する。補

正によって、GPS 単独の位置検出の誤差のばらつき

を最小にすることを可能としている。地図上に表示さ

れた両端末間の進行方向、進行速度、距離を基に、衝

突の可能性がある場合には予想時間を算出、表示する

とともに、接近中の両端末間の距離に応じて、情報提

供ならびに注意喚起を行う。情報提供および注意喚起

は、図 2 に示すアルゴリズムに基づいて行っている。 
４．広島 ITS における検証実験 

第20回 ITS世界会議 東京2013のポストコングレ

スツアーの一つとして「広島における世界初の路面電

車－自動車間通信型ＡＳＶデモ」を、2013 年 10 月

20 日・21 日に、広島地区 ITS 公道実証実験連絡協議

会の一員として、東京大学、マツダ(株)、広島電鉄(株)
及び交通研の 4 者共同で実施した。これは、路面電車

と自動車が道路空間を共有する箇所において、路面電

車と自動車の車車間通信によって、自動車と路面電車

双方の安全性が高まるようなシステムについてデモ

ンストレーションを行ったものである。このデモの中

で、今回試作したシステムを用いて、実際の交通環境

で歩行者と自動車の存在をお互いに知らせることに

より、安全性が向上すると考えられるシーンの検討を

行うための社会実験を行った。歩車間通信のデモシー

ンを図 3 に示す。 
今回実施したデモは、信号のない交差点を、路面電

車の軌道を横切って右折しようとしている自動車の

前方から、路面電車と自動車が向かっており、どちら

とも通り過ぎるのを待って右折しようとした時に、横

断歩道を渡っている歩行者がいるというシーンであ

る。このシーンにおいて、右折車両の位置と右折のウ

インカーの情報から、歩行者に対して右折車両が存在

するということを知らせるとともに、右折後の横断歩

道に歩行者が存在することをドライバーに情報提供

を行った。 
５．まとめ 

 今回試作したシステムを用いて実証試験を行った

結果、マップマッチング補正を行っているため十分な

精度で、歩行者、自動車双方に位置を知らせることが

できた。歩行者に対しては、スマートフォンの画面上

に自動車の位置を表示したが、歩行中常に画面を見て

いるわけではないため、車両の接近を知らせるための

情報提供方法については今後検討を行っていく。な

お、今回、歩車間通信に関する実証試験の機会を与え

ていただくとともにご協力いただいた東京大学、マツ

ダ(株)、広島電鉄(株)はじめ関係各位に謝意を表する。 
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１．はじめに 
車輪がレールで案内されて走行する鉄道にとって、

軌道の安全管理は重要である。その状況を把握し、事

故に至る前に補修していく軌道保守が不可欠である。

軌道検測車などの検査用車両により精密な軌道検査

が可能だが、導入コストや維持管理などの点から走行

頻度は非常に制限される。このような課題に対して、

営業車両に簡易なセンサを付加し、営業運転を行いな

がら軌道診断を行う方法が考えられる。我々は、車両

と非接続で軌道の状態診断が行えるプローブ車両を

提案１）、地方鉄道向けの実用化を想定した信頼性の高

い小型レール状態診断装置を日本大学、京三製作所と

共同で製作した。 
本稿では、小型レール状態診断装置の概要について

述べ、営業車両による測定、軌道の診断、事業者への

フィードバック、軌道保守への活用までのサイクルを

実現し、事業者とともに軌道状態監視システムを構築

したので、その概要を紹介する。 
２．小型レール状態診断装置 

２．１．装置構成 
 小型レール状態診断装置の外観を図１に、構成図を

図２に示す。本装置は、軌道変位による影響を検出す

る 3 軸加速度センサおよびレートジャイロ、列車位置

や速度を算出する GPS、各センサ信号を記録・解析す

るソフトウェア、記憶媒体（SSD）で構成される。 
 本装置は車両から電源を得られないことを想定し、

電源駆動およびバッテリー駆動の2種類を用意してお

り、バッテリー駆動でも約 6 時間の連続計測が可能で

ある。また、携帯回線を利用した計測データの伝送機

能や、騒音計を装置に取り付けて車内騒音を測定し、

波状摩耗の状態を診断することも可能である。 
２．２．軌道の診断指標 
 鉄道の安全を確保する上で、軌道変位を把握するこ

とは最も重要な検査項目の一つである。車体振動と軌

道変位は高い相関があるため、車体振動の大きさを測

定することは、軌道状態の大まかな傾向を得るために

有効である。本研究では、加速度の振幅が軌道変位の

大きさと相関を持つとし、加速度の RMS（Root Mean 
Square) 値を指標として用いる。 
２．３．経時変化と速度補正 
 振動加速度 RMS 値は、その経時変化に着目するこ

とで、軌道保守へ活用することが可能である２）。ただ

し、振動加速度 RMS 値は走行速度の影響を受け、速

度の増加とともに大きくなる特性を持っている。通

常、運転曲線等により速度曲線はほぼ一定になるが、

各走行のばらつきや運用の都合により、走行速度が異

なる場合が存在する。そこで、次式により走行速度に

よる影響を補正する。 

VVAA ref*

 (1) 

 ここで、V は走行速度、A は振動加速度であり、Vref

は基準速度（運転曲線など）である。A*は補正後の振

動加速度であり、この値を診断に用いることで走行速

度の差を考慮した統計処理を行うことができる。 
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(1) データ通信機能 
 携帯電話回線からインターネットを経由して、自端

末の位置情報、速度情報、進行方向（方位情報）等を、

相手端末と送受信する。送受信は 1 秒周期を基本とし

て、500、250、100 msec を選択可能としている。 
(2) 位置検知機能 
端末内蔵の GPS 受信機の情報を元に、地図上に自

端末と相手端末の位置を 1 秒周期で表示する。 
(3) 端末間情報算出機能及び情報提供機能 
検知した端末の位置を、地図上に設定した直近の交

差点上にマップマッチング補正 2)を行い表示する。補

正によって、GPS 単独の位置検出の誤差のばらつき

を最小にすることを可能としている。地図上に表示さ

れた両端末間の進行方向、進行速度、距離を基に、衝

突の可能性がある場合には予想時間を算出、表示する

とともに、接近中の両端末間の距離に応じて、情報提

供ならびに注意喚起を行う。情報提供および注意喚起

は、図 2 に示すアルゴリズムに基づいて行っている。 
４．広島 ITS における検証実験 

第20回 ITS世界会議 東京2013のポストコングレ

スツアーの一つとして「広島における世界初の路面電

車－自動車間通信型ＡＳＶデモ」を、2013 年 10 月

20 日・21 日に、広島地区 ITS 公道実証実験連絡協議

会の一員として、東京大学、マツダ(株)、広島電鉄(株)
及び交通研の 4 者共同で実施した。これは、路面電車

と自動車が道路空間を共有する箇所において、路面電

車と自動車の車車間通信によって、自動車と路面電車

双方の安全性が高まるようなシステムについてデモ

ンストレーションを行ったものである。このデモの中

で、今回試作したシステムを用いて、実際の交通環境

で歩行者と自動車の存在をお互いに知らせることに

より、安全性が向上すると考えられるシーンの検討を

行うための社会実験を行った。歩車間通信のデモシー

ンを図 3 に示す。 
今回実施したデモは、信号のない交差点を、路面電

車の軌道を横切って右折しようとしている自動車の

前方から、路面電車と自動車が向かっており、どちら

とも通り過ぎるのを待って右折しようとした時に、横

断歩道を渡っている歩行者がいるというシーンであ

る。このシーンにおいて、右折車両の位置と右折のウ

インカーの情報から、歩行者に対して右折車両が存在

するということを知らせるとともに、右折後の横断歩

道に歩行者が存在することをドライバーに情報提供

を行った。 
５．まとめ 

 今回試作したシステムを用いて実証試験を行った

結果、マップマッチング補正を行っているため十分な

精度で、歩行者、自動車双方に位置を知らせることが

できた。歩行者に対しては、スマートフォンの画面上

に自動車の位置を表示したが、歩行中常に画面を見て

いるわけではないため、車両の接近を知らせるための

情報提供方法については今後検討を行っていく。な

お、今回、歩車間通信に関する実証試験の機会を与え

ていただくとともにご協力いただいた東京大学、マツ

ダ(株)、広島電鉄(株)はじめ関係各位に謝意を表する。 
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３．軌道状態監視システム 

３．１．概要 
 軌道状態監視システムの概要図を図３に示す。本シ

ステムは、小型レール状態診断装置を用いた測定部、

測定データを解析する診断部、そして、診断結果を実

路線へフィードバックする行程で構築される。 
 診断部で解析された結果は事業者のもとに転送さ

れ、事業者はこの情報を参考に保守計画を立案するこ

とが可能になる。また、軌道状態の常時監視が実現さ

れれば、管理基準値に対して異常に大きい振動が観測

された場合、緊急に軌道を点検するなどの対応が可能

になる。 
３．２．診断ソフトウェア 
 測定から軌道保守までを効率的に実施するために

は、測定から診断までの期間短縮、視覚化による診断

結果提示などソフト面でのインターフェースの整備

が必要である。そこで、GUI（Graphical User Interface）
を用いた軌道状態診断ソフトを製作した。 
 本診断ソフトは、自動的に位置情報と RMS 値を算

出し、走行速度とともにグラフ化する。また、閾値に

より軌道状態を駅間マップに色別に表示している。さ

らに、過去の計測データとの経時変化を比較する機能

を有している。これは、軌道状態を時系列で評価する

ことにより、時々刻々と変化する軌道の劣化箇所（要

監視区間）を把握することができ、軌道保守計画の策

定に用いることが可能となる。管理基準値は鉄道事業

者ごとに異なるが、各事業者の管理基準値に合わせた

変更が可能となっている。 
４．システム検証 

 小型レール状態診断装置による測定を鉄道事業者

の協力を得て、2012 年 9 月から 2013 年 5 月まで複数

回に渡り実路線の営業車両で行った。図４に 2013 年 2
月までの測定結果の一例を示す。上下加速度の RMS
値にいくつかのピークがみられ、また、一部区間では

経時変化が大きく、軌道の状態悪化の進行が懸念され

る。そこで、診断部において要監視区間を設定し、そ

の評価結果を事業者へフィードバックした。 
 事業者において 2013 年 2 月～3 月の期間で、要監視

区間の情報を参考に、まくらぎ交換および突き固め等

の軌道保守が実施された。軌道保守後の測定データを

図５に示す。軌道の保守は数十 m から数百 m の距離

で散発的に実施されたが、車体の上下加速度 RMS 値

が効率的に低減していることがわかる。 
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図３ 軌道状態監視システム概要 
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図４ 測定結果の一例 
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図５ 軌道保守後の測定結果 

５．まとめ 
 本稿では、地方鉄道向けの実用化を想定した、軌道

状態監視システムの概要について説明した。営業車両

を用い、車両の大改造を伴わない装置で構成すること

で、導入コストを抑えつつも高頻度な測定が可能とな

り、軌道保守に十分活用できるシステムとなった。 
 本プロジェクトの最終目的は、地方鉄道の軌道の保

守管理を一元的に行うことである。現在、経営難にあ

えぐ地方鉄道を支援するため、経営資源を運行だけに

集中させる上下分離方式が各地で採用されているが、

予防保全で得られたデータをもとに、事業者間で知識

や情報の共有が活発に行われれば、より効率的でより

安全性の高い保守管理が可能になると考える。 
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 脱線係数観測データを活用した営業車両による軌道状態の評価

交通システム研究領域 ※ 佐藤 安弘 大野 寛之 森 裕貴

東京地下鉄 荻野 智久 茨城大学 道辻 洋平

新日鐵住金 水野 将明 日鉄住金テクノロジー 谷本 益久

１．はじめに

従来、鉄道車両の走行安全性を評価する指標とし

て重要な脱線係数の測定の機会は、新線開業や新形

式車両導入時等、特定の場合に限られていた。

脱線係数は、外軌側を示す図１のとおり、レール・

車輪間に働く力のうち、横方向力である「横圧」Qと垂

直方向力である「輪重」Pとの比 Q/Pにより求められる。

特に急曲線における乗り上がり脱線については、中目

黒事故(平成 12 年)の原因調査を通じて、脱線係数がレ
ール・車輪間の摩擦係数に依存して大きく変化するこ

となどが指摘され、脱線係数を頻繁に観測することの

重要性が増してきた。

そこで、営業車両による常時観測を可能とする新たな

脱線係数測定法の研究
1)を進め、営業車両による測定

が実現した
2)。これらの成果を基に、脱線係数の常

時観測を前提とする安全性管理方法の確立等が求め

られていることから、昨年は観測データの新たな分

析手法について提案した
3)。さらに、従来の軌道変

位などの管理指標と関連づけができれば、データを

軌道の保守に活用しやすいため有意義である。そこ

で、軌道の平面性変位を算出する方法等について考

察したので報告する。

図１ レール・車輪間の力と脱線係数 Q/P

２．常時観測に用いる脱線係数測定法1)

本脱線係数測定法では、非接触センサを用い、輪

重は、軸ばねたわみ量を、横圧は、車輪の曲げ変形量を

それぞれ検出することで求める。但し、軸受のガタに

よる影響を補正するなど、台車全体として測定精度

を高める設計となっている。輪重測定用の磁歪式変

位計及び横圧測定用の渦電流式変位計の設置位置を

図２に示す。

図２ 脱線係数常時観測用台車及びセンサ

３．脱線係数の常時観測により得られる情報

３．１．観測データ

脱線係数常時観測用台車(以下、本台車)では、安

全性の評価に用いる前軸外軌側 Q/P のほか、内軌

側では横圧輪重比(内軌 Q/P)を求めることができる。

急曲線部における内軌 Q/P が摩擦係数に近似する

ことから、塗油やレール表面の乾燥状態等による、

レール･車輪間の摩擦係数の大小を評価することが

できる。また、各車輪で測定している P によって、

輪重変動を評価することができる。

３．２．軌道変位への換算

軌道変位の整備基準値と走行安全性は必ずしも

1:1 に対応したものではないが、急曲線乗り上がり

脱線には、平面性変位が大きく影響することが知ら

れている。平面性変位は、軌道の平面に対するねじ

れの状態を表すものであり、軌道の長手方向に一定

間隔を隔てた２点間の水準変位の差を意味する。ま

た、水準変位は、軌道を構成する左右のレールの高

さの差を意味する。

車輪とレールの接触点の平面座標(ｘ-ｙ座標)と、

軸ばねたわみによる鉛直座標（ｚ座標）を図３のよ
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３．軌道状態監視システム 

３．１．概要 
 軌道状態監視システムの概要図を図３に示す。本シ

ステムは、小型レール状態診断装置を用いた測定部、

測定データを解析する診断部、そして、診断結果を実

路線へフィードバックする行程で構築される。 
 診断部で解析された結果は事業者のもとに転送さ

れ、事業者はこの情報を参考に保守計画を立案するこ

とが可能になる。また、軌道状態の常時監視が実現さ

れれば、管理基準値に対して異常に大きい振動が観測

された場合、緊急に軌道を点検するなどの対応が可能

になる。 
３．２．診断ソフトウェア 
 測定から軌道保守までを効率的に実施するために

は、測定から診断までの期間短縮、視覚化による診断

結果提示などソフト面でのインターフェースの整備

が必要である。そこで、GUI（Graphical User Interface）
を用いた軌道状態診断ソフトを製作した。 
 本診断ソフトは、自動的に位置情報と RMS 値を算

出し、走行速度とともにグラフ化する。また、閾値に

より軌道状態を駅間マップに色別に表示している。さ

らに、過去の計測データとの経時変化を比較する機能

を有している。これは、軌道状態を時系列で評価する

ことにより、時々刻々と変化する軌道の劣化箇所（要

監視区間）を把握することができ、軌道保守計画の策

定に用いることが可能となる。管理基準値は鉄道事業

者ごとに異なるが、各事業者の管理基準値に合わせた

変更が可能となっている。 
４．システム検証 

 小型レール状態診断装置による測定を鉄道事業者

の協力を得て、2012 年 9 月から 2013 年 5 月まで複数

回に渡り実路線の営業車両で行った。図４に 2013 年 2
月までの測定結果の一例を示す。上下加速度の RMS
値にいくつかのピークがみられ、また、一部区間では

経時変化が大きく、軌道の状態悪化の進行が懸念され

る。そこで、診断部において要監視区間を設定し、そ

の評価結果を事業者へフィードバックした。 
 事業者において 2013 年 2 月～3 月の期間で、要監視

区間の情報を参考に、まくらぎ交換および突き固め等

の軌道保守が実施された。軌道保守後の測定データを

図５に示す。軌道の保守は数十 m から数百 m の距離

で散発的に実施されたが、車体の上下加速度 RMS 値

が効率的に低減していることがわかる。 
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図３ 軌道状態監視システム概要 
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図４ 測定結果の一例 
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図５ 軌道保守後の測定結果 

５．まとめ 
 本稿では、地方鉄道向けの実用化を想定した、軌道

状態監視システムの概要について説明した。営業車両

を用い、車両の大改造を伴わない装置で構成すること

で、導入コストを抑えつつも高頻度な測定が可能とな

り、軌道保守に十分活用できるシステムとなった。 
 本プロジェクトの最終目的は、地方鉄道の軌道の保

守管理を一元的に行うことである。現在、経営難にあ

えぐ地方鉄道を支援するため、経営資源を運行だけに

集中させる上下分離方式が各地で採用されているが、

予防保全で得られたデータをもとに、事業者間で知識

や情報の共有が活発に行われれば、より効率的でより

安全性の高い保守管理が可能になると考える。 
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１．はじめに

従来、鉄道車両の走行安全性を評価する指標とし

て重要な脱線係数の測定の機会は、新線開業や新形

式車両導入時等、特定の場合に限られていた。

脱線係数は、外軌側を示す図１のとおり、レール・

車輪間に働く力のうち、横方向力である「横圧」Qと垂

直方向力である「輪重」Pとの比 Q/Pにより求められる。

特に急曲線における乗り上がり脱線については、中目

黒事故(平成 12 年)の原因調査を通じて、脱線係数がレ
ール・車輪間の摩擦係数に依存して大きく変化するこ

となどが指摘され、脱線係数を頻繁に観測することの

重要性が増してきた。

そこで、営業車両による常時観測を可能とする新たな

脱線係数測定法の研究
1)を進め、営業車両による測定

が実現した
2)。これらの成果を基に、脱線係数の常

時観測を前提とする安全性管理方法の確立等が求め

られていることから、昨年は観測データの新たな分

析手法について提案した
3)。さらに、従来の軌道変

位などの管理指標と関連づけができれば、データを

軌道の保守に活用しやすいため有意義である。そこ

で、軌道の平面性変位を算出する方法等について考

察したので報告する。

図１ レール・車輪間の力と脱線係数 Q/P

２．常時観測に用いる脱線係数測定法1)

本脱線係数測定法では、非接触センサを用い、輪

重は、軸ばねたわみ量を、横圧は、車輪の曲げ変形量を

それぞれ検出することで求める。但し、軸受のガタに

よる影響を補正するなど、台車全体として測定精度

を高める設計となっている。輪重測定用の磁歪式変

位計及び横圧測定用の渦電流式変位計の設置位置を

図２に示す。

図２ 脱線係数常時観測用台車及びセンサ

３．脱線係数の常時観測により得られる情報

３．１．観測データ

脱線係数常時観測用台車(以下、本台車)では、安

全性の評価に用いる前軸外軌側 Q/P のほか、内軌

側では横圧輪重比(内軌 Q/P)を求めることができる。

急曲線部における内軌 Q/P が摩擦係数に近似する

ことから、塗油やレール表面の乾燥状態等による、

レール･車輪間の摩擦係数の大小を評価することが

できる。また、各車輪で測定している P によって、

輪重変動を評価することができる。

３．２．軌道変位への換算

軌道変位の整備基準値と走行安全性は必ずしも

1:1 に対応したものではないが、急曲線乗り上がり

脱線には、平面性変位が大きく影響することが知ら

れている。平面性変位は、軌道の平面に対するねじ

れの状態を表すものであり、軌道の長手方向に一定

間隔を隔てた２点間の水準変位の差を意味する。ま

た、水準変位は、軌道を構成する左右のレールの高

さの差を意味する。

車輪とレールの接触点の平面座標(ｘ-ｙ座標)と、

軸ばねたわみによる鉛直座標（ｚ座標）を図３のよ
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うに表す。４車輪それぞれのばねたわみは、輪重を

軸ばね定数で除算して求めることができるが、本台

車では、輪重を求めるため、もともと軸ばねたわみ

量を測定している。４車輪の座標点のうち、いずれ

か３つの座標点(P1in, P2out, P2in)を通る平面を算

出し、当該平面と残りの座標点(P1out)との距離 L

は、平面性変位にほぼ等しいと考えられる。

図３ 軸ばねたわみによる平面性変位の算出

半径 160m の曲線区間において、昨年 3)と同じレ

ール交換前後のデータを用いて、平面性変位を求め

た結果を図４及び図５にそれぞれ示す。

両図を比較すると、12.25km 付近に顕著な違いが

見られる。この付近のレール継目から、キロポスト

の数字が小さくなる方向でレール交換を実施したこ

とが確認されており、継目位置で新旧レール高さを

合わせるためのレール高さ調整による影響が考えら

れる。さらに、両者の差分を取った図６では、平面

性変位の変化箇所及び変化量が明確に示されている。

３．３．軌道の保守管理への活用方向性

本台車では、まず脱線係数や輪重変動を毎日把握

でき、これらの値が大きくなる要注意箇所を抽出す

ることができる。次に、昨年提案したデータの信号

分解によって、摩擦係数などの要因ごとの影響を相

対的に評価することができる。さらに、今回の算出

法によって、平面性変位の大きな箇所、経時変化箇

所及び変化量が把握できる。このようにして、脱線

係数増大要因を絞り込むことができる。例えば、脱

線係数の測定値が大きな箇所において、摩擦係数や

平面性変位が小さい場合は、他の軌道変位、例えば

通り変位の大きさを個別に確認するよう指示する等、

b
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未然に脱線を防ぐ手順を示すことが可能となる。

図４ 平面性変位(①レール交換前)

図５ 平面性変位(②レール交換後)

図６ 平面性変位の差分(②-①)

４．まとめ

脱線係数観測データの軌道保守への活用を目標に

考察を進めた結果、以下のことが明らかとなった。

(1)常時観測データを活用した平面性変位の算出手

法を提案し、保守作業による影響の測定を通じて

算出手法を検証した。

(2)昨年提案した信号分解手法とともに活用するこ

とで、脱線係数増大要因を絞り込むことができる。

今後の課題としては、軌道保守への活用のシステ

ム化、異常警報のリアルタイム化等があげられる。
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 軌道系交通システムの技術に関する安全性評価手法の 
国際化への対応と標準化への取り組み 
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１．はじめに 
軌道系交通システムの設備機器や車両に関わる安

全性については、急速な国際化の流れの中で、従来わ

が国には馴染みが薄かったリスクの数値管理等の概

念を含む国際規格に適合した評価が求められる事例

が増加している。本報告では、交通安全環境研究所（以

下「当所」という）が、第三者安全評価者として実施

している安全性評価に関する手法の、国際規格への対

応を重視した標準化に向けた取り組みについて述べ

る。なお、ここでは第三者安全性評価者を ISA

（Independent Safety Assessor）と位置付け、それに

よる安全性評価を「ISA評価」と表すこととする。 

２．最近の安全性評価の状況 
図 1 に、最近（平成 20 年度以降、鉄輪車両走行試

験および索道関係を除く約 50 件）の当所による ISA

評価対象システムの種別の内訳を示す。 
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図1 ISA評価対象の種別（平成20年度以降） 
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図2 ISA評価対象の展開先（平成20年度以降） 

 信号保安が全体の約3/4を占めるが、ホーム柵等の

地上設備の評価例も出ている。図2に、評価対象事例

の展開先の内訳を示す。国外向けが約半分を占め、国

内外を限定しない事例と合わせると約3/4が海外展開

を意識したものである。本報告では、これらのISA評

価事例をケーススタディとして検討を行った。 

３．評価手法の国際規格との整合 
３．１．整合が必要な国際規格 
鉄道に関する主要な国際規格としては、IEC（国際

電気標準会議）規格、ISO（国際標準化機構）規格が

挙げられる。そのうち、まずISA評価との整合の必要

性が高い主要事項を多く含むと考えられるIEC 62278

（RAMS）とIEC 62425（電子機器のセーフティケース）

の2規格との整合について、検討することとした(1)(2)。 

３．２．整合に関する主な検討課題 
３．２．１．ISA評価の位置付け 

 IEC 62425では、鉄道事業者側による安全性の承認

前には、メーカ等が作成するセーフティケース等に加

え、ISA評価とその報告書が必須であると規定されて

いる(2)。したがって海外展開事例ではISA評価が必要

条件として求められるケースが多いため、評価に当た

ってはISA評価の位置付けと役割を十分に認識する必

要がある。特に報告書の記述は、ISA評価と関連性が

高いセーフティケース中のPart.4 Technical Safety 

Reportの記述との整合性を図る必要がある。 
３．２．２．システムのライフサイクル段階 
 IEC62278では14段階のシステムライフサイクルを

規定し、その中で、総合セーフティケースは第6段階

で作成すべきとされる (1)。そのため、セーフティケー

スと併せて必要とされるISA評価においては、評価対

象仕様が第6段階を含み、適合しているかどうかを確

認し、その確認内容を報告書にも明記する必要がある

と考える。 

３．２．３．SILの概念 

 IEC 62425では、リスクの数値管理の概念として、
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うに表す。４車輪それぞれのばねたわみは、輪重を

軸ばね定数で除算して求めることができるが、本台

車では、輪重を求めるため、もともと軸ばねたわみ

量を測定している。４車輪の座標点のうち、いずれ

か３つの座標点(P1in, P2out, P2in)を通る平面を算

出し、当該平面と残りの座標点(P1out)との距離 L

は、平面性変位にほぼ等しいと考えられる。

図３ 軸ばねたわみによる平面性変位の算出

半径 160m の曲線区間において、昨年 3)と同じレ

ール交換前後のデータを用いて、平面性変位を求め

た結果を図４及び図５にそれぞれ示す。

両図を比較すると、12.25km 付近に顕著な違いが

見られる。この付近のレール継目から、キロポスト

の数字が小さくなる方向でレール交換を実施したこ

とが確認されており、継目位置で新旧レール高さを

合わせるためのレール高さ調整による影響が考えら

れる。さらに、両者の差分を取った図６では、平面

性変位の変化箇所及び変化量が明確に示されている。

３．３．軌道の保守管理への活用方向性

本台車では、まず脱線係数や輪重変動を毎日把握

でき、これらの値が大きくなる要注意箇所を抽出す

ることができる。次に、昨年提案したデータの信号

分解によって、摩擦係数などの要因ごとの影響を相

対的に評価することができる。さらに、今回の算出

法によって、平面性変位の大きな箇所、経時変化箇

所及び変化量が把握できる。このようにして、脱線

係数増大要因を絞り込むことができる。例えば、脱

線係数の測定値が大きな箇所において、摩擦係数や

平面性変位が小さい場合は、他の軌道変位、例えば

通り変位の大きさを個別に確認するよう指示する等、

b

a

P2in

P2out

P1in

P1out
L

x

z

yzi

Pi

Pi
Pi=k*zi

k:軸ばね定数

Pi:輪重

zi:軸ばねたわみ

a:軸距

b:左右レール・車輪接触点距離

平面C 1
x+C 2

y+C 3
z+C 4

=0

L=
C1x+C2y+C3z+C4

C12+C22+C32

C1～C4:各輪重値を元に決定する係数

未然に脱線を防ぐ手順を示すことが可能となる。

図４ 平面性変位(①レール交換前)

図５ 平面性変位(②レール交換後)

図６ 平面性変位の差分(②-①)

４．まとめ

脱線係数観測データの軌道保守への活用を目標に

考察を進めた結果、以下のことが明らかとなった。

(1)常時観測データを活用した平面性変位の算出手

法を提案し、保守作業による影響の測定を通じて

算出手法を検証した。

(2)昨年提案した信号分解手法とともに活用するこ

とで、脱線係数増大要因を絞り込むことができる。

今後の課題としては、軌道保守への活用のシステ

ム化、異常警報のリアルタイム化等があげられる。
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pp107-108
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 軌道系交通システムの技術に関する安全性評価手法の 
国際化への対応と標準化への取り組み 
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１．はじめに 
軌道系交通システムの設備機器や車両に関わる安

全性については、急速な国際化の流れの中で、従来わ

が国には馴染みが薄かったリスクの数値管理等の概

念を含む国際規格に適合した評価が求められる事例

が増加している。本報告では、交通安全環境研究所（以

下「当所」という）が、第三者安全評価者として実施

している安全性評価に関する手法の、国際規格への対

応を重視した標準化に向けた取り組みについて述べ

る。なお、ここでは第三者安全性評価者を ISA

（Independent Safety Assessor）と位置付け、それに

よる安全性評価を「ISA評価」と表すこととする。 

２．最近の安全性評価の状況 
図 1 に、最近（平成 20 年度以降、鉄輪車両走行試

験および索道関係を除く約 50 件）の当所による ISA

評価対象システムの種別の内訳を示す。 

11%

74%

15%

信号保安

車両

地上設備

 
図1 ISA評価対象の種別（平成20年度以降） 

48%

26%26%

国内向

国外向

不特定

 
図2 ISA評価対象の展開先（平成20年度以降） 

 信号保安が全体の約3/4を占めるが、ホーム柵等の

地上設備の評価例も出ている。図2に、評価対象事例

の展開先の内訳を示す。国外向けが約半分を占め、国

内外を限定しない事例と合わせると約3/4が海外展開

を意識したものである。本報告では、これらのISA評

価事例をケーススタディとして検討を行った。 

３．評価手法の国際規格との整合 
３．１．整合が必要な国際規格 
鉄道に関する主要な国際規格としては、IEC（国際

電気標準会議）規格、ISO（国際標準化機構）規格が

挙げられる。そのうち、まずISA評価との整合の必要

性が高い主要事項を多く含むと考えられるIEC 62278

（RAMS）とIEC 62425（電子機器のセーフティケース）

の2規格との整合について、検討することとした(1)(2)。 

３．２．整合に関する主な検討課題 
３．２．１．ISA評価の位置付け 

 IEC 62425では、鉄道事業者側による安全性の承認

前には、メーカ等が作成するセーフティケース等に加

え、ISA評価とその報告書が必須であると規定されて

いる(2)。したがって海外展開事例ではISA評価が必要

条件として求められるケースが多いため、評価に当た

ってはISA評価の位置付けと役割を十分に認識する必

要がある。特に報告書の記述は、ISA評価と関連性が

高いセーフティケース中のPart.4 Technical Safety 

Reportの記述との整合性を図る必要がある。 
３．２．２．システムのライフサイクル段階 
 IEC62278では14段階のシステムライフサイクルを

規定し、その中で、総合セーフティケースは第6段階

で作成すべきとされる (1)。そのため、セーフティケー

スと併せて必要とされるISA評価においては、評価対

象仕様が第6段階を含み、適合しているかどうかを確

認し、その確認内容を報告書にも明記する必要がある

と考える。 

３．２．３．SILの概念 

 IEC 62425では、リスクの数値管理の概念として、
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SIL（Safety Integrity Level）を規定している(2)。

これは図3に示すようなシステム要求、安全性要求の

中で偶発的な故障に対する安全性の定量化を目的と

して、SIL1（危険事象発生率：10-6～10-5/hr）からSIL4

（同 10-9～10-8/hr）を規定している。一般的に、信号

保安システムの安全関連機能にはSIL4が要求される。

日本の鉄道システムは実績として SIL4 より 2 桁以上

高いレベルの安全性を実現してきたが、国際規格では

SIL算定の理論的な根拠の提示が求められるため、そ

の対応が必要である。 

システム要求仕様

安全性以外の要求 安全性の要求

安全性要求仕様

安全性機能要求

偶発的な
故障に対する完全性
（定量化可能・SIL）

安全性の完全性（Integrity）
要求

システマティックな
誤りに対する完全性

（ヒューマンエラー等・定量化困難）

システム要求仕様

安全性以外の要求 安全性の要求

安全性要求仕様

安全性機能要求

偶発的な
故障に対する完全性
（定量化可能・SIL）

安全性の完全性（Integrity）
要求

システマティックな
誤りに対する完全性

（ヒューマンエラー等・定量化困難）  
図3 システム要求仕様、安全性要求仕様とSIL(2) 

４．ISAとしての評価手法標準化へ向けた対応例 

４．１．評価対象の展開先の区分 
国内向けの事例では、国際規格への適合は求められ

ず、鉄道事業者等が提示する安全性要件への適合性評

価が求められるケースが多い。そのため評価手法の標

準化に当たっては、完全な共通化をめざすよりも、評

価対象の展開先の違いによって異なる部分を許容す

る方が適切と考える。ただし将来的な国際化の可能性

も踏まえ、可能な限り共通化することが望ましい。 
４．２．明確にすべき項目 
４．２．１．評価対象範囲 
 ISA評価の内容や結果については依頼者のメーカ等

に限らず、システム納入先に対しても責任が生じる可

能性がある。したがってISA評価として責任を持つ対

象範囲を明確にし、併せて、ヒューマンエラー等、ISA

評価の対象外であり責任を負わない部分を明示する。 

４．２．２．用語、略語 
 IEC 62278等の国際規格では、文書中の主な用語、

略語の定義が明確にされている。これに倣ってISA評

価においても主要な用語、略語の定義を明確にする。 
４．２．３．参照資料 

 ISA評価では評価の根拠となる参照資料として、前

述のセーフティケース等の他、評価対象システムに関

する各種の技術資料が提示される。この場合参照資料

に文書管理番号が無いと、ISA評価完了後の資料特定

が困難となり評価結果の再見が必要な場合に支障が

生じると予想されるため、参照資料には全て文書管理

番号が付与され、報告書に明示されることとする。 

４．３．FMEAと FTA 

 当所の ISA 評価では FMEA（Failure Mode Effects 

Analysis）およびFTA（Fault Tree Analysis）を中核

的な手法として用いてきた。一方、IEC 62425 では

Technical Safety Report における単一異常影響

（Effects of single faults）および複合異常影響

（Effects of multiple faults）に対する安全性担保

が規定され、FMEAを前者、FTAを後者の主要な解析手

段として挙げている(2)。したがってFMEA、FTAによる

解析をこのような位置付けとするともに、FTAでは図

4に示すように、基本事象から頂上事象への到達を阻

む制約ゲートの存在と信頼性（SIL等）を明確にする

ことで、安全性に対する評価を実施する。また、FTA

は静的な事象解明には有意であるが、動的な事象解明

には状態遷移図を利用した確率計算も行う。 

中間事象A
中間事象B

基本事象1 基本事象2 基本事象3 基本事象4

頂上事象（列車衝突等）

制約ｹﾞｰﾄⅠ 制約ｹﾞｰﾄⅢ

制約ｹﾞｰﾄⅤ
SIL4

制約ｹﾞｰﾄⅣ
SIL4

制約ｹﾞｰﾄⅡ
SIL4

中間事象A
中間事象B

基本事象1 基本事象2 基本事象3 基本事象4

頂上事象（列車衝突等）

制約ｹﾞｰﾄⅠ 制約ｹﾞｰﾄⅢ

制約ｹﾞｰﾄⅤ
SIL4

制約ｹﾞｰﾄⅣ
SIL4

制約ｹﾞｰﾄⅡ
SIL4

 

図4 FTAによる複合異常影響解析と制約ｹﾞｰﾄ（模式図） 

５．まとめ 
 当所（交通安全環境研究所）がISAとして実施して

きた安全性評価の近況をケーススタディとし、評価手

法の国際規格との整合を重視した標準化への道筋と、

当所の独自手法について説明した。 
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１．はじめに 

鉄道システムでは、変電所施設をはじめ、車両や軌

道、信号システム等あらゆるところで電気・電子機器

が使用され、当然のことながらこれら機器から電波雑

音や電磁界が放射される。そのような環境の中、鉄道

システムから放射される電波雑音が他の機器へ影響

を与えたり、他の機器からの影響を受けたりする電磁

両立性（EMC）や、電磁界が人体へ与える影響（EMF）
について、国際規格や防護指針という形で提案されて

きた。 
このような状況のなか、経済産業省より電気設備か

ら生じる超低周波磁界の規制として商用周波数に対

し「電気設備に関する技術基準を定める省令」の改正

が平成 23 年 3 月 31 日行われ 1)、変電所、開閉所、変

圧器、電線路等の電力設備から発生する磁界値を、人

体への健康影響を考慮して ICNIRP 指針を参考に

200μT 以下とする規制が導入された。 
これを受け、鉄道用電力設備については、国土交通

省より「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」が

平成 24 年 7 月 2 日改正（平成 24 年 8 月 1 日施行）

され、変電所、電車線、電気機器設備等において、新

規に施工される施設や既存設備の改良工事の際に適

用されることとなった。2) 
このように、日本国内においても、人体に対する磁

界に関し、注目されるようになった現在、鉄道におい

ても、直流から交流まで測定可能なフラックスゲート

方式の磁界測定機を用いて測定し、国際規格に準拠し

た磁界測定結果をどのように評価すべきかが課題と

なった。 
そこで、本稿では鉄道車両から主に発生する直流か

ら 20kHz における複数の周波数からなる磁界につい

て、磁界の評価手法を考案することを目的とし、検討

を行ったので報告する。 
２．ICNIRP のガイドライン 

我が国では、鉄道車両から放射される磁界に対する

評価方法や規制値については、現在は、特に定められ

ていない。 
そのため、一般的には ICNIRP のガイドラインの

参考レベルを判断基準とすることが多い。この参考レ

ベルのうち、交流磁界については、脳内誘導電界と中

枢神経系以外の身体の組織における磁界の誘導電流

を考慮し導出された値であり、2010 年に改訂された

ICNIRP のガイドラインの交流磁界に対する公衆ば

く露の参考レベルのグラフを図 1 に示す。3) 
また、ICNIRP ガイドラインにおける直流磁界に対

する公衆曝露の参考レベルは、400mT とされている。

4) 

図１ 交流磁界に対する ICNIRP のガイドラインの 
参考レベル(実線:職業的曝露、点線:公衆曝露) 

３．評価方法 
３．１．直流磁界 
鉄道車両から発生する直流磁界を評価するために

は、時間領域において最大値を知る必要がある。ただ

し、時々刻々と変化する磁界において、直流磁界をど

のように抽出するかが課題となる。 
そこで、本稿では、次の方法により直流磁界を抽出

することとした。まず、磁界測定機から得られた時間

領域の三軸の磁束密度を三軸合成する。その後、１秒

の移動平均処理を行い、これを直流磁界とした（図 2
参照）。ただし、鉄道車両内では、力行から制動へ状
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SIL（Safety Integrity Level）を規定している(2)。

これは図3に示すようなシステム要求、安全性要求の

中で偶発的な故障に対する安全性の定量化を目的と

して、SIL1（危険事象発生率：10-6～10-5/hr）からSIL4

（同 10-9～10-8/hr）を規定している。一般的に、信号

保安システムの安全関連機能にはSIL4が要求される。

日本の鉄道システムは実績として SIL4 より 2 桁以上

高いレベルの安全性を実現してきたが、国際規格では

SIL算定の理論的な根拠の提示が求められるため、そ

の対応が必要である。 

システム要求仕様

安全性以外の要求 安全性の要求

安全性要求仕様

安全性機能要求

偶発的な
故障に対する完全性
（定量化可能・SIL）

安全性の完全性（Integrity）
要求

システマティックな
誤りに対する完全性

（ヒューマンエラー等・定量化困難）

システム要求仕様

安全性以外の要求 安全性の要求

安全性要求仕様

安全性機能要求

偶発的な
故障に対する完全性
（定量化可能・SIL）

安全性の完全性（Integrity）
要求

システマティックな
誤りに対する完全性

（ヒューマンエラー等・定量化困難）  
図3 システム要求仕様、安全性要求仕様とSIL(2) 

４．ISAとしての評価手法標準化へ向けた対応例 

４．１．評価対象の展開先の区分 
国内向けの事例では、国際規格への適合は求められ

ず、鉄道事業者等が提示する安全性要件への適合性評

価が求められるケースが多い。そのため評価手法の標

準化に当たっては、完全な共通化をめざすよりも、評

価対象の展開先の違いによって異なる部分を許容す

る方が適切と考える。ただし将来的な国際化の可能性

も踏まえ、可能な限り共通化することが望ましい。 
４．２．明確にすべき項目 
４．２．１．評価対象範囲 
 ISA評価の内容や結果については依頼者のメーカ等

に限らず、システム納入先に対しても責任が生じる可

能性がある。したがってISA評価として責任を持つ対

象範囲を明確にし、併せて、ヒューマンエラー等、ISA

評価の対象外であり責任を負わない部分を明示する。 

４．２．２．用語、略語 
 IEC 62278等の国際規格では、文書中の主な用語、

略語の定義が明確にされている。これに倣ってISA評

価においても主要な用語、略語の定義を明確にする。 
４．２．３．参照資料 

 ISA評価では評価の根拠となる参照資料として、前

述のセーフティケース等の他、評価対象システムに関

する各種の技術資料が提示される。この場合参照資料

に文書管理番号が無いと、ISA評価完了後の資料特定

が困難となり評価結果の再見が必要な場合に支障が

生じると予想されるため、参照資料には全て文書管理

番号が付与され、報告書に明示されることとする。 

４．３．FMEAと FTA 

 当所の ISA 評価では FMEA（Failure Mode Effects 

Analysis）およびFTA（Fault Tree Analysis）を中核

的な手法として用いてきた。一方、IEC 62425 では

Technical Safety Report における単一異常影響

（Effects of single faults）および複合異常影響

（Effects of multiple faults）に対する安全性担保

が規定され、FMEAを前者、FTAを後者の主要な解析手

段として挙げている(2)。したがってFMEA、FTAによる

解析をこのような位置付けとするともに、FTAでは図

4に示すように、基本事象から頂上事象への到達を阻

む制約ゲートの存在と信頼性（SIL等）を明確にする

ことで、安全性に対する評価を実施する。また、FTA

は静的な事象解明には有意であるが、動的な事象解明

には状態遷移図を利用した確率計算も行う。 
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中間事象B

基本事象1 基本事象2 基本事象3 基本事象4

頂上事象（列車衝突等）

制約ｹﾞｰﾄⅠ 制約ｹﾞｰﾄⅢ

制約ｹﾞｰﾄⅤ
SIL4

制約ｹﾞｰﾄⅣ
SIL4

制約ｹﾞｰﾄⅡ
SIL4

中間事象A
中間事象B

基本事象1 基本事象2 基本事象3 基本事象4

頂上事象（列車衝突等）

制約ｹﾞｰﾄⅠ 制約ｹﾞｰﾄⅢ

制約ｹﾞｰﾄⅤ
SIL4

制約ｹﾞｰﾄⅣ
SIL4

制約ｹﾞｰﾄⅡ
SIL4

 

図4 FTAによる複合異常影響解析と制約ｹﾞｰﾄ（模式図） 

５．まとめ 
 当所（交通安全環境研究所）がISAとして実施して

きた安全性評価の近況をケーススタディとし、評価手

法の国際規格との整合を重視した標準化への道筋と、

当所の独自手法について説明した。 

参考文献 

(1)INTERNATIONAL SATNDARD IEC 62278対訳版（2002） 

(2)INTERNATIONAL SATNDARD IEC 62425（2007） 
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１．はじめに 

鉄道システムでは、変電所施設をはじめ、車両や軌

道、信号システム等あらゆるところで電気・電子機器

が使用され、当然のことながらこれら機器から電波雑

音や電磁界が放射される。そのような環境の中、鉄道

システムから放射される電波雑音が他の機器へ影響

を与えたり、他の機器からの影響を受けたりする電磁

両立性（EMC）や、電磁界が人体へ与える影響（EMF）
について、国際規格や防護指針という形で提案されて

きた。 
このような状況のなか、経済産業省より電気設備か

ら生じる超低周波磁界の規制として商用周波数に対

し「電気設備に関する技術基準を定める省令」の改正

が平成 23 年 3 月 31 日行われ 1)、変電所、開閉所、変

圧器、電線路等の電力設備から発生する磁界値を、人

体への健康影響を考慮して ICNIRP 指針を参考に

200μT 以下とする規制が導入された。 
これを受け、鉄道用電力設備については、国土交通

省より「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」が

平成 24 年 7 月 2 日改正（平成 24 年 8 月 1 日施行）

され、変電所、電車線、電気機器設備等において、新

規に施工される施設や既存設備の改良工事の際に適

用されることとなった。2) 
このように、日本国内においても、人体に対する磁

界に関し、注目されるようになった現在、鉄道におい

ても、直流から交流まで測定可能なフラックスゲート

方式の磁界測定機を用いて測定し、国際規格に準拠し

た磁界測定結果をどのように評価すべきかが課題と

なった。 
そこで、本稿では鉄道車両から主に発生する直流か

ら 20kHz における複数の周波数からなる磁界につい

て、磁界の評価手法を考案することを目的とし、検討

を行ったので報告する。 
２．ICNIRP のガイドライン 

我が国では、鉄道車両から放射される磁界に対する

評価方法や規制値については、現在は、特に定められ

ていない。 
そのため、一般的には ICNIRP のガイドラインの

参考レベルを判断基準とすることが多い。この参考レ

ベルのうち、交流磁界については、脳内誘導電界と中

枢神経系以外の身体の組織における磁界の誘導電流

を考慮し導出された値であり、2010 年に改訂された

ICNIRP のガイドラインの交流磁界に対する公衆ば

く露の参考レベルのグラフを図 1 に示す。3) 
また、ICNIRP ガイドラインにおける直流磁界に対

する公衆曝露の参考レベルは、400mT とされている。

4) 

図１ 交流磁界に対する ICNIRP のガイドラインの 
参考レベル(実線:職業的曝露、点線:公衆曝露) 

３．評価方法 
３．１．直流磁界 
鉄道車両から発生する直流磁界を評価するために

は、時間領域において最大値を知る必要がある。ただ

し、時々刻々と変化する磁界において、直流磁界をど

のように抽出するかが課題となる。 
そこで、本稿では、次の方法により直流磁界を抽出

することとした。まず、磁界測定機から得られた時間

領域の三軸の磁束密度を三軸合成する。その後、１秒

の移動平均処理を行い、これを直流磁界とした（図 2
参照）。ただし、鉄道車両内では、力行から制動へ状
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態が変化する時など、瞬時に電流の向きが変化する場

合がある。この状態は三軸合成結果では確認すること

ができないため、図 3 に示すように各軸において０を

横切って変化しているか否かを確認し、０を横切って

変化している磁界を「変動値」として評価することと

した。 

図2 直流磁界の評価方法（その１） 

赤線:3軸合成後の波形、黒線:1秒移動平均後の波形 

図3 直流磁界の評価方法（その２）（例：Ｘ軸） 

３．２．交流磁界 
鉄道車両から発生する交流磁界を評価するために

は、周波数領域において最大値を知る必要がある。

我々は、磁界測定機から得られた時間領域の磁束密度

のデータをフーリエ変換し、周波数領域において解析

を行うこととした。ただし、鉄道車両における磁界の

評価を行う場合、時々刻々と変化し放射される磁界に

対して、力行や制動といった走行状態全体をフーリエ

変換すると、走行状態全体で平均化されるため、磁界

の状態を正確に評価できているとは言い難い。 
そこで、本稿では、次の方法により交流磁界を評価

することとした。まず、第一段階として、1[sec]毎に

フーリエ変換し、作成した時間・周波数・強度からな

る 3 次元データを 2 次元カラーマップとする。（図 4）
第二段階として、第一段階で得られた 3 次元データを

ICNIRP のガイドラインにより正規化し、2 次元の評

価カラーマップとする。（図 5） 
これにより、従来から用いられるグラフによる表記

では評価したいデータの一面のみを示すにとどまり

評価結果の把握が困難であったが、第一段階で得られ

た 2 次元カラーマップでは鉄道車内における磁界の

周波数領域の時間変化が確認できるとともに、第二段

階で得られる 2 次元評価カラーマップでは、INCIRP
のガイドラインの参考レベルとの「余裕度」の時間変

化を確認することができるようになる。 
４．まとめ 

本稿では、測定した磁界の評価方法について検討を

行った結果について述べた。 

鉄道車両のように時間変化を伴う磁界の評価方法

については現在明確には定められていない状況であ

る。本稿で示した方法は過渡的変動に対し、ICNIRP
のガイドラインで評価する方法を示したものである。 
今後は、ICNIRP のガイドラインで示されている評

価方法のひとつである複数周波数の磁界が発生して

いる場合の評価方法について、検討を進めていきたい

と考えている。 
参考文献 

1)経済産業省ホームページ： 
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/ 
industrial_safety/sangyo/electric/detail/ 
setsubi_denjikai.html 
2)電磁界情報センターホームページ： 
http://www.jeic-emf.jp/whats_new/20120709.html 
3)国際非電離放射線防護委員会,”声明時間変化する電

界および磁界へのばく露制限に関するガイドライン”

2010. 
4) 国際非電離放射線防護委員会," 静磁界の曝露限度

値に関するガイドライン"2009. 

最大値最大値

変動値変動値

図 4 力行時の磁束の変化（第一段階の処理結果）

図 5 力行時のガイドラインに対する余裕度の変化 
（第二段階の処理結果） 

 

 

 
 

 車車間通信を用いた路面電車周辺の自動車に 
関する運転支援システム 

 
 交通システム研究領域   ※林田 守正  長谷川 智紀  竹内 俊裕  山口 大助  日岐 喜治 
     環境研究領域    坂本 一朗  川野 大輔      水嶋 教文 
  
 

１．まえがき 
 国土交通省のASV（先進安全自動車）プロジェクト

はITS（高度道路交通システム）等の先進技術を利用

してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭

載した自動車の技術開発、実用化、普及を促進してい

る。当研究所は、この技術のうち通信利用型安全運転

支援システムを路面電車にも展開し、自動車と路面電

車の間で車車間通信により位置、速度等の情報を授受

し、接触や衝突を防止するための安全運転支援システ

ム（以下「本システム」）を構築した。その仕様、お

よび公道上の実車走行実験による機能検証について

報告する。 

２．広島地区 ITS 公道実証実験について 
本システムは、広島地区ITS公道実証実験連絡協議

会が主催する世界初の路面電車－自動車間通信型ASV

デモンストレーション（デモ）の実施に合わせて開発

されたものである。広島市では、路面電車が市民の足

として定着しており、一日平均約 15 万人の利用があ

る。当研究所は、東京大学、(株)マツダ、広島電鉄(株)

と共に上記協議会の一員として、700MHz帯高度道路交

通システム標準規格準拠の無線機を用いた、路面電車

と自動車の安全運転支援システムを構築し、第 20 回

ITS 世界会議東京 2013 のポストコングレスツアーと

して図1に示すようなデモを実施した(1)(2)(3)。 

 
図1 路面電車と自動車の安全性向上システムデモ

（イメージ） 

デモにおいては、路面電車と自動車が道路空間を共

有する箇所において、本システムを搭載した次世代型

路面電車（LRV）(3)と、独自の先進安全技術を盛り込

んだ自動車（ASV5対応乗用車）(2)により、双方の安全

性が高まるようなシステムを提示した。 

３．支援システムのねらい 

中央部分に路面電車（以下「電車」という）の併用

軌道が敷設されている道路においては、図2、図3に

例示するような電車と自動車の接近場面が頻繁に生

じる。しかし電車はハンドル操作による回避が不可能

であり、また通行区分や制動能力等が自動車とは異な

るため、自動車との接触や衝突等の事故につながる可

能性が高まると予想される。 

前方
右折車あり！

あの自動車
どうするの
かな？

後方から
路面電車接近！

右折しよう
かな？

前方
右折車あり！

あの自動車
どうするの
かな？

後方から
路面電車接近！

右折しよう
かな？

 

図2 右折自動車の右後方から電車が接近する場面 

右前方
右折進入自動車

接近！

軌道進入する
自動車いない

かな？

路面電車接近！
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いかな？
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右折進入自動車

接近！
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自動車いない

かな？

路面電車接近！

路面電車
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右前方
右折進入自動車

接近！

軌道進入する
自動車いない

かな？

路面電車接近！

路面電車
来ていな
いかな？

 
図3 脇道から自動車が軌道を跨ぎ右折進入する場面 

このような接近場面で、電車と自動車の間で無線通

信による情報交換が行われ、双方の運転者に対し、相
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態が変化する時など、瞬時に電流の向きが変化する場

合がある。この状態は三軸合成結果では確認すること

ができないため、図 3 に示すように各軸において０を

横切って変化しているか否かを確認し、０を横切って

変化している磁界を「変動値」として評価することと

した。 

図2 直流磁界の評価方法（その１） 

赤線:3軸合成後の波形、黒線:1秒移動平均後の波形 

図3 直流磁界の評価方法（その２）（例：Ｘ軸） 
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対して、力行や制動といった走行状態全体をフーリエ

変換すると、走行状態全体で平均化されるため、磁界

の状態を正確に評価できているとは言い難い。 
そこで、本稿では、次の方法により交流磁界を評価

することとした。まず、第一段階として、1[sec]毎に

フーリエ変換し、作成した時間・周波数・強度からな

る 3 次元データを 2 次元カラーマップとする。（図 4）
第二段階として、第一段階で得られた 3 次元データを

ICNIRP のガイドラインにより正規化し、2 次元の評

価カラーマップとする。（図 5） 
これにより、従来から用いられるグラフによる表記

では評価したいデータの一面のみを示すにとどまり

評価結果の把握が困難であったが、第一段階で得られ

た 2 次元カラーマップでは鉄道車内における磁界の

周波数領域の時間変化が確認できるとともに、第二段

階で得られる 2 次元評価カラーマップでは、INCIRP
のガイドラインの参考レベルとの「余裕度」の時間変

化を確認することができるようになる。 
４．まとめ 

本稿では、測定した磁界の評価方法について検討を

行った結果について述べた。 

鉄道車両のように時間変化を伴う磁界の評価方法

については現在明確には定められていない状況であ

る。本稿で示した方法は過渡的変動に対し、ICNIRP
のガイドラインで評価する方法を示したものである。 
今後は、ICNIRP のガイドラインで示されている評

価方法のひとつである複数周波数の磁界が発生して

いる場合の評価方法について、検討を進めていきたい

と考えている。 
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２．広島地区 ITS 公道実証実験について 
本システムは、広島地区ITS公道実証実験連絡協議

会が主催する世界初の路面電車－自動車間通信型ASV

デモンストレーション（デモ）の実施に合わせて開発

されたものである。広島市では、路面電車が市民の足

として定着しており、一日平均約 15 万人の利用があ

る。当研究所は、東京大学、(株)マツダ、広島電鉄(株)

と共に上記協議会の一員として、700MHz帯高度道路交

通システム標準規格準拠の無線機を用いた、路面電車

と自動車の安全運転支援システムを構築し、第 20 回

ITS 世界会議東京 2013 のポストコングレスツアーと

して図1に示すようなデモを実施した(1)(2)(3)。 

 
図1 路面電車と自動車の安全性向上システムデモ

（イメージ） 

デモにおいては、路面電車と自動車が道路空間を共

有する箇所において、本システムを搭載した次世代型

路面電車（LRV）(3)と、独自の先進安全技術を盛り込

んだ自動車（ASV5対応乗用車）(2)により、双方の安全

性が高まるようなシステムを提示した。 

３．支援システムのねらい 

中央部分に路面電車（以下「電車」という）の併用

軌道が敷設されている道路においては、図2、図3に

例示するような電車と自動車の接近場面が頻繁に生

じる。しかし電車はハンドル操作による回避が不可能

であり、また通行区分や制動能力等が自動車とは異な

るため、自動車との接触や衝突等の事故につながる可

能性が高まると予想される。 
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図2 右折自動車の右後方から電車が接近する場面 
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図3 脇道から自動車が軌道を跨ぎ右折進入する場面 

このような接近場面で、電車と自動車の間で無線通

信による情報交換が行われ、双方の運転者に対し、相



－ 138 －

 

 

手側車両の接近情報、注意喚起、相手車両側の検知確

認等の運転支援が可能となれば、相互の安全性の向上

を図ることができると考えた。 

４．システムの構成と機能 
本システムは、図4に示すように、無線機、GPS測

位装置、演算処理部、画面表示部等から構成される。

無線機は自動車側と同一の 700MHz 帯高度道路交通シ

ステム標準規格ARIB STD-T109に準拠するもので、メ

ッセージセットは通信利用型運転支援システムのガ

イドライン（国土交通省策定）をベースとする。演算

処理部（専用小型設計コンピュータ）は、無線通信で

得られる自動車運転情報（位置、車速、向き、ウイン

カ操作等）や、電車位置、電車車速等のデータを高速

処理し、電車運転士向けの小型ディスプレイ上に、自

動車の接近情報や注意喚起の支援情報を出力する。 
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図 4 車載安全運転支援システムの構成 
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図5 前方に右折車が存在する場合の運転支援画面 

電車に接近する自動車の走行状態（相対距離、進行

方向、方向指示等）が予め本システムのロジックが定

める条件に合致した場合に、図5に示すような場面に

応じた模式的な接近画面表示と音声案内による支援

機能が動作する。また自動車側にも、電車からのデー

タを受信して接近情報画面が運転席のヘッドアップ

ディスプレイ上に表示され、同時に電車接近検知のデ

ータを電車側に返信する機能を付加した(2)。 

５．公道走行実験による検証 
本システムを搭載したLRV、および本システムへの

対応機能を追加した先進安全自動車による公道走行

実験を実施した。実験では広島電鉄江波－舟入幸町間

および沿道（舟入通り等）に設定したコース上で4種

類の接近場面を創出し、図6に例示するように、各場

面において本システムが設計通りに機能し、安全性向

上のための運転支援を自動的に行うことを確認した。 

 

 
図6 実験中の接近場面における支援画面表示 

６．まとめ 
 自動車の ITS、ASV の主要技術である車車間無線通

信を路面電車にも展開し、自動車側と位置、速度等の

データを授受して安全運転を支援するシステムを構

築した。その支援機能を、対応機能付自動車と共に実

施した公道走行実験によって検証し、接近場面に応じ

て画面表示や音声による情報提供、注意喚起が自動的

に行われることを確認した。なお今後の課題として、

複数の通信機能搭載自動車に対応可能な支援手法（現

在は1対1）、方向指示を出さずに右折する自動車への

対応等が挙げられ、引き続き検討が必要と考える。最

後に、御指導・御支援を頂いた広島地区ITS公道実証

実験連絡協議会、および共同研究体を構成する東京大

学、マツダ(株)、広島電鉄(株)の各位に謝意を表する。 
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 シミュレーション技術を活用した路面電車の運転速度向上の検討 
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１．はじめに 

路面電車（併用軌道式）は道路上に軌道が設置され

ており、運転士の目視による安全確認の下、主に道路

の交通信号機に従って運転される。そのため道路状況

の影響を受けやすく、さらなる旅客サービス向上のた

めには、所要時間の短縮、速達性向上が望まれている。 
そのためには交通信号機の設定を路面電車優先と

することが効果的ではあるが、渋滞の悪化等の懸念が

あり実現は困難である。したがって、路面電車の運転

速度の向上によって改善する方法を検討した。 
２．運転速度向上のための要件調査 

２．１．法定の最高速度の状況 
路面電車の運転最高速度は、法令により、40km/h

又は敷設道路に指定された最高速度の低い方とされ

ている。道路の最高速度は、交通状況や道幅等により

指定されており、国内の路面電車の大半は最高速度が

40km/h に指定された道路に設置されている。 
他方、車道が片側２車線以上（軌道敷を除く）の主

要道路等には、最高速度が 50km/h の区間が見られる

（全体の約 1 割）。この場合、周辺の自動車等より低速

の 40km/h が路面電車の法定最高速度となっている。 
２．２．速度抑制要因の調査 
現状では、路面電車の走行速度が法定の最高速度に

達しない状況が頻繁に生じている。そのため、その要

因について、路面電車事業者４社を対象に、停留場間

隔が比較的長い区間における速度抑制要因及び所要

時分の内訳等について聞きとり調査を行った。その結

果、以下が大きく影響していることが分かった（順序

は多く挙げられた順序である）。 
(1) 右折車両・横断者の交通量の多さ 
(2) 道幅が狭いことや併走車両の多さ 
(3) 停留場間の交通信号機の変化予測が難しい 
(4) 見通しが悪いこと 
(5) 線路の勾配により安全上速度抑制するため 

 以上のうち(3)以外は、事故防止のための安全上必要 

な措置と言える。他方、(3)の交通信号機の問題につい

ては、電停発車時等で手前の信号の状況から予測可能

な場合もあるとの見解も得られた。 
路面電車の所要時分の内訳は、運転時間 60%、停留

場での乗降時間が 14%に対し、信号待ちは 24%、と

いう軌道経営者（１社）の実態調査結果が得られた。 
２．３．路面電車の事故発生状況 
社団法人日本鉄道運転協会（当時）が調査した路面

電車に関する詳細な事故状況資料について調べたと

ころ、交差点内外が判別可能な事故のうち、交差点周

辺での車両との事故が 192 件、交差点以外は 38 件と

なり、交差点付近での事故が非常に多いと言える。 
２．４．交差点中間部での運転速度の向上方法 
以上から、交差点の信号機の変化が予測可能で安全

が確認できる状況下では、交差点の中間部での運転速

度を高め、交差点通過速度は現在と同程度とすること

が、安全性を低下させずに交通信号機での停車時間を

減らせる対策としての有効と考えられる。 
しかし交差点中間部の運転速度は、現状でも安全上

の上限に近いと考えられるため、今回は、近年の路面

電車の性能向上を踏まえ、40km/h を超えて道路側の

最高速度に従う場合を想定し、その効果や安全性等を

シミュレータにより検討することとした。 
最近の低床式路面電車の加減速性能では、停留場間

の距離が 250m 程で 40km/h での運転が可能である。 
図１は、実在の区間で 250m の停留場間に４箇所の

交通信号機付きの交差点があるケースで、うち交差点

4が交通量の多い十字路（他は交通量の少ないT字路）

であり、電停 A 発車時点で交差点４の交通信号機の通

過可否まで予測可能な場所である。このモデルの場

合、現状 40km/h の運転（桃色）に対し、道路側の法

定の最高速度による場合、3km/h 程度速度が高まり

（赤線（43km/h））交差点 4 は現行の速度で通過しつ

つ、運転所要時分を 3 秒～94 秒（交差点 4 で停車せ

ずに通過できる場合）短縮できると考えられる。 
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手側車両の接近情報、注意喚起、相手車両側の検知確

認等の運転支援が可能となれば、相互の安全性の向上

を図ることができると考えた。 

４．システムの構成と機能 
本システムは、図4に示すように、無線機、GPS測

位装置、演算処理部、画面表示部等から構成される。

無線機は自動車側と同一の 700MHz 帯高度道路交通シ

ステム標準規格ARIB STD-T109に準拠するもので、メ

ッセージセットは通信利用型運転支援システムのガ

イドライン（国土交通省策定）をベースとする。演算

処理部（専用小型設計コンピュータ）は、無線通信で

得られる自動車運転情報（位置、車速、向き、ウイン

カ操作等）や、電車位置、電車車速等のデータを高速

処理し、電車運転士向けの小型ディスプレイ上に、自

動車の接近情報や注意喚起の支援情報を出力する。 
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図 4 車載安全運転支援システムの構成 
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図5 前方に右折車が存在する場合の運転支援画面 

電車に接近する自動車の走行状態（相対距離、進行

方向、方向指示等）が予め本システムのロジックが定

める条件に合致した場合に、図5に示すような場面に

応じた模式的な接近画面表示と音声案内による支援

機能が動作する。また自動車側にも、電車からのデー

タを受信して接近情報画面が運転席のヘッドアップ

ディスプレイ上に表示され、同時に電車接近検知のデ

ータを電車側に返信する機能を付加した(2)。 

５．公道走行実験による検証 
本システムを搭載したLRV、および本システムへの

対応機能を追加した先進安全自動車による公道走行

実験を実施した。実験では広島電鉄江波－舟入幸町間

および沿道（舟入通り等）に設定したコース上で4種

類の接近場面を創出し、図6に例示するように、各場

面において本システムが設計通りに機能し、安全性向

上のための運転支援を自動的に行うことを確認した。 

 

 
図6 実験中の接近場面における支援画面表示 

６．まとめ 
 自動車の ITS、ASV の主要技術である車車間無線通

信を路面電車にも展開し、自動車側と位置、速度等の

データを授受して安全運転を支援するシステムを構

築した。その支援機能を、対応機能付自動車と共に実

施した公道走行実験によって検証し、接近場面に応じ

て画面表示や音声による情報提供、注意喚起が自動的

に行われることを確認した。なお今後の課題として、

複数の通信機能搭載自動車に対応可能な支援手法（現

在は1対1）、方向指示を出さずに右折する自動車への

対応等が挙げられ、引き続き検討が必要と考える。最

後に、御指導・御支援を頂いた広島地区ITS公道実証

実験連絡協議会、および共同研究体を構成する東京大

学、マツダ(株)、広島電鉄(株)の各位に謝意を表する。 
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１．はじめに 

路面電車（併用軌道式）は道路上に軌道が設置され

ており、運転士の目視による安全確認の下、主に道路

の交通信号機に従って運転される。そのため道路状況

の影響を受けやすく、さらなる旅客サービス向上のた

めには、所要時間の短縮、速達性向上が望まれている。 
そのためには交通信号機の設定を路面電車優先と

することが効果的ではあるが、渋滞の悪化等の懸念が

あり実現は困難である。したがって、路面電車の運転

速度の向上によって改善する方法を検討した。 
２．運転速度向上のための要件調査 

２．１．法定の最高速度の状況 
路面電車の運転最高速度は、法令により、40km/h

又は敷設道路に指定された最高速度の低い方とされ

ている。道路の最高速度は、交通状況や道幅等により

指定されており、国内の路面電車の大半は最高速度が

40km/h に指定された道路に設置されている。 
他方、車道が片側２車線以上（軌道敷を除く）の主

要道路等には、最高速度が 50km/h の区間が見られる

（全体の約 1 割）。この場合、周辺の自動車等より低速

の 40km/h が路面電車の法定最高速度となっている。 
２．２．速度抑制要因の調査 
現状では、路面電車の走行速度が法定の最高速度に

達しない状況が頻繁に生じている。そのため、その要

因について、路面電車事業者４社を対象に、停留場間

隔が比較的長い区間における速度抑制要因及び所要

時分の内訳等について聞きとり調査を行った。その結

果、以下が大きく影響していることが分かった（順序

は多く挙げられた順序である）。 
(1) 右折車両・横断者の交通量の多さ 
(2) 道幅が狭いことや併走車両の多さ 
(3) 停留場間の交通信号機の変化予測が難しい 
(4) 見通しが悪いこと 
(5) 線路の勾配により安全上速度抑制するため 

 以上のうち(3)以外は、事故防止のための安全上必要 

な措置と言える。他方、(3)の交通信号機の問題につい

ては、電停発車時等で手前の信号の状況から予測可能

な場合もあるとの見解も得られた。 
路面電車の所要時分の内訳は、運転時間 60%、停留

場での乗降時間が 14%に対し、信号待ちは 24%、と

いう軌道経営者（１社）の実態調査結果が得られた。 
２．３．路面電車の事故発生状況 
社団法人日本鉄道運転協会（当時）が調査した路面

電車に関する詳細な事故状況資料について調べたと

ころ、交差点内外が判別可能な事故のうち、交差点周
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なり、交差点付近での事故が非常に多いと言える。 
２．４．交差点中間部での運転速度の向上方法 
以上から、交差点の信号機の変化が予測可能で安全

が確認できる状況下では、交差点の中間部での運転速

度を高め、交差点通過速度は現在と同程度とすること

が、安全性を低下させずに交通信号機での停車時間を

減らせる対策としての有効と考えられる。 
しかし交差点中間部の運転速度は、現状でも安全上

の上限に近いと考えられるため、今回は、近年の路面

電車の性能向上を踏まえ、40km/h を超えて道路側の

最高速度に従う場合を想定し、その効果や安全性等を

シミュレータにより検討することとした。 
最近の低床式路面電車の加減速性能では、停留場間

の距離が 250m 程で 40km/h での運転が可能である。 
図１は、実在の区間で 250m の停留場間に４箇所の

交通信号機付きの交差点があるケースで、うち交差点
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図１ 最高速度向上時の運転曲線 
３．シミュレータの作成 

 路面電車の速度が向上する場合、対向側交通が目測

を誤り直前横断事故に至る懸念がある。そのため、精

緻な CG による風景や運転再現が可能なシミュレー

タソフトにより、一般ドライバー及び路面電車運転士

による試験が可能なものを作成した。 
 交通信号機（歩行者用含む）の動作及び路面電車の

加減速は実物と合わせるため、路面電車運転士約 15
名に依頼し、試走行及びアンケートを行い微修正を加

えた。その結果、さまざまな安全上の試験を行うため

に実在の区間 4 カ所を含む仮想の約 3km の循環線と

した。図２に画面例を示す。 
 
 
 
 
図２ 実物写真（左）とシミュレータ画面（右） 
４．シミュレータによる横断タイミング評価実験 

４．１．試験方法 
 実験参加者が運転する自動車車両（自車両）は右折

待機状態で路面電車が接近するのを映像で見ながら、

安全に横断できると感じる最後のタイミング（ぎりぎ

りの間合い）で右折を行って頂き、右折開始時の路面

電車との間隔等から速度差の影響を調査する（図３）。 
 路面電車周辺での運転への慣れ／不慣れの影響の

把握のため、近畿大学次世代基盤技術研究所の協力の

下、表 1 に示す各属性の一般ドライバー計 42 名の協

力を得て実施する。 
 他方、路面電車は自車両から 157m 前方に停車後、

35km/h 又は 45km/h（速度向上時想定）で接近する。

仮にタイミングを逸した場合には繰り返し行う。 
 また、試験ログを再生した映像により、路面電車運

転士に運転を見て頂き路面電車の運転法を聴取する。 
４．２．試験結果 
 自車両の右折開始から、路面電車がその場所を通過 

表１ 実験参加者属性〔人〕 
属性 路面電車の周辺の運転 
年齢層 慣れていない 慣れている

合計 

男性 11 6 1720・30代
女性 3 3 6
男性 0 2 240・50代 
女性 2 1 3
男性 1 8 960・70代 
女性 3 2 5

 
 
 
 

 
図３ 試験状況 

するまでの秒数（少ないほど路面電車が接近する）と、

右折開始時における路面電車との離隔距離について

図４に示す。「慣れている」属性では運転速度向上時

に大きく時間が短縮（接近）しているが、離隔距離に

はあまり変化が無い。これは、目印の地点を決めてお

き右折判断する方が多いためと考えられる。 
 「慣れていない」属性の 20・30 代は同様の傾向だ

が、40 代以上の方については、時間にはあまり変化

が無いものの、離隔距離は大きな変化が見られる。こ

れは速度の推測が安定的ではないためと考えられる。

実験参加者からは路面電車は大きいため目測での速

度等の把握が難しい、との意見が得られている。しか

し、いずれの属性の方についても比較的安全に右折で

きる余裕を確保して運転されていると言える。 
 他方、路面電車運転士によると右折待機車がいる場

合、速度は上げず惰行運転を行う、との見解であった。 
 
 
 
 
 
図４ 速度向上時の時間（左）・離隔距離（右）の比較 

５．まとめ 
 交差点中間部での運転速度向上を想定し、対向側の

右折車の視点での比較試験を行った。試験では、速度

向上した場合、右折車における余裕時間は短くなるも

のの、安全な範囲であることが示された。ただし、一

部の方には、目測で路面電車の速度を的確に把握でき

ない様子も見うけられた。今後は、見通しの悪い場所

や、目測を誤る恐れのある天候等の異なる環境下にお

ける影響等についての研究も最高速度向上のために

は必要と考えられる。 
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No. 事故の種別 原因種別 ( ITTAB ) 原因の内容 ( ITTAB ) 事故発生
頻度(%) ※3

1 搬器落下事故  Vehicles（車両）※1  Failure of grip to clamp on haul rope
（握索装置の不完全握索）

2 (-)

2 搬器落下事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Bad loading ( passenger not paying attention )
（乗車時における乗客の不注意）

2 (-)

3 搬器衝突事故  External to lift （外的要因）  Wind（風） 7 (-)

4 搬器衝突事故
 Behavior of operator or mechanic
（運転者あるいは保守係員の挙動）

 Mistake in operation（運転ミス） 4 (-)

5 搬器衝突事故  Vehicles（車両）※1  Grip slipping（握索装置の滑り） 4 (-)

6 搬器衝突事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Bad loading ( passenger not paying attention )
（乗車時における乗客の不注意）

2 (-)

7 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Skier falls off chair on line
（線路上でいす式搬器から落下）

60 (33) 24

8 人身障害事故
 Accidents that injure a worker
 （作業員負傷の事故）

 Operating personnel during operation
（運転中の係員事故）

40 16

9 人身障害事故
 Behavior of operator or mechanic
（運転者あるいは保守係員の挙動）

 Mistake in operation（運転ミス） 29 12

10 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動） Skier hit by chair（いす式搬器による打撲） 26 (7) 10

11 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Bad unloading ( passenger fell down )
（降車時における乗客の転倒、転落）

22 (8) 9

12 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Misloading ( passenger fell down )
（乗車時における乗客の転倒、転落）

12 (3) 5

13 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Bad loading ( passenger not paying attention )
（乗車時における乗客の不注意）

10 (3) (-)

14 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Bad unloading ( passenger not paying attention )
（降車時における乗客の不注意）

7 (1) (-)

15 人身障害事故  External to lift （外的要因）  Wind（風） 3 (-)

16 人身障害事故  Vehicles（車両）※1  Chair damage （いす式搬器の損傷） 2 (-)
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 ※3：全事故件数（248件）に対する発生頻度（ 5%以上を記載 ）

 ※1：搬器にハンガーおよび握索装置（あるいは接続装置）を取り付けた状態をいう。 ※2：( )内は子供の件数

合　計

事故件数 ※2

4

17

211
(55)

232 (55)
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図１ 最高速度向上時の運転曲線 
３．シミュレータの作成 
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No. 事故の種別 原因種別 ( ITTAB ) 原因の内容 ( ITTAB ) 事故発生
頻度(%) ※3

1 搬器落下事故  Vehicles（車両）※1  Failure of grip to clamp on haul rope
（握索装置の不完全握索）

2 (-)

2 搬器落下事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Bad loading ( passenger not paying attention )
（乗車時における乗客の不注意）

2 (-)

3 搬器衝突事故  External to lift （外的要因）  Wind（風） 7 (-)

4 搬器衝突事故
 Behavior of operator or mechanic
（運転者あるいは保守係員の挙動）

 Mistake in operation（運転ミス） 4 (-)

5 搬器衝突事故  Vehicles（車両）※1  Grip slipping（握索装置の滑り） 4 (-)

6 搬器衝突事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Bad loading ( passenger not paying attention )
（乗車時における乗客の不注意）

2 (-)

7 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Skier falls off chair on line
（線路上でいす式搬器から落下）

60 (33) 24

8 人身障害事故
 Accidents that injure a worker
 （作業員負傷の事故）

 Operating personnel during operation
（運転中の係員事故）

40 16

9 人身障害事故
 Behavior of operator or mechanic
（運転者あるいは保守係員の挙動）

 Mistake in operation（運転ミス） 29 12

10 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動） Skier hit by chair（いす式搬器による打撲） 26 (7) 10

11 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Bad unloading ( passenger fell down )
（降車時における乗客の転倒、転落）

22 (8) 9

12 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Misloading ( passenger fell down )
（乗車時における乗客の転倒、転落）
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13 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Bad loading ( passenger not paying attention )
（乗車時における乗客の不注意）
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14 人身障害事故  Behavior of passenger transported （乗客の挙動）
 Bad unloading ( passenger not paying attention )
（降車時における乗客の不注意）

7 (1) (-)

15 人身障害事故  External to lift （外的要因）  Wind（風） 3 (-)

16 人身障害事故  Vehicles（車両）※1  Chair damage （いす式搬器の損傷） 2 (-)

94

 ※3：全事故件数（248件）に対する発生頻度（ 5%以上を記載 ）

 ※1：搬器にハンガーおよび握索装置（あるいは接続装置）を取り付けた状態をいう。 ※2：( )内は子供の件数

合　計

事故件数 ※2

4

17

211
(55)

232 (55)

 チェアリフトにおけるいす式搬器からの

落下事故の再発防止対策
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線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故の総件数 : 60

固定循環式特殊索道
68% ( 41件 )

自動循環式特殊索道
32% ( 19件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故の総件数 : 60

固定循環式特殊索道
68% ( 41件 )

自動循環式特殊索道
32% ( 19件 )

2人乗り
66% ( 27件 )

1人乗り
27% ( 11件 )

3人乗り
5% ( 2件 )

4人乗り
2% ( 1件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

固定循環式特殊索道の事故の総件数 : 41

2人乗り
66% ( 27件 )

1人乗り
27% ( 11件 )

3人乗り
5% ( 2件 )

4人乗り
2% ( 1件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

固定循環式特殊索道の事故の総件数 : 41

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ付き特殊索道
55% ( 33件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故の総件数 : 60

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ無し特殊索道
45% ( 27件 )

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ付き特殊索道
55% ( 33件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故の総件数 : 60

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ無し特殊索道
45% ( 27件 )

No. ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ 事故発生場所 事故発生状況
事故発生

頻度(%) ※2

1  出発後  乗車後の姿勢不安定・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す 7 (4) 7 (4) 12

2  線路中・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す 8 (4) 13

3  乗客の不注意 7 (4) 12

4  非常停止で落下 1 (1) (-)

5  到着前  降車準備時・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す 4 (2) 4 (2) 7

6  出発後  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ下ろさず 4 (1) 4 (1) 7

7  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ下ろさず 5 (3) 8

8  乗客の不注意 4 7

9  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰと座面の隙間から落下 3 (3) 5

10  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ時・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す 7 (4) 12

11  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ時・非常停止による落下 4 (3) 7

12  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ気付かず・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す 3 (3) 5

13  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ早く上げ 2 (1) (-)

14  乗客の不注意 1 (-)

100

 到着前

有

17 (11)

 ※1：( )内は子供の件数　※2：線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故の全件数（60件）に対する発生頻度（ 5%以上を記載 ）

 線路中間 12 (6)

合　計

33 (18)

60 (33)

事故件数　※1

27 (15) 線路中間無 16 (9)

子供の事故
56% ( 15件 )

その他
44% ( 12件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ無し特殊索道の事故の総件数 : 27

子供の事故
56% ( 15件 )

その他
44% ( 12件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ無し特殊索道の事故の総件数 : 27

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ付き特殊索道の事故の総件数 : 33

子供の事故
55% ( 18件 )

その他
45% ( 15件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ付き特殊索道の事故の総件数 : 33

子供の事故
55% ( 18件 )

その他
45% ( 15件 )

ﾊｰﾄﾞ面 ｿﾌﾄ面

1  出発後  乗車後の姿勢不安定・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す ・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ、専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい乗車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後の監視体制の徹底）

2  線路中・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す ・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ、専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい乗車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後の監視体制の徹底）

3  乗客の不注意 ・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ、専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい乗車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後の監視体制の徹底）

4  非常停止で落下
・前後方向の動揺減衰機構の導入
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ、専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・非常停止減速度の適切な設定と調整
・係員の対応の改善（非常停止操作時の案内体制の徹底）

5  到着前  降車準備時・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す ・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ、専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい降車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（降車前の監視体制の徹底）

6  出発後  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ下ろさず
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰの自動閉機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・乗客への注意喚起方法の改善（正しいｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作位置、操作方法の案内、啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後のｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作の監視体制の徹底）

7  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ下ろさず
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰの自動閉機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・乗客への注意喚起方法の改善（正しいｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作位置、操作方法の案内、啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後のｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作の監視体制の徹底）

8  乗客の不注意 ・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい乗車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後の監視体制の徹底）

9  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰと座面の隙間から落下
・小さい子供等が滑り落ちることのないｾｰﾌ
ﾃｨﾊﾞｰへの構造変更
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・乗客への注意喚起方法の改善（正しい乗車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後の監視体制の徹底）

10  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ時・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰが緩やかに上がる機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上昇速度の適切な設定と調整
・乗客への注意喚起方法の改善（正しいｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作方法の案内、啓蒙）
・係員の対応の改善（降車前のｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作の監視体制の徹底）

11  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ時・非常停止による落下
・前後方向の動揺減衰機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・非常停止減速度の適切な設定と調整
・係員の対応の改善（非常停止操作時の案内体制の徹底）

12  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ気付かず・ﾊﾞﾗﾝｽ崩し
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰが開くことを知らせる（音、振
動等）機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・乗客への注意喚起方法の改善（ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ時、同乗者に声をかける操作方法の案内、啓蒙）
・係員の対応の改善（降車前のｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作の監視体制の徹底）

13  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ早く上げ
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰの自動開機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・乗客への注意喚起方法の改善（正しいｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作位置、操作方法の案内、啓蒙）
・係員の対応の改善（降車前のｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作の監視体制の徹底）

14  乗客の不注意 ・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい降車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（降車前の監視体制の徹底）

 線路中間無

事故防止のための方策例
No. ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ

事故の
発生場所

事故発生状況

 到着前

有

 線路中間
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線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故の総件数 : 60

固定循環式特殊索道
68% ( 41件 )

自動循環式特殊索道
32% ( 19件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故の総件数 : 60

固定循環式特殊索道
68% ( 41件 )

自動循環式特殊索道
32% ( 19件 )

2人乗り
66% ( 27件 )

1人乗り
27% ( 11件 )

3人乗り
5% ( 2件 )

4人乗り
2% ( 1件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

固定循環式特殊索道の事故の総件数 : 41

2人乗り
66% ( 27件 )

1人乗り
27% ( 11件 )

3人乗り
5% ( 2件 )

4人乗り
2% ( 1件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

固定循環式特殊索道の事故の総件数 : 41

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ付き特殊索道
55% ( 33件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故の総件数 : 60

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ無し特殊索道
45% ( 27件 )

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ付き特殊索道
55% ( 33件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故の総件数 : 60

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ無し特殊索道
45% ( 27件 )

No. ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ 事故発生場所 事故発生状況
事故発生

頻度(%) ※2

1  出発後  乗車後の姿勢不安定・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す 7 (4) 7 (4) 12

2  線路中・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す 8 (4) 13

3  乗客の不注意 7 (4) 12

4  非常停止で落下 1 (1) (-)

5  到着前  降車準備時・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す 4 (2) 4 (2) 7

6  出発後  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ下ろさず 4 (1) 4 (1) 7

7  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ下ろさず 5 (3) 8

8  乗客の不注意 4 7

9  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰと座面の隙間から落下 3 (3) 5

10  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ時・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す 7 (4) 12

11  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ時・非常停止による落下 4 (3) 7

12  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ気付かず・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す 3 (3) 5

13  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ早く上げ 2 (1) (-)

14  乗客の不注意 1 (-)

100

 到着前

有

17 (11)

 ※1：( )内は子供の件数　※2：線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故の全件数（60件）に対する発生頻度（ 5%以上を記載 ）

 線路中間 12 (6)

合　計

33 (18)

60 (33)

事故件数　※1

27 (15) 線路中間無 16 (9)

子供の事故
56% ( 15件 )

その他
44% ( 12件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ無し特殊索道の事故の総件数 : 27

子供の事故
56% ( 15件 )

その他
44% ( 12件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ無し特殊索道の事故の総件数 : 27

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ付き特殊索道の事故の総件数 : 33

子供の事故
55% ( 18件 )

その他
45% ( 15件 )

線路上で乗客がいす式搬器から落下する事故における

ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ付き特殊索道の事故の総件数 : 33

子供の事故
55% ( 18件 )

その他
45% ( 15件 )

ﾊｰﾄﾞ面 ｿﾌﾄ面

1  出発後  乗車後の姿勢不安定・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す ・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ、専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい乗車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後の監視体制の徹底）

2  線路中・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す ・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ、専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい乗車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後の監視体制の徹底）

3  乗客の不注意 ・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ、専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい乗車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後の監視体制の徹底）

4  非常停止で落下
・前後方向の動揺減衰機構の導入
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ、専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・非常停止減速度の適切な設定と調整
・係員の対応の改善（非常停止操作時の案内体制の徹底）

5  到着前  降車準備時・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す ・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ、専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい降車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（降車前の監視体制の徹底）

6  出発後  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ下ろさず
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰの自動閉機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・乗客への注意喚起方法の改善（正しいｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作位置、操作方法の案内、啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後のｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作の監視体制の徹底）

7  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ下ろさず
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰの自動閉機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・乗客への注意喚起方法の改善（正しいｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作位置、操作方法の案内、啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後のｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作の監視体制の徹底）

8  乗客の不注意 ・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい乗車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後の監視体制の徹底）

9  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰと座面の隙間から落下
・小さい子供等が滑り落ちることのないｾｰﾌ
ﾃｨﾊﾞｰへの構造変更
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・乗客への注意喚起方法の改善（正しい乗車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（乗車後の監視体制の徹底）

10  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ時・ﾊﾞﾗﾝｽ崩す
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰが緩やかに上がる機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上昇速度の適切な設定と調整
・乗客への注意喚起方法の改善（正しいｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作方法の案内、啓蒙）
・係員の対応の改善（降車前のｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作の監視体制の徹底）

11  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ時・非常停止による落下
・前後方向の動揺減衰機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・非常停止減速度の適切な設定と調整
・係員の対応の改善（非常停止操作時の案内体制の徹底）

12  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ気付かず・ﾊﾞﾗﾝｽ崩し
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰが開くことを知らせる（音、振
動等）機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・乗客への注意喚起方法の改善（ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ上げ時、同乗者に声をかける操作方法の案内、啓蒙）
・係員の対応の改善（降車前のｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作の監視体制の徹底）

13  ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ早く上げ
・ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰの自動開機構の導入
・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入

・乗客への注意喚起方法の改善（正しいｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作位置、操作方法の案内、啓蒙）
・係員の対応の改善（降車前のｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ操作の監視体制の徹底）

14  乗客の不注意 ・専用ﾍﾞｽﾄ、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ等の導入
・乗客への注意喚起方法の改善（正しい降車方法の啓蒙）
・係員の対応の改善（降車前の監視体制の徹底）

 線路中間無

事故防止のための方策例
No. ｾｰﾌﾃｨﾊﾞｰ

事故の
発生場所

事故発生状況

 到着前

有

 線路中間
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受託・施設利用等について

■ 受託・共同研究について

皆様のご要望に応じて、当所の研究業務に関連した受託研究、試験及び共同研究を行っています。

詳細については、企画室（kikaku@ntsel.go.jp）へお問い合わせください。

　● 実績（受託元）

関係省庁（国土交通省、環境省、文部科学省　等）、関係団体、民間企業　等

年間６０件以上

■ 施設利用について

ご希望される方には施設を有償でお貸ししています。希望される方は総務課（soumu@ntsel.go.jp）

までご連絡ください。なお、貸与は、研究所の業務に支障のない範囲で一定の基準の下となりますので、

予めご了承ください。

平成25年度 交通安全環境研究所フォーラム2013　講演概要

平成25年12月５日発行

編集兼発行人　独立行政法人　交通安全環境研究所

発 行 所　独立行政法人　交通安全環境研究所

　　　　　　　〒182-0012　東京都調布市深大寺東町7-42-27

　　　　　　　URL　http://www.ntsel.go.jp/

本書についてのお問い合わせは、企画室までお願い致します。

交通安全環境研究所 企画室

電話 （０４２２）４１－３２０７

FAX  （０４２２）４１－３２３３

○本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく基本方針の判断の
基準を満たす紙を使用しています。
○リサイクル適正の表示：紙へリサイクル可
本冊子はグリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準に従い、印刷用の紙へのリサイク
ルに適した材料［Aランク］のみを用いて作製しています。
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